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序章 

 

 

第 1 節 問題の所在 

 

 地域安定を形成する方法は大きく分けて 2 つある。覇権国による安定的秩序の形成と力

の均衡（パワーバランス）による相互抑止秩序の形成である。 

地域安定のためには、強大国による覇権を受け入れて地域秩序の形成に従う帝国主義的

秩序を諒とするのであれば、それで済むことではあるが、もはや現代の国際社会はそれを

諒とはしないのである。その原因は各国の独立・自主・自決指向と、程度の差はあるが民

主主義思想の広がりである。地域諸国が前向きで協調的な対等協議に基づいた地域安定を

獲得しようとするのであれば、何らかの手段を持って覇権主義的性向を持つ強大国に対抗

し、その意図を抑止する必要がある。これは陸・海・空・宇宙といった地理的空間のみな

らず、法・世論・サイバー等の非地理的空間においてもあてはまる。 

本論第 3 章にて詳述する通り、アジアにおいて覇権主義的性向を持つ強大国として中国

の存在が指摘されている。中国自身は覇権主義を否定しているにもかかわらず、周辺諸国

との摩擦が絶えない現状からは、面積・人口・軍事力・経済力といった面でアジア最大の

国であり、かつ共産主義の独裁国家である中国の発言・態度・行動実績が周辺諸国へ脅威

を与えて、不信感を持たれる結果となっている事実が浮かび上がる。佐藤は「ASEAN1諸

国に代表される中国周辺諸国は歴史的沿革を基盤とした「弱者の論理」で中国に対してお

り、その諸国の懸念に対して中国は払拭するに十分に効果的な反論・対応をなしたとは言

い難い」と論じている2。 

国家間関係は相互の国家戦略によって描かれる。中国が周辺諸国から不信感と懸念を持

たれている原因とその解決策を知るには、それら諸国の国家戦略を検討する必要がある。

南シナ海島嶼領有権問題は、関係各国の国家戦略の違いと相互作用の研究にとってアジア

で最適の事例であると思われる。フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、中国、

台湾が領有権主張の直接当事者として、インドネシアとシンガポールが深い利害関係を持

つ地域内当事者として、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマーが地域内関係者として、

アメリカと我が国が深い利害関係を持つ域外関係者として、インドとオーストラリアが域

外関係者として関与している。第二次世界大戦終結後に萌芽を見て、1969 年以降本格的に

なった南シナ海島嶼領有権問題は解決に向かうどころか、ますます混迷を深めている。す

なわち、関係各国の国家戦略が妥協点を見つけられないまま時間が過ぎ、それぞれの政策

実行が積み重なって、さらに妥協点が遠くなるという悪循環を生んでいると言えよう。南

シナ海島嶼領有権問題が激化している今日、これら諸国の戦略を明らかにして、比較と考
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察を行い、悪循環から抜け出す方策を検討することが必要であり、且つ求められている。  

 

 

第 2 節 先行研究 

 

 南シナ海島嶼領有権問題をめぐる関係各国の戦略を分析した先行研究の業績を見てみる。

我が国において先行研究は多いとは言えない。その理由として我が国の場合、海洋への関

心は中国公船による直接的な干渉を受け続けている尖閣諸島のある東シナ海へ集中してい

たことが挙げられる。時間を遡って見ていくと、尖閣諸島に焦点が当たる前は奄美大島沖

不審船事件、韓国が実効支配する竹島領有権問題、能登半島沖不審船事件、さらに遡ると

北方領土問題へ至る。当然のことではあるが、自国が領有権をめぐって争う海域に関する

研究が蓄積される。ゆえに南シナ海への関心が低く、先行研究が少ないのは仕方のないこ

とであった。しかし、南シナ海島嶼領有権問題がアジアの地域問題として存在感を増すに

つれ、少しずつではあるが研究が蓄積されてきた。一方で、海外では台湾を中心としてベ

トナムでも多くの研究と主張が発表されている。欧米ではアジアの研究者との共同研究が

目立っている。過去に公表された解決提案も多くは海外の研究者によるものであったが、

近年では専ら政治家によるもので占められる傾向にある。 

安全保障面に焦点をあてたものとしては、浅川公紀、阿部純一、飯田将史、岩崎繁美、

浦野起央、奥山真司、北村淳、小原凡司、庄司智孝、田澤佳昭、田尻正司、野口和彦、濱

本良一、平松茂雄、山内敏秀、山本尚史、吉川尚徳、Anthony Bergin、Felix K. Chang、

Christopher Chung、deLisle, Jacques、Christopher Layne、Taegseon Lee、David Lei、

Chris Rahman、David Rosenberg、Martin Tsamenyi、Robert S. Ross、Phillip C. 

Saunders 等による南シナ海島嶼領有権問題や、南シナ海に関連するアジアの安全保障に

関する研究が挙げられる。 

外交面や経済面に焦点をあてたものとしては、石田収、石山永一郎、稲田十一、海野芳

郎、王子天徳、小笠原高雪、加治康男、川中敬一、菊池努、後藤乾一、佐伯健太郎、佐藤

甫、佐藤義明、重政公一、清水学、鈴木勝比古、鈴木早苗、竹内孝之、竹下秀邦、竹田い

さみ、竹田純一、陳鴻瑜、中島洋、中嶋嶺雄、新田紀子、宮家邦彦、ミンシン・ペイ、森

聡、山口開治、山田満、楊作洲、李国強、Rex Aguado、Robert Beckman、Atty Henry S. 

Bensurto Jr.、Graham Blackmore、Nayan Chanda、Thomas J. Christensen、Hasjim 

Djalal、Peter A. Dutton、Elizabeth C Economy、Aaron L. Friedberg、Michael Sheng-Ti 

Gau、Edgardo D. Gomez、B.A. Hamuah、Glen S. Hearns、Nien-Tsu Alfred Hu、Wang 

Jisi、Robert D. Kaplan、M.H. Katchen、Zou Keyuan、Tetsuo Kotani、David M. Lamptom、

Dexia Li、Jinming Li、Szu-Yin Lin、John W. Mcmanus、Brian Morton、Andrew J. 

Nathan、Peter Polomka、Nguyen Huu Quyet、J. Ashley Roach、Adam Segal、

Kwang-Tsao Shao、Robert W. Smith、Yann-Huei Song、Ian Storey、William G. Stormont、
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Kuan-Ming Sun、Nguyen-dang Thang、Nguyen Hong Thao、Mark J. Valencia、David 

Vanderzwaag、Kuan-Hsiung Wang、Peter Kien-Hong Yu 等による南シナ海島嶼領有権

問題や、南シナ海に関連する各国や地域共同体についての研究が挙げられる。 

国際法に焦点をあてたものとしては、カール・セイヤー、長岡憲二、D.C. Drigot、Marius 

Gjetnes、Max Herriman、Masahiro Miyoshi、Alex G. Oude Elferink、Kuan-Ming Sun、

Martin Tsamenyi 等が研究を発表している。 

秋元一峰、上野英詞、佐藤考一、富坂聰、Sam Bateman 等は安全保障面から経済面ま

で幅広く扱っている。 

これらの先行研究は南シナ海島嶼領有権問題に焦点を当てているものばかりではなく、

研究の一端として触れているものもある。南シナ海島嶼領有権問題を専門的に扱っている

研究者は少ないが、竹下、上野、佐藤の先行研究は資料数と論述数共に充実しており、中

国の戦略に関しては平松、川中、富坂の研究から得るところが多い。我が国の海洋政策研

究財団（現在は海洋政策研究所）は 2013 年に『中国の海洋進出－混迷の東アジア海洋圏

と各国対応－』の出版によって、南シナ海島嶼領有権問題を戦略面から研究した成果を発

表した。中国の言動の源流を、中国が伝統的に持つ中華的天下思想に求めたことはそれま

でにないアプローチであり、本論が依るところも大きい。ウリセス・グラナドス・キロス

は 2010 年に『共存と不和 南シナ海における領有権をめぐる紛争の分析、1902-1952 年』

を出版して、南シナ海島嶼領有権をめぐる近代の沿革を明らかにした。 

 戦略の研究は我が国ではもちろん、欧米でも盛んであり、石津朋之、金谷治、ジョセフ・

S・ナイ・ジュニア、塚本勝也、デイヴィド・A・ウェルチ、永末聡・孫崎享、Charles Glaser、

James R. Holmes、Toshi. Yoshihara 等が多くの研究を発表している。 

 他方、南シナ海島嶼領有権問題に関して、直接的な利害関係を持つ諸国の主張と行動か

ら戦略を検討し、過去の解決提案の失敗や国際法解釈を含めて総合的に考察した研究は多

くないようである。そこで本論では個々の事例に焦点を当てるミクロ的な視点ではなく、

各国の戦略の中心線を捕えるべく、できる限りマクロ的な視点に立って南シナ海島嶼領有

権問題を俯瞰することとする。 

 

 

第 3 節 本論の構成 

 

適切なパワーバランスによる安定をアジア海域においても実現するためには、海洋アジ

アにおける中国の膨張を食い止めるバランス極の形成が必要である。本論では南シナ海島

嶼領有権問題を事例として、関係諸国の主張や行動から各国の海洋戦略を検討し、対中バ

ランス極形成への問題点と課題を探る。その上で、我が国に期待される役割を明らかにし、

安全保障に資する戦略を考察する。 

第 1 章ではアジアの安定を脅かす海洋の問題点として南シナ海における島嶼領有権問題
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の存在と、それが及ぼす影響を指摘する。 

第 2 章では戦略、特に国家戦略を一般的視点から俯瞰した後、海洋戦略に焦点を当てて

検討する。海洋戦略とは何を源泉として実効性を持つのかを明らかにする。  

第 3 章では南シナ海島嶼領有権問題を事例として取り上げる。初めに東沙諸島・中沙諸

島・西沙諸島・南沙諸島をめぐる紛争を概観し、領有権の沿革とこれまでの平和的解決へ

の取り組みを述べる。さらに関係各国の行動からその戦略を順次論じ、それら諸国の海洋

に向ける態度や国際法の解釈を検討し比較する。排他的経済水域（EEZ）3に関する中国の

恣意的解釈は、次第に露わになってきつつある覇権主義政策と共に、指摘されるべき大き

な問題点となっている。また、対中バランス極形成をめぐる問題点と課題を検討して明ら

かにする。 

第 4 章では我が国に期待されている役割を論ずる。我が国が南シナ海島嶼領有権問題に

関与していくことで、我が国にどのような影響をもたらすか、メリットとデメリットを検

討する。結果的に国益を毀損するに至る可能性が見通せるため、我が国の関与程度は非常

に限定的でなければならない。 

第 5 章では結論として我が国がバランス・オブ・パワー戦略を明確に採用し、対中バラ

ンス極形成に限定的な関与を行うならば、南シナ海島嶼領有権問題の解決に向けた真摯な

協議に道が開かれ、海洋アジアの安定と、長期的にはアジア全体の安定をもたらすもので

あることを論ずる。対中バランス極は国際司法機関を活用することで本問題の解決を図る

ことを目的とすることが望まれる。解決に必要な前提として、中立の第三者が南シナ海島

嶼の科学的調査を実施して地理的事実を証明し、それが国際的に共有されねばならない。 

つまり本論は南シナ海島嶼領有権問題の具体的解決策を提案するものではなく、平和的

解決を図るための前提となる「前向き」で「協調的」で「対等」で「真摯」な協議を「開

始」し「継続」し「合意」に至るための国際状況を作り出す戦略を検討したものである。  

 

 

                                                   
1 Association of Southeast Asian Nations 東南アジア諸国連合 

 

2 佐藤考一『「中国脅威論」と ASEAN 諸国 安全保障・経済をめぐる会議外交の展開』勁草書房、2012、23-63 と

87-142 頁。 

 

3 Exclusive Economic Zone 
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第 1 章 アジアの安定を脅かす海洋の問題点 

 

 

 近年、アジアの安定は海洋において問題を生じている。そして必ず中国が関与している

と言ってよく、海洋権益をめぐる争いは基本的に中国と他の諸国という対立構造にある。

本章においても論じるように、いまや中国はアジアにおけるアメリカの影響力を最小化し

て自らがアジアの覇権国を目指す姿勢を隠そうとはしておらず、海洋アジアにおける摩擦

は、中国のアジア地域覇権を確立するという中期的な目標を背景としていると言ってよい。

つまり海洋アジアにおける緊張と摩擦は本質的にはアメリカ覇権に対する中国の挑戦、言

い換えれば長期的な世界覇権争奪戦の一幕であるといえよう。これまで表向きに主張され

てきた海洋生物・非生物資源の争奪といった側面を無視することはできないが、軍事的対

抗という本質の姿が次第に露わになってきている。本論第 3 章で論じるように、中国の特

徴は独善的かつ強圧的な言動である。自己正当化による非協調的な言動は利を得ることも

あるが、問題を拡大させることも多い。他の諸国間にみられる相違や、生じている対立の

推移と比べると、中国との摩擦における交渉は譲歩無き交渉となりがちで、解決無き交渉

が長期化する間に一方的な現状変更が進行して既得化するという傾向は否めない。それゆ

えに、中国が問題視されているのである1。 

 

 

第 1 節 中国の海洋進出が安全保障面に及ぼす影響 

 

中国の地政学的膨張指向が東シナ海と南シナ海において脅威として存在しているが、そ

れは第二次世界大戦終結後に萌芽をみた。大陸における地政学的膨張に一段落がつくと、

中国は共産主義諸国陣営内部の騒乱鎮静化と国力の増大に伴って徐々に海洋進出に乗り出

し、ソ連崩壊後のポスト冷戦体制を探る国際社会の中でその傾向を露わにした。中国はア

メリカに対抗するためにアジア海洋覇権、中でも戦略原潜（SSBN）2の聖域3を欲してお

り、その目的を達成するために両シナ海、特に南シナ海の内海化を指向していることには

疑いがない。 

中国は東シナ海では北部において韓国との間で、中部・南部において我が国との間で、

南シナ海ではフィリピン・マレーシア・ブルネイ・ベトナムとの間で対立面を形成してい

る。つまり、台湾を除く全ての海洋近隣国と利害の一致を図ることなく、一方的な自己正

当化主張を以って対立している。台湾に対しては、大きな対抗の中で異床同夢という特殊

な立場をとっていることが、この状況の単純化を阻害する要因ともなっている。ここで中

国と台湾の関係を簡単に見ておく。中国は国共内戦後に共産党が統治する大陸領域と国民
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党が統治する台湾に分かれたが、双方が中国全領域の主権を主張していることから、各々

が「一つの中国」を代表していると位置付けている。「一つの中国」は同じものではなく、

中華人民共和国か中華民国ということである。しかし、現実には対外的利害が一致するこ

ととなり、北京政府は「台湾は中国のものであるが故に、台湾のものは中国のものである」

とする三段論法を以って両シナ海での領有権主張に関しては台北政府とほぼ同じ主張を行

っている。ただし、中台間対立面は依然として明確に存在しており、台湾は中国の強い圧

力にさらされている。 

その一方、ポスト冷戦の国際秩序を探る国際社会は、アジア海洋秩序を巡る問題を当該

地域に局限されたものに留めることを許さない。国際社会の中で最大の影響力を持つアメ

リカは資本主義と民主主義という本質的な価値観を、共産主義と独裁主義を価値観とする

中国・北朝鮮とは異にしており、台湾を含む中国周辺諸国の多くとは同じくしている。そ

れ故にアメリカはそれら諸国の背後を支えることが宿命ともいえ、海洋覇権を巡って必然

的に中国と対立する。 

程度の差こそあれ、関係諸国の多くに共通して見られることは、国連海洋法条約の恣意

的解釈と国内立法による自己正当化である4。具体的には本論第 3 章で論じるが、中国はこ

ういった面においても抜き出ており5、また国際司法制度や多国間協議による解決を拒否す

る姿勢を公言している6。それが国際社会からの不信感を増大させる方向に作用しており、

状況の不安定化を進めていると考えられる。 

アメリカは直接的な当事国ではない故に、最近まではアジア海洋秩序へ直接介入する理

由と意思がなかった。また経済力と軍事力の伸長が著しい中国と対立正面を形成し、安全

保障を維持するだけの国力が今日のアメリカにあるか否かは疑問である。そのためにアメ

リカは中国周辺諸国への支援を行うことで周辺諸国自身による安全保障対立正面の形成を

図ろうとしているが、我が国を除いたそれら諸国は、中国に対抗できる国力を持っていな

いのが現実の姿である。いくら多国間連携をとろうとしても、各国の足元を見た中国に個

別撃破されているのが現状であろう7。詳しくは本論第 3 章で論じる。 

 

 

第 2 節 貿易航路の安全性に疑義が生じることによる影響 

 

南シナ海は東アジアへのエネルギー供給経路の主要航路であり、航行の安全と自由が直

接的に脅かされ、ひいては地域の安定が脅かされることが憂慮される事態となっている。

その理由は、国際法に対する中国の恣意的な解釈と実施してきている具体的行動が非常に

排他的かつ独善的とみられることにある。つまり一般的には国家が EEZ を含む公海の自

由航行や領海内の無害航行、特に商船が享受しているもの、を恣意的に阻害することはな

いと考えられているが、中国は他国からその確信を持たれていないと言い換えることがで

きよう。 
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中国と台湾は南シナ海のほぼ全域を自国主権海域とする主張をしており、特に中国は

「九段線」8と呼称される境界線（図 1）を主張し、その態度は強硬である。台湾の十一段

線主張は、国際海洋法の完全な知識を持っていたかどうか不明である作者たちが 1914 年

に非公式に中華民国の地図に十一段線を描いたことをルーツとして、公的には 1947 年 12

月に中華民国が歴史的水域の範囲を示すために公式地図「南海諸島位置図」に描いた十一

段線（図 2）が始まりとなる9。中国は 1953 年に周恩来首相が台湾の十一段線からトンキ

ン湾に描かれていた 2 破線を削除して九段線を誕生させた10。本来であれば、いずれの国

が領海や EEZ を設定しようとも、国連海洋法条約に誠実に沿ったものである限り、国際

商業航路への安全阻害要因とはならないはずであるが、中国の国連海洋法条約に対する解

釈は非常に恣意的で独善的な点が指摘されており11、万が一、南シナ海主要部が中国の影

響下に事実上おかれる、あるいは領海や EEZ として画定される場合、利害関係諸国は国

際商業航路の安全性が担保されない可能性を憂慮せざるを得ない。具体的には、我が国・

韓国・台湾が南シナ海における国際商業航路の安全性、すなわち生命線の維持に何ら憂慮

する必要がないと確信できる状況ではないのである。実際には中国は領海内無害航行を阻

害してはおらず、商船の航行の自由は脅かされてはいないのであるが、領海と EEZ にお

ける外国軍艦に対する言動と、南シナ海の大部分は領海である、或いは主権下にあるとい

った国際法を軽視する言動に接するにつけ、商船運航国は自国の生命線へのリスクが無視

できない程度で存在すると判断せざるを得ず、それら諸国は戦略的に対応策を取っておく

必要がある。 

一方で Rosenberg と Chung は、中国という視点ではなく、地球規模で行われているテ

ロや武器拡散という視点から、南シナ海の安定に関して沿岸諸国だけではなく世界各国が

無関心ではいられないと述べる。世界の海上輸送貨物量の過半が通過する南シナ海は

PSI12や CSI13や RMSI14に代表される世界的な対テロ及び武器拡散防止活動の舞台そのも

のである、と彼らは論じている15。 

 我が国を筆頭に、韓国・台湾・中国への化石燃料供給航路は最大の供給地域である中東

から両シナ海を経由する海上輸送によることが最も経済的である。この国際商業航路は歴

史的に見ると、様々な事案による安全阻害を受けてきた。中東戦争やイランイラク戦争さ

らには湾岸戦争に代表されるアラビア湾（ペルシャ湾）の不安定化や戦争海域化、スリラ

ンカ内戦による機雷敷設16、マラッカ・シンガポール海峡と南シナ海における海賊行為に

よる治安の悪化、等が挙げられる。安全阻害ではないが、船舶の運航遅延を招いたものと

してはベトナム戦争に伴って大量に生み出されたボートピープル事案がある。これらの多

くを経験してきたのは我が国であるが、近年では韓国・台湾・中国が本航路に大きく依存

を始めたことから、本航路の安全性は東アジア全体に多大な影響を及ぼすものとなってい

る。 

すでに中国は本航路への依存割合を減少させる目的をもって、ミャンマーからの陸上パ

イプライン敷設計画や中東からシルクロードを経由する陸上パイプライン敷設計画を推進

しつつあり、海上輸送に頼らざるを得ない現状の我が国・韓国・台湾は供給地の分散と多 
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図 1： 九段線 

 

出典：山東省地図出版社 2004 年 2 月第 9 版 旅游版 「2004 年中国南海諸島地図」 

(http://www.nansha.org.cn/maps/4/Nanhai_Zhudao_2004.jpg 16NOV2015) 

http://www.nansha.org.cn/maps/4/Nanhai_Zhudao_2004.jpg
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図 2： 十一段線 

 

出典：中華民国内政部方域司製「南海諸島位置図」1947 年 

(http://www.nansha.org.cn/maps/3/1947_South_China_Sea_Map.html 16NOV2015) 

http://www.nansha.org.cn/maps/3/1947_South_China_Sea_Map.html
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様化で本航路への依存を減少させるべく模索している。しかしながら割合を減少させたと

しても本航路は国際商業航路の主要幹線であることに変わりなく、化石燃料以外の貨物も

非常に多い。2012 年実績値の統計分析によれば、世界海上輸送量のうち少なくとも、原油

の約 35％（17 億トン中の 6 億トン）、鉄鉱石の約 30％（10 億トン中の 3 億トン）、石炭

の約 2％（10 億トン中の 2000 トン）が我が国・韓国・台湾・中国に向かって南シナ海を

通過している17。南シナ海において本航路の安全が担保されない場合、インド洋からはス

ンダ海峡あるいはロンボク海峡へ迂回し、シンガポールからはジャワ海を経由することと

なり、いずれもインドネシア内海を経由してフィリピン東方沖の太平洋に抜ける航路が代

替策とならざるを得ない。南シナ海沿岸諸港を経由する必要のある商船と貨物は相応の安

全対策を実施することとなる。 

こういった対策は海上輸送コストを上昇させ、各国経済にボディーブローのように静か

で確実な負の影響を与える。地域政治的にもまた国際政治的にも看過されず、混乱招致要

因となることは明白である。両シナ海の国際商業航路が危機に晒されて超大型原油タンカ

ー（VLCC）18が迂回した場合における経済的損失を定量分析して、エネルギー安全保障

への影響を調査するとともにシーレーン安全保障の在り方について検討するために、2013

年度に海洋政策研究財団が日本国内の専門家を招聘し、クローズド方式の研究委員会が開

催されたが、そこでの研究結果を基に、秋元は迂回に伴う経済的損失を論じている。秋元

は、その数値は概略であり精確ではないとの理由で引用元となることを拒否しているため

数値の引用は控えるが、VLCC のロンボク海峡への迂回に限定した場合は大きな経済的損

失とはならないが、VLCC のみではなく商船全船種が迂回を要する場合には経済的損失は

甚大となるという。そしてそれに止まらず、国際分業が深度化している世界経済は生産活

動自体に大きな影響を受け、世界経済は大混乱に陥ると指摘している19。 

インドネシアは、我が国・韓国・台湾の生命を維持する国際商業航路の大部分が自国内

海を通過することを受け入れざるを得ない事態となり20、安全保障面や海難危険性とそれ

らに伴う波及リスクと、最大許容交通量との間にどの程度の折り合いを見出すのか、イン

ドネシア一国の判断が東アジアの運命を左右することにもなりかねないのである。 

既に軍事衝突を含む小規模紛争や衝突が、本論第 3 章で論じる通り南シナ海において頻

発してきているが、それに留まらず、状況が悪化してこのような事態が生起しないと断言

できる状況にないことが、海洋アジアが抱える不安なのであり、関係諸国はそれに備えて

の対策を準備し、或いは実施しておく必要がある。 

 

 

                                                   
1 Saunders, Phillip C., “A Virtual Alliance for Asian Security”, in Orbis, Elsevier Limited, Spring 1999, 

p.237-p.256. 
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海に迂回すると仮定すれば、世界海上輸送量のうち少なくとも、原油の約 21％（17 億トン中の 3.6 億トン）、鉄鉱石

の約 6％（10 億トン中の 6000 トン）、石炭の約 2％（10 億トン中の 2000 トン）が新たにインドネシア内海を通過す

ることになる。なお、現在インドネシア内海を通過している量は世界海上輸送量のうち少なくとも、原油の約 9％（17

億トン中の 1.5 億トン）、鉄鉱石の約 50％（10 億トン中の 5 億トン）、石炭の約 16％（10 億トン中の 1.6 億トン）で

あり、日本・韓国・台湾・中国・オーストラリア・大洋州・東南アジアへ向かっている。なお、これら以外の貨物種

類も多く海上輸送されている。 
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第 2 章 戦略 

 

 

第 1 節 戦略とは何か1 

 

 戦略とは現代社会において多くの分野で使われる言葉である。国家戦略や外交戦略、さ

らには経営戦略といった使用実態からは、分野を超えた一般性を獲得しているようにも思

えるが、実のところ合意された定義というものは存在しないとされている。つまり「極め

て多義的で曖昧な概念」2といえる。 

 戦略の語源がギリシャ語の「strategos / strategia」3であることから、軍事用語であっ

たことは疑いなく、その後、様々な定義が試みられることになる。カール・フォン・クラ

ウゼヴィッツは著書『戦争論』において「戦争目的を達成するための手段として戦闘を用

いる術」とし、戦争計画の作成と戦争を構成する複数の戦闘予定の計画と個々の戦闘にお

いて遂行される戦闘行為の規定を含めて、戦略は軍事だけではなく政治を含んでいるとい

う概念を示した4。バジル・ヘンリー・リデルハートは著書『戦略論』で「政治目的を達成

するために軍事的手段を配分・適用する術」としている5。これらは軍事に軸足が置かれた

ものといえるが、その後、戦略の概念は領域を拡大していく。ジュリアン・コルベットが

国家政策レベルの戦略を major strategy、軍事レベルの戦略を minor strategy として区別

し、リデルハートが grand strategy 概念を提唱するに至り、そしてエドワード・ミード・

アールは国家資源・国家間協力・生命線確保・国益増進・潜在的脅威や攻撃予測への対応

までを含め、マイケル・ハワードは戦時国家政策の目標を達成する目的であらゆる国家資

源を動員・配分することと、同盟諸国や中立諸国の国家資源を動員・配分することにまで

領域を広げた6。言い換えれば戦争が軍人の手に余るものへと変貌していることでもあろう。 

 戦略が軍事領域に限られないのであれば、国家生存政策としての基本方針が国家戦略で

あり、国益の最大化を図るものと考えてよいであろう。 

 各国の国家戦略の実体を知ることは、公表されている公式な戦略目標ばかりではなく、

各国それぞれの実際の言動を分析することで国家意思の中心線を見出して判定評価するこ

とでなされよう。国家戦略はその国家の置かれた状況に影響を受け特徴化される。関係相

手国、地理や気候といった自然要因、資源や産業を含む経済的要因、他にも文明や文化、

民族性や国民性、宗教やイデオロギー、政治力や軍事力等といった様々な要因が国家戦略

を裏打ちするのである。 
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第 1 項 覇権戦略 

 

 国家戦略の代表的なものとして覇権戦略がある。覇権戦略は国際政治に二極（bipolar）

構造を作り出す二国覇権戦略と、強大な単極（unipolar）を作り出す一国覇権戦略に分け

られる。 

冷戦はアメリカを中心とする資本主義経済及び民主主義という価値観を共有する西側

陣営と、ソ連を中心とする社会・共産主義経済及び独裁主義という価値観を共有する東側

陣営が二極を形成して対峙したものである。「二極においては敵が明確で、また互いのパワ

ーについての誤算もさらに少なくなることから、最も安定的であるとされる」7理論が確認

された形ではあるが、核兵器による「相互確証破壊戦略（MAD）」8が機能した故の特殊な

安定だったとの指摘は説得力がある9。さらに「同盟はより硬直化し、そのため、大規模紛

争や、あるいは世界戦争の可能性が高まる」10との指摘もされる。 

 二つの覇権国ではなく、唯一の覇権国による単極構造が最も安定した国際秩序をもたら

すという考え方がある。「覇権国によって支配されるシステムに於いては、覇権国が自国の

利益を増進する目的で信頼性の高い国際通貨や自由貿易体制といった国際公共財を提供し、

それらを維持する限り、国家間関係は安定」し、「そのような国際システムは、他国がそこ

から利益を得ている限り存続する」と論じられ、その終焉も「既存のシステムから得られ

る利益が、システムの変化から得られる利益を下回った場合」に覇権交代が起きるとされ

る11。そして覇権交代は「各国が覇権国に対してバランスをとることで独立を維持するよ

うになるか、台頭する国が覇権国に対してついに挑戦するようになると、システムは溶解

する方向に向かう」12と考えられる。 

 歴史的には大航海時代のスペインやイギリスが例示されることが多く、中でも大英帝国

としての栄華を誇ったイギリスは単極覇権を成し遂げたと言えよう。また、冷戦下の二極

構造における西側と東側それぞれの陣営内に単極構造を当てはめることもできよう。冷戦

後のアメリカを単極覇権国と判断するか否かは、覇権交代の可能性を含めて今しばらくの

状況観察が必要と思われる。 

 

 

第 2 項 多極化戦略 

 

 覇権国（hegemon）による単極システムや超大国（super powers）2 国による二極シス

テムではなく、いくつかの大国（great powers）による多極（multipolar）システムの形

成を図ることを多極化戦略（balance of power）という。分散型といえるこのシステムで

は「国家はパワーを均衡させようと同盟を組むが、同盟は柔軟」であり、「戦争は起こるか

もしれないが、その規模は比較的制限されている」13。そして柔軟性を失うことで終焉を

迎える。第一次世界大戦は「1914 年以前に、ヨーロッパにおける多極のバランス・オブ・

パワーが徐々に 2 つの強力な同盟に集約されていき、柔軟性を失った」ことで終焉し、二
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極システムに移行した。そして世界戦争が現実化したのである。 

 ヨーロッパにおいてウェストファリア講和14からナポレオン戦争15に至るまでの期間は

多極化戦略による安定の顕著な例とされる。戦争は存在したが、大きなものではなかった。

オランダやポルトガルの商業的世界帝国支配やフランスの成長と北米進出。何よりもそれ

らを全て降して 19 世紀に単極世界覇権を確立するに至るイギリスの台頭があった。それ

でも限定的な戦争が行われたに過ぎず、目的も特定の国が強力になり過ぎないためのもの

であった。バランス・オブ・パワーの維持は当時のヨーロッパ君主国の共通の基本ルール

であったと言える16。 

 イギリスは世界覇権を握った後、ヨーロッパにおける陸上での拡大を指向せず、海洋覇

権を維持したまま、意図的にバランサーとしての役割を追求する。これはイギリスの世界

覇権を脅かす挑戦国が出現することを防ぐことで覇権継続を保障する意図で行われたと言

える17。「名誉ある孤立」は 1902 年の日英同盟締結まで維持されることになる18。 

 バランス・オブ・パワー理論に拠れば、多極化システムは国際社会において自動的に生

じるものである。強い国家が出現した場合にその国家に味方する（band-wagoning）する

ことは選択肢の一つであるが、それは独立を失う危険つまり従属国家となる危険性を孕ん

でいる。そのため、弱い国家に味方することで強い国家のさらなる強大化を抑制するバラ

ンシングを指向することが選択されるのである。そしてその場合のシステムは覇権システ

ムではなく多極均衡へと進むことになる。しかし全ての国家がいかなる場合にも多極化を

指向するとは言えない。バンドワゴンや中立が選択されることもある。その選択がいかに

されるかというのは予測が困難である。バンドワゴンの例としては第一次世界大戦におけ

るアメリカの参戦、第二次世界大戦初頭におけるドイツに対するイタリア、中立の例とし

ては第二次世界大戦後のフィンランド、バランシングの例としてはイランイラク戦争にお

けるシリア、また近接性を判定要素とした例として 19 世紀末のアメリカに対するイギリ

スの譲歩、冷戦における西側陣営の形成といったものが挙げられる19。もちろん経済的依

存関係やイデオロギーも選択判定要素として重要であるが、また等しく絶対性を持ってい

ないのである。 

 ここに三国関係における戦略を単純化して分類する20。三国協調が破れた場合の外交方

針として三つ挙げられる。 

・一国と協調・同盟し、もう一か国に対して共闘する 

・自国以外の二国が戦うように仕向ける 

・自国以外の二国が協調・同盟・共闘しないように邪魔をする 

そして、自国以外の二国が戦争を始めた場合の自国がとる手段として四つ挙げられる。  

・戦争の調停をすることで戦後の発言力増大を図る 

・強い方につく 

・弱い方につく 

・中立を保つ 

これらの手段を適切に選択することで国家間バランスの安定性を維持することが多極化戦
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略といえる。 

 留意する必要があることとして、多極化システムは安定をもたらして維持するものであ

り、平和を担保して維持するものではないということが挙げられる。多極化システムが柔

軟性を維持し、バランシングが作用していることの証明として、限定的な衝突や同盟の組

み替えはあり得るのであり、限定的な紛争や戦争が生起する可能性はある。そして 19 世

紀のヨーロッパで見られたように、同盟の組み替えが二極化を指向し始めると、バランス

維持は困難となり、多極化システムはやがて二極化システムに変貌して世界戦争に繋がっ

ていったのである。本来バランス維持が困難なはずの二極化システムであった冷戦が平和

と安定を維持できた原因として、核兵器が存在することで超大国間での MAD 戦略が合意

されたという、それまでの人類史上に無い新しいバランシング手段が生じたことを無視す

ることはできないのである。 

 

 

第 2 節 海洋戦略 

 

 国家戦略のうち、海洋に関係する部分を海洋戦略とする。海洋のみで完結するものもあ

れば、陸上や航空さらには宇宙と関連を持つものもあろう。しかし一般的には、陸上など

との相互影響があったとしても主要な部分に関しては海洋を対象とする戦略分野を海洋戦

略と考えているようである。具体的には、軍事分野では海軍戦略、経済分野では海運水産

戦略、資源分野では海洋開発戦略がある。 

 

 

第 1 項 海軍 

 

 海洋軍事戦略としていくつかの戦略や理論があるが、『海上権力史論』（1890 年）21を著

したアメリカ海軍大学校の戦史・戦略教官アルフレッド・T・マハン（Alfred Thayer Mahan）

の影響を無視することはできない。中でも「武力によって海洋ないしはその一部分を支配

する海上の軍事力のみならず、平和的な通商及び海運をも含んでいる」22と述べられる「シ

ーパワー」の理論は現代でも各国の海洋戦略の基盤として存在している23。 

 シーパワーは「(1)地理的位置、(2)自然的形態（それに関連して天然の産物及び気候を含

む）、(3)領土の範囲、(4)人口の数、(5)国民性、(6)政府の性格（国家の諸制度を含む）」24の

6 つの一般条件に影響される。そして、「平和的な通商及び海運があってはじめて海軍の艦

隊は自然にかつ健全に生まれ、またそれが艦隊の堅確な基盤」25になり、「狭義の海軍は、

商船が存在してはじめてその必要が生じ、商船の消滅と共に海軍も消滅する。ただし侵略

的な傾向を持ち、軍事機構の単なる一部として海軍を保有している国はこの限りでない」26

のである。つまりシーパワーとは循環する経済発展要素とそれを保護・推進する海軍力を
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総合したものといえる。 

 現代の海洋諸国家の海洋戦略はこのシーパワーを維持発展させるために立てられている

と言ってよく、海軍力は海運力と表裏一体であり、今日では海洋生物資源と海洋非生物資

源獲得競争をも含めて、国益の最大化を図るものとなっており、海軍力のみが単独で制海

を果たせる時代ではない。しかしながら、海運及び資源獲得能力を担保する直接的な保護

能力としては重要性を増しているといえ、間接的な保護能力である国際社会での発言力及

び影響力との両輪強化が重要である。ただし、海軍力は一方的に増大すればよいものでは

なく、「安全保障のジレンマ」27に陥らぬよう、また時々の国際社会風潮との調和をも図り

ながら慎重な整備が求められるものである。 

 

 

第 2 項 海運 

 

 太古より船を用いての移動や輸送は行われており、陸上輸送や航空輸送に比してコスト

面や輸送規模で圧倒的な優位性を持つ海運は現在でも世界の物流における基幹的な役割を

負っている。元来、海洋自由原則から海運自由原則が唱えられてきたが、大航海時代の欧

州において各国は海運に関連して様々な規制をかけた。クロムウェルはオランダ海運を排

除するために「イギリスの貨物はイギリスの船で運ぶ（自国貨自国船主義）」を掲げる航海

条例を 1651 年に制定した。これはイギリスの単極覇権確立への大きな一助となったが、

単極覇権が衰退期に入ると、1853 年にイギリスは同条例を廃止し、「海洋航行と海運業は

自由であるべき」と本来の海運自由原則へと政策転換したのである。 

 元来、海洋国際法の意識を持っていた地中海地域では、ローマ帝国時代のローマ法によ

る「海は万人の共用物」という意識が支配的であり、「私法のカテゴリーに属する海上運送

についての契約、保険や船主、荷主の権利義務などについては「海事法（maritime codes）」

と呼ばれる種々のルールが、フェニキア人、ギリシャ人等によりすでに定められていて、

これがローマ帝国に引き継がれて」28いたのである。 

 国際法が欧州キリスト教国の背景を基盤としていることは事実であり、それはとりもな

おさずヨーロッパ公法の歴史的背景からは逃れられないことを示している。ヨーロッパ公

法の対象分野は主として 3 つあり、「国家関係ないし外交関係」、「戦争」そして「海洋」

である。「海洋」は欧州諸国の海運力とそれを背景にした海軍力の力関係の上に成立してい

たのであり、即ち海運力は国際発言力を担保するものといえるのである。南北アメリカ、

イスラム諸国、アジアといった非欧州地域が帝国主義世界の中で欧州中心の国際社会に組

み入れられ、国際法社会に仲間入りするようになった歴史から、現代国際法も海運力によ

って担保された「海洋」を主要な歴史的分野として成長発展しているのである29。 

 海運の現状に目を向けると、「世界の海上荷動きは経済のグローバル化の進展を受けて増

加が予測されており、外航海運は大きな成長が見込まれている」30。さらに、世界貿易機

関（WTO）31ドーハ・ラウンドでの交渉難航を受けて、二国間や地域的な経済連携協定（EPA）
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32や自由貿易協定（FTA）33の締結交渉が加速化している中で、「海運分野については、海

運代理店業にかかる外資規制等の撤廃や外航貨物輸送の自由化など、海運サービスの自由

化に関する規定の導入が論じられている」34のであり、伝統的な国際海運自由の原則はさ

らに柔軟性を増そうとしているようである。 

 主として国際海事機関（IMO）35を舞台に行われる国際海洋規制は船舶交通規則や安全

規則、海難救助規則に留まらず、国連海洋法条約、拡大する一方の環境規制、北極海航路

開発、等へ舞台を広げており、これらの国際議論において発言力を確保するためには自国

海運力の規模が基盤となるのである。 

 内航海運は自国主権下において保護できるが、外航海運における「海運自由原則のさら

なる柔軟化」と「自国海運力維持」の両立はどのようになされるのであろうか。国際自由

原則の下で徹底的な自由競争に晒されている外航海運は、コスト競争に勝ち抜くために自

国の安全保障政策との一体化を離れ、便宜置籍（FOC）化36と自国船員から発展途上国船

員への置換37とを推進してきた。今日では既に先進国船員は極めて少数となり、船隊の大

部分は便宜置籍船で構成されている。これら空洞化した自国及び他国の商船隊によって国

民生活や経済が支えられている状況でのシーパワー維持は、自国商船隊の回復ではなく、

自国が利害を有する国際商業航路つまりシーレーンの安全確保に重点が置かれている。歴

史的に外航商船は私掠船を含む海賊や沿岸国紛争の波及、戦争当事国としての海上通商破

壊戦といった脅威に晒されてきたが、船籍や船員といった外航商船の中核要素を発展途上

国が担うようになり、さらに自由化が推進される流れの中では、船員や船舶の直接護衛よ

りもシーレーンの護衛に傾斜せざるをえないとも言えよう。シーレーンは「国家の生存と

繁栄のための生命線であれば、そこには国益の擁護のための安全保障の概念が生まれ」38、

「安全利用を確保することのできる信頼性の高い国際協定がない限り、自国の経済に直結

する船舶の安全航行とシーレーンの安定的利用のための軍事と外交が必要となる」39ので

ある。つまり現代の海軍力維持の裏付けとなる海運力とは、自国商船隊よりも自国の常用

商業航路を形成し維持する経済的な力であり、海軍力とは「シーレーンを提供する海洋に

力を及ぼし、自国に有利なように統制（コントロール）すること」40といえ、「平時のうち

から現存（プレゼンス）させることによって保障される」41のである。 

 国家戦略において海洋の占める割合は縮小することなく、拡大の一途を辿っており、国

際発言力を担保するための国家海洋戦略の策定と実施は、海軍力を裏付ける海運力があっ

てこそといえる。 

 

 

第 3 項 水産 

 

 水産は海洋生物資源を食料として利用する産業である。現在の人類は人口増加に歯止め

がかからず、陸上での食糧増産では賄いきれず、海洋生物資源の獲得競争に入っている。

既に海洋生物資源の疲弊は現実化しており、国際的にも国連海洋法条約で EEZ が制度化
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され、1992 年の国連開発会議で出された「持続可能な利用と開発」（リオ・デ・ジャネイ

ロ宣言）の精神に則った国際的枠組みが種々施行されている。 

 海洋生物資源の安定的利用を果たすためには、資源保護のための漁獲規制と積極的な資

源育成策が必要であるが、EEZ が画定されない問題と条約非締結国漁船への規制問題とが

存在する。EEZ を確定するためには、複数国の EEZ 主張が重複する海域を線引きする必

要があるが、それは漁場の線引き分割に他ならないことから、合意は容易なことではない。

また、EEZ 主張の根拠となり、基線の設定の前提ともなる領土そのものに係争がある場合

は見通しすら立たないことが多い。そこで EEZ や領土の係争とは切り離して暫定水域を

設定して漁業協定を結ぶことが多々見られるが、国際的に漁船に対する規制が旗国主義原

則に基づいている以上、公平な規制管理の実施には疑問符が付けられる。 

 国際的な漁業規制方式の策定や実際の漁法開発、さらには養殖技術に至るまで、国際発

言力は自国の水産力が背景となることは海運と同じである。ゆえに、科学的調査の蓄積と

資源管理理論の提唱、新たな漁業技術の開発、加工と物流を含む国際水産市場への影響力、

他産業との連携による新たな方向性、そして効果的な海洋生物資源管理といったものが海

洋戦略に含まれる必要がある。 

 

 

第 4 項 海洋開発 

 

 海洋開発という言葉は、文字通り海洋資源の開発を指すはずであるが、実際には海洋非

生物資源開発に対して用いられているようである。海洋非生物資源には海水そのものと海

水以外のものがある。海水そのものを資源と考えるならば、海水の温度、潮汐、海流、波

浪、深度、深層水、海水に内包される元素類、さらには風景や観光対象としての利用も考

えられよう。海水以外の海洋非生物資源は海底に存在する鉱物資源、海底油ガス田、熱水

といったものが挙げられる。 

 国連海洋法条約では大陸棚を規定し、さらに公海部海底を国際海底機構（CLCS）42が管

理するシステムが合意されている。しかし現実的には海洋非生物資源を開発・利用できる

国は限られているのである。なぜならそれは非常に高度な技術を必要とするからであり、

先進技術国ですら、いまだ技術開発の段階にあると言ってよい。これは技術開発競争に先

んじることが海洋非生物資源獲得競争で国際的イニシアチブをとることができるというこ

とであり、事実、先進技術国は海洋開発競争で鎬を削っているのである。 

 陸上鉱物資源にはすでに枯渇の可能性が高いものが出始めており、また、希少金属類（レ

アメタル）を巡っては、陸上での遍在を調達リスクさらには政治的リスクと判断し、海洋

から獲得するべく調査が進められており、海洋での資源量はマクロ的には既に十分証明さ

れていると言ってよい状況にある。残された問題はそれを開発するための技術と経済性で

あり、そこでの優位性が国際発言力を決定するのである。なお、海底鉱物資源開発技術は

海底油・ガス田開発技術が基盤となっていると考えられる43。 
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 現在、海洋戦略を持つ国家は海洋開発を主要な柱として位置づけており、予算や技術を

傾注して競争しているのである。 
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第 3 章 南シナ海島嶼領有権問題 

 

 

 南シナ海には元来無人の島嶼や暗礁が無数に存在しているが、それらは歴史的に領有対

象としての価値をあまり認識されていなかったと言ってよい。1951 年のサンフランシスコ

講和条約によって我が国が西沙及び南沙諸島1の領有権を放棄した際も、新たな帰属先は決

定されず、同条約に参加しなかった両諸島近隣諸国も台湾を除き2、その後の我が国との二

国間講和締結に際して、帰属先に関心を払った証拠は見出されない3。 

これら無人島嶼の領有権問題は 1969 年に国連アジア極東経済委員会（ECAFE）4が地

質調査の結果、黄海・東シナ海・南シナ海の大陸棚において石油・ガス資源の埋蔵可能性

が高いとした報告書5を出したことに端を発する。それが海洋資源に対する沿岸諸国の興味

を刺激して本問題を激化させ、ひいては EEZ と大陸棚を制度化した国連海洋法条約が要

因の一つとする見方を導くことになったと考えられる。何はともあれ、南シナ海沿岸諸国

は島嶼領有権を主張し始め、先占競争に入ったのである。大きな武力衝突としては、アメ

リカとソ連という超大国が撤退して力の空白が指摘され始めた南シナ海で、中国がベトナ

ムに二度の海戦を仕掛けて島嶼を奪取したことであるが、それでも中国の脅威が現実化す

る可能性は小さいとさえ思われていたのである6。しかしその後の歴史では中国の強国化が

現実のものとなり、南シナ海島嶼領有権問題が海洋資源獲得競争から変質して、覇権戦略

の様相を帯び始め、さらにアジア覇権に留まらず、中国の世界覇権戦略の一段階として位

置づけられつつあるようである。 

 第 1 節には、「南シナ海各国主張海上境界線図」を図 3 として、「南沙諸島実効支配現況

（英語呼称）」を図 4 として、そして「南沙諸島実効支配現況（中国語呼称）」を図 5 とし

て掲載した。さらに章末には、「南シナ海（ベトナム呼称：ビエン・ドン）島嶼一覧」を表

1 として掲載した。 

 

 

第 1 節 歴史と現状 

 

 南シナ海島嶼は一般に 4 諸島に分類され、それら全てにおいて領有権問題が存在してい

る。初めにそれらの概略を俯瞰してみる。なお、証拠及び反証材料に乏しい、相当程度に

過去に遡っての主張は本論では取り上げないこととした。少なくとも、現状に至る経緯の

中で国際的に合意があったと見做され得る程度の過去までは遡る意義があろう。実際には

20 世紀初頭までがその限界であり、それより過去には遡る意義が見いだせないと言ってよ

い。歴史的経緯を主張する発表や出版はかなり多いといえるが、そのほとんどは中国系、  
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図 3： 南シナ海各国主張海上境界線図 

 

出典：佐藤考一「アメリカのアジア回帰と南シナ海紛争の新局面」『東亜』545、霞山会、2012 年 11 月、102 頁、図

1「中国の南シナ海の地図とそれに示された U 字線および各国が主張する排他的経済水域の概要」 
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中でも台湾の関係者による一方的主張が多い。そしてそれらが依って立つ史料は反証でき

ないものや領有権主張根拠として不十分と思えるものがほとんどである。また多くは、自

国の歴史的水域主張は疑いのない真実であり対立国の主張は盗取の正当化に過ぎない、と

いう前提に立っていることが明らかであり、公平性を欠いていると言える。当事国以外の

研究者によっても客観的公平性を持つ史料発見への努力が続けられているが、現場の学術

的調査の困難から、地学的根拠となる統一的な資料がなく、客観的公平性を持つ史料の絶

対数は少ない7。 

山口は中国と南シナ海の関わりの歴史を紀元前から清国まで追った結果として「清には

海洋主権の問題が存在しなかった」とし、そもそも中国の伝統的な考え方である「辺境」

とは「一国の領土ではないが、その権限下の区域内に含まれる」考え方であり、「少なくと

も西欧の国際法にはなじまない概念である」としている。そして山口は、著名な中国史研

究家である陳舜臣の言葉「天下そのものである国家には、蛮族の住む辺境はあっても国境

はなく、朝貢はあっても対等の国家や通商がない、というのが中華帝国の伝統であった」

を引用している8。この言葉は、中華的天下・秩序を明快に表現しており、現在の国際社会

にも全く馴染まないものであろう。 

白石は中国南部から南シナ海周辺を含む東南アジア史において固有の政治システムを

「まんだらシステム」と名付けた。それは大王を中心として王・家臣・親族と続く一つの

秩序がアジア的な帝国であり、大王の力の強弱によって拡大縮小する。「まんだら」は「王

たちの輪」を意味し、国境はなく、内政・外交の区別もない。つまり国境で定義される近

代国家とは別の代物であった。中国王朝交代と海のまんだらと陸のまんだらそれぞれの栄

枯盛衰が相互にリズムをもって柔軟に伸縮していたという。そして、東南アジアでは 19

世紀に外あるいは上（つまり欧米帝国主義列強）から異物として近代国家が移植されたと

論じている9。近代国家を前提とする現在の国際社会において、19 世紀以前の柔軟な相互

伸縮という歴史背景を無視して伸張時期の史実のみを流用して歴史的国家主権を主張する

ことは正当性を持ちえないと言えよう。 

 

 

第 1 項 東沙諸島 

 

PRATAS Islands。北緯 20 度 30 分から 21 度 31 分、東経 116 度から 117 度。面積 1.8

㎢の PRATAS Island と暗礁（NORTH VERKER Bank と SOUTH VERKER Bank）から

なる。 

アヘン戦争後の 1882 年当時、イギリスは東沙諸島の水路測量を行い、灯台建設提議を

行ったが、東沙諸島の所属国が明らかにならなかったため灯台建設計画は立ち消えになっ

た。当時、多くの史料からは中国（当時は清国）の領有権が非常に高く推認されたにもか

かわらず、領有権国が明らかにならなかったということは、島嶼に関しての過去の史料は

領有権主張根拠とならないことを中国自身が明らかにしていたと言えるのかもしれない。
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いずれにせよ、清国はイギリスに対して東沙諸島の領有権を主張しなかったということで

あり、イギリスも東沙諸島領有権を欲しなかったということである。航海物標としての存

在は領有権とは無関係であり、明らかに利益が見込める状況こそが島嶼領有の動機となる

と示唆していよう。 

根拠は不明であるが、1907 年に我が国は、東沙諸島に対する清国の領有権を確認してい

る10。その後、1939 年 4 月 9 日に我が国は東沙諸島の占領と台湾編入を公式宣言するが11、

これはサンフランシスコ講和条約に反映されなかったことから、国際承認を得られなかっ

たものと理解すべきであろう12。 

現在の東沙諸島は 1947 年から台湾の実効支配下にあり、行政上は高雄市に属する。海

軍陸戦隊が駐留していたが、2000 年から海岸巡防署が 2 個中隊規模の東沙指揮部を置い

ている。そして、旧日本軍が建設した飛行場を修復して使用している。 

中国が主権を主張しているが、台湾を独立国と認めず、台湾省と考えているためであり、

現在具体的な係争があるわけではない13。つまり、台湾の付属島嶼としての理解に違いは

なく、台湾が中国に併合された場合には中国領となり、台湾が独立を果たした場合には台

湾領となるはずである。 

 

 

第 2 項 中沙諸島 

 

MACCLESFIELD Bank。概位北緯 15 度 11 分、東経 117 度 46 分。東方に離れた位置

に存在する SCARBOROUGH Shoal（フィリピン名は PANATAG Shoal、中国名は黄岩島）

だけがわずかに露出しているが、その他は 20 個程度の暗岩からなる。つまり実際は諸島

ではない。 

第二次世界大戦中の我が国を含め、過去に領有権を以って関与した国は確認されておら

ず、無主地であったと言えるが、現在のところ中国とフィリピンが共に実効支配を主張し

て衝突している。 

最近の中比間衝突は 2012 年の公船対峙事件である。2012年 4月 8 日、SCARBOROUGH 

Shoalラグーン内に錨泊中の中国漁船 8隻がフィリピン海軍（フリゲート艦 1隻と観測機）

に発見された。フィリピン海軍が臨検を行った結果、密漁が判明したため検挙しようとし

たところ、中国公船（海監（当時）2 隻）が介入してきた。4 月 10 日、フィリピン政府は

在比中国大使館へ同地は比国領であり比国法令が適用されると通告し、4 月 12 日に海軍艦

船を沿岸警備隊巡視船に交代させた。中国政府は 4 月 13 日に海監 1 隻と漁船 3 隻を現場

から離脱させた。4 月 16 日、フィリピンのアキノ大統領は九段線が国連海洋法条約に違反

していると指摘し、4 月 18 日にフィリピンの外相は、本問題の国際海洋法裁判所への付託

を決定したとして、中国に付託への参加を求めた。中国は 4 月 20 日に主権侵害であると

非難し、漁政（当時）1 隻を追加派遣した。両国は非難合戦に入り、公船対峙も長期化し

た。フィリピンの国際海洋法裁判所への付託提案に中国は同意せず、環礁開口部に封鎖用
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ロープを展張した。フィリピン国内では中国総領事館への抗議デモが続き、中国はフィリ

ピンへの観光旅行中止や検疫強化によるフィリピン農作物の輸入阻止といった事実上の経

済制裁を実施した14。こういった経緯の末、フィリピンは 2013 年 1 月 22 日に国連海洋法

条約に基づき、中国を仲裁裁判所に提訴した。中国は仲裁裁判所の関与を拒否しているが

仲裁裁判所は審理開始を決定して審理中である15。本章本節第 6 項 16 で詳しく取り上げる

が、本審理ではいかなる仲裁判決が出されるか、そしてその判決が今後の中国対策として

有効な方法となり得るか否か、非常に注目されている。なお、台湾も領有を主張している

が、現在具体的な行動は起こしていない。 

中沙諸島唯一の海上露出部である SCARBOROUGH Shoal の法的立場であるが、中国は

「島」であり、EEZ と大陸棚の設定が認められるとするが、フィリピンは「岩」であり、

領海しか認められないとの立場をとっている16。 

 

 

第 3 項 西沙諸島 

 

PARACEL Islands （ベトナム名は HOANG SA）。概域北緯 15 度 30 分から 17 度、東

経 111 度から 113 度。東北部分が宣徳群島で、南シナ海島嶼領有権問題の対象 4 諸島にお

ける最大島である面積 1.85 ㎢の永興島（WOODY Island）がある。西南部分は永楽群島

である。諸島全体で 32 島嶼あり、淡水は出ない。 

1920 年に我が国は、西沙諸島が 1909 年に清国に領土編入されていたことを承認してい

るが17、その後西沙諸島を実効支配していた中国18とフランスを駆逐、占領して 1939 年 4

月 9 日に台湾編入を公式宣言するに至る19。そしてサンフランシスコ講和条約によって我

が国が継承国無しで放棄し、無主地に戻った20。 

第二次世界大戦後、ベトナムに宗主国として戻っていたフランスが支配回復を図り、当

時大陸にあった中国国民党政府21と対立したが、1950 年にフランスの後ろ盾で南ベトナム

が永楽群島を占拠した。尚、フランスは 1954 年のジュネーブ協定で撤退した。 

その後、大陸を掌握した中国共産党政府22が 1956 年に宣徳群島を占拠した。ベトナム戦

争後の力の空白を突いて 1974 年 1 月に中国は南ベトナムを西沙海戦23で破り、西沙諸島

全域の実効支配を確保した。西沙海戦の概要は次の通りである。中国側発表によると、永

楽群島広金島（MONEY Island と思われる）沖等で中国海軍南海艦隊の駆潜艇と掃海艇合

計 6 隻が、南ベトナム海軍の護衛艦等 4 隻と交戦して護衛艦 1 隻を撃沈、艦艇 3 隻を大破、

制圧して ROBERT Island 等 3 島に上陸し、南ベトナム兵 40 数名を捕虜とした。ベトナ

ム戦争中はアメリカ軍機の北爆航空路にあった永楽群島では、南ベトナム兵が発光によっ

て爆撃機の誘導をしていたのであり、西沙海戦後の中国の発表である「南ベトナム軍が島

を奪取しようとした」と言うのは疑問である。ベトナム側発表によると、1973 年 11 月に

南ベトナムが中国漁船隊の上陸を阻止したが、その後 1974 年 1 月に中国が南シナ海島嶼

の領有宣言を出して南ベトナムを名指しで非難したため、南ベトナムは直ちに反論した。
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その最中の 1974 年 1 月 15 日、中国が漁師らしき 16 名を 3 島に上陸させ、小屋を建てて

中国国旗を掲揚したので、1 月 17 日までに双方が艦艇を展開して対峙することとなった。

尚、中国は艦艇 2 隻で 400 名の海兵隊を乗せており、中国人漁師は退去していた。1 月 19

日と 20 日に海上及び南ベトナム軍駐留のいくつかの島で両軍の衝突が起き、中国は戦闘

機 4 機による爆撃を含む上陸戦を行い、南ベトナム軍は壊滅した。中国側の被害は監視艇

2 隻沈没、2 隻損傷であり。南ベトナム側の被害は艦艇 1 隻沈没、3 隻損傷、11 名が死亡

し 230 名以上が行方不明となった。南ベトナムは 1 月 20 日に国連緊急安全保障理事会開

催を要請したが、中国の拒否権に加え、理事国も消極的な反応であったため、1 月 24 日に

取り下げた。アメリカは 1 月 21 日に不介入を明言し、インドネシアは 1 月 23 日に西沙諸

島は中国領であるとの見解を公表した。中国が西沙海戦を仕掛けた理由として、ベトナム

戦争における南ベトナムの敗戦が濃厚であり西沙諸島の南ベトナム軍守備隊が有効な反撃

をできない状況であったことと、アメリカ軍の南ベトナム支援が縮小されていてアメリカ

の介入可能性が低かったこと、さらに北ベトナムが中国の支援を受けていたことから北ベ

トナムの抗議も考えられなかったこと、といった中国に有利な国際環境が指摘されている。 

現在、中国は西沙諸島を海南省三沙市の行政管轄下においている。Woody Island には、

軍を除く公務員や漁業従事者約 1400 人が定住しているといわれる。海軍陸戦隊や小型艦

艇が配置され、大型滑走路をはじめ燃料貯蔵庫や通信施設が整備されており、海監と漁政

（共に現在は海警に統合）が専用岸壁を持って監視船を常駐させている24。 

本章第 2 節第 2 項で詳しく取り上げるが、2013 年から中国が西沙諸島のベトナム側沖

合で海底油田掘削を開始し、2014 年にベトナム漁船及び公船と中国公船による激しい衝突

事件が発生した。ベトナム側は現場の衝突状況の映像を国際社会に向けて開示し、是非を

問うた。さらに開戦も辞さない姿勢を示したところ、中国は突如として強行的行動を収め、

海底油田掘削も中止した。中沙諸島でのフィリピンの対応を参考として、ベトナムは国連

海洋法条約に基づいて中国提訴を検討中である。 

なお、台湾も領有を主張しているが、現在具体的な行動は起こしていない。つまり現状

としては、中国とベトナムが対立する主張をしており、中国が 1974 年から実効支配中で

ある。 

 

 

第 4 項 南沙諸島 

 

SPRATLY Islands （ベトナム名は TRUONG SA、フィリピン名は KALAYAAN Islands）。

概域北緯 12 度以南、東経 111 度以東。ブルネイとマレーシアの海岸線から 40 海里以上、

フィリピンの条約境界線25外の海域約 24 万㎢に散在する 50 を超す島嶼・浅瀬・珊瑚礁・

岩礁で構成される歪な楕円形範囲である。島々は極めて小さく、最大の島である太平島

（ITU ABA Island、北緯 10 度 22.9 分、東経 114 度 22 分）でも面積 0.4～0.5 ㎢に過ぎな

い上に海面上高さも 5m 未満しかない。諸島中心位置は中国の海南島から約 1000 ㎞、西
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沙諸島から約 700 ㎞、ボルネオ島北端とフィリピンのパラワン島南端から約 400 ㎞、ベト

ナム海岸からは約 500 ㎞。主要部は FLAT and NANSHAN Islands（北緯 10 度 50 分、

東経 115 度 49 分）を東端、LADD Reef（北緯 08 度 38.5 分、東経 111 度 39 分）を西端、

LOUISA Reef（北緯 06 度 20 分、東経 113 度 14 分）を南端、NORTHEAST Cay（北緯

11 度 28 分、東経 114 度 21 分）を北端とする南北約 570 ㎞、東西約 470 ㎞の区域となる26。 

我が国は、フランスを駆逐して占領した後の 1939 年 4 月に、南沙諸島の台湾への編入

を公式宣言して新南群島と名付け、水産業を主体として経営を行っていた。新南群島は

1939 年 3 月 30 日時点で北緯 12 度・東経 117 度、北緯 9 度 30 分・東経 117 度、北緯 8

度・東経 116 度、北緯 7 度・東経 114 度、北緯 7 度・東経 111 度 30 分、北緯 9 度・東経

111 度 30 分、北緯 12 度・東経 114 度を結ぶ領域とされたが、同年 4 月 17 日にフランス

と同じ北緯 7 度から 12 度、東経 111 度から 117 度と画定された。我が国は新南群島領有

に際して、決して一枚岩ではなく、軍部に引きずられて領有に至ったと考えられる。また、

「新南群島」という名称の起源は、1928 年に当海域に立ち寄った川崎汽船の東裕丸関係者

が「まだどこの国の領地とも定まっていないので取敢えず新南島と命名してきた」ことで

ある27。しかしその後、1951 年のサンフランシスコ講和条約によって我が国が継承国無し

で放棄したため無主地に戻った。 

西沙諸島と同様に、ベトナムに宗主国として戻っていたフランスが支配を試みるが果た

せず、中華民国も艦艇を派遣して調査をしたが領有権主張や実効支配を成したとは言えな

い。現在、中国・台湾・ベトナム・フィリピン・マレーシア・ブルネイの 6 か国が領有権

を主張しており、ブルネイを除く 5 か国が実効支配地域を持ち、中国・台湾・ベトナムが

諸島全域、フィリピン・マレーシア・ブルネイが一部の領有権を求めている。これら 6 か

国間で対立がないのはブルネイとマレーシアの間28と、中国と台湾の間29である。具体的

には中国とベトナムの間と、中国とフィリピンの間に物理的衝突がある。中国とマレーシ

アの間と、台湾とベトナムの間には小規模な接触が報告されている。その他の二国間関係

では主張区域に重複があるため潜在的対立を抱えているが、物理的衝突や具体的対立が表

面化してはいない。 

1988 年 3 月 14 日に赤瓜礁海戦30が中国海軍とベトナム海軍間で発生した。赤瓜礁海戦

の概要は次のとおりである。FIERY CROSS Reef に海洋観測施設の建設を始めた中国に対

し、ベトナムは JOHNSON SOUTH Reef に兵隊を上陸させた。そこで中国フリゲート艦

2 隻がベトナム武装輸送船等 3 隻を攻撃したのである。原因として、中国は「中国が支配

している島にベトナム兵 47 人が上陸して国旗を立てようとした」と主張し、ベトナムは

「ベトナム支配下の島に中国兵 70 名が上陸して発砲してきた」と主張して食い違ってい

る。海戦は中国の勝利となり、中国は同海域の九章群礁をはじめとする 6 岩礁31を南沙諸

島で初めての橋頭堡として確保したのである。赤瓜礁海戦の背景として、平松は「満潮時

には海中に 1～2 メートル没する低潮高地」である JOHNSON SOUTH Reef に中国軍が

竹とアンペラを材料とした高床式の掘立小屋（高脚屋）を立てたことが直接原因であると

している。さらに、前年の中国外交部スポークスマンの声明にあった「（南沙諸島を）収復
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する」意思表明、国連海洋法条約の EEZ・大陸棚定義への中国の軽視と拠点確保、前年に

中国海軍が南シナ海・西太平洋において実施した艦隊遠洋航海演習を整理し、赤瓜礁海戦

は「起こるべくして起こった」と断じている。岩崎は中国が「ユネスコに後援された海洋

気象探査ステーションの設置のために行動している」と発表して、ユネスコから否定され

たことを指摘している。飯田は、西沙海戦で抗議しなかった北ベトナムがベトナム戦争に

勝利した後に西沙・南沙諸島の領有権主張を始めて中国の西沙諸島占領に抗議し、南ベト

ナムが支配していた南沙諸島の一部を管轄下においたことと、その後カンボジア問題を巡

って中越戦争が勃発するといった中越関係の緊張、さらには冷戦末期でソ越同盟が有名無

実化していてソ連の介入可能性が低かったこと等が伏線となった可能性を指摘している。

野口は、中ソ和解とソ連の新思考外交による南シナ海への影響力低下とアメリカの米中関

係発展期待で地域のパワーバランスが中国優位になったことであるという。さらに海戦が

6 島嶼奪取で終結した理由は、ソ連海軍がベトナムのカムラン湾に残存していたことへの

中国の警戒感と、他諸国を巻き込む紛争拡大は中国の軍事的優位を失わせるとの危惧であ

ったとし、攻撃先としてベトナムを選択した理由は、マレーシアの軍事力がアメリカの支

援によって中国に対して質的優位であったことと、フィリピンがアメリカの同盟国であっ

たことであり、つまり中国がアメリカ・ソ連・他諸国の介入する事態となることを避けた

から戦争に発展しなかったに過ぎないという。 

本章第 2 節第 1 項で詳述するが、さらに 1994 年から中国は、フィリピンが領有主張し

ていた MISCHIEF Reef に木造建造物の設置を開始し、1995 年のフィリピンの抗議に取

り合わず、施設の恒久化を進め、1999 年に恒久化を完了、2012 年にはヘリポートを備え、

50 名の要員が常駐する事実上の軍事施設となったことが確認されている。  

2014 年に中国は突如として南沙諸島 7 岩礁（FIERY CROSS Reef、SUBI Reef、

JOHNSON SOUTH Reef、HUGHES Reef、GAVEN Reef、CURTERON Reef、MISCHIEF 

Reef）の埋め立てによる人工島化を開始、軍事目的であることも公表して国際的な議論を

巻き起こした。これら岩礁は本来、暗礁であると見られ、国連海洋法条約の島の要件を満

たさないどころか、領有対象になり得ないと考えられるため、「自分の島の上での建設は完

全に主権の範囲内だ」という中国の主張は賛同を得られないであろう。国連海洋法条約で

は満潮時に水没する岩礁などは埋め立てで人工島化したとしても島に該当せず、領海・領

空・EEZ といった法的地位は得られない。そもそも中立機関によって学術的な確認がされ

ておらず、さらに人工島化完了後の調査はほぼ不可能と思われる。係争海域や島嶼での現

状変更の強行は国際法上承諾されないが、中国はそれらを無視し、既得化する選択をした

と言える。反面、中国の行動によって国際法規制の実効能力の限界が露呈したとも言える。

なお、南シナ海の実効支配島嶼を工事によって改造することは中国だけではなく台湾にも

みられる。また、船舶を座礁させて駐留や実効支配の拠点とすることは中国以外にはフィ

リピンにもみられる手段である。国際的な反発の中、2015 年にかけての短期間のうちに人

工島化をほぼ達成し、さらに FIERY CROSS Reef、SUBI Reef、MISCHIEF Reef では

3000m 級滑走路を建設している。 
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人工島を誕生させて領土・領海・領空を主張する中国は国際社会の交渉要求に応じず、

2015 年にアメリカが軍用機及び軍艦による接近行動を開始したが、この対応こそが南シナ

海島嶼領有権問題を象徴するものとして国際的に認識されていると言ってよい。経緯を詳

しく述べる。 

5 月 20 日、アメリカ軍の P8 哨戒機が FIERY CROSS Reef への偵察飛行を実施し、翌

21 日、アメリカ国防総省報道部長が「アメリカ軍機を中国が造成している人工島から 12

カイリ内に進入させるのが次の段階」であると明言した。それに対して中国外務省副報道

局長は翌 22 日に、「偶発的な衝突を引き起こしかねず、地域の平和と安定を損なう非常に

危険な行動で、強烈な不満を表明する」と反発し、「アメリカは島と岩礁の防衛で潜在的な

脅威となっている」と非難、「いかなる挑発的な行動も慎むよう要求する」と警告した。な

お、中国が「軍事警戒圏（Military Alert Zone）」という言葉を使ってアメリカ軍機に警告

を実施したことから、中国が公海上の国際空域に「領空や防空識別圏とは違う『独自の概

念』」を作り出して一方的に権限を設定した可能性が懸念される。また、中国海軍司令官は

埋め立ての目的として「航行や飛行の自由を脅かすものではなく、気象予報や海難救助な

ど公共サービスの能力を高めるためだ。アメリカを含む関係国や国際組織が施設を利用す

ることを歓迎する」と述べている。 

5 月 30 日の日米豪防衛相会談で発表された共同声明には南シナ海島嶼領有権問題に関

して「力による一方的な現状変更に強く反対」「中国の岩礁埋め立てに深刻な懸念」「東南

アジアの海洋安全保障分野の能力構築を支援」が盛り込まれ、それに対して中国は、南シ

ナ海の平和と安定を乱しているのはアメリカである、と反発した。ASEAN 諸国の反応は

大きく分かれ、当事諸国は一様に歓迎であるが、非当事諸国は「ASEAN を中心に」「南シ

ナ海行動規範（COC）32実現で解決すべき」等として、米中対立や緊張激化を懸念してい

る。中国軍副総参謀長は 5 月 31 日のアジア安全保障会議で「埋め立ての中止要求には応

じない」「人工島建設は軍事防衛の需要を満たすため」であると明言し、人工島建設が軍事

目的であることを認めた。ここに「公共サービスの能力を高める」ことは主目的ではない

ことが改めて明確になった。中国は同時に ASEAN 分裂工作も進めており、平和的解決を

目指すとした中国に対して、インドネシア国防相は「中国支持」を、シンガポール国防相

は「中国の約束実行に期待」を表明した。 

6月 11日に中国制服組トップの范長竜中央軍事員会副主席がアメリカ国防総省でカータ

ー国防長官と会談し、南沙諸島埋め立てが軍事拠点化を目的としていることを改めて認め

た。6 月 15 日に中国は埋め立て工事の完了を発表した。これは 6 月 8 日の G7 首脳宣言で

「埋め立てを含む一方的な現状変更」に強く反対する立場が打ち出されたことや、アメリ

カとの対立激化等を受けて、妥協点を探るための発表である可能性が高い。埋め立て工事

の完了時期や島嶼名は明示されていない上に、引き続き施設建設工事に入ることを明言し

たとも考えられよう。尚、埋め立ての完了は実効支配の既成事実化が一歩進むことを意味

することに留意すべきである。6 月 16 日に中国国家発展改革委員会は、南沙諸島に海難救

助等の民用施設を建設する計画を発表した。埋め立てに関して、非軍事的側面を強調する   
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図 4： 南沙諸島実効支配現況 （英語呼称） 

 

出典：佐藤考一「アメリカのアジア回帰と南シナ海紛争の新局面」『東亜』545、霞山会、2012 年 11 月、103 頁、図

2「南シナ海紛争の係争当事国・地域の島礁の占拠状況（1996 年当時）」 
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図 5： 南沙諸島実効支配現況 （中国語呼称） 

 

出典：平松茂雄「中国海軍の南シナ海進出（上）」『国防』40(12)、朝雲新聞社、1991 年 12 月、13 頁、第 1 図「南

沙群島・赤瓜礁海域要図」 
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狙いがあるとみられる。その後、9 月 14 日の定例記者会見で、中国外務省副報道局長は南

沙諸島での施設建設継続について「南沙の主権は中国にあり、合法で筋道が通った完全に

正当な措置だ」と述べた。9 月 15 日にアメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所

は衛星写真分析に基づき、中国が FIERY CROSS Reef、SUBI Reef に続き、MISCHIEF 

Reef でも 3000m 級の滑走路を建設中の可能性があると明らかにした。 

そのような状況の中、2015 年 10 月に行われた米中首脳会談で南シナ海島嶼領有権問題

に関する協議が決裂したことを受け、アメリカ海軍イージス駆逐艦「DDG-82 LASSEN」

がマレーシアのコタキナバルを出港後、10 月 27 日に「航行の自由作戦」によって中国の

人工島（軍用滑走路を含む）建設地の一つである SUBI Reef と、フィリピンとベトナムが

実効支配する島嶼の 12 海里内海域を航行した。これは現行の国際法の下では低潮高地に

人工島を建設しても領有権・領土・領海・領空・EEZ の設定は認められず、公海でありつ

づけることをアメリカが行動で示したものである。中国は激しく反発し、「国際法と中国法

に違反する」と主張したが、国際法上の違反根拠を示すことはなかった。また、中国は 2

隻の艦艇で「DDG-82 LASSEN」を追尾・監視・警告を行ったというが、アメリカの発表

によれば、2 隻の中国艦は充分に安全な距離を維持し、妨害行為を行わなかったという。

アメリカは今後数か月以上、同作戦を継続すると表明するとともに、同作戦は南シナ海島

嶼領有権問題に介入するものではなく、当該海域が公海であることと航行の自由を証明す

る行動であることを明らかにしている。 

フィリピン・インドネシア・日本・オーストラリアは直ちにアメリカ支持を表明、ドイ

ツも航行の自由を支持し「中国は領土問題を国際裁判所で解決するべき」と述べた。EU

もアメリカ支持と中国の人工島造成への懸念と国際法に基づく海洋秩序を重視すべきこと

を表明した。11 月 17 日に中国外務省次官は、人工島施設は軍民両用滑走路を持つが民用

施設が中心であり軍事化の問題は全く存在しない、と強調した。軍関係者が「軍事目的」

を公認する一方で、外交関係者が「軍事目的ではなく、民用目的である」と公認する矛盾

が顕著となっている33。 

 

 

第 5 項 直接衝突の頻発 

 

南シナ海島嶼領有権問題においては、武力による威嚇や武力の行使は、局地的な小規模

武力衝突も含め、多数発生している。西沙諸島での西沙海戦や中越公船衝突、

SCARBOROUGH Shoal での公船対峙、南沙諸島での赤瓜礁海戦といった衝突だけではな

く、4 諸島以外の南シナ海海域においても漁船の拿捕が多数行われており、その際公船や

軍艦による武器使用事例は多い34。 

本章第 2 節の関連項でも触れるが、近年の顕著な例をいくつか挙げると、2010 年 6 月

にインドネシア EEZ 内で違法操業の中国漁船を拿捕したインドネシア警備艇に対して中

国の監視船 2 隻が武力による威嚇をして解放させた事件、2011 年 2 月に JACKSON Atoll
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海域で操業中のフィリピン漁船が中国軍艦から警告射撃を受けた事件、2012 年 5 月 18 日

に FIERY Cross Reef・JOHNSON South Reef 海域で中国漁船 5 隻を追跡中のベトナム公

船 3 隻に対して、中国監視船が武力による威嚇をして阻止した事件等がある。また、中国

が資源探査船や観測艦の活動を妨害する事件は少なくとも 7 件明らかになっており、内 4

件はケーブル切断行為に及んでいる。2009 年 3 月に海南島沖の中国 EEZ 内で、アメリカ

海軍の音響観測艦 IMPECCABLEが中国監視船の指揮する中国漁船 4隻に航行を妨害され、

曳航式ソナーを切断あるいは破壊されようとした事件。2011 年 3 月 2 日に南沙諸島 REED 

Bank 沖鉱区 SC-72 で、フィリピンエネルギー省傭船の資源物理探査船 VENTURE 号が

中国監視船 2 隻に挟まれて調査を妨害された事件。2011 年 5 月 26 日にベトナムニャチャ

ン沖の 148 鉱区で、ベトナムの物理探査船 BINH MINH 02 号が中国監視船 3 隻に囲まれ

て水深 30m にあった探査用ケーブルを切断された事件。2011 年 6 月 9 日にベトナム沖

VANGUARD Bank で、カナダの会社の要請でベトナムが傭船したノルウェー船籍の物理

探査船 VIKING 2号が中国監視船 2 隻に支援された中国漁船に探査ケーブル切断を試みら

れ、失敗して立ち往生した中国漁船が中国監視船に救助された事件。2012 年 11 月 30 日

にベトナムの EEZ 内で、BINH MINH 02 号が中国漁船数隻に探査用ケーブルを切断され

た事件。2013 年 6 月 21 日に公海上（中国の説明では中国沿岸から 100 海里以内）で、

IMPECCABLE が中国海監 5001 に妨害された事件。2013 年 12 月 5 日にアメリカ海軍巡

洋艦 COWPENS の 100 ヤード未満前方を、空母遼寧の護衛に従事していた中国軍艦が横

切って航行を妨害した事件。なお南シナ海ではないが、2000 年・2001 年・2002 年に黄海

の中国 EEZ 内において、アメリカ海軍の海洋測量船 BOWDITCH が中国海軍艦の攻撃的・

挑発的な軍事的行動（2001 年事件では中国艦がその艦砲制御用レーダーを照射した）によ

って強制退去させられ、2009 年 3 月と 5 月等にアメリカ海軍の海洋調査船 VICTORIOUS

が中国監視船等に活動妨害を受けている35。さらには 2001 年 4 月 1 日に海南島沖 110 ㎞

の中国 EEZ 上空において、中国海軍戦闘機がアメリカ海軍電子偵察機に空中接触して墜

落し、アメリカ軍機は海南島に緊急着陸したという軍用機同士の空中衝突事件も発生して

いる36。 

 

 

第 6 項 領有誘因 

 

国連海洋法条約が締結されて沿岸国の海洋権益が大幅に拡大されたことが南シナ海島

嶼領有権問題の主要な背景基盤であるとしても、居住不適地であり、それゆえに、フラン

スと我が国の短期間の領有実績を例外として、歴史の中でも無主地であり続け、事実上放

置されていたこれら 4 諸島に対する領有権争奪戦がこれほどまでに激しくなっている状況

は、何が誘因であろうか。共通して言えることは、島嶼自体の価値よりも領有がもたらす

付帯的な経済的価値や戦略的な価値に対して、非常に高い評価がされてきたということで

ある。 
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1 海洋生物資源 

 

誘因として、これらの海域が豊かな漁場であることがまず挙げられる。世界的な人口増

加の主たる地域である東南アジア諸国は、食糧を獲得するために海洋生物資源に触手を伸

ばしている。領有権主張諸国は程度の差はあれ、伝統的に南シナ海で広く海洋生物資源を

獲得してきた。そのため、自国の管轄権が及ぶ範囲では排他的な漁業権確保を自然と指向

する。 

中国は経済発展と共に食糧嗜好に変化が生じ、淡水魚から海水魚へと水産資源の重心を

移しつつあり、大量の人口を支える量の確保はもとより、新たな嗜好に沿った質を求め、

さらに輸出水産業発展のために漁獲を推進している。既に中国沿岸部は乱獲により水産資

源が枯渇していると言われる。つまり、伝統的に海洋生物資源と共存してきたとは言い難

い振る舞いではあるが、可能な限り、自国の管轄権が及ぶ範囲を広げ、新たな漁場を開拓

しようと試みていることは事実である。ただし、中国本土からの距離の問題はコストに直

結し、漁獲実績からは、中国の南シナ海覇権政策の動機を海洋生物資源獲得に結び付ける

ことが適当であると言えるデータは見つけられない。むしろ、自国の領有権主張に実を入

れるために漁船を存在させるといった恣意的な政策が見え隠れしており、漁船を漁業以外

の行動に従事させることが目的の一つと思われる。平松は南シナ海と東シナ海を俯瞰して、

「中国の海洋進出には、軍艦に先立って漁船・漁民が活動していることを忘れてはならな

い」と指摘している37。MISCHIEF Reef 奪取事件や SCARBOROUGH Shoal 事件、さら

には資源探査船・調査船への妨害事件等において中国漁船が重要な役を担っており、この

推定を裏付けるものとなっている。 

南シナ海、特に暗礁や岩礁が多く絶好の漁場である島嶼海域は全ての沿岸国にとって、

実際の漁獲、理由づけとしての漁獲、または偽装漁船を滞在させることが容易である点な

ど、様々な面で非常に魅力的なのである。 

 

 

2 海洋非生物資源 

 

本章前書きで触れたように、1969 年に ECAFE が実施した科学的調査の結果、海底油ガ

ス田の存在可能性が公表された。さらに国連海洋法条約によって海洋非生物資源に対する

権利が沿岸国に認められたのである。ここに、海岸線を持つ国家は経済発展と人口増加を

支える各種非生物資源の権益を確保するため、EEZ と大陸棚を少しでも多く設定すること

が必要となった。そして本土だけではなく、領海基線を設定するための自国の陸地、つま

り島が沖合にあることがさらに望まれるのである。また、本土からの EEZ と大陸棚をよ

り広く確保するためにも、沖合の島を自国領としておく誘惑に駆られる。実際の資源埋蔵
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状況等は詳細不明のまま、沿岸諸国は島嶼領有権の主張を始めることになったのである。

西沙・南沙諸島において、実効支配島嶼を確保して後に、海底油ガス田の探査を実施し、

石油やガスの埋蔵が確認された場所もあるが、商業生産に堪えられるものかどうかを含め、

それらの詳細はほとんど公表されていない。 

南シナ海全体を見てみると、商業生産が行われている海底油ガス田はベトナム沖大陸棚

やカリマンタン島沿岸に偏重しており、4 諸島からは離れていると言える現状である。4

諸島での海洋非生物資源争奪は海底油ガス田を対象とした場合、実体のあるものなのか否

か不明であると言える。南シナ海の海底油ガス田の埋蔵量推計は大きなばらつきがある上

に、ベトナム沿岸やサラワク沿岸に偏重していることが徐々に明らかになりつつあり、南

沙諸島を含む南シナ海中心部での探査成功例は知られていない。南シナ海の海底油ガス田

の状況は楽観できるものではない状況である。 

ECAFE の調査が行われた当時の探査は、海中放電による人工地震波を測定することで

あったが、海底下深度 100～200m しか有効ではないとされている。石油埋蔵量の正確な

調査は海底下深度 6000m 程度までの地質構造を解析する必要があるとされており、当時

の技術では望むべくもなかったのである。現在の探査技術は圧縮空気による人工地震波を

三次元探査するレベルに達している。つまり、そもそも ECAFE の調査自体に疑問があり、

最新技術を用いての資源探査をやり直す必要があろう38。また、海底油ガス田を除く海底

鉱物資源39や海水資源40あるいは海域資源41に関しては公表されていないので不詳である

が、実際のところ、あまり調査されていないようである。 

 

 

3 地政学的要衝 

 

アジアの地図を見れば一目瞭然であるが、南シナ海は東南アジアに存在し、多くの沿岸

国に囲まれた地中海的性格を持つ半閉鎖海である。それと同時に、東アジアとインド洋を

結ぶ常用国際商業航路である。インド洋はアラビア湾、紅海を経て地中海、大西洋へと接

続しており、言い換えれば東アジアと中東・ヨーロッパ・アフリカを結ぶシーレーンとな

っている。 

我が国の外航海運産業が南シナ海シーレーンによって直接あるいは間接的に恩恵を受

けている程度というものは、三国間輸送を含めることになるため、算出が非常に難しい。

国民生活や国内全産業を含む我が国全体が受けている恩恵というものは算出がさらに難し

い。しかし基幹エネルギーである原油を例にとると、輸入量の約 8 割が南シナ海シーレー

ンを経由してきている。 

台湾や韓国さらには中国までもが同様の傾向を示しており、南シナ海シーレーンの重要

性は論を待たないと言ってよい。また、南シナ海沿岸国にとっても域内通商は南シナ海に

張り巡らされているシーレーンに依っているため、その安全性の確保は重要な課題なので

ある。従って、本論第 1 章第 2 節で論じたように、沿岸諸国のみならず、南シナ海シーレ
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ーン利用国やそこに自国商船隊を配船している外航海運先進諸国はシーレーンの安全、ひ

いては南シナ海の安定に無関心ではいられないのである。 

 

 

4 軍事的価値 

 

シーレーンは商業航路であるに留まらず、「海軍力を自由にアクセスさせるための道」42

でもあり、「シーレーンを提供する海洋に力を及ぼし、自国に有利なように統制（シーコン

トロール）することのできる海軍力を平時の内から現存（プレゼンス）させることによっ

て」43シーレーンを守る軍事力は保障される。「国家のシーパワーとは、海洋を利用し得る

国家の力の総称であり、シーコントロールを実行する海軍力がその中核」44であり、「シー

パワーは外交の後ろ盾ともなる」45のである。従って、世界的に重要なシーレーンである

南シナ海で制海権を持つことは自国の安全保障や他国への外交交渉上、非常に有利となる

ことは明白である。そのため関係諸国は能動的に、或いは他国に制海権を握らせないため

というある意味受動的に、南シナ海への軍事的関与をせざるを得ない。 

中国やアメリカのような大国からの視点では、別の側面が見えてくる。南シナ海は水深

の浅い東シナ海と異なり、5500m を超す最深水深を持ち、平均水深は約 1200m である。

総面積 350 万㎢という広さと相まって、軍事的価値が非常に高く認められるのである。そ

の理由は現代の大国の持つ軍事戦略のかなりの部分が潜水艦、中でも潜水艦発射弾道ミサ

イル（SLBM）46を搭載した SSBN に依存しているからである。これは冷戦下でアメリカ

とソ連が形成した MAD 戦略に他ならない。ソ連が崩壊して冷戦が終結した後、アメリカ

の一極覇権戦略の中で適用する相手のいなくなった MAD 戦略は行き場を失くし、アメリ

カの核戦略は対テロ戦略の中での先制核攻撃戦略へと変化したはずであった。しかし、中

国が台頭してきた今、アメリカの認識に関係なく、中国がアメリカに対して MAD 戦略を

適用する相互認識、つまり二国覇権戦略の世界を強要しつつあると見られる。その達成の

ためには、中国は自国の SSBN の聖域を持つことが必要であり、南シナ海は最も適してい

るのである。本章第 2 節で論じるが、中国は既に海南島 SSBN 基地の地下化を完了してお

り、SSBN の能力向上に傾注していると分析されている。それに対してアメリカとその同

盟諸国は南シナ海を中国の聖域とさせないようにするべく行動を起こしている。核戦略を

除いても、太平洋とインド洋を結ぶ南シナ海はアメリカにとって世界戦略上の重要海域で

ある。アメリカにとって、南シナ海での自由航行権を失うことは、迅速な艦隊移動や軍事

力展開に支障を生じることなのである。中国から見れば南シナ海の制海権を確保すること

が対米戦略とアジア覇権戦略上、非常に重要なことと理解される。 

 

 

第 7 項 解決に向けてのこれまでの取組と失敗原因 
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 南シナ海島嶼領有権問題においては、当然ながら関係国協議は多く積み重ねられてきて

いるし、紛争や衝突の度に当事国間協議も公式・非公式を問わず実施されてきた。さらに

ASEAN といった地域協力体による、或いは通じての協議や調整も回数を増やしている。

各方面からの解決策提案もなされてきたが、それらの取組の中で有効な実を結んだと評価

されるものはほとんど見当たらない。それらを検討して失敗原因を探ることは有意義であ

ろう。尚、各方面からの解決策提案は主として、多国の主張が重複する南沙諸島に焦点を

当ててなされている。 

 

 

1 実効支配地の承認提案 

 

1977 年に Katchen が公表した提案で、台湾・ベトナム・フィリピンの島嶼占拠状況を

そのまま承認するもの47。 

領有権主張諸国は無主地の先占論理に依っているが、南沙諸島を巡る争いには分割領有

を認める主張が存在せず、台湾とベトナムは諸島全域を、フィリピンは主張範囲全域を求

めていたことに背反する提案であったため失敗したといえる。 

 

 

2 関係諸国による共同管理と連合軍設立提案 

 

1982 年に Drigot が公表した提案で、「人類の共同遺産」というコンセプトの下、ASEAN

あるいはその他の共同組織によって管理するもので、信頼を基盤としての共同管轄を実施

するために連合軍が組織される48。 

すでに島嶼を占拠している領有権主張諸国に、無主地の先占論理や従来の領有権主張を

放棄させることは困難であり、さらにコンセプトからは沿岸諸国の手を離れる印象がある。

それは南沙諸島に存在する全ての権益に関して自分たちの判断だけでの活用ができなくな

る、との理解を領有権主張諸国に生じさせよう。島嶼やその付属海域のみではなく、九段

線・十一段線内の全ての領有を主張する中国と台湾にとっては島嶼部だけが切り離される

ことがあってはならず、ASEAN 当事諸国寄りの不公平な提案と見られよう。 

 

 

3 分割領有提案 

 

1986 年に Valencia と Miyoshi が公表した提案で、南沙諸島を区画分けして領有権主張

諸国に分割し、領有権を認めるもの49。 

当時の海底資源開発状況や鉱区を反映させたものであり、無主地の先占論理にも配慮し

たものといえるが、南沙諸島を巡る争いには分割領有を認める主張が存在せず、中国と台
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湾とベトナムは諸島全域を、フィリピンとマレーシアは主張範囲全域を求めていたことに

背反するものであった。さらに言えば、海底資源探査も不十分な状況であったため、実現

していれば将来に禍根を残した可能性もあろう。 

 

 

4 領有権主張の棚上げと共同開発の提案 

 

1986 年 6 月に中国の鄧小平国家中央軍事委員会主席がフィリピンの Laurel 副大統領に

南沙諸島問題の棚上げを提案した。さらに 1988 年 4 月にフィリピンの Aquino 大統領に

対して棚上げと共同開発を提案した。これは主権が中国にあることを前提とするものであ

り、合意に至ったか否かについては不明である50。 

1993 年に台湾の李登輝総統と中国の李鵬首相が南沙諸島海底資源の共同開発に合意し

た51。しかし中国の覇権主義によって、結果的に本合意は履行されず、事実上破棄された。 

 しかしこうした動きの中で各国の領有権主張に影響を与えない前提での共同資源探査プ

ロジェクトが 2005 年に中越比三国間で合意された。しかしその裏で中国から利権供与を

受けていたフィリピンの Arroyo 大統領に対する批判が高まり、本プロジェクトは破棄さ

れた52。 

 

 

5 北海協定を参考にした協定や共同統治非軍事的組織の提案 

 

1988 年にフィリピンの下院議員団が政府に対して提出した案で、北海協定を参考にした

南シナ海の分割と、領有権主張諸国共同での非軍事的統治組織によって海底資源の共同開

発を進めるもの。南シナ海の中心に線を引いて南北に分割し、北方海域を中国・台湾・ベ

トナムで分割、南方海域をフィリピンとマレーシアで分割、線引きにかかった島嶼は非武

装共同管理区として軍を撤収の上で 5 か国が交代で管理する。同地域の天然ガス・石油な

どの鉱物資源・漁業資源は各国で平等に配分する53。 

ベトナムが直ちに歓迎の意を表したが、中国は非常に冷淡な反応を示した。一般論とし

ても、既に領有権主張諸国が島嶼を占拠して、軍を駐屯させている状況で、非軍事的組織

への置換は実現性に疑問が出る。領有権主張を棚上げして、共同開発を進める考え自体は

目新しいものではなく、本提案に依らずとも特定国間で合意されているが、実行に移され

て成果を上げたものはなく、基本的に戦略の異なる国による共同開発は容易ではないのが

実際であろう。共同開発は資源探査から始まるが、資源探査は広範囲に及ぶ海洋・海底調

査そのものであるため、安全保障分野に直結する。つまり、共同開発においては資源探査

の方が資源掘削よりもハードルが高いのではないかと思える。 
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6 南沙諸島に共同開発機構を設置する提案 

 

 1990 年 1 月に Hamuah が公表した提案で、南沙諸島に共同開発機構を設置して共同管

理を行うもの。領有権主張諸国の島嶼占拠状況は維持される一方で占拠領域の変更や併合

を禁止し、軍事行動や演習、攻撃兵器の設置を厳に制限する54。 

 これまで出されていたいくつかの提案の組み替えという印象であり、当事諸国の合意を

得ることはなかった。 

 

 

7 南極条約を参考に特定分野の共同管理を実施する案 

 

 1990 年に Vanderzwaag と Polomka が別々に公表した提案で、南沙諸島の資源・環境・

探査・航行といった特定分野の共同管理をするもの55。 

 これまでの共同管理提案との違いが明確とは言えなかった。 

 

 

8 南沙諸島開発機構を設置する案 

 

 1990 年に Valencia が公表した提案で、領有権主張諸国以外の利害関係諸国を含めた共

同管理組織を設置するもの。軍事的手段を放棄して平和的な解決を図るとともに、共同開

発を行う。なお、関係諸国の活動を定める南沙諸島条約締結を視野に入れている56。 

1994 年に更新案が公表されたが、南沙諸島権益を株式化して各国に所有割合を定めるこ

とで利益配分を保障すること以外は、従来の非軍事化による平和的解決並びに共同開発提

案と変わりはなかった。むしろ、問題を複雑化させる可能性がある上に、中国と台湾にの

み領有権主張の放棄を求める（引き換えに株式の過半数を持つ）ものであることから、実

現の可能性は全くなかったといえる。 

 

 

9 ASEAN への一任 

 

 1991 年に Burton が公表した提案で、ASEAN の決意ある努力に委ねることで領有権主

張諸国間の個別争議を終わらせるもの57。 

ASEAN 加盟国の内、4 か国のみが当事国であることから、ASEAN には荷が重すぎるこ

とと、それら 4 か国が主権に関わる問題を ASEAN に一任することは考えづらいことがま

ず挙げられよう。さらに、中国と台湾は ASEAN 加盟国ではなく、その点からは解決策と

なり得ない。その後、ASEAN の枠組みを使って中国に共同対処を試みた ASEAN 加盟 4

か国の行動に影響を与えていた可能性は考えられる。 
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10 住民の共同遺産宣言と南沙諸島株式会社の設置案 

 

 1994 年に Aguado が公表した提案で、南沙諸島を地元住民の共同遺産（the common 

heritage of the people of the region）と宣言し、無国籍の非軍事化された共有地とする。

さらに非政府組織である南沙諸島株式会社を設置して管理と開発を行い、領有権主張諸国

が平等に株式を所有する。本社は非当事国であるシンガポールに設置することも併せて提

案されている58。 

 政策的入植者や政府関係者の居住ばかりで、自然居住住民がいない南沙諸島において「住

民の共同遺産」というコンセプトは成立するのであろうか。また非政府組織が安定的に活

動するためには、領有権主張諸国が領有権主張を取り下げることと非軍事化が不可欠であ

ろうことから、現実性に乏しいと言わざるを得ない。さらに言えば、シンガポールは

ASEAN 加盟国であり、さらに中国への対抗姿勢を明確にしている現在、中立的な非当事

国とは言えなくなっていよう。 

 

 

11 ドーナツ方式の提案 

 

 1994 年の ASEAN 地域フォーラムにおいてインドネシアのアラタス外相が提案した。

南シナ海沿岸諸国の本土海岸線から 200 海里の沖合に EEZ の境界線を設定し、それを楕

円状に繋いで、その楕円の内側になる南シナ海の中心海域（南沙諸島の主要部分を含む）

を領有権主張諸国の共同開発の対象とするというもの。当初は共同開発区域を 50 年期限

とするが、その後の期限は将来の協議に委ねる59。 

九段線を主張する中国にとってはもちろん賛成できるものではなく、さらに当時は中国

との二国間交渉に重点を置いて、中国との同調的行動が見られていたマレーシアが反対し

た60。 

 

 

12 南極条約を参考に、現状と領有権主張をすべて凍結する提案 

 

1996 年に Sun が公表した提案で、南極条約を参考として、期限を決めて、領有権の主

張と島嶼占拠状況を現状で凍結し、国際情勢の変化と次世代の知恵に委ねるもの61。 

いわゆる棚上げであり、とりあえずは無主地の先占論理や占拠現状を否定せず、ただし、

現状変更も認めない案である。期限が来れば更に凍結を延長するか、その時の状況と力関

係による解決を図るかは時の為政者に委ねるのであるが、南シナ海は南極とは自然条件は

もとより、既に地政学的に国際社会で重要な位置を占めて、経済活動が行われているとい
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う事実において大きな違いがある。シーレーンとして、漁場として、非生物資源産出場所

として、さらに軍事戦略的要衝として諸国の活動が活発に行われている南シナ海において、

南極条約を参照することには無理があると言わざるを得ない。その精神をのみ移植すると

しても、それを受け入れる国がどれほどあろうか。 

 

 

13 南シナ海行動宣言と南シナ海行動規範 

 

 1992 年の ASEAN 外相会議で発表された「南シナ海に関する宣言（マニラ宣言）」の後、

1996 年の同会議において COC の策定で一致し、1998 年の首脳会議でそれを再確認の上、

フィリピンとベトナムを共同草案策定国とした。1999 年 5 月にフィリピンが明らかにし

た草案は「平和的解決・武力行使の禁止・現状維持」が掲げられており、さらに同年 7 月

には 15 条からなる草案へ更新された。それには「新たな建造物の建設禁止と支配地域の

拡大禁止」が明記されて、現状凍結を目指すとともに、半年ごとに COC 遵守の点検も盛

り込まれていた。同月の ASEAN 外相会議次官級協議ではその草案に対して「法的拘束力

が強すぎる」「条文が長すぎる」等として各国の強い反発が出され、その後、COC を巡っ

て意見がまとまることはなく、採択見通しは立たなくなった。各国の本音である「総論賛

成・各論反対」が表面化した結果である62。 

2002年 11月 4日、COCへの第一歩としてASEANと中国は「南シナ海行動宣言（DOC）」

に調印した63。DOC は武力による威嚇や行使を排除して敵対行動を自制することと、相互

尊重と協調の精神で相互交流や調査協力を実施することを通じて、関係諸国が信頼醸成を

図っていくことを謳っているが、法的拘束力を持たない宣言であり、DOC 第 10 項に記さ

れているように法的拘束力を持つ COC の実現へ進むことが確認されているに過ぎないと

もいえる。DOC の信頼醸成側面の推進は、2011 年 7 月 20 日に ASEAN 高級事務レベル

会合で合意された「2002 年の ASEAN と中国の行動宣言の履行に関する指針」64で明らか

にされた。さらに同年 11 月 18 日に開催された第 14 回 ASEAN・中国首脳会議の共同声

明65で、武力による威嚇や武力の行使に依らない、対話と交渉による南シナ海島嶼領有権

問題の平和的解決と COC 締結への協力等が確認されたが、その後、南沙・西沙・中沙各

諸島で武力による威嚇での対立が発生し、空文化した。事実上、COC 実現への進展は見ら

れておらず、領有権主張国間での解釈の違いが次第に明らかとなった。それは「行動規範

を紛争解決のためのルールとしてとらえ、国連海洋法条約などに基づく解決方法を行動規

範に盛り込むことを主張」66するフィリピンやベトナムと、「共同資源開発や環境調査協力

を通じた信頼醸成を高めることに重点を置くべきだと主張」67する中国との相違である。 

2012 年 7 月 9 日から 13 日の ASEAN 外相会議では「外相会議の共同声明に地域（具体

的には SCARBOROUGH Shoal）を特定して中国の敵対的行為に対する懸念を表明すべき

だと主張した」68フィリピンと「国連海洋法条約が定める EEZ の尊重を明記すべきだと主

張した」69ベトナムは、インドネシア等の賛同を得たが、中国に賛同する議長国カンボジ
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アの反対に遭い、共同声明の発表は見送られた。フィリピンやベトナムの主張は、国際的

手段を紛争解決手続きの一つとして活用するという ASEAN 憲章に沿ったものといえ、

2011 年から ASEAN は両国の主張をふまえて対中協議に臨むことを決めていた。しかし結

果的にはカンボジアやタイが「多国間問題ではなく二国間問題」であると主張する中国に

同調したのである。それまでは、一部の加盟国が関係するだけの対外的問題に関しても立

場を表明してきた ASEAN が、事実上機能不全に陥ったともいえよう70。 

そもそも DOC は COC へのステップとしての役割を持っていたに過ぎず、COC 実現が

全く視野に入ってこない状況が長期化している現実の中でDOCはもはや題目化しており、

こういった事実は ASEAN を対中連携手段として使うことの限界を露呈していると思われ

る。 

 

 

14 南沙諸島国際海洋平和公園の提案 

 

 2010 年に Mcmanus と Shao と Lin が公表した提案で、海洋保護区を参考に、南沙諸島

を国際海洋平和公園とし、領有権主張を全て凍結した上で、台湾が運営の中核を担うもの。

2008 年に台湾の陳水扁総統が提唱したスプラトリー構想を基盤にしていると思われる。尚、

スプラトリー構想とは陳水扁総統が 2008 年 2 月 2 日の南沙諸島 ITU ABA Island 訪問時

と同月 10 日の東沙諸島 PRATAS Island 訪問時に提唱した、平和的解決と環境保護海域化

と環境調査の実施、さらに NGO 南シナ海調査センターを設立する提案であるが、台湾が

他の領有権主張諸国と外交関係がないため、何の反応も引き起こさなかった71。 

 台湾が運営の中核を担うことにも、領有権主張を凍結することにも賛同する国が現れる

ことはなかった。南沙諸島の自然環境を一体的なものとして捉えた上での環境保護の観点

に基づく提案としては目新しいものであった。しかし、領有権主張の凍結や棚上げはこれ

までも提案されては拒否され続けてきたものであり、さらに台湾の主導権を伴わせたこと

から、実現の可能性は初めからなかったと言えよう。 

 

 

15 平和・自由・友好・協力ゾーンの提案 

 

フィリピンが提案した領有権問題の解決策72。南シナ海を「平和・自由・友好・協力ゾ

ーン（ZoPFFC）」73とする。紛争海域と非紛争海域の分離が要旨であり、考え方の順とし

て、「紛争海域は南シナ海全域ではない」のであり具体的には「紛争区域は南沙・西沙諸島

の島嶼とその周辺海域のみである」と進む。これは「紛争島嶼と紛争海域以外は紛争海域

ではない」と再確認されることであり、「紛争島嶼と紛争海域を合同協力区域（JCA）74と

して領有権主張諸国が島嶼の非軍事化を実施し、合同機構を設置して資源を管理する」と

いうものである75。 
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2011 年 11 月に、Aquino 大統領が東アジアサミットで提案説明をしたが同年 10 月 26

日の比越首脳会談でベトナムのチュオン・タン・サン国家主席が支持を表明したのみで、

ASEAN 内での支持はなく、中国は拒否した76。 

 特に目新しさがあるわけではなく、九段線取扱いを切り離しての解決策と見えることか

ら矛盾を内包しているように思われる。 

 

 

16 国際司法機関の活用 

 

 2013 年にフィリピンは国連海洋法条約に基づき、中国を常設仲裁裁判所へ一方的に提訴

した。過去、2011 年にフィリピンが中国に対して、中比間の領有権問題を国際海洋法裁判

所へ提訴する提案をしたが中国は拒否したことがある。 

フィリピンが今回の提訴に踏み切ったきっかけは 2012 年 4 月に中沙諸島

SCARBOROUGH Shoal において発生した中国との公船対峙事件である。フィリピンは仲

裁裁判所に、中国の九段線主張そのものが国連海洋法条約違反であると訴えた。さらに中

国国内法を国連海洋法条約に準拠したものへ変えるように中国へ要求すること、中国とフ

ィリピンが領有権を主張する島嶼・低潮高地・環礁などの法的地位を規定し海洋管轄権を

判定すること、フィリピンの海洋活動への妨害を止めるように中国へ要求することをも求

めている。中国は仲裁裁判所には管轄権がないと反論し、さらに共同提訴拒否はもちろん、

裁判そのものを無視すると発表した。2014 年 12 月にベトナムが仲裁裁判所に対してフィ

リピンに同調する意見を提出した。2015 年 10 月 29 日、常設仲裁裁判所（オランダ・ハ

ーグ）は裁判所の管轄権を認める判断を下した。「九段線は国連海洋法条約に違反し無効で

ある」等 7 件の事項を提訴したフィリピンに対し、中国は「南シナ海の主権に関わる問題

で、仲裁裁判所に管轄権はない」と反論・拒否していたが、仲裁裁判所は「フィリピンの

提訴は条約の解釈もしくは適用に関する 2 国間の紛争を反映したもの」として自らの裁判

管轄権を認定し、「中国の手続きへの不参加は、裁判所の管轄権を奪うものではなく、フィ

リピンが一方的に仲裁手続きの開始を決定したことも紛争解決手続きの乱用には当たらな

い」と判断し、「中国の主張を退けた」と声明した。なお、「必ずしもフィリピンに有利な

判断が下されるとは限らない」とも強調している。 

フィリピンは決定を歓迎し、中国は「今回の決定は、南シナ海をめぐる歴史の事実と国

際法に基づく中国の権利、主権に影響を及ぼすものではない」として仲裁を受け入れない

姿勢を示した。アメリカは「南シナ海の紛争に対する国際法の有効性が示されている。各

国の領有権には論争の余地がないわけではなく、国際法と国際的慣行を基礎にしたこうし

た判断は、紛争を解決しないまでも管理を実現できる 1 つの方法といえる」「仲裁裁判所

の決定はフィリピンと中国の双方に法的拘束力を持つ」として歓迎を表明した。米戦略国

際問題研究所のボニー・グレーザー氏は「フィリピンはこの問題で中国と十分な交渉をし

ていないとする中国側の主張が裁判所の見解で明確に否定された点を踏まえると、中国に
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とっては大打撃」であるという。今後非公開で審理を行い、2016 年以降に最終判断が出さ

れる見込みである。まずはフィリピンの主張を検討するための聴聞会が開かれる。この決

定は国際的な支持と歓迎を受けたが、中国だけは判決をも無視するとの拒否姿勢を表明し

た77。 

 中国の姿勢を見れば、中比間での紛争解決を直接的に実現するものとなる可能性は低い

が、国際社会で認められる決定として一般的には法的拘束力を持つものになると考えられ

る。言い換えれば、国際司法機関の決定を受け入れる国家同士であれば、南シナ海島嶼領

有権問題の有力な解決策となる可能性がある。 

 2015 年 10 月の決定を受けて、今後ベトナムが中国を国際司法機関に一方的提訴する可

能性は高まったと言える。また、フィリピン・ベトナム・マレーシア・ブルネイ・台湾間

での相互の重複主張を共同提訴で解決する、或いは南シナ海における線引きそのものを集

団提訴で一元化して解決する可能性は高まったと言える。ただし、中国が国際司法機関の

活用に対する現在の態度を変更しない限り、中国の実効支配現状は変更されないと思われ

るため、実際的効果は非常に限定されたものとならざるを得ないであろう。  

 

 

17 アジア海洋安全保障協力機構の創設提案 

 

2015 年 1 月 30 日、我が国の財団法人世界平和研究所が自ら主催したシンポジウムで行

った南シナ海島嶼領有権問題を監視する常設地域機構の創設提案78。骨子は「中立的立場

で海域を監視する」「加盟国の海軍や海洋保安機関に対し信頼構築の場を提供する」「海洋

保安機関に技術支援する」こと等である。シンポジウムにおいて、アメリカ・オーストラ

リア・ベトナム・フィリピンといった国々の専門家たちは「海洋安全保障の枠組み創設」

には賛意を示したが、「中国が入らなければうまくいかない」との指摘がオーストラリアの

専門家からされているように、中国の参加が不可欠であることは論を待たない。当の中国

の専門家は「中国を抑圧し、拘束することが目的であれば絶対に受け入れられない」と強

く牽制した。シンガポールやインドネシアの専門家は「新たな組織は ASEAN を中心に既

存の組織を組み立て直すことが大切」として、大国主導への懸念を示した。  

つまり、これまで流産してきた様々な解決提案と同様に、敵対的な当事諸国が等しく合

意するハードルを超えるものではなく、実現可能性は極めて低いものと見る以外になさそ

うである。賛成国だけで本提案の組織を創設することは、中国のさらなる反発を招き、対

立激化を促進する効果を生む結果となろう。南シナ海島嶼領有権問題の非当事国である

ASEAN 加盟諸国からの賛同取付けも困難と見られ、中国の参加が必要というオーストラ

リアの専門家の指摘が的を射ていると言えよう。 

南シナ海で直接的な利害関係を有し、かつ中国に対抗的と見られる諸国間で提案して賛

同するという本提案の誕生経緯そのものが、対抗相手国である中国の全面協力が不可欠な

包括的枠組みの創設である本提案と矛盾しているのである。言い換えれば、領有権主張諸
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国全ての賛同を取り付けるべき提案は、領有権主張諸国や利害関係諸国以外の国や組織か

らなされなければならないのであろう。 

 

 

18 南シナ海平和イニシアチブの提案 

 

 2015 年 5 月 26 日に台湾の馬英九総統が公表した提案79。東シナ海の尖閣諸島周辺海域

をめぐって日台間で漁業協定を締結することで領有権問題を鎮静化させた成果を強調し、

南シナ海も同様に「平和と協力の海にできる」と主張した。提言内容としては、「紛争の平

和的解決」「航行の自由の確保」「領有権問題棚上げによる開発区域分割」「人道支援などに

関する協力枠組みの構築」等が呼びかけられている。 

 しかし目新しい内容はなく、例えば「領有権問題棚上げ」では何をどのように棚上げす

るのかといった具体性のなさが目立つ。中国の南沙諸島人工島建設問題で、台湾の存在感

がさらに低下している国際状況に鑑みると、本提言の狙いは南シナ海島嶼領有権問題にお

ける台湾の存在感を示し、当事国であることを認めるように求めることであると思われる。 

 

 

第 2 節 南シナ海島嶼をめぐる関係諸国の主張と行動及び海洋戦略 

 

南シナ海において島嶼領有権を主張している各国の主張と行動を述べ、そこから見える

海洋戦略を論じる。 

 

 

第 1 項 フィリピン 

 

 南シナ海島嶼領有権問題において、フィリピンの領有権主張対象は中沙諸島と南沙諸島

の一部である。中沙諸島では SCARBOROUGH Shoal がそれであり、南沙諸島の一部はフ

ィリピン独自の基準をもってカラヤン群島（KALAYAAN Islands Group）80として切り分

けられた上で主張されている。尚、前者は中国・台湾の主張範囲と重複しており、後者は

ベトナム・マレーシア・中国・台湾の主張範囲と大部分もしくは一部分が重複している（図

3）。 

フィリピンの主張経緯は整合性に欠け、場当たり的に対応してきたような印象を受ける。

しかし現在は明確な戦略を持っているように見える。 

なお、フィリピンは南シナ海島嶼領有権主張諸国の中で唯一、アメリカとの同盟国であ

り、2012 年 6 月の米比首脳会談で条約上のコミットメントと義務が再確認されているこ

とに留意する必要がある81。 
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1 行動82 

 

 フィリピン政府は 1946 年の独立直後に、南沙諸島を国防範囲に含めることを発表し、

1956 年 5 月に領有権を宣言している。しかしフィリピンの主張経緯は迷走することにな

る。なぜならフィリピンの主張は「Freedom-land」83という疑似国家が礎の一つになって

いるからである。その疑似国家の経緯を見てみる。第二次世界大戦前にフィリピン西方海

域でのグアノ燐鉱開発や漁業によって財を成したフィリピン人 Tomas Cloma が、1947 年

に探検隊を組織してパラワン島沖合海域の調査を行ったところ、日本語標識が残された建

物の残骸がある島に至った。マニラでの資料調査の結果、当該島嶼に関する記録が見いだ

せなかったために、海図に無い新島嶼と海域を発見したと主張し、翌 1948 年に自ら設立

したフィリピン海洋研究所の旗を島嶼に掲げて、個人的にこれら島嶼を占拠した。1956

年にはそれらを公表してさらに領域を拡大し、33 の珊瑚礁・暗礁・島等の発見・占有・領

有権を主張する Freedom-land の建国をフィリピン政府と複数国の在マニラ大使館に通知

したのである。Freedom-land の領域がフィリピン領海の外側にあり、どの国も管轄下に

も置かれていないことがその根拠であった。首都はパガサ島84に置かれ、親類を閣僚とし、

Cloma 自身は「国家主席・最高議会主席」を称した。 

Freedom-land は南ベトナム・イギリス・フランス・中国・台湾の反対を引き起こし、

中でも台湾は 3 度にわたって軍艦を派遣し、Freedom-land の訓練船から武器・弾薬を没

収している。フィリピン政府は 1956 年 12 月に Cloma に書簡を送り、「Freedom-land に

直接の関与をしないが、民間人による開発と居住を支持する」ことと「無主の地としての

Freedom-land は南沙諸島とは異なる（サンフランシスコ講和条約で南沙諸島は無主の地

に逆戻りしており、フィリピンは我が国の西沙・南沙両諸島に対する全ての権利の放棄に

同意していた、とも主張）」というガルシア宣言（GARCIA Declaration）を明らかにした。

その後、1971 年にフィリピン政府は Cloma の行動と Freedom-land を全て承認し、さら

に守備隊を派遣して Freedom-land に保護を与えた。しかし Cloma は 1974 年にフィリピ

ン政府に逮捕され、同年 12 月 7 日に Freedom-land 領有権を放棄してフィリピン政府へ

譲渡する証書に署名させられたのである。フィリピン政府はガルシア宣言との整合を図る

ために、Freedom-land の西端となっていた SPLATRY Island を除外し、やや東へ修正し

た領域を「南沙諸島とは異なる」KALAYAAN Islands Group として 1978 年 6 月 11 日に

大統領命令 1596 号で公表し、領有権主張対象とした。つまり、フィリピンは Freedom-land

を引き継いでいると言えるのである。 

 Freedom-land が生まれる原因ともなったことであるが、元来フィリピンは条約境界線

を領域、つまり領海として主張してきたが、その範囲は広大で、国連海洋法条約に相容れ

ないばかりか、中沙・南沙両諸島が含まれておらず、いつしかこの主張をしなくなった。

今日では国連海洋法条約に則した主張をするようになっている。2009 年 3 月 10 日に
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Arroyo 大統領が署名して発効した新しいフィリピン領海基線法で領有主張対象が明確化

された。同法第 2 条によると、中沙諸島 SCARBOROUGH Shoal と KALAYAAN Islands 

Group を国連海洋法条約第 121 条の島の制度が適用される範囲として、主権を明記してい

る。 

 1951 年 8 月、アメリカと米比相互防衛条約85を締結し、同盟国となった。 

1974 年、REED Reef において探鉱権をスウェーデン企業に与えて 37 坑を試掘した。 

1975 年 6 月、中国との間で「南シナ海のいかなる島で紛争が生じた場合でも、通常の

外交チャンネルを通じ、友好的協力的な交渉によって解決する」ことで合意した。 

1978 年 3 月、中国との間で（南シナ海島嶼領有権問題に関して）「困難な事態を招きか

ねない意見の不一致を平和的に解決する作業を進める意思がある」ことが保証された

と公表した。 

 1986 年 6 月、中国から南沙諸島領有権問題の棚上げを提案された。 

1988 年 4 月、中国から南沙諸島領有権問題の棚上げと共同開発を提案された。 

1988 年 11 月、ベトナムとの外相会談で「相互尊重と相互内政不干渉並びに相互武力不

行使を再確認し、（南沙諸島に関する）領土要求と管理的要求その他の問題を平和的

手段によって解決する希望と意向、東南アジアの平和的友好協力地域化に貢献する希

望」を表明し、地域内外諸国に対して「これらの目的を実現するためのあらゆる努力

への支持」を呼び掛けた。 

1992 年 11 月、アメリカ軍がスービック海軍基地とクラーク空軍基地を返還してフィリ

ピンから撤退した。基地貸与協定更新交渉の不調と、ピナツボ火山噴火によるクラー

ク基地の被害が主要因であった86。 

1995 年、MISCHIEF Reef が 1994 年から中国に実効支配されていることに気付いた。

経緯は次のとおりである。中国の進出が 1992 年初頭から始まっていたことは、1993

年 8 月 20 日のマニラ発の報道で明らかであった。フィリピン漁民の目撃によると、

中国人と思われる漁民が MISCHIEF Reef に住み着き始めたのは 1993 年 4 月と思わ

れ、それは中国軍の写真雑誌でも報じられていた。その後、建造物は増強され、同年

9 月には武装も確認された。1995 年 1 月に MISCHIEF Reef においてフィリピン漁民

が中国軍に拘束を受けたとの報告があった。そしてフィリピン国防省が軍艦と思われ

る中国艦船と中国国旗を掲げた建造物の写真を公表したのは 1995 年 2 月 9 日である。

中国は建造物の存在を認めたが、漁船の避難施設であるとして軍事施設の存在を否定

した。フィリピンは 3 月と 8 月の 2 度に亘って領土問題に焦点を当てた二国間協議を

中国との間で開催して、平等・相互尊重・平和的友好的な紛争解決・南シナ海航行の

自由・国連海洋法条約その他の国際法遵守で合意した共同声明を発表した87。 

1998 年 2 月、アメリカと地位協定を結び、米比軍事協力を復活させた。これ以後、各

種年次演習を実施している88。 

1999 年、MISCHIEF Reef 近傍の SECOND THOMAS Reef に中古揚陸艦を座礁させて

実効支配を開始した。 
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1999 年 5 月 23 日、フィリピン沿岸警備隊の巡視船が中国漁船を撃沈した。 

2000 年、パラワン島沖のカマゴ・マランパヤ天然ガス田の商業生産が始まり、国内消費

に供されている。 

 2002 年、滑走路と淡水のある THITU Island へ海兵隊が常駐して小学校を設置し、民

間人約 60 名の入植を開始した。 

2005 年 7 月 4 日、メコン流域諸国サミットにおいて、中国・ベトナムとの三者間で南

シナ海共同資源探査に合意したが、Arroyo 大統領が中国から利権供与されていたこと

が発覚したため、破棄された。 

2009 年、REED Reef においてイギリス企業と合同で再探査を開始した。 

2009 年 3 月 10 日、新しいフィリピン領海基線法が発効した。 

2009 年 4 月 8 日、大陸棚の限界延長申請を CLCS に提出した89。 

2010 年 11 月 16 日、ベトナムと防衛協力覚書に調印した。 

2011 年、アメリカから改装フリゲート艦（旧アメリカ沿岸警備隊警備艦）1 隻の引渡し

を受ける。 

2011 年 3 月 2 日、南沙諸島 REED Bank 周辺において、フィリピン傭船の資源探査船

が中国監視船 2 隻から妨害を受けた。攻撃機を向かわせたが中国監視船は逃げた後だ

った。 

2011 年 4 月 14 日、中国の九段線に基づく領有権主張に対して「中国の領有権主張と中

国のいう、”adjacent waters”（「隣接水域」）なる用語は、国際法、特に国連海洋法条

約に如何なる論拠も持たない」と主張する口上書（同年同月 5 日付）を国連に提出し、

正式抗議した。同年 8 月 5 日にデルロサリオ外相が「国際法に如何なる法的根拠を有

さない九段線こそが国連海洋法条約に基づく領有権問題の解決を阻害する核心であ

り、航行の自由にとっても潜在的脅威である」と指摘した。 

2011 年 6 月 1 日、中国海軍艦艇と海洋調査船が 5 月 21 日と 24 日と 31 日に南沙諸島の

AMY DOUGLAS Bank 付近と IROQUIOS Reef 付近に侵入して鉄柱やブイを設置し

たことを公表し、5 月 27 日に中国に抗議した。6 月 2 日に Aquino 大統領は領有権問

題を国連に訴える意向を示した。6 月 13 日、南シナ海のうちで、フィリピンの主権

と主権的管轄下にある海域を「西フィリピン海」に改称するとともに、米比海軍合同

軍事演習の実施を発表した。6 月 15 日、海軍報道官は南沙諸島の AMY DOUGLAS 

Bank、REED Bank、BOXALL Reefに建造された外国の標識を撤去したと発表した90。 

2011 年 8 月、FLAT Island に守備隊用シェルターを建設中と報道された。 

2011 年 9 月 6 日、フィリピン海洋領域防衛のための新組織「The National Coast Watch 

System（NCWS）」創設の大統領令が署名された。そして 9 月 27 日、日比首脳会談

でフィリピン沿岸警備隊の能力向上支援と両国海上保安機関間協力と連携強化を合

意した。 

2011 年 10 月、比越首脳会談でフィリピン沿岸警備隊とベトナム海上警察間にホットラ

イン開設が合意された。 
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2011 年 11 月 19 日、東アジアサミットで Aquino 大統領が ZoPFFC を提案した。しか

しこの提案は本章第 1節第 7項 15で述べたように、支持を得られることはなかった91。 

 2012 年、アメリカから沿岸警備隊警備艦 1 隻を購入。フリゲート艦へ改装され、2013

年 8 月 6 日に就役した。 

2012 年 4 月、中沙諸島 SCARBOROUGH Shoal において中国密漁船対処をめぐって中

国と公船対峙事件が発生した92。 

2012 年 6 月 8 日、米比首脳会談で米比相互防衛条約上のコミットメントと義務が再確

認された。これは、同年 4 月 30 日の米比外務・国防担当閣僚会合での共同声明「航

行の自由と通商の自由の確保確認と、米比相互防衛条約下での共通の義務の再確認」、

同年 5 月 9 日のフィリピン外相声明「中国が南沙諸島のフィリピン軍を攻撃した場合、

フィリピン防衛に対するアメリカのコミットメントがクリントン長官を通じて再確

認された」という流れを踏まえたものである。 

2012 年 7 月、パラワン島と REED Bank の周辺にある石油ガス 3 鉱区の国際入札を公

告した。尚、この内の 2 鉱区は九段線の内側にあるとされ、中国の抗議を受けている。 

 2012 年 9 月、議会は練習・攻撃機 18 機やフリゲート艦 2 隻等の取得を含む軍近代化予

算を承認した93。また、アメリカから島嶼配備の沿岸監視（レーダー）システムの供

与を受けることも決定した。 

 2013 年 1 月 22 日、SCARBOROUGH Shoal 事件を受けて、中国を国際仲裁裁判所に一

方的提訴した。 

 2013 年、フランスから警備艇の、イタリアからフリゲート艦の購入を決定した。 

 2014 年 4 月 28 日、アメリカとの間で米比新軍事協力協定を締結した。南沙諸島から 160

㎞の距離にあるパラワン島の Oyster Bay海軍基地をアメリカ軍に提供するとともに、

フィリピン国内の基地施設に対するアメリカ軍の幅広いアクセスを認めた。 

2015 年 3 月、日比国防相会談で「防衛協力を強化する覚書」を締結した。尚、会談で

フィリピンは我が国に中古の P3C 哨戒機94供与を打診したが合意に至らなかった。一

方で、災害時などに航空機から救援物資を投下する技術や海上で他国艦船との突発的

な衝突を回避する共同訓練の実施を決定した。フィリピンは海洋防衛能力向上につな

がるあらゆるノウハウと装備を我が国に求めており、訪問部隊地位協定や南沙諸島に

近いパラワン島の軍港周辺を我が国が整備する案が検討されている。フィリピン国防

省広報官は「日本とフィリピンが一緒に助け合って海域の海上交通路を守るのは自然

な流れ」と語った。その後、フィリピン軍が来日しての P3C 同乗研修や、フィリピン

での日比米共同演習等が実施されている。 

 2015 年 10 月 29 日、常設仲裁裁判所が中国の主張を否定してフィリピンの一方的提訴

に対する管轄権を確認し、九段線主張の国際法上の有効性等に関する審理開始を決定

した。 
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2 海洋戦略 

 

フィリピンの主張と行動から海洋戦略を考察してみる。南シナ海島嶼領有権主張の動機

が海洋生物資源と海洋非生物資源の獲得であることは明らかである。そもそも水産業が国

民の蛋白源供給を担ってきた太平洋島嶼国の一つであるフィリピンが、進展する国際法に

沿った権益拡大と、伝統的漁場である近傍沖合への管轄権を主張することは自然なことと

考えられる。海洋非生物資源、特に海底油ガス田に関しては、既に見てきたように、積極

的な探査・開発行動をとっているといえよう。 

従って、戦略目標は「領海基線法に定めた範囲の島嶼領有権の確保」であろう。これが

果たされない限り、安定的な安全保障も開発もあり得ないのである。フィリピンは自国の

主張正当性を裏付けるものとして、「国連海洋法条約に代表される国際法に法源を持つ」こ

とを主張している。そして南シナ海島嶼領有権主張諸国の中でも、中国を絶対的な利害対

立国としてベトナムと共闘し、中国との国力・政治力の差を埋めるために、同盟国である

アメリカやアジアでの大国である我が国や地域協力体である ASEAN さらには国際機関を

引き込むことで、南沙諸島に限らず中沙諸島も含んだ南シナ海島嶼領有権問題の国際化を

図っている。つまり、フィリピンは明確にバランス・オブ・パワー戦略を推進しているの

である。 

ただし、中沙諸島の SCARBOROUGH Shoal での中国との対立において、ASEAN やア

メリカからは明確な支援を得られなかったことに留意する必要がある。ASEAN が支援を

明らかにしなかった理由は本章第 3 節第 2 項で論じるように、中国による ASEAN 分断工

作や ASEAN 自体の限界によるものであり、同盟国アメリカが支援を与えなかった理由も

本章第 2 節第 7 項で論じるように、米中関係と領有権問題に対するアメリカの基本的スタ

ンスによるのである。結局、フィリピンは 2013 年に SCARBOROUGH Shoal 領有権問題

を国連海洋法条約に則って仲裁裁判所に提訴した。中国はあくまでも 2 国間での協議によ

る解決を図るべきとして共同提訴に応じず、フィリピンの一方的提訴となったが、常設仲

裁裁判所はそれを受理し、審理を開始した。その後も中国は仲裁裁判無視の態度を変えて

おらず、仲裁判決はフィリピンの主張に沿ったものが出される可能性が強い。  

その一方でフィリピンは、中国との対話を拒否することなく継続している。しかし、そ

の中でフィリピンに利するような進展は見られておらず、南沙諸島においては中国の実効

支配が強化される方向に状況は推移していると言ってよく、言い換えれば、対話は中国に

とって実力行使の時間を稼ぎ出す隠れ蓑としての価値しか認められていないともいえよう。

MISCHIEF Reef においてフィリピンは、それを身に染みて知らされたために、

SCARBOROUGH Shoal 領有権問題ではもはや対話ではなく、国際司法機関への提訴を選

択したのであろう。 

フィリピンは自国の海洋管理能力の向上策として、ベトナムとの安全保障関係を強化す

ることと、我が国からの巡視船艇の供与を含む支援と連携の強化やフランスからの巡視船

艇購入等により海上法令執行能力の質と量双方を向上すること、さらにはアメリカとの同
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盟関係に基づいて軍事力を強化することを図っている。 

こういったフィリピンの海洋戦略が、1994 年から始まり翌年に気付いた時には手遅れで

あって、且つ何ら有効な対抗策をとれなかった MISCHIEF Reef 喪失事件の反省の上に立

っていることは明らかであろう。 

中国の主張する 2 国間協議の土俵では、国際法を持ち出そうが事実上は国力の勝負とな

り、勝ち目を見出せないことを思い知らされたのであり、その経験の上に編み出された戦

略が多国間連携と国際問題化による対抗なのである。おそらくフィリピンは、ASEAN に

多くを期待してはおらず、国際司法機関を活用することで中国の手足を縛ることに、より

傾注していると思われる。なぜなら、中国は国際問題化されることを極端に嫌っているこ

とが、その言動から明白だからである。それは九段線が国際法に根拠を見出せないもので

あると中国が自白していることであり、国連海洋法条約締結国であり且つ国連安保理常任

理事国である中国の最大の弱点が国際問題化であると、フィリピンは考えているのであろ

う。そして現実に常設仲裁裁判所での審理開始以降、フィリピンの実効支配島嶼や領有権

主張島嶼に対する中国の示威行動や強圧的嫌がらせはあっても、物理的侵略は報告されて

いない。つまり、大筋としてはフィリピンの思惑通りに状況は推移しつつあり、フィリピ

ンの中国分析は的を射ていた可能性が高い。言い換えれば、覇権戦略に対してバランス・

オブ・パワー戦略が効果を発揮していると言えよう。 

さらに、フィリピンは中国を後退させることを目指していると思われる。その戦略がア

メリカ軍のフィリピン再駐留である。これも中国の MISCHIEF Reef 奪取が、1992 年の

アメリカからフィリピンへのスービック基地とクラーク基地の返還を以って実施された駐

留アメリカ軍の完全撤退の直後だったことをフィリピンが総括・反省した結果であると信

じられる。フィリピンはアメリカの軍事力にバンドワゴンし、アメリカ海兵隊を南沙諸島

に最も近いパラワン島に常駐させることで、南シナ海のパワーバランスを中国に押し戻す

効果を狙っていると容易に察せられる。 

アメリカが個別の領有権事案に中立を貫こうとも、フィリピンはアメリカ軍再駐留によ

って南シナ海そのもののパワーバランスを再構築させることで軍事的に中国を後退させ、

国際司法機関を活用して国際世論を味方につけることで法的正当性において優位に立ち、

我が国をはじめとする友好先進国からの支援と連携を得て自国の海洋管理能力を強化する

戦略を推進しているのである。そしてその先には MISCHIEF Reef の奪還を含めた領海基

線法規定の領有権範囲における管轄権の確立がある。 

しかしフィリピンの南シナ海島嶼領有権主張が国連海洋法条約に完全に沿ったものか

どうか、特に 121 条の定義に沿ったものかどうかは、検証されていないのである。 

 

 

第 2 項 ベトナム 

 

 南シナ海島嶼領有権問題において、ベトナムは西沙諸島と南沙諸島の全域に対する領有
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権を主張している。そして前者は中国・台湾の主張範囲と重複しており、後者はフィリピ

ン・マレーシア・ブルネイ・中国・台湾の主張範囲と大部分が重複している（図 3）。 

17 世紀以降の西沙諸島に対するベトナムの統治状況が、ベトナムやヨーロッパに記録と

して残っている。当時中部ベトナムを支配していたグエン王朝が西沙諸島を統治して、航

路図作成・廟建立・石碑建立・植樹・灯台設置・海難救助といった政策を実施していたこ

とが明らかになっている95。 

近代以降のベトナムはフランス植民地つまりフランス領インドシナとして南シナ海に

対してきた。フランスは欧米帝国主義列強としては珍しく南シナ海島嶼領有権に興味を持

ち、グエン朝以来の実効支配の継続を試み、領有権を主張してきた。ベトナムは第一次イ

ンドシナ戦争でフランスから独立して、南北分断国家として成立したが、フランス政府権

益は南ベトナム政府へ国家継承されたとみられ、第二次インドシナ戦争（ベトナム戦争）

によるベトナム統一を経て、ベトナム統一政府がフランス権益を継承するに至ったと考え

てよいであろう。なおベトナムと中国は、共産主義イデオロギーと政治体制つまり共産党

独裁体制を共有する少数国家であることに留意を要する。 

また、1970 年代末期にソ連が南シナ海に進出し、ベトナムのカムラン湾に基地を設けた

が、それによる直接的な影響は冷戦終結によって消滅しており、南シナ海島嶼領有権問題

の現状において、ソ連海軍との関連を見出すことは困難である。 

 

 

1 行動96 

 

 1950 年からフランスの後ろ盾で西沙諸島に対して行動を起こしていた南ベトナムは、

1951 年のサンフランシスコ講和会議において西沙・南沙両諸島の領有権を主張し、その後、

1955 年にフランスのインドシナ撤退に伴って海軍陸戦隊一個中隊を西沙諸島に派遣、さら

に 1956 年に南沙諸島への領土標識の設置や国土編入の大統領令といった実効支配の実績

作りを進めた。1960 年代には南沙諸島で台湾と摩擦を起こしたが、1973 年 4 月に南ベト

ナムは南沙諸島に海軍部隊を上陸させて南ベトナム国旗を掲げ、10 余の南沙諸島島嶼の領

土編入を決定した。その後、南ベトナムは 1974 年 1 月の西沙海戦で中国に敗北を喫して

からは、西沙諸島から南沙諸島に軸足を移した。1974 年 4 月の南ベトナム政府の崩壊に

伴い、北ベトナム軍が南沙諸島に上陸して南ベトナム軍を武装解除し、代わって駐屯を開

始した。1975 年 6 月下旬に南沙諸島駐屯のベトナム軍は漂着したベトナム難民船を砲撃

し、難民 93 名中 85 名を殺害している。結果として、1975 年以降 SPRATLY Island、

SOUTHWEST Cay、SANDY Cay、SIN COWE Island 等の 9 島嶼、赤瓜礁海戦前後に

VANGUARD Bank 等 16 島嶼、1990 年代に KINGSTONE Shoal 等を占拠した。現在、

南沙諸島全域はベトナムの行政区分としてはカインホア省所属のチュオンサ県となってい

る。ベトナムは南沙諸島に守備隊を常駐させ、滑走路を建設・維持している。 

 1977 年、タイとの間で EEZ と大陸棚の境界画定を完了した。 
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 1978 年、マレーシアが AMBOYNA Cay に領土標識を設置したため、これを直ちに撤去

した。 

 1979 年 8 月 7 日、「ホアンサ・チュオンサ両群島に対するベトナムの主権に関するベト

ナム社会主義共和国白書」によって西沙・南沙両諸島の領有権を主張した。 

1986 年にメコン・デルタ沖にて、ソビエトとの合弁事業としてバクホー油田の商業生産

を開始し、生産量の大半を我が国向けの輸出とした。 

 1988 年 3 月 14 日、赤瓜礁海戦で中国に敗北した。 

 1988 年 4 月、南沙諸島の情勢と領有権問題に関してマレーシアと討議し、「あらゆる紛

争を武力に訴えることなく、平和的交渉により解決することを提案している」ことで、

南沙諸島領有権問題の解決に関して見解の一致をみた。 

 1988 年 11 月、フィリピンとの外相会談で「相互尊重と相互内政不干渉並びに相互武力

不行使を再確認し、（南沙諸島に関する）領土要求と管理的要求その他の問題を平和的

手段によって解決する希望と意向、東南アジアの平和的友好協力地域化に貢献する希

望」を表明し、地域内外諸国に対して「これらの目的を実現するためのあらゆる努力

への支持」を呼び掛けた。 

1991 年 11 月、中国と国交を正常化した。 

1991 年末、冷戦終結に伴い、ソ連海軍がカムラン湾から撤退した。 

1992 年 6 月 5 日、ベトナム本土南西沖にてマレーシアとの間で大陸棚境界を画定した。 

1992 年 5 月 8 日に中国が南沙諸島の VANGUARD Bank における石油探査権をアメリ

カ企業に与えたことに対抗して、ベトナムは同地に石油鉱区を設定して別のアメリカ

企業に採掘権を付与した97。 

1994 年、ダイホン油田やロン油田等、海底油田の操業を開始した。 

 1995 年、ASEAN に加盟した。海底油田随伴ガスとしての天然ガス生産が開始されて、

国内発電に使用されはじめた。 

 2000 年 12 月 25 日、中国との間でトンキン湾境界画定協定に調印した。交渉経緯は公

表されていないが、確定された境界線から、大陸棚延長論ではなく、中間線論が採用

されたと判断される。1991 年の中越国交正常化に際して宿題となっていた 3 つの主

権問題は、1999 年 12 月の「陸上国境条約」とこの「トンキン湾境界画定」で、南シ

ナ海島嶼領有権問題をのみ残すこととなった。トンキン湾の管理や開発に関しての協

力体制はこの後、段階的に強化されていく。南シナ海島嶼領有権問題と背反するよう

なトンキン湾での協力背景として、「中越が共産主義イデオロギーを共有する希少国で

あること」「国境を接する隣国として経済協力地域形成に合意していること」「与隣為

善、以隣為伴（隣国と上手く付き合い、隣国をパートナーとする）という中国の周辺

外交戦略」が挙げられる。視野を広げてみると、これらが実施された時期は中国の

ASEAN 諸国に対する外交政策が軟化して融和的であった時期に重なっている98。 

2003 年 6 月 11 日、インドネシアとの間で大陸棚境界を画定した。アメリカ企業及び韓

国国営企業が参加してシツデン油田が操業を開始した。 
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2005 年 7 月 4 日、メコン流域諸国サミットにおいて、中国・フィリピンとの三者間で

南シナ海共同資源探査に合意したが、フィリピンの ARROYO 大統領が中国から利権

供与されていたことが発覚したため、破棄された。 

2007 年、ベトナム共産党第 10 期第 4 回全体会議で「2020 年までの海洋戦略」が採択

された。また 12 月 4 日に西沙・南沙両諸島に対するベトナムの領有権を改めて確認

した。 

 2008 年 3 月、海軍から独立して沿岸警備組織としての海上警察が誕生した。西沙諸島

は第 2 管区、南沙諸島は第 4 管区が担当する。 

2009 年、中国の九段線に基づく領有権主張に対して、口上書を国連に提出して正式に抗

議した。また、5 月 6 日にマレーシアとの合同（南東沖）で、5 月 7 日にベトナム単

独（北部大陸棚）で大陸棚の限界延長申請を CLCS に提出したが、中国とフィリピン

の抗議を受けた。ベトナム海上警察に対する教育支援を目的として、アメリカ沿岸警

備隊がパートナーシップ計画を立ち上げた。 

2009 年 12 月、ロシアから 6 隻の通常型潜水艦を購入する契約を締結した。 

2010 年、アメリカと国防政策年次対話を開始した。 

2010 年 11 月 16 日、フィリピンと防衛協力覚書に調印した。 

2010 年 8 月、西沙諸島近傍のダナン沖にて米越海軍合同訓練を実施し、アメリカ海軍

原子力空母「CVN-73 GEORGE WASHINGTON」が参加した。 

2011 年 5 月、ベトナム初の国会議員選挙が南沙諸島でも実施された。 

2011 年 5 月 26 日、ベトナム沖でベトナムの資源探査船の探査用ケーブルが中国公船 3

隻に切断され、中国へ抗議した。 

2011 年 6 月、アジア安全保障会議で「中国側の行為は DOC に反し、他の国々の懸念を

増大させている」と中国を批判した。 

2011 年 6 月 9 日、ベトナム沖 VANGUARD Bank でベトナム傭船のノルウェー籍資源

探査船の探査ケーブルが中国公船 2 隻に支援された中国漁船に切断未遂され、中国へ

抗議した。さらに 6 月 13 日に実弾射撃演習を実施して対中不快感を示すとともに、

1979 年中越戦争時以来の徴兵制再開を決定した。6 月 17 日、アメリカのワシントン

DC で行われた第 4 回米越次官級協議（政治・安保・国防対話）で「航行の自由の呼

びかけと海上での武力行使を拒否する共同声明」を発表して中国を牽制した。 

2011 年 8 月 18 日、アメリカ海軍補給艦「RICHARD BIRD」がカムラン湾海軍基地に

寄港した。同月にアメリカ海軍原子力空母「CVN-73 GEORGE WASHINGTON」が

寄港、その後アメリカ海軍艦船の同基地寄港が拡大した。 

2011 年 9 月 19 日、米越間防衛協力に関する了解覚書が調印され、両国国防省高官レベ

ル定期的対話メカニズムの構築、海洋安全保障、捜索・救難、国連 PKO 活動の研究

と経験の交換、人道支援・災害救助の協力促進を合意した。 

2011 年 10 月、比越首脳会談でフィリピン沿岸警備隊とベトナム海上警察間にホットラ

イン開設が合意された。 
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2011 年 10 月 11 日、中越首脳会談で海洋における紛争解決の基本原則に関する協定に

調印した。それによって、友好的な対話と交渉の継続、国際法規に基づく法的レジー

ムと諸原則への準拠、DOC を遵守し対話と交渉による解決、長期的解決への過程で過

渡的かつ暫定的措置を議論、解決容易な問題からの取り組み、境界画定交渉の定期化

とホットラインの設置を約束した。 

2011 年 10 月 12 日、印越首脳会談後に両国国営石油開発会社間でベトナム海域での石

油開発促進協定に調印、さらに南シナ海シーレーンの安全確保のために共通の安全保

障上脅威への対処協力に合意した。インド海軍司令官は南シナ海でのインド権益を守

るために海軍を派遣する用意があるとしている99。インドはベトナムがロシアから調

達する潜水艦の乗組員訓練（対象者は 500 人を超える）に協力を表明し、2013 年か

らインド海軍潜水艦訓練センターで開始した。 

2012 年 6 月 3 日、アメリカのパネッタ国防長官がカムラン湾海軍基地を訪問した。 

2012 年 6 月 21 日、海洋法が成立して南沙諸島と西沙諸島の主権が再確認された。 

2012 年 6 月、ベトナムが近海で開発を進める天然ガス・石油鉱区と重複する鉱区を国

際入札にかけるという中国の発表に対して抗議する反中デモが勃発した。 

 2012 年 7 月、日越外相会談で我が国はベトナム海上警察の能力構築支援への協力を表

明した。具体的には、ベトナム治安機関への中古船 6 隻の供与と、潜水艦運用を支援

するための潜水病治療の研修である。 

2012 年 8 月、2009 年 12 月に越露間で購入契約をした潜水艦 6 隻の内、1 番艦が進水、

海上公試を経てベトナムに引き渡された。6 隻は 2016 年までの間に順次引き渡され

る予定である。他にもロシアからの武器購入による海軍と空軍の強化を進めている。 

2012 年 11 月 30 日、ベトナム EEZ 内で資源探査船が中国漁船に探査ケーブルを切断さ

れ、ハノイとホーチミンで大規模な反中デモが発生した。 

2013 年 12 月 16 日、アメリカが東南アジア諸国の海洋安全保障強化のために総額 3250

万ドルの支援を行うと発表し、その内の 1800万ドルはベトナムに対するものであり、

沿岸警備用高速巡視船 5 隻の供与が含まれることで合意した。 

2014 年 5 月 2 日、西沙諸島南方沖のベトナム主張 EEZ 内（ベトナムが開発中の鉱区 142

及び 143 の至近）に突然、中国が海底油田掘削リグを設置してベトナム漁船を強制排

除し始めたことから、両国の公船（中国側は軍艦 7 隻を含む約 80 隻と航空機、ベト

ナム側は 29 隻）が対峙し、5 月 7 日からは中国船がベトナム船に意図的衝突を繰り返

す事態となった。ベトナム側は現場映像を含む情報公開で国際社会に訴え続けた結果、

中国は突如リグを含めて一斉退却した。 

 2014 年 10 月 27 日、中越外相会談で両国の海洋における紛争解決交渉メカニズムの改

正に合意した。 

 2014 年 12 月 11 日、フィリピンが SCARBOROUGH Shoal 事件を受けて、中国を仲裁

裁判所に一方的提訴していることに関連し、ベトナム外務省報道官は九段線について

「一方的な主張は断固拒否する」と強調し、その上で「（仲裁）裁判所に自国の見解を
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伝え、ベトナムの法的権利と利益に正当な配慮を払うよう要請した」と述べた。 

 2015 年 4 月 7 日、中国との間で、海上の争いをコントロールして南シナ海の安定維持

に努力することで合意し、両国関係が直面する問題の解決に向けた党協力計画（2016

～2020 年）に署名した。 

 

 

2 海洋戦略 

 

ベトナムの南シナ海島嶼領有権主張動機は、フランス権益の国家継承と海洋生物資源及

び海洋非生物資源の確保であると言ってよい。フランスの領有権主張が国際承認を得てい

たかどうかはともかくとして、領有権主張そのものの継承を否定することはできないと思

われる。海洋生物資源に関してはベトナムが南シナ海における沿岸漁業に蛋白源を依存し

てきたことに疑いはなく、国際法の進展に沿って管轄権を拡大することは自然なことであ

ろう。ベトナムの場合は海洋非生物資源により重点があるように思える。すでにベトナム

南方沖大陸棚においては商業油田がいくつも稼働し、重要な輸出産業として外貨を獲得し

ている。1977 年以降順次行われた大陸棚境界画定と限界延長申請は、ベトナムが海底油ガ

ス田の権益範囲確定を急いでいる証左と考えてよいであろう。 

ベトナムの主張と行動から海洋戦略を考察してみる。戦略目標は「大陸棚境界の画定達

成と西沙・南沙両諸島の領有権確保」であろう。追加するなら「中国による封じ込めの回

避」があると思われる。しかし現実として西沙諸島全域は中国の実効支配下にあり、南東

沖及び北部大陸棚延伸申請は九段線の中にあって中国とフィリピンの抗議を受けている。

同時に、南東沖大陸棚では海底油ガス田の商業開発に成功している。つまり、実質的には

戦略目標が果たされ得ないことは織り込み済みであるにもかかわらず、商業資源開発は既

得権益となっているのである。今やベトナムは、安定的な安全保障確保のために、自国主

張海域、中でもベトナム本土沖への中国の進出をいかに抑止するか、つまり「中国による

封じ込めの回避」が事実上の戦略目標となっていよう。その上でベトナムは、中国による

西沙諸島の実効支配を覆せないまでも、中国の活動を抑制するための政策を探っていると

思われる。 

トンキン湾境界画定に見られるように、中国に対して境界画定交渉を締結させているこ

とは他の関係諸国には見られず、注目されるべきである。その成功理由は不明であるが、

中国と同様の共産主義独裁体制国家であることや、トンキン湾境界画定は九段線主張に大

きな影響を与えないこと、さらにはベトナムの主張が大陸棚自然延長論であったことから、

ベトナムが譲歩する形となったことなどが挙げられよう。しかし、二度のインドシナ戦争

と中越紛争に勝利してきた歴史に根差したベトナムの強さが、交渉を含む対中態度に大き

な影響を与えていると言ってよいであろう。 

ベトナムはフィリピンと同様に、南シナ海における自国の領有権主張の正当性を裏付け

るものとして、「国連海洋法条約に代表される国際法に法源を持つ」ことを主張している。
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南シナ海島嶼領有権主張諸国の中でも、中国を絶対的な利害対立国としてフィリピンと共

闘し、中国との国力・政治力の差を埋めるためにアメリカやアジアでの大国である我が国

や地域協力体である ASEAN さらには国際機関を引き込むことで、西沙・南沙両諸島の領

有権問題の国際化を図っている点も同様である。つまり明確にバランス・オブ・パワー戦

略を推進しているのである。Quyet は、ベトナムの戦略は「多国間問題として多国連携で

の対処」「防衛力範囲内での自助努力」「防衛外交」の 3 本立てであると言う100。 

しかしベトナムがフィリピンと異なる点もいくつか指摘できる。ベトナムにおいて、中

国との対話における諦観はフィリピンに比して少なく思われる。ベトナムの歴史は中国と

の敵対的或いは平和的な隣国関係で織り成されてきた地政学的な宿命の歴史である上に、

近年のトンキン湾境界画定の成功や基本的イデオロギーの共有が対中感の根底にあるのは

間違いのないところであろう。対中直接交渉は継続しており、同時に、中国の伝統的対抗

国であるインドと南シナ海資源開発及び安全保障上での関係強化、アメリカとの安全保障

上の連携強化、その一方でロシアに武器供給を依存、といったことで複数の大国と適度に

距離を保ちつつ対中抑止力を働かせる戦略を採っているのである。さらにフィリピンの仲

裁裁判所への一方的提訴を注視しつつ、西沙諸島或いはその沖合における中国の進出に対

して同様の対応を検討するなど、国際司法機関をも視野に入れている。こういった状況か

らはベトナムのしたたかさが明瞭に観察できる。ベトナムはフィリピンよりも複雑なバラ

ンス・オブ・パワー戦略をとっているといえよう。 

ただし、ASEAN が支援を明らかにしなかった理由はフィリピンと同様であるし、2014

年に沿岸警備能力に資する目的で一部緩和されたとはいえ、アメリカがベトナムの人権状

況を理由として致死性武器装備の禁輸を継続していることに留意する必要がある101。 

中国との対話は継続されているが、その中でベトナムに利するような進展が見られてい

るとは言えず、西沙・南沙両諸島においては中国の実効支配が強化される方向に状況は推

移していると言ってよい。やはりベトナムにおいてもフィリピンと同様に、中国にとって

対話は実力行使の時間を稼ぎ出す隠れ蓑としての価値しか認められていないともいえよう。 

ベトナムは 2014 年の西沙諸島沖事件で見事な対応を見せた。辛抱強く抑制的に行動し

つつ、現場の証拠映像を全世界に向けて公開しつづけることで中国の情報戦略に勝利した

と評価してよい。中国の決定的な弱点である国際問題化と情報公開による国際世論へのア

ピールで、ベトナムは自国に有利な状況を作り出した。そしてそれが中国の突然の一斉退

却に繋がったのである。 

ベトナムは自国の海洋管理能力の向上策として、フィリピンとの安全保障関係を強化す

ることと、我が国からの巡視船艇の供与を含む支援と連携強化やアメリカ沿岸警備隊によ

る教育プロジェクトにより海上法令執行能力の質と量双方を向上させること、さらにはロ

シアとインドとの連携に基づいて軍事力を強化することを企図している。 

長年に亘って中国と陸上国境を接してきた経験から知る中国の強さと弱さの上に編み

出されたベトナムの戦略が、多国連携と国際問題化による対抗なのである。もはやベトナ

ムが ASEAN に多くを期待していないだろうこともフィリピンと同様である。アメリカと
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の同盟を軸にした多国連携を指向するフィリピンとは異なり、全方位外交による多国連携

がベトナムの戦略特徴といえよう。 

今後はベトナムが国際司法機関を活用するタイミングや目的が注目されよう。なぜなら、

2014 年の西沙諸島沖事件の終息は単に、なかったことになっただけであり、中越間での西

沙・南沙両諸島に対する領有権問題はベトナムの思惑通りに推移しつつある状況とは言え

ないからである。ベトナムが、仲裁裁判所での審理開始以降の中比間の状況推移を参考に、

国際司法機関の活用を準備していくであろうことが確実と思われるのである。 

ベトナムは南シナ海で潜水艦を含む中国海軍の活動を抑止することはできないであろ

うが、少なくともトンキン湾からベトナム本土沖にかけての海域での抑止を達成すること

を目指していると思われる。その根拠は中国潜水艦と同等能力といわれるロシア製潜水艦

6 隻の購入である。ベトナムがアメリカの軍事力にある程度バンドワゴンして、アメリカ

海軍の空母機動部隊を寄港させつつ、自国の軍事力整備を進めることで、南シナ海のパワ

ーバランスを中国に押し戻す効果を狙っていると察せられる。 

ベトナムは特定国に偏重することなく、あくまでも自国がイニシアチブを維持する形で

大国の影響力を呼び込み、且つそれらをバランスさせ、南シナ海のパワーバランスを再構

築させることで自国権益と海洋管理能力を確保する戦略を推進しているのである。2015

年から始まったアメリカの「航行の自由作戦」に対しても、民意はともかくとしてベトナ

ム政府は積極的な賛意を表明しておらず、対米中外交の独自性を見せている。非常に高度

なハンドリングが求められる戦略であり、Risky でもあるが、ベトナムの近代史がその背

景に自信を与えているのかもしれない。この点に関して小笠原は、「10 世紀に中国型の独

立を果たしたベトナムがその後たどってきた中国隣国としての敵対的あるいは平和的な隣

国関係の積み重ねがベトナムの対中戦略に反映されている。近代においてはソ連の影響下

にあったベトナムが冷戦と中ソ関係の中で生存し、ソ連崩壊後は弱小国家であった自国を

資本主義世界と中国そして ASEAN に近付きながらも危険分散する政策で舵取りをしてき

た。常に複数の選択肢を用意しておく危険分散は均衡と関与を同時に追求する。ベトナム

は中国に対して非軍事的均衡を、そして ASEAN 加盟後は ASEAN を通じての多角化関与

を実施してきた。そして経済発展で国力を養い、徐々に軍事的均衡への努力を開始してい

る。2010 年頃を境に多角化から国際化へと対中関与政策の質を変更した理由は、南シナ海

において現状変更を図る中国の実力行使が著しいことから対中華秩序への再編への反発と

警戒と考えられる」という。そして現在のベトナム安全保障戦略のキーワードは「信頼 trust」

であると指摘した上で、「信頼できるものとはより大きな仕事ができるが、信頼を毀損する

ような要素には警鐘を鳴らす。全人類の共通価値である国際法規範体系を基盤にした戦略

的信頼を確立するためにアメリカの役割を歓迎し、地域協力メカニズムや多国間協力の中

心としての ASEAN を尊重する。国連安保理常任理事国全てと戦略的パートナーシップを

樹立することで等距離の対外関係を確立する。しかし資本主義への警戒感の存在やアメリ

カ関与と ASEAN 一体性の両立といった問題が残っており、対外政策の先行きは不透明で

もある」と論じている102。 
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いずれにせよ、ベトナムの南シナ海島嶼領有権主張が国連海洋法条約に完全に沿ったも

のかどうか、特に 121 条の定義に沿ったものかどうかが検証されていないこともフィリピ

ンと同様なのである。 

 

 

第 3 項 マレーシア 

 

 南シナ海島嶼領有権問題において、マレーシアが領有権を主張している対象は、南沙諸

島の一部島嶼であり、諸島全体ではない。ただし、その一部分がフィリピンの主張範囲と

重複しており、大部分がベトナム・中国・台湾の主張範囲と重複している（図 3）。マレー

シアは、ブルネイやインドネシアと同様に輸出産油国である。 

 

 

1 行動103 

 

1968 年、南沙諸島南部の 8 万㎢の広範囲の海域に鉱区を設置してアメリカ企業に石油

探査権を与えた。1974 年 10 月から 1975 年 10 月にかけて 11 本の油井を試掘し、2・

3 か所で天然ガスを発見した。最大のガス田は埋蔵量 5 千億㎥、年産 100 億㎥の一流

規模であり、「ミンドロガス田」と命名された。1977 年に年産 520 万トンの LNG 加

工工場が建設されて、我が国向けの輸出が開始された。 

1969 年、インドネシアと大陸棚境界画定に合意した。 

1978 年、AMBOYNA Cay に海軍が上陸して領土標識を設置したが、ベトナム軍に直ち

に撤去された。 

1979 年 12 月、南沙諸島に絡む大陸棚境界を宣言し、領海と大陸棚の地図で南沙諸島東

南部の 12島嶼を自国領として表示した。タイ湾でタイとの共同開発海域を設定した。 

1980 年 4 月、ベトナムに占拠されている南沙諸島の AMBOYNA Cay は自国領であると

して、ベトナムに対して抗議した。 

1981 年、FPDA104の下で多国間合同海軍演習を開始した。 

1983 年 6 月、南シナ海で実施された FPDA 合同海軍演習に参加し、同年 8 月に、1979

年出版の地図で示した範囲の外にある SWALLOW Reef を占拠、拡張工事を行って滑

走路を建設し、軍人約 70 名を常駐させた。 

1986 年、南沙諸島の ARDASIER Reef と MARIVELES Reef 及び付属 5 岩礁を占拠し

た。 

1988 年 4 月、南沙諸島の COMMODORE Reef 周辺で操業していたフィリピン漁民 49

名を逮捕した。 

1988 年 4 月、南沙諸島の情勢と領有権問題に関してベトナムと討議し、「あらゆる紛争

を武力に訴えることなく、平和的交渉により解決することを提案している」ことで、
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南沙諸島領有権問題の解決に関して見解の一致をみた。 

1990 年 4 月、サバ州コタキナバルで海軍基地の新設を開始した。 

1991 年、SWALLOW Reef の一部を埋め立てて、シングル 15 室とスイート 2 室のホテ

ルを開設し、ダイビングや海鳥観察の観光事業を開始した。翌 1992 年には、客室 50

室と 4 機分のヘリポートを備えるリゾートホテルへと拡張した。 

1992 年 4 月、サラワク沖 EEZ 内で操業した中国漁民 45 名を逮捕した。アメリカとマ

レー半島ムルット海軍ドックの使用協定を締結した。 

1992 年 6 月 5 日、インドシナ半島部マレーシアとベトナムの間の大陸棚境界を画定し

た。 

1993 年 2 月、インドと防衛協力協定を締結した。 

1995 年 3 月、中比間で発生した MISCHIEF Reef 事件を受けて、Mahathir 首相が駐マ

レーシア中国大使に対して「いかなる ASEAN 加盟国と問題を起こしても、ASEAN

の背後にはマレーシアがいる」と述べて、中国の軍事的活動を牽制した。 

1995 年、シンガポールと領海境界を画定した。 

1996 年 5 月、SWALLOW Reef 周辺で海空軍大演習を実施した。8 月にクアンタン沖の

南シナ海でエグゾゼ対艦ミサイルの試射を成功させて、SWALLOW Reef 防衛部隊に

配備した。同月に訪中した Mahathir 首相が「南沙諸島問題は多国間交渉を含めた交

渉で解決する」と述べた。なおこの年 SWALLOW Reef のリゾートホテルは冷房・シ

ャワー完備の 86 室へと拡張された。 

1999 年、南沙諸島の INVESTIGATOR Shoal と ERICA Reef を占拠した。 

2009 年 4 月、ブルネイと海上境界協定に調印し、石油開発鉱区を割譲した。5 月 6 日に

ベトナムと合同で CLCS に大陸棚限界延長申請を提出したが、中国とフィリピンの抗

議を受けた。中国の九段線に基づく領有権主張に対して、口上書を国連に提出して正

式に抗議した。フランスとスペインから 2 隻の潜水艦を購入した。 

2010 年、ブルネイに割譲したカリマンタン島沖の鉱区で海底油ガス田の共同開発が開始

された。 

 2015 年 6 月、SOUTH LUCONIA Shoal に中国海警公船が出入りしているために、海軍

と沿岸警備隊の監視船を派遣したことを公表し、その中国船の写真も公開した。 

 

 

2 海洋戦略 

 

 マレーシアが南シナ海島嶼領有権の主張を公式に開始したのは 1979 年であり、領有権

主張諸国の中では遅い。また、当初の係争相手がベトナムであったことが注目に値する。

これは当時、ベトナム軍がカンボジアに侵攻したことと関連があると考えられる。海には

緩衝地帯がなく、さらにベトナムのカムラン湾にはソ連海軍が存在していた。そのため、

マレーシアは FPDA つまり英連邦諸国の後ろ盾と支援を得ることで他の領有権主張諸国
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に対抗しようとしていたことが読み取れる。冷戦の終結や赤瓜礁海戦を経て中国の脅威が

顕在化する中で、マレーシアの海洋戦略はベトナムへの対抗から変化していく105。 

現在のマレーシアの領有権主張動機は、国際法の進展に伴う管轄範囲拡大と海洋非生物

資源獲得であると思われる。タイとの共同開発海域設定やブルネイとの領有権主張の対立

を終息させて共同開発を開始したことから、マレーシアは海底油ガス田の商業生産稼働の

維持・拡大を最優先として政策を推進していることが窺える。 

マレーシアの南沙諸島への関心として、南沙諸島が他国、特に中国、に占領されると国

家が分断される恐れがある点は重要である。マレーシアが南沙諸島を失って国家分断の危

機に瀕した場合に、中国とサバ州分離主義運動との結びつきが生じると、事態は深刻にな

ろう106。それゆえにマレーシアは SWALLOW Reef 開発事業に力を入れており、さらにブ

ルネイとの協調を進めたとも理解されるのである。 

 マレーシアの戦略目標は「既得権益の確保、領有権主張の維持」といえよう。1990 年に

新設したコタキナバル海軍基地の存在、1992 年以降進められた艦艇や装備の新造更新や増

強、イギリス製対空ミサイルやフランス製対艦ミサイルさらにソ連製とアメリカ製の戦闘

機購入107、また 2009 年からのフランス製潜水艦 2 隻の購入とコタキナバルへの配備等は

その姿勢の表れであろうし、マレーシアの具体的な対処行動としては、2010 年 4 月 29 日

に SWALLOW Reef 付近に現れた中国の監視船を海軍の哨戒艇と航空機が 17 時間から 18

時間にわたって追跡したことが挙げられよう108。 

マレーシアが九段線を認めていないことから、中国・台湾とは対立関係にあることは言

うまでもない。しかしマレーシアの領有権主張が、フィリピンやベトナムのように強硬で

はない理由として、九段線範囲内とはいえ距離的に遠いため、今のところ中国がマレーシ

アに対して強硬な姿勢をとっていないことが挙げられる109。さらに、中国が天安門事件で

生じた国際的孤立からの脱却を目指していた 1990 年代初頭に、中馬間では政府首脳の相

互訪問を重ねて二国間交渉を指向していたことと、それに連動してマレーシア政府が中国

脅威論を否定したり、中国との同調行動をとったりしていたことが指摘される。Kaplan

は歴史的・民族的な分析と取材を通して、「マレーシアはその国家沿革と人口構成から中国

への対抗意識がなく、中国に飲み込まれる可能性はないと考えており、また中国を恐れて

もいない。マレーシアは国民に共通するナショナリズムが極めて希薄なコミュニティ同志

の集まりである」と結論している。また佐藤は「1993 年 6 月と 1994 年 5 月の訪中で、マ

ハティール首相は南沙諸島範囲定義が定まっていないことに目をつけ、南沙諸島を小さく

定義して中国主権を認める代わりに SWALLOW Reef 等を南沙諸島範囲外としてマレーシ

ア領であると中国に認めさせるつもりだった」という110。つまりマレーシアは、中国との

作用・反作用の結果として、フィリピンやベトナムとは対中姿勢に大きな差があったとい

える。しかし、MISCHIEF Reef 事件を契機に 1995 年からマレーシアの対中姿勢は軍事

力強化と多国間交渉による対抗的なものへと転換した。それは首脳の発言や軍事的行動か

ら明らかといえる。ただしそれでもなお抑制的であったマレーシアの対中態度は、ベトナ

ムとの大陸棚限界延伸合同申請に際して中国が九段線を対抗提出するという激しい反応を
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示したことから、今後はさらなる変化が生じる可能性がある。 

 1980 年代と 1990 年代のマレーシアは、FPDA やアメリカ、インド、さらには我が国の

影響力を利用して他の領有権主張諸国を牽制しようとしていた。つまりバランス・オブ・

パワー戦略を指向していたと言ってよい。それでは、ベトナムと大陸棚限界延伸合同申請

をしたことから、現在のマレーシアがバランス・オブ・パワー戦略を指向していると言え

るであろうか。ベトナムは対岸国であり、大陸棚画定交渉の対象国である。九段線を無視

するのであれば、二国間画定可能な範囲に関してのみの協調行動であるため、バランス・

オブ・パワー戦略を採用しているとは言えない。現在のところ、マレーシアがフィリピン

とベトナムの対中強硬路線に同調する行動は、ASEAN の場においても明確ではなく、ア

メリカにあえてバンドワゴンする行動も観察されていない。アメリカ軍艦のマレーシア寄

港回数が平均的に毎週一度のペースとなっていることや、米馬共同訓練を増加させている

ことがアメリカへの政治的傾斜を強めているとの評価はなく、マレーシアとしては、東南

アジアはアメリカが守っているものだという普遍的な前提を信じているに過ぎず、むしろ

全方位協調外交によって海洋非生物資源を主とする既得権益の確保に努めていると考えて

よいであろう。ただし、2015 年の「航行の自由作戦」で一番艦となったアメリカ海軍イー

ジス駆逐艦「DDG-82 LASSEN」は直前にマレーシアのコタキナバルを出港しており、マ

レーシアの南シナ海島嶼領有権問題に関する政策を測る際に示唆を与えるものとなろう。 

しかしマレーシアの南シナ海島嶼領有権主張が国連海洋法条約に完全に沿ったものか

どうか、特に 121 条の定義に沿ったものかどうかが検証されていないこともフィリピンや

ベトナムと同様なのである。 

 

 

第 4 項 ブルネイ 

 

 南シナ海島嶼領有権問題におけるブルネイの領有権主張対象は島嶼ではなく、海域のみ

といってよい。ただし、ベトナム・中国・台湾の主張範囲と重複している（図 3）。 

 

 

1 行動111 

 

 1988 年、南沙諸島に絡む大陸棚境界を宣言した。さらに LOUISA Reef の領有権を主張

していたが、同礁はマレーシアの実効支配下にあって、灯台が設置されていた。 

2009 年 4 月、マレーシアと海上境界協定に調印して、海洋境界線をめぐる二国間の対

立は終息した。 

2009 年 5 月 12 日、CLCS に限界設定申請準備書面を提出した。 

2010 年、マレーシアから割譲されたカリマンタン島沖の鉱区で海底油ガス田の共同開発

が開始された。 



65 

 

 2011 年、ドイツから哨戒艇 3 隻を購入した。 

 

 

2 海洋戦略 

 

 ブルネイは言うまでもなく大産油国であり、その石油・ガス資源は主として海底油ガス

田から産出される。水産業は小規模であり、海洋戦略は海洋非生物資源の確保戦略そのも

のであると言ってもよい。また、他の南シナ海島嶼領有権主張諸国と異なり、国際法の進

展に伴う領海拡大と EEZ 及び大陸棚設定のみを主張している。EEZ 至近に存在する

LOUISA Reef の領有権主張はマレーシアとの境界画定によって取り下げられており、現

在では海域のみの主張となっている。 

 戦略目標は「国際法に則った EEZ と大陸棚の確保」以外にないと言える。ブルネイは

その海域において、海底油ガス田の開発を推進していくことになろう。マレーシアとの対

立が終息したブルネイに残された問題は、九段線への対処ということになるが、中国がマ

レーシアに対すると同様にブルネイに対しても強硬な姿勢を露わにしていない現状は、ブ

ルネイが何らかの具体的な行動をとる段階ではない。なお、ブルネイは資源共同開発に関

する中国からの働きかけを、これまで何度も黙殺してきたと伝えられている112。中国漁船

によるブルネイ管轄海域への侵犯も特に報告されていないようである。フィリピンが提訴

した仲裁裁判において九段線がどのような評価を下されるのか、という点にも依るのであ

ろうが、ブルネイの主張は国連海洋法条約に沿ったものといえるため、国際承認を得るこ

とは確実であろう。 

 

 

第 5 項 中国 

 

 中国の行動や戦略には非常に多くの研究がなされており、百家争鳴の状況と言ってもよ

い。分析目的として重要なことは、中国の行動が統一的な戦略に基づいているのか否かの

判断であろう。中国を中華思想と切り離して考えることはできないと言われるが、中国の

思想の歴史的な検討を試みることと、南シナ海をめぐる言動の整合性から、中国における

統一的戦略の存在有無を確かめてみることとする。 

 現在の中国つまり中華人民共和国は歴史が浅い。南シナ海島嶼領有権問題に関しては、

第二次世界大戦終結後は中華民国つまり台湾が関与していたため、中国共産党政府は国共

内戦に勝利して以降、実際には 1951 年からの登場となる。それより以前の歴史に関する

主張は台湾の主張の後追いに過ぎない。本項では中国が台湾の後追いをする理由も明らか

にする。 

 Dutton によると、南シナ海島嶼領有権問題において、中国が九段線主張の正当性根拠

としているものとしては大きく 4 つの考え方が挙げられる。 
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①「主権的水域」つまり島嶼領有権は主権であり、それらを取り囲む海域管轄権も主権で

あるというもの。 

②「歴史的水域」国際慣習法に存在する考え方であり、明確な定義がないものの一つであ

るが故に、他国の主張に影響されるものではない自国の歴史的水域であるというもの。  

③「島嶼の扱い」つまり島に限らず岩や砂州、環礁などといった海面上に顔を出すあらゆ

るものに対して、あらゆるレベルの管轄権を主張するもの。 

④「安全保障」つまり海洋安全保障上の緩衝地帯として認められるべきであるとするもの。  

しかしこれら 4 つの考え方には、国際法の中に明確な根拠を持つものが 1 つもないのであ

る113。 

 なお、領有権主張根拠として検証に堪えるレベルの史料、国際法的に承認される可能性

の高い島嶼に対する実効支配程度、国連海洋法条約の適用、中国の海洋政策の整合程度と

いった点に関して、中国の主張を肯定的に認めるような研究結果は中国あるいは台湾自身

の研究者の手によるものの他には見当たらず、総じて、否定的と見てよいと思われる。竹

下は中国だけではなくベトナムを含めて、両国の主張する「歴史的に確立している領有権」

に関して論じている。それによると南沙諸島の領有を示す資料がないこと、群島接取との

主張と特定島嶼のみの実効支配という現実との差異、漁場としての利用記録と国家による

実効支配証明の混同、実効支配の継続的な記録がないこと等から両国の主張する「争う余

地のない主権」は根拠薄弱で、法的解決ができる可能性は低く、実効支配こそが最大の解

決策とする傾向が憂慮されるという。さらに中国に対しては、「中国の立場は全てが乏しい

論拠に立っており、全て中国自身の言動でその乏しさが裏付けられている。西沙海戦以来

の軍事行動が自らの立場を危うくさせ、ASEAN を結束させる効果を生じてきた。1994 年

から 1995 年にかけてインドネシア支配下にあるナツナ諸島を巡ってのインドネシアから

の照会に対する態度は曖昧なものに終始し、九段線そのものが根拠のないものであり、中

国自身が九段線を重要視していないことを示したと見てよい」と論じている114。 

 

 

1 行動115 

 

1951 年 8 月、サンフランシスコ講和条約草案に対して異を唱え、東沙・西沙・中沙・

南沙諸島は中国領土との声明を発表したが、その後は外交的な主張に留まった。 

1953 年、台湾の十一段線からトンキン湾の 2 破線を削除し、九段線として使用を開始

した。 

1956 年、西沙諸島宣徳群島に進駐した。 

1959 年、西沙諸島に広東省海南行政区（1988 年に海南省となる）弁事処を設置した。 

1974 年 1 月、西沙海戦で南ベトナムに勝利し、西沙諸島全体の実効支配を確保した116。 

1975 年 6 月、フィリピンとの間で「南シナ海のいかなる島で紛争が生じた場合でも、

通常の外交チャンネルを通じ、友好的協力的な交渉によって解決する」ことで合意し
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た。 

1978 年 3 月、中比間で（南シナ海島嶼領有権問題に関して）「困難な事態を招きかねな

い意見の不一致を平和的に解決する作業を進める意思がある」ことが保証されたとフ

ィリピンが公表した。 

1982 年、西沙諸島に海軍基地を建設した。 

1983 年、マレーシアが海域を管理している南沙諸島の JAMES Shoal へ海軍艦船を派遣

し、主権範囲の最南端として主権を示す石標を沈めるパフォーマンスを始めた。南シ

ナ海全島の名称を人民日報に掲載し、中沙諸島 SCARBOROUGH Shoal の中国名を民

主礁から黄岩島に変更した。これは国連海洋法条約では EEZ は島には認められるが

礁を含む岩には認められないことから名称を変更したものとみられる117。 

1985 年、胡耀邦総書記が西沙諸島を訪問した。 

1986 年 6 月、フィリピンに南沙諸島問題の棚上げを提案した。 

1987 年 5 月、南沙諸島海域で海軍艦艇 16 隻による初の本格的な軍事演習を実施し、6

月に外交部が「適当な時期に島嶼を取り戻す権利を留保している」との声明を出した。 

1988 年 3 月 14 日、赤瓜礁海戦でベトナムに勝利して、南沙諸島で初めて実効支配岩礁

を確保し、8 月までに FIERY CROSS Reef に 8,080 ㎡の人工島を増築した。これら島

嶼には陸戦隊が常駐しており、武装化が進んでいる118。 

1988 年 4 月、フィリピンに南沙諸島問題の棚上げと共同開発を提案した。 

1988 年 5 月 12 日、「西沙群島・南沙群島問題に関する備忘録」を発表し、自国の平和

的思考を強調した上で、赤瓜礁海戦は平和的解決を可能にするために、ベトナムが乱

した環境を回復する目的でのみ行われた、と主張した。本忘備録は、「中国は国と国

との間の紛争は平和的に解決すべきであると一貫して主張している。南沙の問題でも

同様である」として、「ベトナムが中国の西沙群島・南沙群島に対して領土要求を提

出し始めたばかりの 1975 年 9 月、鄧小平は中国を訪問したベトナムの指導者ファン

バンドンに対し、中国側に西沙群島・南沙群島が昔から中国の領土であることを証明

できる十分な材料があると指摘し、しかし意見の相違を友好的に話し合いで解決する

という原則に基づいて、『今後話し合ってもよい』と表明した」と明らかにした上で、

「遺憾なことには、ベトナム当局の野心は膨張し、中国側の善意を軟弱と見て馬鹿に

し、それからの十数年間に密かに頼むところがあってか、臆するところなく、中国の

南沙群島の島礁に軍隊を派遣し占拠して、各種の軍事施設を建設し、既成事実を作り

上げて長期的な占拠を意図している」と指摘している。その結果として中国はベトナ

ムに対し、「武力に訴える侵略拡張政策を徹底的に改め、中国の領土を侵略占領する

活動と緊張を作り出す活動を一切停止し、不法に侵略占拠した中国の南沙群島の島礁

から速やかに撤退し、それによって当該当地区の平和と安全を回復する」ことを要求

し、それによりはじめて南沙群島問題の「平和的解決」が可能になる、と主張してい

る。つまり本忘備録は赤瓜礁海戦の「正当性」が中国にあることを国際社会に喧伝す

るものに他ならない。中国によれば不法な侵略国はベトナムのみならず、フィリピン
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とマレーシアも同様であり、領土問題棚上げの間に中国は海軍力を急速に発展させて

いることから、フィリピンとマレーシアにとっても「明日は我が身」であった。それ

ゆえに、フィリピン・ベトナム・マレーシア 3 か国はこの年立て続けに 2 か国間協議

と「平和的解決」の再確認を公表した。逆に言えば、赤瓜礁海戦は南シナ海島嶼領有

権問題におけるターニングポイントであり、これ以後、中国対東南アジア諸国という

対立構図となっていく。 

1988 年 12 月 1 日、東南アジア諸国の南シナ海島嶼領有権問題をめぐる協議が加速する

情勢に対して、外交部スポークスマンが「いかなる外国であっても、南沙群島で話し

合いを進めることは、全て中国の領土・主権を無視した行為である」と述べて牽制し

た。 

1990 年、李鵬首相がマレーシア訪問に際して、「南シナ海の領有権問題を棚上げする」

と強調した。 

1991 年 6 月 7 日、楊尚昆主席がインドネシア訪問に際して、西沙・南沙諸島及びその

周辺海域に対して「中国領であり、争う余地のない主権を有していること」を確認し

た上で、南シナ海の共同開発を提案した119。 

1991 年 11 月、ベトナムと国交を正常化した。 

1992 年 2 月 25 日、「中華人民共和国領海及び接続海域法（領海法）」を公布し、南シナ

海諸島を自国領とした120。九段線の国内法的整備といえる。 

1992 年 5 月 8 日、南沙諸島の VANGUARD Bank における石油探査権をアメリカ企業

に与えた。ベトナムは対抗して同地に石油鉱区を設定して別のアメリカ企業に採掘権

を付与した。 

1994 年、フィリピンの隙をついて南沙諸島の MISCHIEF Reef に建造物を構築して実

効支配を開始した。当初の木製簡易施設から徐々に強化してゆき、1999 年に恒久的施

設を完成させた。2012 年に確認されたところでは、一部 3 階建の 4 棟でヘリポート

や風力・太陽光発電設備を持っている121。 

1995 年、3 月と 8 月の 2 度に亘って領土問題に焦点を当てた二国間協議をフィリピンと

の間で開催して、平等・相互尊重・平和的友好的な紛争解決・南シナ海航行の自由・

国連海洋法条約その他の国際法遵守で合意した共同声明を発表した。 

1998 年、「排他的経済水域及び大陸棚法」を制定した。 

1999 年 4 月、ASEAN との会合で王毅外務次官が「もし ASEAN が（南シナ海島嶼領有

権問題に）本当に関心を持っているなら、我々は真剣かつまじめに検討するだろう」

と述べた。 

2000 年 12 月、ベトナムとの間でトンキン湾境界画定協定に調印した。 

2001 年 4 月 1 日、海南島沖の中国 EEZ 内にて、中国海軍戦闘機がアメリカ海軍電子偵

察機に空中衝突した。中国軍機は墜落し、アメリカ軍機は海南島に緊急着陸した。EEZ

における航行の自由と軍事活動を巡る国連海洋法条約の解釈に関する激しい対立が

表面化した122。 
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2002 年、「測量・地図法」を制定し、EEZ における水路調査や軍事監視活動は中国政府

による事前の同意を要すると定めた。 

2002 年 11 月 4 日、ASEAN と「南シナ海行動宣言（DOC）」に調印した。 

2005 年 7 月 4 日、メコン流域諸国サミットにおいて、フィリピン・ベトナムとの三者

間で南シナ海共同資源探査に合意したが、フィリピンの ARROYO 大統領に中国が利

権供与していたことが発覚し、破棄された。 

2007 年夏頃、アメリカなど外国の石油ガス大手に対し、南シナ海でベトナムの資源探査

や開発への協力を中止しなければ、中国国内でビジネスを続ける上で支障が出る、と

の警告を始めた123。 

2008 年までに海南島三亜市に新軍港が完成していたことと、原潜が潜航したまま入出港

できる地下トンネルが運用されていることも確認された。 

2009 年 3 月、海南島沖の中国 EEZ 内においてアメリカ海軍音響観測艦 IMPECCABLE

の活動を中国監視船 3隻と指揮下の中国漁船 2隻で妨害した（IMPECCABLE 事件）。

EEZ での航行の自由と軍事活動を巡る米中対立が再燃した。 

2009 年 3 月 11 日、フィリピンの領海基線法制定に厳重抗議を発表した。 

2009 年 5 月 7 日、CLCS に提出されたマレーシアとベトナムの大陸棚縁辺部限界延長

合同申請に対して、九段線を論拠として抗議口上書を提出した。中国が領有権を国際

的に主張するために九段線を使用したことはこれが初めてといわれている。5 月 11 日

に大陸棚限界延長申請準備書面を CLCS に提出した。 

2009 年 12 月 26 日、全人代常務委員会が「海島保護法」を承認した。 

2010 年 3 月、中国高官がアメリカ高官（国家安全保障会議アジア上級部長と国務副長

官）に対して「南シナ海は中国の“核心的利益”（core interest）」と初言明し、5 月

に Clinton 国務長官に対して再度言明したが、直ちに同長官から「同意できない」と

反駁された。この発言の真意は不明ではあるが、「核心的利益」との表現は中国が南

シナ海の権益を台湾、チベット、新疆ウイグルと同列視し、一切の妥協や譲歩をしな

い強硬姿勢を示唆したものと一般に理解された124。 

2010 年 7 月、南海・北海・東海艦隊が南シナ海に集結して、複雑な電磁環境下での多

兵種合同演習を実施した。 

2010 年 7 月、外交部報道官は 7 月 23 日のアメリカ国務長官発言に対しての非難声明を

発表した。 

2011 年 3 月 2 日、南沙諸島の REED Bank 周辺海域でフィリピン傭船の資源探査船の

活動を監視船 2 隻で妨害した。 

2011 年 4 月 14 日、「中国は南沙諸島に対して議論の余地なき主権を保持しており、九

段線に抗議するフィリピンの口上書を全面的に受け入れられない」とする口上書を国

連に提出した。 

2011 年 4 月、胡錦濤主席は「中国は引き続き友好的な話し合いを通じて、隣国との領土

と海洋権益の係争を平和的に解決するよう力を尽くす」と発言した。4 月末に温家宝
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総理は「DOC を堅持して領土と海洋権益の争いを平和的な話し合いを通じて解決する

ことと、南シナ海の航行の安全を各国と協力して維持する」意向を示した。6 月には

国防部長が「南シナ海問題について友好的な協議と話し合いを通じて平和的に解決す

ることや、航行の自由を尊重すること」を表明した。 

2011 年 5 月 26 日、ベトナム沖にてベトナムの資源探査船の探査用ケーブルを監視船 3

隻で切断し、ベトナムの抗議に対して「正常な取り締まり」と反論した。 

2011 年 5 月 27 日、フィリピンから抗議を受けた。6 月 1 日と 15 日にフィリピンが公

表した事実から、南沙諸島の AMY DOUGLAS Bank、IROQUIOS Reef、SABINA 

Shoal、REED Bank、BOXALL Reef で何らかの建設計画を推進しているとみられる。 

2011 年 6 月 9 日、ベトナム沖の VANGUARD Bank でベトナム傭船のノルウェー籍資

源探査船の探査用ケーブルを監視船 2 隻に支援された漁船が切断しようとして失敗し

救助された。ベトナムの抗議に対して「中国漁船は被害者である」と反論した。 

2011 年 7 月 20 日、ASEAN と「DOC の履行に関する指針」に合意した。 

2011 年 10 月 11 日、中越首脳会談で海洋における紛争解決の基本原則に関する協定に

調印した。それによって、友好的な対話と交渉の継続、国際法規に基づく法的レジー

ムと諸原則への準拠、DOC を遵守し対話と交渉による解決、長期的解決への過程で過

渡的かつ暫定的措置を議論、解決容易な問題からの取り組み、境界画定交渉の定期化

とホットラインの設置を約束した。 

2011 年 11 月、南沙諸島の HALF MOON Shoal で測量作業を実施した。 

2012 年 4 月、中沙諸島の SCARBOROUGH Shoal において、中国漁船をめぐってフィ

リピンとの間で公船対峙事件が発生した。フィリピンからの国際海洋法裁判所への共

同付託提案を拒否し、検疫制度運用変更による農産物輸入規制と旅行規制による対フ

ィリピン複合的経済制裁を実施した。 

2012 年 5 月、中国海洋石油総公司は最大作業水深 3,000m の国産の深海掘削リグが南シ

ナ海で掘削作業を開始したと発表した。 

2012 年 6 月、海南省の地区級市として西沙・中沙・南沙の全体を管理・開発する三沙

市を新設し、市政府所在地を西沙諸島の Woody Island として、三沙警備区も併設さ

れた125。さらに、三沙市設置式典において中国南海研究院呉士存院長は「中国は南シ

ナ海全域の支配を望んでいるわけではなく、わずか 80％の支配を求めているだけであ

る」と述べた。 

2012 年 6 月、中国は、ベトナムが近海で開発を進める天然ガス・石油鉱区と重複する

鉱区を国際入札にかけると発表した。 

2012 年 7 月、南沙諸島の HALF MOON Shoal でフリゲート艦が座礁したが、その後、

離礁した。 

2012 年の ASEAN 外相会議で、対中強硬論を唱えるフィリピンとベトナムとインドネ

シアなどに対して、議長国カンボジアやタイに「多国間問題ではなく二国間問題」で

あるとの中国の主張に同調させることで反対させ、共同声明の発表を見送らせること
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に成功した。 

2012 年 8 月 4 日、外交部報道官は前日のアメリカ国務省の警告声明に対しての非難声

明を発表した。 

2012 年 9 月、旧ソ連の廃棄空母を再生した空母「遼寧」が就役した。 

2012 年 11 月、海南省人民代表大会が「海南省沿海辺防治安管理条例」を制定した。海

南省の管轄海域での外国船及びその人員に対する海警の対抗措置を規定したもので

あり、2013 年 1 月から発効したが、中国外交部は国際法に基づく南シナ海での航行

の自由は保障されるとしている。しかし、フィリピンやベトナムとの主張重複海域で

あることから、新たな火種となる可能性がある。 

2012 年 11 月 5 日、国営 CCTV は南海艦隊がエアクッション艇 4 隻と中型ヘリコプター

4 基を搭載できるドック型輸送揚陸艦や防空ミサイル駆逐艦、潜水艦や補給艦を用い

て南シナ海で艦対空ミサイル発射を含む島嶼上陸訓練を実施したと報じた。  

2012 年 11 月 30 日、ベトナム EEZ 内でベトナムの資源探査船の探査用ケーブルを複数

の中国漁船が切断した。 

2013 年 2 月、国産イージス艦 3 番艦が東海艦隊旗艦として就役した。 

2013 年 3 月 14 日、管海官庁として 17 の行政組織が関与していたが、その内の主要 4

組織である「漁政（農業部）」「海監（海洋局）」「辺防海警（公安部）」「海上緝私（海

関（税関）総署）」を海上警察機構の一元化を目指して「海警局」として統合した126。 

2013 年、仲裁裁判所に対してフィリピンが一方的提訴を行ったことに対し、仲裁裁判所

には管轄権がないとして、裁判受入れの拒否を表明した。 

2014 年 1 月 1 日、警察権を強化する海南省漁業法規則が施行された。西沙・南沙諸島

を含む南シナ海管轄海域で外国漁船に操業許可申請を義務付けると共に違反行為を

行った漁船に罰金を科すものである127。 

2014 年 5 月 2 日、西沙諸島南方沖のベトナム主張 EEZ 内に、突然中国が海底油田掘削

リグを設置してベトナム漁船を強制排除し始めたことから、両国の公船が対峙し、中

国船がベトナム戦に意図的衝突を繰り返す事態となった。ベトナム側が現場映像を含

む情報公開で国際社会に訴え続けた結果、中国は突如リグを含めて一斉退却した。  

2014 年、南沙諸島 FIERY CROSS Reef の埋め立てを開始した。赤瓜礁海戦での獲得 6

岩礁全てと、MISCHIEF Reef を埋め立てて軍事拠点とするべく人工島化する計画を

公表し、工事を開始した。この埋め立て工事は他の南シナ海島嶼領有権主張諸国全て

の反対表明を顧みることなく、大規模かつ迅速に実施されたゆえに、南シナ海島嶼領

有権問題と、中国の覇権主義を明確に具現化する象徴的な事実となった。本件は 2015

年にアメリカの軍事的調査活動の活発化を誘発し、中国政府国防関係者は埋め立ての

目的を「軍事拠点化」であると公言した。しかし、同政府外交関係者はそれを否定し

て「非軍事目的」を公言したため、中国政府の発信が背反することとなっている128。 

2015 年 4 月 7 日、ベトナムとの間で、海上の争いをコントロールして南シナ海の安定

維持に努力することで合意し、両国関係が直面する問題の解決に向けた党協力計画
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（2016～2020 年）に署名した。 

 2015 年 10 月、米中首脳会談において、南シナ海島嶼領有権問題は決裂し、アメリカの

主張する「航行の自由」「低潮高地の造成人工島への領有権・領域設定の否定」と中国

の主張する「人工島領有権・領域設定・軍艦の無害航行否定」の協議は平行線のまま

で終わった。アメリカは従来から検討していた「航行の自由作戦」実施を決定し、10

月 27 日にイージス駆逐艦 1 隻を中国人工島 12 海里海域へ進入航行させた。フィリピ

ン・インドネシア・オーストラリア・ドイツ・EU・我が国は直ちにアメリカ支持を

表明したが、中国は激しく反発した。尚、アメリカは「航行の自由作戦」の数か月以

上の継続を明らかにしている。 

2015 年 10 月 29 日、常設仲裁裁判所が中国の主張を否定して、フィリピンの一方的提

訴に対する管轄権を確認し、九段線主張の国際法上の有効性等に関する審理開始を決

定したことを受けて、改めて裁判受入れの拒否を表明した。 

 

 

2 海洋戦略 

 

現代国際社会は良くも悪くも西欧的価値観に基づいて構築された秩序に、原則的には沿

っていると言えよう。南シナ海島嶼領有権問題に関しても、ASEAN 側 4 か国の主張や行

動さらに戦略は現代国際社会で容易に理解される内容に揃ってきているように見えるが、

中国の強圧的な主張と行動には柔軟性が見えず、わずかな隙を見逃すことなく侵出する不

気味さと国際法軽視の身勝手さが顕著であることに特徴がある。その異質な戦略を紐解く

ためには、ある種対症療法的な観察と理解では中心線を見誤る可能性が高い。中国特有の

思想背景から順に検討して戦略の中心線を探る必要があろう。 

 

中国の思想背景 

中国の基本戦略の一つとして、膨張政策が挙げられる129。中国は国土回復を主張して正

当化するが、新疆ウイグル・チベット・内モンゴル・満州においては疑義が指摘され続け

ており、中でも新疆ウイグル・チベットにおいては独立回復運動が収まる気配を見せない

どころか、激化していると言ってよい。しかし中国はそれら民族問題を強圧的に抑えこみ

ながら、台湾・東シナ海・黄海・南シナ海・カシミール・ブータン・ロシア沿海州へとさ

らなる膨張を企図・主張あるいは実施中である。中国は海洋において、領域は国力の増減

に従って伸縮する、つまり国力が拡大すれば地理的境界も拡大する、という「戦略的辺境」

という概念を持っている。これは近世・近代に世界を覆った帝国主義思想に他ならない。

全方位に向かっての膨張政策は伝統的な中華思想、つまり華夷秩序の回復という非常にク

ラシカルな覇権主義を根本に持つと考えることが自然である。中国は歴史を遡っての版図

を主張し、現実にチベットやウイグルを侵した。それが正しいのであれば元朝の最大版図、

つまり東は北朝鮮、北は南シベリア、西はモスクワからウクライナとトルコ、南はイラク
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からイランを経てパキスタンとネパールさらにはインドシナ半島基部まで進まねばならな

い。なおこの場合、台湾は含まれない。つまり自国の都合の良い時点に遡っての版図回復

であり、ご都合主義である。万一、将来の日本が大東亜戦争の最大版図回復を主張した場

合、中国は承認するということであろうか。ちなみに漢民族はアジア大陸の一民族に過ぎ

ず、民族「固有」の地理的範囲は黄河中流域にある中原と呼ばれる小さい地域である。中

国とは「中原の国」であり、中国人は「中原の人」という意味である。また、万里の長城

は漢民族の版図限界線の物証である。王子は「中国」という単語の意味と使用沿革を明ら

かにし、中国の歴代王朝の国家継承否定による領土主権の継承否定を主張している。中国

歴代王朝や国家が国家承継や政権交代ではなく、滅亡の繰り返しであることを提起し、中

華民国と中華人民共和国双方には台湾領有の権限自体が存在しないと論じている。また国

際法解釈の面からはアメリカの行った台湾中立化声明の妥当性を検討し、いまだに台湾は

サンフランシスコ講和条約で放棄されたままの領有権者のいない地であると主張する。

Kaplan は中国の膨張・覇権主義は 19 世紀帝国主義と全く同じではないが、グローバリゼ

ーションの時代に合わせてやや洗練された程度であり、中国の勢力拡大根拠としては「そ

の国の地政学による必然」というナポレオンの言葉も当てはまると論じる。そして中国の

勢力圏として「シベリア以南、中央アジア以東、インドを含む南アジア全域、日本を除く

東・東南アジア全域」であり、中国勢力圏への対抗国家はインドと日本であると指摘して

いる。そして、現在の中国は陸上での対抗勢力との対峙がほぼなく、海洋での勢力拡大に

集中して取り組める状況であると分析している。中嶋は毛沢東が 1936 年発表の論文「中

国革命と中国共産党」の中で、朝鮮・台湾・琉球・澎湖諸島・旅順・ビルマ・ブータン・

ネパール・香港・ベトナム・マカオを帝国主義国家に強奪された属国や中国領土とする初

期見解を述べていることを指摘する。この領土観は後に訂正されるが、中島はこれが中国

共産党の領土観の水源を如実に示していたと論じている130。 

中国は共産主義国家であり、共産党一党独裁体制にある。現代の中国は国際社会におけ

る重要な経済大国へと成長したことで、対外的には大きな自信を持って振る舞いつつも、

急激な経済成長と共産主義社会に資本主義経済を導入したことによる社会的矛盾の結果と

して生じた多くの国内問題を解決することが困難な状況にあると観察されている131。中国

は国内的には強権強圧的に対処しつつ、国際的にはソ連崩壊による冷戦後新秩序形成の主

要国候補として台頭し、アメリカの凋落傾向の中で、覇権主義を露わにしてきている。  

中国の国家戦略は覇権主義であり、アメリカとの二極覇権を指向していると見てよいが、

その源泉は何であろうか。そもそも中国は幾多の王朝交代を経てきた。ほとんどが周辺異

民族による侵略王朝国家であり、基本的に国家連続性はない。新王朝は前王朝を全否定す

ることが常態であったにもかかわらず、中華思想という覇権主義は受け継がれ、アジアで

は華夷秩序という冊封体制が維持され続けた。言い換えれば、アジア大陸に存在する各民

族が華夷秩序の中心、つまり華を争奪する地がいまの中国であったということになろう。

その争奪戦における最近の勝者が毛沢東率いる中国共産党である。この文脈から、現在の

中国が本質的に覇権主義国家であることは必然であると理解されよう。 
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中華思想の基本的考えに「天下」があると言われる。それは国家の上に存在するもので、

人事に関する運命や天地万物の運行秩序を司り、普遍性と時間的・空間的無限性を備えて

いる。華を争奪していた漢民族及び周辺多民族は、この唯一の中華的天下の中にあって、

他に天下があることを知る由もなかった。しかし 19 世紀から始まった西洋帝国主義列強

の侵略は、それまでの中華的天下の中で華を争奪していた戦とは本質的に異なり、中華的

天下そのものを否定して粉砕し、西洋的秩序・価値観を強要したのである。これが近代中

国知識人たちの抱いた「天下瓦解の危機」の本質であり、清朝末期以降の改革運動や革命

運動の原動力と言えるのである。華夷秩序の冊封体制においては、中華王朝国家と個々の

周辺国家との実情に照らして、それぞれ異なった相互関係が結ばれていたが、西洋的秩序・

価値観は全ての国家間関係を一つの慣習や原則、つまりキリスト教的価値観を淵源とする

慣習や国際法、に従って律することであり、実態は圧倒的な生産力と経済力を背景とした

武力をもって他の文明に強要する原則であった。この屈辱的な喪失体験ゆえに中華的天下

は実態を離れて理念として記憶され、あるべき秩序、回復されるべき伝統として理想化さ

れていった。その流れの中で、国民党と共産党は「中華的天下の恢復・再建」という目標

を共有していたことになる。中国統一は中華的天下における国家正統性を示すものとして

最優先事項となった。つまり、中国の台湾への執念と台湾の大陸への執念、ともにあくま

でも「一つの中国」を追求する執拗なまでの姿勢は天下思想を解することで理解できるの

である132。 

 中国の国家理念は、端的に言えば「富強で民主的で文明的な社会主義国家である中国を

打ち立てて、その中国の価値観、秩序観が世界によって認知される状態を実現すること」

と毛沢東が表明している。1949 年 9 月 21 日、中国建国 10 日前に毛沢東は国家建設遂行

の三段階を明示した。順に「生存確保の段階」、「経済発展の段階」、「文化的復興の段階」

である。1978 年 12 月 13 日、鄧小平は改革開放政策を明言し、農業・工業・国防・科学

技術の 4 つの現代化実現を目標とした。これは「生存」と「発展」を確保する方針であっ

た。鄧小平は政策が軌道に乗り、SLBM 発射実験に成功した 1988 年 9 月以降、「世界政治

経済新秩序」概念を提示し始めた。鄧小平の後継となった江沢民は、1997 年 9 月に開か

れた全国代表大会で「中国の特色を有する社会主義の文化の淵源は中華民族1335000 年の

文明史にある」とした。この文化とは中華的天下と華夷秩序と思われ、江沢民の「他国が

彼らの社会制度とイデオロギーを我々に強要することを絶対に認めない」という発言から

明らかである。江沢民は、さらに冷戦思考の存在と覇権主義と強権政治が世界の平和と安

定を脅かしている、との認識を示した。ここで覇権主義とはアメリカを、強権政治とは西

側先進諸国を指している。つまり、西側諸国との闘争には断固たる姿勢で臨むという論理

的帰結に到達するのである。江沢民を継いだ胡錦濤も「世界政治経済新秩序」概念を堅持

し、2005 年 4 月 22 日のアジア・アフリカ・サミットにおいて、「我々は発展途上国の国

家権益を維持擁護し、公正で合理的な国際政治経済新秩序を建立するという重要な課題に

共に直面している」と述べた。現国家主席である習近平は、2013 年 3 月 17 日の第 12 期

全人代第 1 回会議において、「中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現するため奮闘・
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努力しなければならない」と述べている。ここに「世界秩序を律するルール・メーカーと

して国際舞台に登壇する」という毛沢東以来不動の国家的理念に向けて着実に歩む中国の

中心線が見て取れるのである134。 

 毛沢東は「政権は銃口から生まれる」135との言葉で有名であるが、「戦争を消滅させる

ための唯一の手段として戦争が必要であり、中国が行う戦争は常に正義の戦争である」136

との主張からわかるように、人類の永遠の平和実現に至るまでは戦争が不可欠であり、中

国がそれを担うのであるから、常に「国家の生存をすべての前提と考え、その達成手段と

しての軍事闘争を重視している」のである。毛沢東の国家理念や戦略思想を不動に継承す

る中国はその軍事闘争重視を認めており、具体的にはアメリカとの軍事闘争を念頭に置い

ている137。 

 中国がアメリカを覇権主義国家と位置付け、軍事闘争相手として対抗する理由は第二次

世界大戦中に萌芽を生じた。1943 年のカイロ会談でアメリカの Roosevelt 大統領は蒋介石

総統に台湾回収を、さらに複数回にわたって琉球回収を持ちかけたという。金子が蒋介石

日記を根拠として述べているが、第二次世界大戦後の中国の国境線は清国が奪われた国境

線を回復するものとなると考えていた蒋介石が、アメリカが一時的に占領を希望するなら

琉球諸島の返還は将来の課題として良いとも考えた結果、戦後すぐに琉球を回収しなくて

もいい、と Roosevelt に対して答えたという。金子は、ゆえに尖閣諸島そして沖縄への中

国の触手はその「将来」が到来したということであり、サンフランシスコ講和条約で台湾

と同じく継承国なしで放棄された西沙・南沙諸島も台湾領であるという解釈がされている、

とも論じている。つまり、尖閣諸島・沖縄・南シナ海島嶼領有権問題は同根であり、アメ

リカの対中政策のふらつきが根本原因であって、サンフランシスコ講和条約経緯にその証

が見られる。金子は、沖縄返還に際しての日米間の外交文書記録や米中国交正常化交渉の

機密会談録でこの流れを追うことができるとも論じている138。 

ポツダム宣言では、台湾返還を明記したカイロ宣言の履行が取り込まれていたのであり、

アメリカは台湾が中国領であることを認め、さらに領土的野心はないと明確に示していた。

その一方でアメリカは台湾の戦略的価値の重要性を認識し、終戦後の台湾経済への介入を

考慮していた。そして蒋介石と協議をして 1947 年 12 月に国民党政府との間で「中米海軍

協定」を結び、アメリカ海軍・空軍の台湾駐屯が実現する。当時、アメリカは台湾独立派

との接触も行っていたという。1948 年秋に国共内戦の大勢が決まると、アメリカは台湾に

混乱が持ち込まれてアメリカ軍の駐屯が維持できなくなる事態を避けるために、蒋介石の

台湾移動を阻止するとともに台湾の占領あるいは委任統治建議を提案するべく画策した。

この活動が「台湾不干渉を標榜しながら、台湾を中華から分離して、大陸に対する拠点と

する行為」との疑念を中国に与えた。この疑念は 1950 年 6 月 27 日に朝鮮戦争に関連して

発せられた台湾中立化政策で確信となった。アメリカは朝鮮戦争の勃発で政策を変更し、

中華人民共和国と中華民国が共に反対した台湾中立化声明によって台湾を切り離した。中

国は同政策を「アメリカが台湾問題に直接介入することを明らかにした」と理解したので

ある。さらにサンフランシスコ講和条約は中華人民共和国も中華民国も呼ばれない会議で
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締結され、台湾は両国の関与できないところでアメリカ主導の下、我が国から放棄された

のである。中国側から見れば、「サンフランシスコでアメリカに台湾を奪われた」というこ

とになる。その後のアメリカの対中政策は基本的に「封じ込め」政策の線上にあると言え

る。中国から見れば、中華的天下の恢復・再建をアメリカが有形無形の外力を用いて妨害

しているということになる。その後、米中国交正常化とそれに伴う米華国交断絶が行われ

たが、アメリカは同時に台湾関係法を成立させて台湾への支援を継続し、台湾問題への直

接介入の余地を残した。近年では 2001 年 4 月 25 日にアメリカの Bush 大統領が台湾防衛

義務を明快に肯定し、踏み込んだ発言をした。Bush 大統領はテレビインタビューで、「台

湾が中国に攻撃された場合、アメリカには台湾防衛の義務があるか」と尋ねられて「イエ

ス」と答え、さらに、「（アメリカは）台湾の自衛を助けるために何でもする」と発言して

波紋を呼んだ。Bush 政権高官はこの発言について、台湾有事におけるアメリカの軍事介

入を明言したものではなく、「アメリカの国内法である台湾関係法の義務に基づき（防衛用

兵器の供与などを通じて）台湾の自衛を助ける」という従来の政策を確認しただけという

釈明に追われた。なぜなら、アメリカ政府は伝統的に、中国による台湾攻撃の場合にアメ

リカが軍事介入するかどうかを意図的に曖昧にするという「戦略的曖昧さ」を基本方針に

してきた。それは、アメリカが軍事介入しないことを明確にすれば中国の台湾攻撃を招く

し、逆に軍事介入することを明確にすれば台湾側から紛争を誘発しかねないという考慮に

よるものだったからである139。つまり、アメリカが依然として台湾を分断して統一と中華

天下の恢復を妨害する存在であるとの疑念は払拭されず、アメリカは中国にとって敵性的

存在である覇権主義国家として定位され続けているのである140。 

中国の現代戦略思想として「三戦」が知られている。「法律戦」、「世論戦」、「心理戦」

の 3 つを指す。国際法解釈や新規立法を恣意的に進めることで自国に有利な展開をもたら

すこと、メディアをコントロールして自国に有利な世論を形成すること、威嚇・恫喝・懐

柔或いは他分野との複合的対応によって圧迫して相手の意志を挫く、ということであり、

実際の戦火を交えることなく勝利を手にする方法である。孫子の兵法の中でも有名な「戦

わずして勝つ」141ことを実現する戦略であると言え、南シナ海島嶼領有権問題においても

既に全面的に実施されていると考えてよいであろう。一例をあげると、1988 年の赤瓜礁海

戦後に出された「備忘録」は「世論戦」の典型であり、真偽や証拠裏付け等には束縛され

ず、とりあえず機先を制して大きな声で自分の理を発表することで世論を誘導、その結果、

対抗的協議を開始した相手陣営に対して同年 12 月のスポークスマン発表で冷や水を浴び

せる「心理戦」をもって圧したと評価されよう。丸山は中国の海洋権益追求における三戦

として、「法律戦で国連海洋法条約、中でも解釈宣言を恣意的に利用して国内法を整備し、

「世界の海の憲法」を「中国の海の憲法」に変質」させ、「世論戦で、歴史的水域主張を世

界のメディアに発信することで中国古来の領土であると印象付けて味方につけ」、そして

「心理戦で公船による領海侵犯を含む示威行動と圧力を継続して抵抗意欲を挫く」ことが

実行されていると分析している142。 

武力行使や威嚇といった手段をとる反面、「論争棚上げ、共同開発」を公式政策として
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主張することも中国の政策特徴といえる。実際の行動から判断すると、あくまでも仮面の

政策と思われるが、この公式政策の構成を見ておく必要がある。そもそも本政策は、尖閣

諸島領有権問題を処理するために 1978 年に鄧小平が提起したものといわれる。中国外交

部は「論争棚上げ、共同開発」政策の構成要素として「領有権は中国に属する」「領有権論

争を完全に解決する条件が整わない時は議論を休止して棚上げできるが、主権の放棄を意

味しない」「争いのある領土は共同開発できる」「共同開発の目的は相互理解を強化して領

有権問題の最終的な解決に向けた条件を作り出すこと」の 4 つを明らかにしている。つま

り、この政策の究極的な目標は「中国の主権を認めさせる条件を作り出すこと」であって、

共同開発自体に対する実利的な関心は高くないと判断されよう143。 

 

海洋展開の動機 

 南シナ海をはじめとする海洋への展開を進めている中国の動機は何であろうか。ベトナ

ム戦争があった冷戦下においては、ベトナム戦争の側面支援を動機として西沙諸島へ進出

したと考えられるし、ベトナム統一後は、統一ベトナムが中国と対立関係にあったソ連に

カムラン湾を海軍基地として供与したことへの牽制が動機であったともいえよう144。ここ

では、冷戦後に力の空白が生じた南シナ海における動機を検討する。 

近年の中国における近海漁獲高は 2000 年水準と比較すればマイナス成長である。これ

は海洋生物資源に対する需要もしくは供給が増大していないということである。中国沿海

の水産資源の枯渇に加えて、中国の沿海・近海漁業権が買い占められて漁業が困難になっ

ているとの中国の報道もあり145、供給が制限的になっている傾向は否めないと思われる。

従って遠洋を指向せざるを得なくなった漁業は、トータルとしての供給量を維持すること

が精一杯とも言えよう。漁業コストは上昇するため、市場価格も上がっているはずである。

ここで、海洋生物資源獲得と安価での市場供給が優先的に必要であれば、中国政府が漁業

権の買い占めを禁止するとともに、公的な資源管理政策を導入することが選択されるべき

政策と思われるが、その実行を裏付けるような資料は見当たらない。つまり、需要増大が

それほど切迫している状況ではないということと思われ、現時点で海洋生物資源獲得は優

先順位の高い動機とは言い難い。 

海底油ガス田の獲得に関して言えば、中国海洋石油総公司の近海石油ガス生産量は 2010

年において総消費量の 9.6％、渤海がその 3 分の 2（総消費量の 6.4％）、南シナ海は 3 分

の 1（総消費量の 3.2％）、東シナ海は総消費量の 0.00096％であり主要な動機とは考えづ

らい。川中と佐藤の検討では、海洋生物資源の漁獲量減少を回復させるために、漁場の拡

大を図って南シナ海全域の獲得を指向する可能性は否定できず、また、南シナ海の石油・

ガス埋蔵量の予測値が中国だけ突出して非常に大きい（楽観的）上に、海洋掘削船の大型

化を進めていることから、海洋非生物資源の獲得も放棄していないことは間違いない、と

付言される。石田は、2003 年に中国国務院が配布して国家海洋局が 2004 年に公表した海

洋経済発展計画を基に非軍事的側面での海洋戦略を検討している。その計画と公表実績値

は驚嘆すべき大きさの規模と発展であり、海洋資源獲得が海洋展開の動機であると論ずる
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が、地政学的な矛盾や政治・技術面における計画と現実との相違を抱え、実現程度は不透

明である。比較すると、海洋経済発展計画に焦点を当てたミクロ的な石田の検討より、全

体経済規模の中での海洋分野の割合をみるマクロ的な川中や佐藤の検討の方が現実を反映

しているように見える。中国の海洋戦略は軍事戦略面が第一義であり、非軍事面は便宜的

かつ付属的なものと考える方がよいであろう146。 

 国家正統性証明の面からみると、台湾が実効支配の実績に基づいて南シナ海島嶼領有権

主張と十一段線の公表をしている以上、中国共産党としては国民党と大きく隔たる主張を

展開することは難しい。その理由は近代中国革命における正統性の最も枢要な要件である

「統一」に関して、共産党の主張が、先行する国民党の主張よりも後退ないし縮小するな

らば、革命主体としての正統性に大きな疑義を投げかけられる懸念が生じるからである147。

つまり中国では、台湾が先行して主張した領有権と少なくとも同等の主張をする必要性が

絶対的に存在し、動機の一つとなっているのである。従って、台湾の十一段線主張の後追

いである中国の九段線主張に関して法的根拠を説明することはそもそもできないのである。 

 地政学的価値つまりシーレーンの面から見てみる。中国の石油輸入の 98％以上は南シナ

海を経由している148。中国は南シナ海と東シナ海以外にシーレーンの設定ができない国で

ある。両シナ海は台湾で区切られ、東シナ海は我が国の南西諸島と琉球列島で半閉鎖され

ている。つまり有事において南シナ海の代替航路は存在せず、南シナ海のシーレーン確保

が国家存続の絶対条件となるのである。南シナ海の出入り口の中で中国が管制可能性を有

するのは台湾海峡を除くと、台湾・フィリピン間のバシー海峡のみである。ここに中国の

台湾併呑政策の目的の一つが見られる。有事の際にバシー海峡管制権をアメリカ側に取ら

れることは、中国のシーレーンにとって大きな打撃となる。逆に中国がバシー海峡管制権

を握ると、アメリカの戦略物資流通149、台湾・韓国そして我が国の南シナ海シーレーンを

自由に制御できるのである。つまり、経済面だけではなく政治的に東アジアを意のままに

することが可能となるのである。中国にとって、バシー海峡のみならず九段線内の航路管

制権を掌握することは自国シーレーンの安全保障を確保するとともに、東アジア覇権に大

手を掛けることになる。中国の国家理念とも親和性の高い動機である。なお、2006 年に胡

錦濤主席は「中国は海洋大国になる」と宣言しており、ロシア、インドなどの陸上国境問

題が落ち着いている現在、中国の次の課題が「海洋国境」であることは指摘されよう150。 

アメリカを軍事闘争相手と考えての軍事的動機を見てみる。米中間での具体的なシナリ

オとしては、台湾有事でのアメリカ軍来援、米中全面戦争、MAD 戦略が想定される。そ

れらに備えるために「できるだけ遠方での防御」、「台湾独立を抑止・阻止するため外国軍

の介入を阻止」、「（対米）核抑止力保持」、「海洋権益の獲得・維持・保護」、「自国の海上交

通路保護」の任務を海軍に与えているとみられる151。 

毛沢東の国防戦略は多層的前線を形成してそれぞれに異なる役割を担わせる「三線建設」

や敵を懐中に引き込んでしまう「積極防御」に代表されるような縦深を利用したものが特

徴的である152。「遠方での防御」と「外国軍の介入阻止」を果たすために、中国がそれら

を海洋に応用したものが「近海積極防御」といわれる戦略であり、アメリカはそれを「接



79 

 

近阻止／地域拒否（A2/AD）戦略」153と捉えている。A2/AD は「接近拒否／海域統制拒否」

ともいい、本章本節第 7 項で述べるアメリカ軍の JOAC では、A2 とは作戦エリアへの他

国の軍事力の進入を長距離から阻止する行動あるいはその能力であり、AD とはより短い

距離で他国の軍事力による作戦エリアの自由な行動を制限することであり、共に作戦エリ

アから敵を排除することではないと定義している。中国が防御・阻止する相手はアメリカ

海軍の空母打撃群（CSG）154と巡航ミサイル原潜（SSGN）である。艦載機の作戦半径を

500 ㎞と仮定して CSG を中国本土と台湾からその圏内に接近させないこと、巡航ミサイ

ル最大射程 3000 ㎞として SSGN を北京からその圏内に接近させないことが中国の「近海

積極防御」戦略の目的である。 

「（対米）核抑止力保持」は、冷戦下での米ソ間 MAD 戦略を米中間に再現することをア

メリカに強要しようとするものであるが、その実現のために中国は、SSBN の聖域となる

海域の確保が絶対条件となる。 

「海洋権益の獲得・維持・保護」は海軍と海警の密接な協力によって実現される。2012

年 9 月 27 日に中国国防部スポークスマンが「軍は常態化した戦備勤務を堅持、海空の突

発状況に積極的に対処、主権と海洋権益を断固、維持擁護する。日常戦備と海監や漁政と

の密接な協力を結合させ、海洋法令執行・漁業・石油ガス開発に保障を提供する」と言明

した。なお、海監や漁政その他の海洋法令執行機関は 2013 年に海警局として統合された。

2015 年 5 月 26 日に中国国防部が発表した「2015 年国防白書 中国の軍事戦略」は、ア

メリカ一極型国際社会に対抗する表現として「多極化」を使用している。「海上軍事闘争及

び闘争準備を最優先にし」「伝統的な陸重視・海軽視の考え方を突破し、海洋に関する経済

戦略と海洋権益の保護を高度に重視しなければならない」と述べて、海空軍重視のさらな

る推進を内外に明らかにした。具体的には「近海防御」から「遠海保護」への脱皮、空軍

は宇宙へと活動範囲を拡大、陸軍は「地域防衛型」から「全域機動型」への転換である。

「軍事闘争準備」は前回の 2013 年国防白書にも「戦争準備」として明記されており、元々

は 2012 年末の習近平主席の「戦えるようになれ、勝てる戦いをしろ」との指示であるた

め、中国が臨戦態勢に入ったと理解するべきではない。但し、自らの台頭を自認し、国際

社会での主導的位置を自他ともに承認しつつあることでの自信が読み取れるため、南シナ

海での米中衝突可能性は否定できない155。 

「自国の海上交通路保護」においてはソマリア沖海賊対処に艦艇を派遣しているが、南

シナ海以外では中国はアメリカ主導の秩序維持にフリーライドしていると言ってよい156。 

中国の安全保障上、人口の密集している沿海部政経中枢の安保、防衛の縦深性を確保す

ることと、太平洋およびインド洋での防衛能力展開のために沿海から近海、遠海までの広

い「面」として抑止力を行使できることが必要である。抱え込んだ「中華帝国復興の海」

は地政学的には「封じられた海」で、外界への進出を狙う中国にとって、そのルートが列

島線によって大きな制約を受けていることが最大の問題である。中国は、これを突破して

自由航行のための出口を得たいと考えている157。軍事闘争を重視する中国の国家理念から

考えても、さらに、地域覇権確立のためにアジアからアメリカを排除する中国の対米軍事
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戦略にとっても海洋展開は不可欠である。軍事的動機が中国の海洋展開における最大の動

機と言って良いと考えられる。 

 

中国の海洋戦略 

冷戦下においてアメリカが防共ラインとして設定していた、所謂「アチソンライン」158

を流用して、中国は太平洋へのアクセスの障壁となる九州から南西諸島、琉球列島、台湾、

フィリピン、マレーシアと続く連なりを第一列島線、伊豆諸島から小笠原列島、サイパン・

グアム、インドネシアへと続く連なりを第二列島線、さらにはミッドウェーからハワイ諸

島に続く連なりを第三列島線と呼称している。列島線の考え方は、中国海軍近代化の父と

いわれる劉華清上将が 1983 年 8 月に提示した近海防御という概念の延長線上に位置する

ものである。同上将は 1986年 1月 25日に海軍共産党委員会拡大会議で海軍戦略を提起し、

自国の海軍戦略を、沿岸防御、近海防御、遠洋進攻の三つの型の中での近海防御であると

してその防御性を強調し、近海防御を実施する中で中国海軍は長期間、黄海・東シナ海・

南シナ海に及ぶ第一列島線内に留まると述べている。劉上将はさらに、経済力と技術水準

が強化されて、海軍の力量が上がれば、太平洋北部にまで及ぶ第二列島線に防衛線を拡大

し、積極防御を行うとしている159。中国は、前述の A2/AD 戦略と SSBN 聖域確保のため

の具体策として、次のような計画を実行しつつある。 

陸岸を十分に利用して海上防御の戦略的縦深を増大し、多層的な防御布陣を形成し、主

要な戦略方向上の制海権を掌握し、海上軍事力量に自国の海洋国土に対して有効なコント

ロールを実施させる。この基礎の上に、国家の安全と海洋権益を防御するという要求に基

づいて、状況を判断して海上防御の範囲は適切に前方に伸張することになる。そして、海

洋軍事闘争の戦略目標の核心は、国家の安全と発展のために有利な海洋戦略環境を創造す

ることである160。 

具体的には中国は、2011 年から 2030 年の間に第一列島線内の制海権を掌握するととも

に第一列島線上の海峡と水道の支配能力を確立する。そして第二列島線内へのアメリカ軍

の進入を制限できるだけの能力を獲得する。つまり第一列島線内での AD と第二列島線内

の A2 を確立するということである。2030 年以降は第二列島線内の制海権を掌握し、軍事

能力をそれ以遠に投影させて北太平洋制海権の掌握を目指すのである。実現した一例を挙

げる。2012 年に中国がインドネシアに対する無償援助で、マラッカ海峡以外のインドネシ

ア主要海峡を網羅監視するレーダーシステムを建設し、データを両国間で共有することが

合意された。インドネシア内海を通過するシーレーンにおける海上交通情報は中国に把握

されることとなったのである161。 

尚、中国はアメリカも多層前線を構築していると分析しており162、自国の基本軍事戦略

である「三線建設」を相手側の戦略分析にも適用する思考は興味深い。 

本論のテーマである南シナ海島嶼領有権問題に焦点を絞って検討する。中国としては第

一列島線内である南シナ海の制海権を確立する必要がある。「遠方での防御」、「外国軍の介

入阻止」、「（対米）核抑止力保持」、「海洋権益の獲得・維持・保護」、「自国の海上交通路保
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護」全ての目的に適うからである。Mahan はシーパワーの重要性を唱えたが、それを担保

するためにアメリカはカリブ海を内海化すべきであるとも説いた。中国は南シナ海を「中

国のカリブ海」と見做して内海化するつもりであるのか否かは不明であるが、「中国のカリ

ブ海」として南シナ海と東シナ海のどちらがふさわしいか、に関しては議論がある163。い

ずれにしても南シナ海、特に九段線内での中国の AD 確立のためには、必要条件が挙げら

れる。 

第 3・4 世代の陸上戦闘機の平均戦闘行動半径を 250 海里と考えると、中国が九段線内

空域をカバーするためには九段線海域内に航空基地が必要となる。その最前線に位置する

のが西沙諸島の WOODY Island であり、すでに運用されているが、南沙諸島をカバーす

ることはできない。また、北部ではバシー海峡をカバーできていないのである。東沙諸島

PRATAS Island と南沙諸島 ITU ABA Island には台湾の航空基地が運用されている。これ

らが中国のものとなれば、九段線空域はその大部分が中国軍機の活動域となる。ブルネイ

沖から南西部分の九段線先端空域が空白域となるが、中国は空母「遼寧」を南シナ海へ配

備しており、有事の際には空母を派遣することでカバー可能となる164。しかし、現実とし

ては台湾の航空基地を中国が使用することはできないため、2014 年から軍事拠点としての

航空基地を建設するべく、南沙諸島の FIERY CROSS Reef とその周辺 6岩礁の埋め立て、

人工島建設を開始した。これが完成すれば南沙諸島は中国軍機の活動域となるのである。  

中国は国連海洋法条約の規定に適合しているか否かの説得力のある説明をせず、暗礁や

低潮高地、さらには人工島に至るまでを領土とし、西沙諸島には群島基線を引いて領海と

EEZ を設定している。また九段線内海域は隣接海域であり中国の管轄下にあると主張して

いる。これらの言動の狙いはどこにあるのだろうか。EEZ 内での軍艦の通航権と軍事に関

する海洋調査の権利を制限することにあると思われる。中国は中国自身の行動に矛盾を抱

えながらも、外国軍艦の領海内無害通航権を認めておらず、さらに EEZ 内での外国によ

る軍事調査 165 も認められないと主張する。この主張が BOWDITCH 号事件、

IMPECCABLE 号事件、VICTORIOUS 号事件、海南島沖空中衝突事件を引き起こした原

因である。中国は第二列島線での A2 戦略のために潜水艦戦に必要な海洋データ蓄積のた

めの海洋軍事調査を継続しておく必要があるが、政策整合性のために我が国 EEZ へ海軍

調査艦を派遣するわけにはいかない。科学的調査を名目にすると我が国の同乗査察を受け

入れる必要が生じる。そのため、軍艦とは外観を異にする調査船で通告なしの調査を強行

していると解釈される。第一列島線内となる東シナ海でも同様である。同時に、我が国の

EEZ をできる限り狭く解釈するために、南沙諸島での人工島建設並びに領土主張とは矛盾

するが、沖ノ鳥島を島であると認めることはないと言える。さらに言えば、尖閣諸島の我

が国領有権を認めること、さらに東シナ海日中中間線に合意することもないと言える。ま

た、中国が自国の EEZ 内における他国の軍艦の行動を制限する解釈は、中国が他国の EEZ

内で無害航行の名のもと軍艦を行動させていることと矛盾しており、これは中国の自国

EEZ に関する主張が破綻する或いは転向する可能性を示唆しているとの指摘もある。長岡

は、国連海洋法条約において EEZ 内での軍事活動に対する解釈は統一されていないと指
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摘する。現状では、沿岸国が EEZ において自国の安全の確保のための活動を実施する権

限を有するとは言えないが、治安維持や警備を目的とした安全の確保を実施している国家

が少数ではあるが複数存在している事実があり、「少なくとも、多くの沿岸国が自国 EEZ

における安全の確保が重要であると認識していることは間違いない」と論じる166。中国は

一方的であっても EEZ をできるだけ広く設定することに努力を払い、九段線内海域全て

が自国管轄であると言い張ることでアメリカの軍事調査を妨害し、外部勢力の干渉を排除

する海域つまり事実上の内水化の実現を図っているとみられる。その先には海南島に建設

した原潜基地とそこに配備される SSBNの聖域化、つまり対米 MAD戦略の確立がある167。

西沙諸島は海南島南方直近に位置しており、それは海南島原潜基地の玄関と言い換えるこ

とができる。つまり、西沙諸島領有権確立と排他的な支配は中国の南シナ海の SSBN 聖域

化にとって絶対の前提条件なのである。 

中国の採る具体的行動の特徴として、「米ソ軍事的プレゼンスが弱い時期や中国との関

係を改善しつつある時期に武力行使を実施」「相手国の軍事力が相対的に強い場合は、軍事

力によらない威嚇を行う」「新リーダーの登場時期に軍事行動をとる」「資源、商船隊、海

軍力等、総合的な海洋進出を行う」というものが挙げられる168。「米ソ軍事的プレゼンス

が弱い時期」の武力行使の代表例は西沙海戦と赤瓜礁海戦である。「中国との関係を改善し

つつある時期」とは首脳会談等の要人による協議で交渉による解決や棚上げを合意する状

況であり、その直後に軍事行動を起こすことが多い。「軍事力によらない威嚇」とは中国国

内法整備によって法的根拠を作り上げることの他に、漁船と漁民を先導者とすることや海

洋調査の強行などがある。端的には MISCHIEF Reef や SCARBOROUGH Shoal での案

件に顕著に見られるように、中国漁船が現れて状況を生じさせ、その後、中国公船が管轄

権を主張するパターンである。我が国周辺でも同様のパターンが行われている。毛沢東の

戦略169には農民の活用が組み込まれており、それを海洋に応用すると、漁民の活用という

ことになる。また、漁民を先導的に使用することで低レベルの紛争であるとの演出が可能

となり、軍事衝突に直結しにくい面がある。しかし相手国からしてみれば、非常に狡猾な

手段であると受け止められよう。そして中国は、解決交渉に際しては、成長を遂げた経済

力を背景に他分野の政策を絡ませた複合的な圧力をかける「三戦」を実践する。領有権主

張を顕在化させるために紛争を作為し、対立状況を作り出す、或いは、民間会社や民間経

済活動を前面に押し立てるが、その内実は国策会社であり、その保護を名目として解決に

は国力を背景に強圧的に臨む、という方法は今や中国の常套手段であるが、世界史におい

ては帝国主義時代に、我が国を含む列強が常套手段としていたクラシックな戦略である。 

西沙海戦や中越公船衝突、SCARBOROUGH Shoal での公船対峙、赤瓜礁海戦だけでは

なく、南シナ海において中国の武器使用事例は多い。またケーブル切断行為を含む資源探

査船や調査艦への活動妨害、さらには軍用機の空中衝突事件も起こしている。しかし、2015

年に発生したアメリカ海軍による「FIERY CROSS Reef 人工島への哨戒機接近」と「航

行の自由作戦による島嶼 12 海里海域内での自由航行実施」に対しては無線警告、十分に

安全な距離を維持しての監視に留まっており、中国の対処行動は非武装艦船・航空機への
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能動的対応と武装艦船・航空機への受動的対応において明らかな対比を見せた。これは中

国が継続してきた強硬的な言動との不一致と見られ、一党独裁政治システムの構造的問題

を示している可能性がある。 

中国の海洋戦略がアメリカに対する軍事闘争にのみ基づいていると考えることは正し

いとは言えないが、少なくとも主体を成していると考えることは可能であり、これまで論

じてきたように、中国の行動が無理なく説明できるのも事実である。中国の行動の端々に

は矛盾が見られたり政策変更を伺わせる兆候が観察されたりすることがままあり、中国政

府内の戦略不一致と言われることも多く、中央政府の政策決定権者がはっきりしないとい

う議論もある170。しかし、中華的天下と華夷秩序という伝統的思想の恢復を国家理念とし

て、毛沢東以来継続される軍事闘争重視の国家戦略と国家建設手順、さらにはその理念を

妨害する敵性国家としてのアメリカの位置付けといったものが不変であり、国家戦略の中

心線であることを忘れてはならないのである。国家規模が大きい故に、末端での言動には

振幅があるとしても、基本的な方向性は建国以来何ら変わらずに進んでいると言ってよい

のではないだろうか。少なくとも南シナ海で生起してきた中国の言動はそれを裏付けてい

ると考えることで辻褄が合うのである。 

国際問題化や多国間交渉を嫌い、あくまでも二国間問題で解決するべきとの中国の主張

は中華的天下の恢復の文脈で読むと、覇権国とそれに従う周辺小国という、主従関係に極

めて近い国家関係における考え方として理解できるのであり、ASEAN 分断工作も当然実

施すべきことでしかないのである。言い換えれば華夷秩序で段階づけられている朝貢国が

連携して対抗してくることはあり得ないことなのである。しかし過去の冊封体制において

は中華王朝国家と個々の周辺国家とは、実情に照らしてそれぞれ異なった相互関係が結ば

れていたとは言っても、現代において冊封国家の復活を図ってはいないであろうが、それ

を現代化したものとして自治区があるとすれば過去の華夷秩序よりも近い距離間での秩序

が予定されていることになる。それは新疆ウイグルやチベットにおいて実験されていると

言えるのかもしれない。 

 

形式的な矛盾 

 これまで論じてきたように、中国の海洋戦略は軍事的動機による覇権戦略が実態と思わ

れるが、あくまでもその本音を覆い隠す「建前」がなければならない。それは、歴史的根

拠という理由付けであった。しかし、1996 年 5 月 15 日に国連海洋法条約を批准したこと

で、その転換が必要となった。なぜなら、今日的国際法である同条約では、歴史的根拠と

いうこれまでの自らの主張権原は認められず、南シナ海島嶼領有権主張対立諸国の主張権

原に寄り添うことになるからである。中国が九段線の根拠と地理的座標位置を明示できて

いないことと、2014 年から顕著になった南沙諸島の岩礁埋め立てによる人工島造成と橋頭

堡の生成強行の政策根拠は、同条約の批准にあるのではないだろうか。今日的意味を持つ

ものは歴史的根拠ではなく、実効支配であるということを学び、歴史的根拠を棚上げし、

実効支配を根拠とすることで九段線海域を確保しようとしているのだと説明できる。しか
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し、実効支配が九段線海域主張の根拠となるという思考は短絡的であり、武力による領土

の奪取が困難となっている現代において、おそらく国際法の網目をくぐることを狙ったと

思われるが、赤瓜礁海戦以降は、他国が占拠しておらず島嶼定義の適用可否が明らかでは

ない岩礁や環礁さらには暗礁にいたるまでを占拠して（フィリピンに対しては奪取を継続

している）、さらに人工島へ造成することで軍事拠点化するとともに、領有権を主張する行

為が国際平和を乱す脅威として認識される負の結果を生んでいるのである。中国の行動は

あまりにも自己中心的で過度であったと言うことができ、アメリカが「航行の自由作戦」

を開始したことで、中国の南シナ海政策は袋小路に入ったと見ることができる171。 

 中国が伝統的価値観の恢復を目指しながら、国連海洋法条約という西洋的価値観による

国際法秩序を受け入れるに至った理由は何であろうか。おそらく歴史的根拠という主張が

根拠のないものであり、国際社会に受け入れられる可能性がないということを、自らがは

っきりと認識したことであろう。同条約批准に際して公表された領海基線に、九段線を含

む係争海域が含まれていなかったことが、それまでの自らの主張と矛盾しており、歴史的

根拠が空論であったことを自ら証明したのである172。そして、九段線同等を維持するため

の手段として、国連海洋法条約を便宜的に使用することにメリットを見出したのであろう。

同条約が各国の妥協の産物であり、恣意的な解釈が入り込む隙間が多いものであるという

事実がそれを後押ししたと思われる。中国の目指すアジア地域覇権の確立は九段線の実質

確保ができればその実際的効果を発揮するのである。そのための形式的手段は西洋的価値

観であろうが何であろうが大した問題にはならないのである。ペイは「中国は国際法の曖

昧さを利用することで、小さな岩礁を大きな人工島に変えられると考えている。その島が

軍隊の駐留や経済活動を可能にするほどの広さになれば、もはや架空の九段線を持ち出す

必要はない。目に見える土地を実効支配していると強く主張できる」と述べたうえで、国

連海洋法条約の曖昧さに付け込んで、「埋め立て工事が国際法に違反していないと主張」し、

今後は同条約によって人工島は「領有権と経済圏が認められていると主張し始めるだろう」

と論じている173。 

 それゆえ中国は、九段線内海域の実質確保という目的に反する事実になる可能性が高い、

フィリピンの一方的提訴に対する 2015年 10月の常設仲裁裁判所の裁判管轄権確認と審理

開始決定は、国連海洋法条約に基づいているにもかかわらず、拒否するのである。  

 なお、南シナ海の現状から推定される非生物資源の分布偏重、つまり海底油ガス田は九

段線海域内での埋蔵可能性が低く、九段線外縁部に偏在しているという事実から、中国は

近隣諸国との共同開発を指向せざるを得ず、そのために、国連海洋法条約批准国という同

じ立場に立つ選択をせざるを得なかったという指摘もされている174。しかし、共同開発に

必要な科学的調査に関して、中国の国内法の運用が不透明であることから、中国が科学的

調査に関するガイドラインを公表する必要性も指摘されている175。 
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第 6 項 台湾 

 

 中華民国は 20 世紀当初の清国の行動を受け継ぐように、西沙諸島領有へ動いた。さら

に第二次世界大戦終了後の早い段階で、東沙・西沙・南沙諸島領有への動きを見せていた。

これは日本が東沙諸島を清国領と認めた事実や、新南群島と西沙諸島を台湾総督府に管轄

させていたことを根拠にしていたと思われる。中華民国は国共内戦に敗れて台湾へ移動す

るが、日華平和条約でこれら諸島を日本から正式に継承したと解釈している。また、中華

民国は「一つの中国」論を維持しており、大陸部中国を含んだ中国全土を自国領としてい

るため、同じく「一つの中国」論を維持する北京政府とは南シナ海島嶼領有権問題に関し

ては異床同夢の立場となっている。それゆえに、中国と台湾の対立は表面化していない。

しかし相互承認しているわけではなく潜在的には対立国であり176、ITU ABA Island を巡

って中台対立が表面化する可能性はある。つまるところ、中国・台湾問題が決着する形態

に従って、状況は変動するとみられる。具体的には中台統合であれば領有権主張も統合さ

れるが、台湾独立であれば南シナ海島嶼領有権問題は新たな対立が表面化してさらに混迷

を深めることとなろう。 

 台湾は国際的多数決では中国を代表する国家と見られておらず、独立国でもない。その

ため、南シナ海島嶼領有権問題でも他の領有権主張諸国と公式に対立することは困難であ

り、実効支配島嶼を維持しながら、いずれの国とも具体的な対立が表面化しない独特な関

係となっている。いわゆる「一つの中国」との考え方を受け入れ、南シナ海沿岸諸国は、

表面上台湾を抱合する存在としての中国と国交を維持している。それゆえに、台湾との協

議はできず、台湾の主張は事実上無視されることになる。実際に中越間で合意したトンキ

ン湾海上境界画定において、ベトナムは台湾の主張を考慮していない177。ただし、ITU ABA 

Island 周辺海域への船舶侵入を巡っての現場対応事案は生起している。 

 台湾の主張は中国とほぼ同じであるため、中国独自の言動に対するものを除き、ASEAN

側の領有権主張諸国の対中抗議や対抗策は同時に台湾にも向けられていると解釈するべき

であろう。 

 

 

1 行動178 

 

 1909 年 3 月、清国が西沙諸島へ行政機関を設置し、4 月と 6 月に現地調査を経て占有し

た。フランスの反対行動はなかった。 

1921 年、清国が西沙諸島を海南島管轄へ編入した。 

1945 年 12 月、台湾気象局が西沙諸島を接取した。 

1946 年 7 月、行政院電令をもって西沙諸島を広東省管轄へ編入した。 

1946 年 12 月、南沙諸島に海軍艦艇を派遣し、最大島 ITU ABA Island を占拠した179。 

1947 年 4 月 1 日、海南特別行政区を設立し、西沙・南沙諸島を編入した。 
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1947 年、東沙諸島の実効支配を開始。12 月に南シナ海領土範囲の南端を JAMES 

Shoal180までと公布し、海洋国界線として U 字型の十一段線を記した南海諸島位置図

を公表した。 

 1950 年、前年に国民党政府は国共内戦に敗北して台湾に移った影響で、ITU ABA Island

駐留軍を撤収した。 

1956 年 6 月、海軍を派遣して ITU ABA Island の実効支配を回復し海軍陸戦隊が常駐開

始（1990 年に撤退）した。 

 1993 年 3 月 10 日、南シナ海政策綱領を策定し、南シナ海の全島嶼の領有権及び歴史的

水域（十一段線）の管轄権を主張した。 

 1995 年、ITU ABA Island 近傍の BAN THAN Reef の実効支配を開始した。 

 1998 年 1 月 21 日、「領海及び接続水域法」と「排他的経済水域及び大陸棚法」が施行

された。 

2000 年、東沙諸島駐屯部隊が海軍陸戦隊から行政院海岸巡防署東沙指揮部に交代した。 

 2006 年、ITU ABA Island に L 字型岸壁が完成した。 

2007 年 1 月 17 日、東沙諸島を東沙環礁国家公園に指定した。 

2007年、ITU ABA Islandに人道目的と軍事目的を併せ持つ 1,150mの滑走路を建設し、

ベトナムの抗議を受けた181。 

2009 年 5 月 12 日、CLCS にマレーシアとベトナムの大陸棚縁辺部限界延長合同申請と

ベトナム単独の申請に対しての抗議を含んだ大陸棚限界延長宣言を提出した。 

 2012年 3月、ベトナム哨戒艇が 2回に亘って ITU ABA Island の台湾主張領海を侵犯し、

台湾巡視船が退去させた。 

2012 年 8 月、ITU ABA Island に火砲 16 門を搬入した。 

2015 年 5 月 26 日、「南シナ海平和イニシアチブ」提案を公表した。 

2015 年 7 月、南シナ海島嶼領有権に対する台湾の主張を改めて表明した。基本的には

従来の主張を変更するものではなく、1947 年の南海諸島位置図で「領土及び海域を明

確に示した」ゆえに、十一段線主張にも変更はないと思われる。しかし、行政院環境

保護署ホームページで公表されている南シナ海図には十一段線が記載されておらず、

これが何を意味しているのかは不明である。 

2015 年 10 月 31 日、常設仲裁裁判所が中国の主張を否定し、フィリピンの一方的提訴

に対する管轄権を確認し、九段線主張の国際法上の無効性等に関する審理開始を決定

したことを受けて、外交部は拒否を表明した。その理由は「中華民国の主張が聞かれ

ていないこと」であり、4 諸島と周辺海域は歴史的・地理的・国際法的に中華民国（台

湾）固有の領土・領海であり、他国・地域のいかなる主張や占領行為も一切認めない

と述べた。 

 

 

2 海洋戦略 
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台湾の動機は日本統治時代の台湾総督府管轄範囲の継承意識であろう。そもそも台湾は

国家ではなかった。中国の国共内戦で敗れた国民党が台湾に逃れてきて中華民国とされた

と言ってよく、それが「外省人・内省人」呼称分類を生んだのである。国民党政府が大陸

時代に日本権益を継承しようとして行動したことが、台湾に移動してもそのまま維持され

ているのである。そして、東沙・中沙・西沙・南沙諸島は全て歴史的経緯を根拠に自国領

と承認されるべきであると主張し、単純にそれらを含む外郭線を大雑把に引いたものが十

一段線であったと思われる。当時は国際法も未熟であり、帝国主義は色濃く残っており、

欧米諸国がアジアで植民地回復をしていたという時代背景を見逃してはならない。従って、

台湾が十一段線を主張している現在、法源はどこにも見出せないのである。 

なお、台湾が 1952 年の日華平和条約で南沙諸島と西沙諸島を日本から継承したと解釈

している問題であるが、同条約第 2 条（領土権の放棄）に「サンフランシスコ条約第 2 条

に基づき、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及

び請求権を放棄したことが承認される」と記されている。台湾はこれを法源としているが、

文面からはサンフランシスコ講和条約の放棄記載を再掲したに過ぎないと解される。台湾

及び澎湖諸島の中華民国への継承は第 3 条（財産）から明らかに肯定されるが、同条は台

湾及び澎湖諸島に限定されており、日本企業により水産業が営まれていた新南群島及び西

沙諸島の残置財産や権利に関しては全く触れられていない。このことから、同条約が新南

群島及び西沙諸島を台湾に継承した法源とすることには同意できない。また、日中共同声

明、日中平和友好条約、フィリピンとの賠償協定、ベトナムとの賠償協定、マレーシアと

の協定といった個別の平和条約において領土や権原の放棄や継承は全く触れられておらず、

この点からも、日本領であった台湾に対してのみ、台湾の本来領域である台湾島及び澎湖

諸島の返還と継承を明記したものと解釈すべきであろう。そもそもサンフランシスコ講和

条約の見地からは、我が国が日華平和条約で新南群島及び西沙諸島を台湾へ継承すること

は不可能である。 

ここでサンフランシスコ講和条約における放棄地に関する議論をいくつか取り上げて

みる。Tkachenko は、サンフランシスコ講和条約第 26 条「日本国は、1942 年 1 月 1 日の

連合国宣言に署名し若しくは加入し（中略）この条約の署名国でないものと、この条約に

定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有す

べきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。

日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に

与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当

事国にも及ぼされなければならない」の後段に規定される「いずれかの国」は同条約締結

国に限定されるものではない、と指摘する。それ故に「歯舞・色丹の引渡し」を約した「日

ソ共同宣言」は、同条約当事国 48 か国への同一利益波及義務を回避するため、日本国の

義務満了後の 1956 年に結ばれたと論じている。王子は、サンフランシスコ講和条約第 26

条はもとより、同条約と同日ではあっても 7 時間半早く締結された日華平和条約がサンフ
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ランシスコ講和条約条文を取り込んでいる点、さらに日華平和条約の条文から日本の放棄

地処分に関する台湾の主張を否定する。木村は 1955 年から始められた日ソ国交回復交渉

に際して、1956 年 9 月 7 日付のアメリカからの連絡で「日本は、同条約〔サンフランシ

スコ条約〕で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持ってはいないのである。

このような性質のいかなる行為がなされたとしても、それは米国の見解によればサンフラ

ンシスコ条約の署名国を拘束しうるものではなく、また同条約署名国はかかる行為にたい

しては、おそらく同条約によって与えられた一切の権利を留保するものと推測される」と

指摘されたことを、日ソ平和条約交渉を打ち切った日本政府の判断材料の一つとして挙げ

ている。松村は「南樺太領有権に関して我が国はサンフランシスコ講和条約の規定によっ

て発言権を有せず、領有権は同条約締結 48 か国に等しく委ねられているため、ロシアの

領有権主張は権限を有しない」と論じている182。 

「千島・樺太」と「南沙・西沙」は継承国のない一方的放棄ということでサンフランシ

スコ講和条約上全く等しい取扱であり、解釈も等しくあるべきと考えられる。従って、我

が国の 26条義務満了前である 1952年に結ばれた日華平和条約においてサンフランシスコ

講和条約規定を超える「南沙・西沙の継承国」という利益を我が国が中華民国に与えたと

したならば、サンフランシスコ講和条約当事国 48 か国の特別国際会議（特別請求権裁判

所）の協議対象となり、非当事国であって同会議に参加できない中華民国と既に放棄済み

の我が国を除く同会議で「南沙・西沙」の帰属が決められる。その決定に賛同できない当

事国は同条約第 22 条に従って国際司法裁判所への付託へと進むのである。最終的には当

事国ではない中華民国の権利は何も認められないはずである。当事国の中にはベトナム・

インドネシア・フィリピンが含まれていることに留意すべきであろう。日華平和条約で我

が国が台湾へ「南沙・西沙」を継承したことはないと解するのが妥当である。日華平和条

約締結時点で我が国は両諸島を放棄済みであり、継承国を決める権限そのものがないので

ある。両諸島継承をめぐる特別国際会議が開かれたことがない事実は「日華平和条約は南

沙・西沙の台湾継承を内包していない」という国際的理解の証左であろう。言い換えれば、

フィリピンあるいはベトナムが台湾の継承解釈を流用して、特別国際会議の招集を求めれ

ば、南沙・西沙両諸島の帰属問題はサンフランシスコ講和条約当事国 48 か国によって決

定されることとなる。サンフランシスコ講和条約は無期限条約であり、現在も効力を有し

ている。日華平和条約は失効しているが、26 条義務期間内に締結された事実は消えず、台

湾はそれを根拠とした継承を主張しているのであるから、遡っての 26 条さらには 22 条の

適用は可能であろう。 

台湾は法制面では国連海洋法条約に準拠しており、関係国との紛糾を避けるため立法院

審議で削除された経緯から、領海を定める法律には「歴史的水域」への言及はないにもか

かわらず、1993 年策定の南シナ海政策綱領では南シナ海全島嶼の領有権と歴史的水域（十

一段線）の管轄権を主張している183。つまり、現在の台湾の主張は極めて政治的なもので

あると言わざるを得ず、「とりあえず最大の主張をする」戦略であろうと思われる。実際、

十一段線の法的根拠についての台湾政府による公式説明はなされておらず184、法と政策が
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乖離していることは事実であり、2014 年 8 月 5 日の台湾外交部のシンポジウムでアメリ

カの研究者から政策変更を求められた185。ただし、清国と中華民国が今日的視点からすれ

ば不十分であるにせよ、地理的範囲が国際常識に照らして正当性を欠くにせよ、領有権主

張に必要な一定の妥当性を有する手続きを履行しようと努力し、また、実効支配を試みて

いたとみなすのが公平な評価というべきであろう186。 

 台湾の戦略目標は「十一段線海域内全島嶼の確保」である187。台湾がアメリカの支援な

くしては中国の圧力に抗しきれないことは明白であるが、南シナ海に関しては中国と同様

の主張を持つため、潜在的にアメリカと敵対することになっている。台湾が十一段線主張

を声高にしない理由はアメリカへの配慮でもあると言えよう。その文脈から言えば、中国

の排他的な九段線主張よりも柔軟な十一段線かもしれないのである。実際に台湾は EEZ

内の航行の自由や軍事活動の自由を認めている188。しかし、いずれにしてもそれが領有権

主張対立国の理解を得られるものとなるはずはなく、台湾が十一段線主張を掲げる限り、

南シナ海島嶼領有権問題は解決しない。台湾の既得権は東沙諸島と南沙諸島の ITU ABA 

Island の実効支配であり、今のところ有力な物理的対抗は受けていない。台湾は、十一段

線に関しての実現可能性がないことは理解していようから、中国と ASEAN 内主張諸国の

対立を見ながら現状維持を図っているものと思われる。しかし、国連海洋法条約だけでな

く自国法にも根拠を持たない歴史的水域としての十一段線海域と全島嶼の領有権という自

らの主張と、国際法の順守を強調する自らの外交政策との自己矛盾はいずれ解決せねばな

らず、アメリカのプレッシャーがすでに始まっていると思われることから、台湾が将来的

に南シナ海政策綱領を破棄する可能性はある。 

 台湾は立場の特殊性から、一般的な国家戦略を適用することは困難であるが、対中政策

としては経済的直接融和とアメリカにバンドワゴンしての軍事的対抗をもって、併呑を防

いでいることは公然の事実である。中国との共闘を主張する論調もある189。しかし十一段

線・九段線を拒否するフィリピンやベトナムがアメリカと対中安全保障協力体制の構築を

進めており、台湾としては南シナ海島嶼領有権問題において十一段線主張を維持したまま

でアメリカの賛同を得ることは不可能であろうし、さらに言えば、アメリカから離れた位

置で南シナ海島嶼領有権問題の解決過程に正式メンバーとして参加できるのか、非常に疑

問である。DOC にも参加しておらず、中国が参加する限り ASEAN との協議にも加わる

ことができないという立ち位置は、南シナ海島嶼領有権問題の解決に向けて大きな障害と

なるであろうことが予想される。言い換えれば、南沙諸島最大の島である ITU ABA が台

湾の実効支配下にあるという現実が台湾の重要性そのものであり、台湾を加えた協議を行

わないことには、南シナ海島嶼領有権問題は終わらないのである190。 

 

 

第 7 項 アメリカ 

 

 アメリカが南シナ海島嶼領有権問題に直接的に関わりを持ったことはない。厳密にいえ
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ば、サンフランシスコ講和条約に新南群島と西沙諸島の領有権放棄を規定した連合国の中

心的国家として関わっていると言えるが、それ以前もそれ以後も、具体的な直接の関わり

を持ってはいない。ただし、ベトナム戦争時に南ベトナム支援のために西沙諸島を戦域に

組み込んで作戦行動対象範囲としていたことは事実であるが、ベトナム戦争の終結ととも

に引き揚げている191。 

 中国の台頭に対する対処の必要性とフィリピンやベトナムからの秋波を受けて、自らの

アジア覇権維持のために、その基盤であるシーパワーを確保すべく関与することになった

といえよう。それでも個々の領有権対立からは距離を置いており、あくまでも中国から挑

戦を受ける覇権防衛戦である。 

 アメリカは中国に正面から対抗できる超大国として、その一挙手一投足は影響が大きく、

冷戦後の一極覇権戦略が失敗し、対テロの戦いで混沌としていく世界情勢の中、アジアに

どういった影響を与えようとしているのか、また実際に与えているのかは注視に値する。

中国と並んで最も重要なプレーヤーであろう。 

 

 

1 行動192 

 

 1951 年 8 月、フィリピンと米比相互防衛条約を締結し、同盟国となった。 

1992 年 4 月、マレーシアとマレー半島ムルットのマレーシア海軍ドックの使用協定を

締結した。 

1992 年 11 月、スービック海軍基地とクラーク空軍基地を返還してフィリピンから撤退

した。 

1998 年 2 月、フィリピンと地位協定を結び、米比軍事協力を復活させた。これ以後、

各種年次演習を実施している。 

2001 年 4 月 1 日、海南島沖中国 EEZ 内にてアメリカ海軍電子偵察機に中国海軍戦闘機

が空中衝突、中国軍機は墜落し、アメリカ軍機は海南島に緊急着陸した。EEZ での航

行の自由と軍事活動を巡る国連海洋法条約解釈の激しい対立が表面化した。  

2007 年夏頃、アメリカの石油ガス大手は、南シナ海でベトナムの資源探査や開発への協

力を中止しなければ中国国内でビジネスを続ける上で支障が出る、との警告を中国政

府から受け始めた。 

2007 年 10 月 17 日、海軍・海兵隊・沿岸警備隊によって共同で策定された初めての統

合海洋戦略である「21 世紀のシーパワー構築に向けた協力戦略」（いわゆる新海洋戦

略）が発表された。 

2009 年 3 月、海南島沖の中国 EEZ 内においてアメリカ海軍音響観測艦 IMPECCABLE

の活動が中国監視船 3隻の指揮する中国漁船 2隻に妨害された（IMPECCABLE 事件）。

EEZ での航行の自由と軍事活動を巡る米中対立が再燃した。 

2009 年、ベトナム海上警察に対する教育支援を目的としてアメリカ沿岸警備隊がパート
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ナーシップ計画を立ち上げた。 

2010 年からベトナムと国防政策年次対話を開始した。 

2010 年 3 月、中国高官がアメリカ高官（国家安全保障会議アジア上級部長と国務副長

官）に対して「南シナ海は中国の“核心的利益”（core interest）」と初言明し、さら

に 5 月に Clinton 国務長官に再度言明した。直ちに同長官が「同意できない」と論駁

した。 

2010 年 6 月、ゲーツ国防長官がシンガポールで開催されたシャングリラ・ダイアログ

会議（ISS / Shangri-La Dialogue）で「アメリカは南シナ海での領有権をめぐる対立

を懸念している」と発言し、2002 年の行動宣言の実行を支持することを表明した193。 

2010 年 7 月 23 日、Clinton 国務長官がベトナムのハノイで開催された ASEAN 地域フ

ォーラム（ARF）で演説し、「航行の自由、アジアの海洋コモンズへの自由なアクセ

スと国際ルール遵守はアメリカの国益」「全ての関係国による協調的プロセスの支持

と武力使用および威嚇の反対」「領土問題におけるアメリカの中立的立場の確認と、

全ての関係国の国連海洋法条約遵守義務」「DOC 支持と COC 合意への慫慂」という

基調スタンスを表明した。この ARF においてアメリカとインドネシアと ASEAN 側

の南沙諸島領有権主張国全てを含む 12 か国が問題提起したため、中国の楊外交部長

は窮地に追い込まれ、一時間ほど会議を中座したという。これ以降中国は ASEAN 関

係の会議外交の場での「核心的利益」への言及を控えている。ARF 前に行われた米中

首脳会談は協力的な未来志向で成功裡に終わっているが、ARF ではそれが覆ったと言

える。その証左として ARF 後に中国は対米批判を繰り広げた。また、ARF 後に予定

通り実施された米韓合同軍事演習は中国に配慮して一部修正して実施されたが、それ

でも中国は強く反発し、開始日をあわせて海陸の広範囲において大規模な軍事演習を

実施して対抗した。そのすぐ後に、アメリカ海軍は原子力空母を参加させて米越海軍

合同演習と、別の米韓合同演習を実施した。アメリカは Clinton 国務長官発言によっ

て ASEAN 諸国の団結を促し、ARF を十分に機能させたといえる。翌年の ARF でも

中国に厳しい政策を選択し、さらにその翌年である 2012 年の ARF でも同長官は「自

制して平和的に解決すべき」だと述べて関与を継続する姿勢を示した。それに対して

中国は 2012 年 9 月の APEC でのベトナムとの首脳会談で「二国間解決」強調し、対

する ASEAN 諸国は同会議で全加盟国首脳が Clinton 国務長官に接触しており、

「Hillary（Clinton）頼み」だと言われていた。 

2010 年 8 月、西沙諸島近傍のダナン沖にて米越海軍合同訓練を実施し、海軍原子力空

母「CVN-73 GEORGE WASHINGTON」が参加した。 

2011 年、フィリピンに改装フリゲート艦（旧沿岸警備隊警備艦）1 隻を引渡した。 

2011 年 6 月 27 日、上院で満場一致にて「東南アジアにおける海洋領域紛争に関する平

和的かつ多国間による解決」に関する上院決議（S.Res.217）（法的拘束力のない、上

院の意思表明決議）を可決した。決議内容は、「南シナ海の海洋領域紛争の平和的解

決へのアメリカの強い支持を再確認し、これら紛争を解決するための多国間の平和的
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プロセスを促進する努力の継続を約束する」「南シナ海における中国の海軍・海洋安

全保障船舶による武力の行使を非難する」「領土問題のすべての関係者が、領有権を

強固に主張するために軍事的圧力の行使や武力行使をやめるよう求める」「南シナ海

の国際海域・空域における航行の自由の権利を守るためのアメリカ軍による活動の継

続を支持する」という 4 点である。 

2011 年 8 月 18 日、海軍補給艦「RICHARD BIRD」がベトナムのカムラン湾海軍基地

に寄港した。同月に海軍原子力空母「CVN-73 GEORGE WASHINGTON」が寄港し、

その後、海軍艦船の同基地寄港が拡大している。 

2011 年 9 月 19 日、米越間防衛協力に関する了解覚書が調印され、両国国防省高官レベ

ル定期的対話メカニズムの構築、海洋安全保障、捜索・救難、国連 PKO 活動の研究

と経験の交換、人道支援・災害救助の協力促進を合意した。 

2011 年 11 月、Obama 大統領はオーストラリア訪問で Gillard オーストラリア首相と、

2012 年半ばからのオーストラリア北部のダーウィンへのアメリカ海兵隊 2,500 名の

駐留開始と装備品・補給品の事前集積、両国空軍の協力関係強化を合意した。中国の

海洋戦略を A2/AD 戦略と捉えて、対抗策としての「空海一体戦」概念を担当する部

署の立ち上げを公表した。 

 2012 年、フィリピンへ沿岸警備隊警備艦 1 隻を売却。 

2012 年 1 月、統合作戦本部が「統合接近作戦構想（JOAC）」を発表。 

2012 年 3 月、空海一体戦以外の JOAC 構成要素として、「陸軍と海兵隊のアクセス確保

維持構想」194が公表された。 

2012 年 6 月 3 日、Panetta 国防長官がベトナムのカムラン湾海軍基地を訪問した。 

 2012 年 6 月、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議において、Panetta 国防長

官が、2020 年までに海軍戦闘艦の 6 割を太平洋側にまわすこと、フィリピンやベト

ナムとの共同訓練や演習を拡大すること、艦艇訪問等のプレゼンスを強化すること、

新型沿海戦闘艦 4 隻をシンガポールに配置すること等の方針を表明した。 

2012 年 6 月 8 日、米比首脳会談で米比相互防衛条約上のコミットメントと義務を再確

認した。また、フィリピンへ島嶼配備の沿岸監視（レーダー）システムを供与するこ

とも合意した。 

 2012 年 8 月 3 日、中国の三沙市設定などの高圧的態度に対して、国務省が「南シナ海

の緊張激化を懸念しており、対立・威嚇・対峙等の最近の動向を注視している。特に

中国の三沙市設定と警備区設置は紛争解決に向けての合同努力を阻害するもので、域

内緊張を激化させる危険がある」旨の警告声明を発表した。 

 2013 年 12 月 16 日、アメリカが東南アジア諸国の海洋安全保障強化のために総額 3250

万ドルの支援を行うと発表した。その内の 1800 万ドルはベトナムに対するもので、

沿岸警備用高速巡視船 5 隻の供与が含まれる。 

 2015 年 3 月、2007 年の新海洋戦略を改訂し、「前方・関与・即応：21 世紀の海軍力の

ための協力戦略」として公表した。 
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 2015 年 4 月、中国が南シナ海で進める岩礁埋め立てについて、Carter 国防長官が「軍

事化の可能性を懸念」しており、「（中国が）ASEAN に対して行った約束と矛盾する。

こうした活動は緊張を深刻に高め、外交解決の可能性を減らす」と批判した。 

 2015 年 4 月 15 日、先進 7 か国（G7）195外相会合で、日本と共に主導し G7 初となる「海

洋安全保障に関する外相宣言」を取りまとめた。中国を対象に海洋の一方的な現状変

更に反対する先進 7 か国の意思表明である。同宣言では「東シナ海及び南シナ海の状

況を引き続き注視」するとし、「大規模埋め立てを含め、現状を変更し、緊張を高める

あらゆる一方的な行動を懸念している」と明記し、「威嚇、強制、力による、領土また

は海洋の権利の主張を目的とするいかなる試みにも強く反対する」と強調した。中国

を名指しすることはしていないが、「東シナ海及び南シナ海の状況」という表現で中国

の威圧的な行動（東シナ海の尖閣諸島周辺での日本領海への領海進入繰り返しと同諸

島を含む防空識別圏設定、南シナ海での岩礁埋め立てによる軍事利用目的と見られる

施設の建設）を対象にしていることを明確にした。G7 で一致して中国を牽制する狙

いがあるとみられる。 

 2015 年 5 月、中国が埋め立て工事を進める FIERY CROSS Reef 周辺で沿海域戦闘艦や

P8 哨戒機による偵察・警戒監視活動を実施。20 日の P8 哨戒機による調査飛行の後、

国防総省報道部長は 21 日に、「人工島から 12 海里以内にアメリカ軍機を進入させる

ことが次の段階である」と明言。30 日には日米豪防衛相会談で「中国の埋め立て工事

への深刻な懸念」を表明する共同声明を発表した。 

 2015 年 6 月 11 日、中国軍制服組トップである范長竜中国共産党中央軍事委員会副主席

との会談で Carter 国防長官が、南シナ海での中国の埋め立て活動への米側の強い懸

念を伝えるとともに、「中国や領有権を主張する全ての国は埋め立ての長期中止を実行

し、さらなる軍事拠点化をやめ、国際法にのっとって平和的解決を追求すべきだ」と

埋め立てによる軍事拠点建設の中止を強く要求した。併せて、米中の空軍機による突

発的な衝突を防ぐための行動基準について 2015 年 9 月までの合意を目指す考えも伝

えた。さらに、人道支援や災害救助、平和維持活動、海賊対策等を「相互の利益にな

る分野」として挙げ、「持続的で実質的な米中の軍事関係を促進していく」との考えを

強調した。中国が発信源とみられるサイバー攻撃についても議論したとみられる。な

お、「中国側からメディアの注目を集めないよう要求されている」として会談内容の詳

細は明かされなかった。 

 2015 年 6 月 12 日、アメリカ太平洋軍司令官が在日アメリカ大使館で会見し、「南シナ

海は公海であり、領海ではない。主権はルールと規範、そして国際法を基にしなくて

はならない」と指摘し、海上自衛隊の哨戒活動を歓迎すると明言した。 

 2015 年 10 月、米中首脳会談において、南シナ海島嶼領有権問題は決裂した。アメリカ

の主張する「航行の自由」「低潮高地の造成人工島への領有権・領域設定の否定」と中

国の主張する「人工島領有権・領域設定・軍艦の無害航行否定」の協議は平行線に終

わった。アメリカは従来から検討していた「航行の自由作戦」実施を決定し、10 月
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27 日にイージス駆逐艦 1 隻を中国人工島 12 海里海域へ進入航行させた。フィリピン・

インドネシア・オーストラリア・ドイツ・EU・我が国は直ちにアメリカ支持を表明

したが、中国は激しく反発した。尚、アメリカは「航行の自由作戦」の数か月以上の

継続を明らかにしている。 

2015 年 10 月 29 日、常設仲裁裁判所が中国に対するフィリピンの一方的提訴に関して

管轄権を確認して審理開始を決定したことに対し、歓迎を表明した。さらに、「国際

法の有効性を示し、管理実現の方法の一つである」と評価した。 

 

 

2 海洋戦略 

 

 アメリカの海洋戦略を検討するに際して、アメリカと国際海洋法秩序の関わりを確認す

る作業をしておかねばならない。なぜなら、国連海洋法条約を頂点とする現在の国際海洋

法秩序の生成過程にはアメリカの影響が色濃くみられるからである。つまり、明文規定の

解釈をめぐってはその成立背景を意識することが重要と考えられる以上、アメリカの関わ

りには無関心ではいられないのである。 

 

アメリカと第二次世界大戦後の海洋新秩序 

 アメリカは国連海洋法条約批准国ではない。しかし、既に同条約は国際社会での一般性

を獲得しているとして、同条約に準じた言動をとっているのが実際である。そもそもアメ

リカは 1945 年に Truman 大統領宣言で海洋法新秩序への先鞭をつけ、その後、国連海洋

法条約を誕生させた第 1 次から第 3 次の国連海洋法会議においても主要な交渉プレーヤー

として関わった。林の解説によるならば、「伝統的海洋法は、海洋の自由と沿岸国のコント

ロールという 2 つの根幹的概念の上になりたち、これら 2 つの要請は、20 世紀前半にいた

るまである程度うまく調和がとれていた。ただしそのベクトルは、どちらかといえば前者

から後者の方向にあったといえ」るが、冷戦という時代背景の下で、「前者の海洋の自由が

次第に濫用されるようになり、その反動として沿岸国の管轄権拡大の動きが拡大し、次第

にこの調和が崩されるにいたった」わけで、第 3 次海洋法会議を頂点とする海洋法新秩序

構築とは海洋の自由と沿岸国のコントロールという「2 つの概念の間の調和を再構築する

こと」であり、その「実現のための材料」が EEZ、大陸棚の新定義、群島水域、国際海峡

の通過通航制度、深海底制度等であった196。 

 国連海洋法条約と軍事的活動の関係性は非常に大きな課題であり、海洋法会議の場にお

いても見解の相違が表面化し、採択へ困難を極めたことが記録されている。アメリカとソ

連は平和的利用・平和地帯・軍事的利用などの問題は同会議に与えられた範囲を超えたも

のであると主張し、さらにアメリカは、平和的利用は軍事的活動を一般的に禁ずるもので

はなく、平和目的の軍事的活動は国連憲章と国際法に完全に合致するとした。それらの結

果、国連海洋法条約第 301 条（海洋の平和的利用）は国連憲章に規定する国際法の諸原則
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に言及するように修正することで、各国の個別的・集団的自衛権の行使や国連の強制行動

に基づく軍事的活動が害されないことが確認されたため、採択に至った。また、軍艦によ

るものを含めて慣習的に問題なく行われ、1958 年の公海条約で確認されていた航行・上空

飛行の自由は第 58 条（EEZ における他の国の権利及び義務）1 項で EEZ においても認め

られている。他に、19 条（無害通航の意味）2 項や 30 条（軍艦による沿岸国の法令の違

反）は領海の外側について効力を及ぼさず、95 条（公海上の軍艦に与えられる免除）及び

58 条（EEZ における他の国の権利及び義務）2 項は EEZ 上の軍艦に対する旗国以外の国

の管轄権からの完全な免除を確認している。さらに、298 条（拘束力を有する決定を伴う

義務的手続の規定の適用からの選択的除外）1 項では軍事的活動に関する紛争は条約第 XV

部（紛争の解決）の義務的裁判手続きから除外できると規定されている。つまり、いくつ

かの制約が付けられるとしても、国連憲章と両立しない武力の行使とその威嚇を除けば、

EEZ における軍事的活動は一般的には禁止されていないと結論されよう。ここでのいくつ

かの制約とは、「沿岸国の権利・義務に対する妥当な考慮」「権利濫用の禁止」「科学的調査

活動への制約遵守」となるが、「妥当な考慮というもの自体が抽象的である」こと、「濫用

を証明する為の発生損害の算定」、「科学的調査の定義失敗により、軍事的測量を含むか含

まないか統一できなかった」こと等、全てがグレーなままであると言える。しかし、第 3

会期（1975 年）での単一交渉テキストに G-77 途上国グループ提案の「沿岸国の安全保障

上の利益に対する妥当な考慮」ではなく、主要国の法律専門家からなるエベンセン・グル

ープによる「沿岸国の権利及び義務に対する妥当な考慮」との文言が採用されたこと。再

開第 8 会期（1980 年）で、アメリカ案に沿った形で国際社会一般ではなく、他国の権利

に関連し、かつ、301 条（海洋の平和的利用）及び 302 条（情報の開示）と一体になると

の了解付きで 300 条（信義誠実及び権利の濫用）が採択されたこと。軍事的測量は第 XIII

部（海洋の科学的調査）の規定外であるとする立場を貫いている主要海軍国が第 XIII 部に

合意した背景として、科学的調査には軍事的測量は含まれないとの了解があった、と言え

るであろうこと。これらから、アメリカ（当時はソ連も）を中心とする主要先進諸国の条

約解釈が国際社会での合意であったといえよう。当然、それらに反発する諸国もおり、以

後の国家実行で足並みの乱れが生じてきているが、海洋新秩序の国際法解釈としての根幹

は見失ってはならないのである197。 

 アメリカは深海底の開発管理システムに合意できず、国連海洋法条約未批准となってい

るが198、同条約の一般化を肯定して事実上準用しているのであり、その条文解釈は自らが

影響力を及ぼして成したものである以上、確信的である。しかし、締約国でない以上、将

来の条約改正や未解決の法解釈確立のための派生枠組みへの直接的な介入はできない状況

であることは間違いないのであり、世界の海洋秩序に最も影響を与える重要なプレーヤー

として、早期の条約批准が待たれるのである。Dutton は、アメリカが国連海洋法条約未

批准という状態が「中国に、海洋法を自国の意に沿うように変えていこうとするための、

妨げるもののない外交空間を与えている」とし、それが「海洋法上の問題に深刻な結果を

もたらし、米国の世界的な安全保障上の権益を、危機に陥れることになりかねない」と論
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じている199。 

 

アジアでのシーパワー展開 

 冷戦時のアメリカが George F. Kennan の提唱した「ソ連封じ込め」戦略を採用して行

動したことは周知であるが、Kennan の封じ込め戦略はイデオロギーに対するものであっ

て軍事的なものではなく、しかし実際の政治はイデオロギーに留まらず軍事的にもソ連を

封じ込めた。そしてそれはソ連崩壊による冷戦終了という勝利をアメリカ側にもたらした

が、アジアにおいてどのような封じ込め戦略が行われていたであろうか。古典地政学にお

ける概念から「境界化」「関所」「囲い込み」「内海化」を取り出してみる。「境界化」では

アメリカは海洋国家（シーパワー）であり、ソ連は大陸国家（ランドパワー）である。世

界史上、覇権国家はシーパワーを実現した国家であり、古くはバイキング、その後は地中

海を制したローマ帝国、大航海時代のスペイン・ポルトガル、帝国主義時代のイギリス、

そして資本主義のアメリカと続いている。ランドパワーは覇権国家となり得ないのが歴史

の示すところである。この文脈からは冷戦におけるアメリカの勝利は必然であったともい

える。アメリカは海洋の関所を抑えた。パナマ・スエズの両運河はもとより、欧州におい

てはジブラルタル海峡・ボスポラス海峡・ドーバー海峡・北海北口・スカゲラク海峡・カ

テガット海峡、アフリカ南端の喜望峰、アジアにおいてはマラッカ・シンガポール海峡と

バシー海峡から日本列島。これによってソ連とその衛星諸国は完全に囲い込まれたのであ

る。全ての関所を抑えられた北大西洋は NATO によって内海化されバルト海ですら聖域で

はなく、千島列島以外の出入り口を封鎖された太平洋はアメリカと日本によって内海化さ

れたのである。唯一の聖域はオホーツク海であった。 

 アジアにおいてはアチソンラインを軸として、我が国と協力してソ連を日本海とオホー

ツク海に閉じ込め、台湾とフィリピンとシンガポール、さらに我が国の協力を得て、東シ

ナ海と南シナ海の制海権を掌握することで中国とベトナムを含むソ連・共産主義陣営を封

じ込めていたアメリカは200、冷戦終了後の一極覇権戦略においてアジアからの脱却を図っ

た。国際的なパワーバランスがアメリカ一極に過剰集中したことと、安定的秩序の崩壊に

伴う秩序維持責任を独善的に担おうとしたことから生じたことではあったが、湾岸戦争に

始まる混沌は、アメリカの国力を以ってさえも抑えることが容易ではなかった。アメリカ

軍の世界展開は再編成を余儀なくされ、アジアへの比重を軽くすることで乗り切ろうとし

たのである。資本主義経済の本能として低コストの生産地を欲した諸国は、社会主義国家

でありながらも資本主義経済システムを受け入れるべく政策転換した中国に資本投下を開

始し、中国は一気に経済成長を遂げることになった。国力を急激に増進させた中国は、遂

にその覇権主義的本能を露わにし始めた。一方で、一極覇権戦略の失敗がイラク戦争で衆

目の一致するところとなったアメリカは、アジアにおけるバランス倒壊を防ぐために、再

び軍事力の再配置を企図する必要に迫られたのである。 

 2012 年 1 月 5 日に発表された新国防戦略201はアジアにおいて、在日アメリカ軍の質的

向上、我が国自衛隊の分担増大、フィリピンへの再駐留と軍事的協力関係の強化、オース
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トラリアへの駐留開始、シンガポール駐留軍の強化、ベトナムとの軍事的協力関係の構築、

グアム島軍事拠点の高度化といったもので具体化され始めていると言える。そしてこれら

の狙いは南シナ海と東シナ海の制海権維持であり、「航海の自由と航行安全の保障」という

ことになるのである。中国の台頭をいかに囲い込むかということは、両シナ海の中国内海

化をいかに防ぐかということに他ならず、すなわち、中国の A2/AD 戦略と SSBN 聖域化

を破ることである。中国に第 1 列島線と呼称されるアチソンラインは、アメリカにとって

も再び封じ込め線としての意味を持つ重要なラインとなっているのである。現時点でのア

ジアのシーパワーはアメリカ側優位の均衡であると言えるが、領土問題や相互依存にある

経済問題を絡めて、漁民を利用して狡猾に現状変更を推し進める中国の姿勢からは、いつ

均衡が覆るのか、予断を許さないと言ってよい202。 

 2015 年 10 月からアメリカは「航行の自由作戦」を開始、中国の南シナ海覇権を認めな

い姿勢を鮮明にした。アメリカの危機感の表れともいえるが、国際的な支持はアメリカに

ついており、中国の国際法秩序の恣意的解釈と濫用が国際的には看過されない状況になっ

てきていると言える。 

 

領土問題への基本的姿勢 

 アメリカは中国の九段線主張（台湾の十一段線主張）に対しては「陸地を由来としない

如何なる海洋領有権主張も国際法に反する」ゆえの拒否を明確に表明する一方で、外交上

の基本姿勢として、「領土問題への関与は中立的立場である」と公言している203。例えば

我が国の竹島や尖閣諸島における領有権問題に際しても同様であり、中比間の

SCARBOROUGH Shoal 領有権紛争に際してもやはり同様の姿勢が見られる。「航行の自

由作戦」においても中立を貫いており、中国・フィリピン・ベトナムそれぞれの実効支配

島嶼の 12 海里海域を航行している。日米間と米比間には同盟関係が成立しているが、そ

れとの整合性からは、「実効支配を確保している範囲に対して防衛協力を確認する。ゆえに

竹島で日本が軍事行動を起こす場合は協力せず、尖閣 諸島では協力する。

SCARBOROUGH Shoal では協力しない。しかしそれが領土問題へのアメリカの関与姿勢

を示すものではない」という理解であろうと考えられる。SCARBOROUGH Shoal 以外の

南シナ海島嶼に関しても、米比相互防衛条約の適用は明確にはされておらず204、台湾の実

効支配島嶼に対しても何ら防衛協力を合意してはいない。ベトナムに対しては、2014 年に

沿岸警備能力に資する目的で一部緩和されたとはいえ、人権状況を理由として致死性兵器

や主要な軍事装備品の禁輸を継続している状況にある。しかしアメリカが南シナ海島嶼領

有権問題での当事国間の軍事衝突が生起した場合に軍事介入をしないという保証もない。

「もし南シナ海であるいはその周辺で、ある程度深刻な危機が生起すれば、アメリカの条

約上の同盟国であるフィリピンの存在は、アメリカの介入の可能性を高めるかもしれ」205

ず、「介入しなかった場合のアメリカのコミットメントの信頼性に対する域内におけるマイ

ナス影響と、介入した場合の米中関係におけるリスクを比較考量すれば」206状況次第と思

われるのである。中国が「政府公船による低レベルの持続的な圧力をかけ続けることで膠
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着状態を継続的に作為し、相手に戦略的消耗を強いる戦術をとっている」207ことは中国が

それを充分に認識していることの証左であろうし、アメリカの介入判断の見極めは中国に

とっても難しいと思われる。2015 年 10 月からの「航行の自由作戦」発動はアメリカの対

中軍事行動といえ、南シナ海島嶼領有権問題での領有権主張諸国間の軍事衝突の可能性よ

りも、米中直接の軍事衝突の可能性が危惧される事態となっている。 

ここで留意しておくべきは 2010 年 6 月 17 日の Steinberg 国務副長官の演説である。台

湾をめぐって、それまで中国の主張してきた「一つの中国原則」に対してアメリカは「一

つの中国政策」を取ってきていた。「原則」は譲れないものでありスタンスは動揺しないが、

「政策」は状況対応的であり能動性を保持できる。しかし副長官演説によって台湾問題を

「政策」から「原則」へと引き上げることが表明されたのである。これは中国の「核心的

利益」論を受けての大きな政策転換である。そしてそれは中国の「核心的利益」とアメリ

カの「原則問題」とが衝突することであり、それまで航行の自由以外に大きな関心のなか

ったアメリカが ASEAN その他の同盟国や支持国と協力して中国に圧力を加えはじめるこ

とになるのである。2015 年 6 月にワシントンで開かれた米中戦略・経済対話で Obama 大

統領が中国に対し「南シナ海とサイバー攻撃で緊張を緩和する具体的な措置」「南シナ海で

の人工島造成中止と外交による平和的解決」を要求し、それに対して中国は「南シナ海の

主権は中国にあり、人工島造成は正当かつ民間活用を目的としている」ものであって、「も

う少しで灯台もできる」と指摘して、協議は平行線のままで閉幕したことが報じられてい

る208。 

 

中国の A2/AD 戦略への対抗 

 中国の A2/AD 戦略に対する具体的な戦略として、オフショア・バランス論209への賛否

がある。オフショア・バランス論とはアメリカの国力の衰えを直視した縮小戦略であり、

「戦略的優先地域の設定と集中」「陸上戦闘の回避と海空軍の重視」「同盟諸国に安全保障

を負担させることでのアメリカの負担削減」としてまとめることができる。これに対して

オフショア・バランス態勢はアジアの安全保障に深刻な影響を及ぼし、アメリカは遠距離

攻撃戦略への依存過大となり、中国に対応する多様な選択肢を欠くことになるため、現地

に留まり、強力な同盟国をネットワーク化して相互支援体制によって対抗するべきとの反

論も強い。これらの違いはアメリカ軍を駐留させるか引き揚げさせるかということにあり、

同盟国の負担を増加させるという点では一致しているのである210。 

 現実のアメリカの動きをみると、アジア回帰と再配置による軍事バランスの再構築はオ

フショア・バランス論の否定に見える。そして同時に同盟国の自助努力と負担増を求めて

いる。 

 新国防戦略で示された点として、A2/AD 環境下での対応として JOAC 構想が明記され

た。これまでのアメリカは作戦エリアに進むまでに抵抗を受けることがなかったが、これ

からは作戦エリアへのアクセスを拒否する A2/AD 戦略を打破することがまず必要になる

ということである。逆に言えば、敵国の隣接海域に敵がいない環境にあったという時期は
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戦史上、極めて稀なことであり、ある意味で本来の戦略環境に戻ったとも言えるのである

が、A2/AD 戦略を採る国として中国とイランが想定されている。中国が強要してくる A2

範囲は第 1 列島線と第 2 列島線の間、AD 範囲は両シナ海である。この A2/AD 範囲での軍

事力アクセスを維持するためには韓国・フィリピン・台湾・オーストラリア・我が国とい

った同盟国と合同での軍事力確保が絶対に必要である。また、A2/AD 範囲のほとんどが、

いずれかの国の EEZ である以上、EEZ における軍事行動の自由が保証されていなければ

ならない。さらには A2/AD 範囲を突破するための前方展開基地が必要である。これらは

それぞれ、財政的裏付けと国際法秩序における EEZ の解釈、同盟国との兼ね合いの中で

の有効的な軍事力再配置で実現される。中国の A2/AD 戦略に対抗する JOAC 戦略はすで

に着手されており、その具体事例として、アメリカ軍のスリム化と効率化、我が国の自衛

隊改革や集団的自衛権解釈の変更、フィリピンへのアメリカ軍駐留再開、オーストラリア

へのアメリカ軍駐留開始、グアム島への機能集積、高性能兵器の導入と更新、EEZ での軍

事活動解釈をめぐる中国への対抗といったものが挙げられるのである。なお、本論の主旨

から逸れるため論じないが、JOAC 戦略はアメリカの海軍戦略を Mahan の唱える常続的

なシーコントロールと敵主力の無力化を図る戦略から、Corbett の唱える特定の紛争海域

で優位を築く戦略へ転換させたとの見解もある211。 

 

アメリカの南シナ海海洋戦略 

 2007 年に発表されたアメリカの新海洋戦略の特徴は、アメリカ海軍・他国海軍・法執行

機関・海運業界との連携で 1000 隻海軍を実現して海洋部隊の統合深化と国際的連携を推

進すること、勢力均衡型思想から集団安全保障的思想へ移行して戦争の防止を戦争の勝利

と同じく重視すること、人道支援や経済活動の保護・促進というソフトパワーを海上戦と

いうハードパワーと同等に位置付けること、さらに中国海軍力増強に対して懸念ではなく

協力可能性に重点を置いて 1000 隻海軍への参加を打診していることであった。そして課

題は、国内機関でさえ統合や連携が容易ではない中で、主権問題がつきまとう国際的連携

で統合作戦を想定していることであり、「言うは易く行うは難し」と指摘され、1000 隻海

軍の名の下で存在する海軍戦闘艦艇が 313隻しかないことに対する展開可能兵力量過少問

題の疑問、国際パワーバランスに直結する多国間対処に治安警備任務を依拠してしまうこ

とへの疑問、軍事力の意義が見失われているのではないかという疑問、の 3 つの疑問が呈

されたのである212。 

 新海洋戦略は結局 2015 年 3 月に改訂されることになった。改訂新海洋戦略は「電子ス

ペクトルにおける作戦が各種戦闘レベルと同じレベルに引き上げられたこと」「増強される

ことのない海軍戦力からより多くの前方展開戦力を抽出しようとすること」「統合戦力への

海軍の主たる貢献分野がアクセスの確保と維持であること」「海洋軍種におけるより大きな

柔軟性と適応性そしてモジュール性の実現が重視されていること」の 4 点が特筆される。

欠点として「シーパワーの役割と適用の説明が不十分であること」「海軍と海洋に関わる健

全な産業基盤の必要性への言及がないこと」等が指摘されるが、2007 年以降の世界情勢変
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化に対応して纏まった認識を示すと共に、現実を見据えた明快なビジョンを示していると

評価されている213。 

アメリカは南シナ海シーレーンに経済的にも軍事的にも依存している。経済的な面では

米中間貿易を担う海運が航路を持ち、軍事的には太平洋とインド洋を結ぶ主要航路として

海軍が行動の自由を維持している。万一、それらの自由を失ったと仮定した場合、海軍の

安全な移動はインドネシア内海あるいはオーストラリア近海を経由することとなる。南シ

ナ海の喪失は台湾の喪失に直結し、即ち、アチソンラインの破綻を意味する。少なくとも

フィリピン太平洋側と我が国の西日本太平洋側では中国海軍が自由を得て、AD 範囲が第 2

列島線まで広がり、A2 範囲は第 3 列島線に置かれる可能性が現実味を帯びてくる。そう

いった状況は中国の目指すアジア地域覇権を実現することとなろう。現在のアメリカは、

かつてのモンロー主義時代に戻ることを欲してはおらず、衰えたとはいえ、世界一の大国

としてのリーダーシップを維持することを欲している214。そしてそれを支持する国家も多

い。特に南シナ海島嶼領有権問題に関しては、フィリピン・ベトナムが公然とバンドワゴ

ンを指向しており、アメリカのプレゼンス回復を助けている。両国以外でも中国の覇権を

ヘッジするために、アメリカの影響力回復を望む国が多い。アメリカと中国は経済的結び

つきが強くなったとはいえ、イデオロギーを異にする国家であり、中国の基本的価値観が

アメリカの基本的価値観である民主主義・人権重視・自由社会という思想とは対岸にある

ことも事実であり、本章本節第 5 項で論じたように、中国はアメリカを宿命的敵性国家と

して定位認識している。つまり、いつか雌雄を決するべき関係にあると言ってもよいので

ある。海洋アジアでの戦いは、世界覇権を米中二か国による二極覇権とするのか否かの試

金石と言い換えてもよいのかもしれない。 

 アメリカにとって南シナ海での後退はあり得ず、EEZ における自由航行と軍事的測量の

解釈勝利と中国の SSBN 聖域化の阻止を果たして、シーパワーを維持することが絶対的な

目標である。そのために、A2/AD 戦略を打破する JOAC 戦略を推進するのが、南シナ海

に留まらない海洋アジアにおけるアメリカの海洋戦略ということになろう。中国の強硬姿

勢と過度な国際法秩序への挑戦が交渉では後退しないと判断したアメリカは、自由航行を

守るために「航行の自由作戦」を開始した。これは米中二極覇権を拒否する姿勢を明確に

したとも言えよう。 

 しかし留意しなければならないことは、国際法に法源を持つ限りにおいては、南シナ海

島嶼領有権問題には介入しない姿勢であり、極端に言えば、九段線内全島嶼が中国領とな

ったとしても、それらが国連海洋法条約に誠実に基づいて領有権と領海・EEZ・大陸棚が

設定され、中国 EEZ 内での無害航行権と軍事的活動の自由が保証されて、シーパワー維

持に問題が生じなければ、アメリカは満足だと言えるのかもしれない。 

 

 

第 8 項 国際的に承認されない主張 
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 個別に見てきた南シナ海島嶼領有権主張国の主張の中には、国際的に承認されないであ

ろう内容が散見される。帝国主義を脱し、国際条約や国際司法機関の活用に重点を置くこ

とに指向しつつある国際社会においては、国連海洋法条約等の国際法に沿った主張でなけ

れば容認されず、恣意的な解釈や判断は同意を得られなくなってきている。  

 

 

1 基線設定 

 

 中国は 1958 年の「領海宣言」、1992 年 2 月 25 日に制定公布即日施行された「領海及び

接続水域に関する法律」、さらに 1996 年 5 月 15 日の「領海基線に関する声明」によって

領海基線を公表しているが、全て直線基線で構成されている。この直線基線に関しては国

連海洋法条約が規定する要件を満たしていないことが指摘されており、また他国との領土

主張と重なることもあり、ベトナム、アメリカ、インドネシアから抗議を受けている。Oude 

Elferink は南シナ海での沿岸諸国の EEZ・大陸棚主張に際して最重要なのは領海基線の国

際法遵守であると述べている215。 

 ベトナムは、1982 年 11 月 12 日に「領海基線に関する声明」を出しているが、直線基

線に関しては国連海洋法条約が規定する要件を満たしていないことが指摘され、アメリ

カ・タイ・シンガポール・中国・フランス・ドイツから抗議を受けている216。 

 

 

2 水面下環礁全体に対する領有権主張 

 

中国と台湾が主張しているが、国連海洋法条約をはじめとする国際法には法的根拠が見

いだせない。同条約ではそもそも水面下環礁の領有と領海の設定を認めていない。第 5 条

で領海基線の原則を海岸低潮線としており、第 13 条では本土又は島から領海の幅を超え

ない距離にある低潮高地にのみ基線としての使用を認めているに過ぎず、同条第 2 項では、

本土又は島から領海の幅を超える距離にある低潮高地はそれ自体の領海を有しない、と規

定されている。第 7 条第 4 項では低潮高地を直線基線に使用することも原則禁止している。

低潮高地は高潮時には水中に没するのであるから、高潮時でも水面上にあるにもかかわら

ず第 121条の規定から領海しか有しないとされる岩よりもその権利は制限されていること

は当然であると言えよう。 

本主張の根拠はおそらく第 6 条の解釈と思われるが、環礁の上に所在する島又は裾礁を

有する島の特例として基線を礁の海側低潮線とすることを認めているに過ぎない。つまり

島を持たない水面下環礁は低潮時においてさえ水中に没しており、それは言い換えれば海

底に他ならない。つまり、領有権は設定できないのである。 
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3 群島水域設定 

 

中国が西沙諸島を群島水域として群島基線を設定しているが、国連海洋法条約第 46 条

で定める群島国に中国は当てはまらない。そして第 47 条第 1 項から、群島基線を引くこ

とができるのは群島国だけであることが明らかであり、西沙諸島を群島水域とすることは

不可能である。同時に群島水域を内水と性格付けていると理解されるが、これらは同条約

違反であると指摘されている217。 

現行条約下で西沙諸島水域への群島基線設定が認められるための条件は、西沙諸島が独

立国家となり、群島国家として必要な手続きを経ることしかない。そこでは、地理的条件

の規定がハードルとなる。 

なお、南シナ海島嶼領有権主張国の中で群島国家はフィリピンのみである。しかし、フ

ィリピンの群島水域を内水と見なす考え方が国連海洋法条約第 50 条に抵触していると思

われ、抗議を受けている218。 

 

 

4 海域全てが領海 

 

中国と台湾が九段線・十一段線内海域全域を領海と主張していたが、国連海洋法条約を

はじめとする国際法には法的根拠が見いだせない。同条約第 3 条で領海の幅は基線から最

大 12 海里と定められ、第 5 条で基線は海岸低潮線を原則とし、特例としての直線基線と

その制限を第 7 条に規定している。つまり九段線・十一段線内海域全域が領海という主張

を裏付ける規定は見出せない。また、隣接水域という名称や概念も国際法に根拠を見出せ

ない。 

おそらく本主張の根拠は第 10 条第 6 項の歴史的湾ではないかと推察される。歴史的湾

は歴史的水域の一種であり、具体的な単一的制度にあるわけではない。第 1 次国連海洋法

会議は決議採択によって国連総会に対し本問題の研究を求め、それを受けた国連総会は

1959 年に歴史的湾を含む歴史的水域の法制度研究を国際法委員会に求めた。1962 年の研

究公表によれば、「歴史的権利を主張する国によってその海域に対して権限が行使されてい

ること」、「この権限の継続性－かなりの時間が必要で、慣行にまで発展したものでなけれ

ばならない」、「外国の態度－ある学者は歴史的権原が生ずるためには外国の黙認が必要で

あるとし、他の学者は単に反対の不存在で充分であるという」、さらに付け加えるならば「そ

の主張が、地理的形状、自衛又はその他の重要な利益のような他の特定の状況に基づき得

るかどうか」が要素となる。歴史的水域は「内海のように地理的に特殊な状況にあり、沿

岸国が慣習でこれを領域として扱い、有効に管轄権を行使しており、諸外国も異議を唱え

ない」水域と定義される219。客観的に見て中国と台湾の主張は歴史的水域の要素を満たし

ているとは言えないと判断されよう。九段線・十一段線の根拠そのものが説明されていな

い現状では、国際法に根拠のない恣意的な主張と考える以外にない。 
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中国は徐々に言葉を変えているように観察される。九段線内海域に関する最近の主張は

「歴史的水域」「主権下の海域」が主であり、人工島を含む島嶼から 12 海里海域に「領海」

を用いている220。台湾は 2015 年 7 月の表明で、十一段線海域を「中華民国の海域」、東沙・

中沙・西沙・南沙諸島周辺海域を「中華民国固有の海域」と主張している。 

 

 

5 軍艦の通航権を認めない 

 

 中国は 1992 年の「領海及び接続水域に関する法律」で外国軍艦には領海の無害通航権

を認めない立場を明確にしている。これは国連海洋法条約の無害通航権規定に反するもの

として、アメリカとイギリスが抗議している221。 

 ベトナムも外国軍艦の領海通航に対して事前許可を要求しているといわれている222。 

 

 

6 接続水域の目的 

 

 中国とベトナムは接続海域を設定しているが、認められる設定目的として国連海洋法条

約に規定されている「通関・財政・出入国管理・衛生」の 4 項目に留まらず、「安全」を

加えている。この「安全」は Security のことであり、安全保障上の目的と理解されるが、

中国の具体的な内容は明確にされておらず、ベトナムが明示している管轄権規定内容に対

しては、国際法に反するとしてアメリカが抗議している223。 

 

 

7 軍事水域 

 

 中国は 1950年から公海を含む沖合に軍事水域を主張していた。渤海湾および黄海北部、

上海沖、台湾北部の 3 海域であったが、上海沖は 1958 年の領海 12 海里化によって領海と

なり、南シナ海での軍事水域主張はなくなったが、残る 2 海域については 1975 年に存在

を再確認しており、我が国が立場を留保している224。現在の中国政府の主張は定かではな

いが、新たに設定を主張する可能性は否定できない。 

 

 

8 人工島による島の主張 

 

 2014 年から中国は南沙諸島において低潮高地や暗礁において人工島建設を行い、南シナ

海島嶼領有権主張諸国のみならず、アメリカと我が国を含む諸外国や G7 の反対と批判に

さらされているが、建設は中断することなく進められ、軍事施設の建設へと進展している。
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中国はこれを国連海洋法条約に違反しておらず、自国領土で行う合法的措置であると主張

しているが、中国自身以外にそれを承認する論調はない。 

国連海洋法条約で人工島が認められているのは第 56条と第 60条でEEZにおけるもの、

さらに第 80 条で大陸棚においてのみである。そしてその地位は第 60 条第 8 項において「島

の地位を有しない」「それ自体の領海を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域

又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではない」と明確に規定されている。ただし、

同条第 4 項及び第 5 項において「安全水域」の設定を認め、その最大範囲を「当該人工島、

施設または構築物の外縁のいずれの点から測定した距離についても 500メートルを超える

ものであってはならない」とも規定している。公海における人工島は規定されていないた

め、禁止されているとは解されないが、主権的権利を行使するための必要施設として EEZ

あるいは大陸棚で認められている第 60 条の条件を緩和して適用することはあり得ないこ

とと信じられる。つまり、そもそも領有権の対象とならない公海の低潮高地や暗礁部分に

人工島を建設した今回の中国の行為自体は国連海洋法条約違反ではないと解した場合でも、

領海や EEZ の付属は認められることはなく、領域画定の材料とすることすら認められな

いと理解されるべきである。おそらくは人工島の領有権、言い換えれば領土としての承認

と領空設定、も認められない可能性が高い。認められるのは撤去に至るまでの期間におい

て継続する「責任ある管理義務」のみではないだろうか。なお、撤去に関しては第 60 条

第 3 項に、管理は同条第 3 項から第 7 項に規定されている。なお、中国の主張する「軍事

警戒圏」も国際的には法源がない。 

中国と ASEAN は DOC を締結している。中国の人工島建設は明らかに DOC を軽視し

ている。 

法を無視し、或いは恣意的に用いて、物理的な既成事実を作ってしまうことで、事態を

有利に動かそうとすることに対して、国際社会は非力であることも否めない。それが大国

の行動ならなおさらであることは古今東西の歴史上、たやすく見つけることができるうえ

に、国際法秩序はそういった実行によって転換期を迎え、新たな展開をしてきたことも事

実であろう。ただし、あくまでも現在の国際法秩序に基づいて論ずると、中国の人工島建

設とそれから派生する政策実行は国際承認を得られないと判断される。 

尚、中国の人工島建設に関して軍事戦略的な視点や覇権・膨張主義の視点から論じる文

献は多数あるが、国連海洋法条約の島や人工島の定義といった根幹の視点から論じるもの

は少ない。環境破壊の視点から論じるものはさらに少ない。関係諸国でも本論執筆時点で

環境面からの指摘を公式に表明しているのはフィリピンのみである225。 

 

 

第 9 項 比較検討 

 

 これまで検討してきた 7 か国（台湾を 1 か国と数える）の戦略を比較する。 
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1 分類 

 

 フィリピンとベトナムはバランス・オブ・パワー戦略を指向していると言える。マレー

シアとブルネイは現在のところ全方位協調外交といってよい。ただし、中国が直接対決姿

勢を露わにすることで、フィリピンやベトナムと協調してバランス・オブ・パワー戦略に

変貌する可能性は内包しており、そのきっかけは中国次第といえよう。 

中国と台湾は中華的天下の恢復を目指す覇権戦略に他ならない。 

アメリカは覇権戦略でありながら、海洋アジアにおいてはフィリピン・ベトナム・我が

国のバンドワゴンを許容しつつ、それら現地国家の負担増加を進めることで域内バラン

ス・オブ・パワー戦略を採用している。つまり、マクロ的には世界覇権戦略であり、一極

覇権が維持困難であることを認めつつも、それが二極覇権に移行することには否定的であ

り、まして中国が対極となることは受入れられない。地域的にはバランス・オブ・パワー

戦略による均衡が望ましく、その後見的な立場で覇権的な影響力を維持したいものと見ら

れる。Kaplan は中国の海洋進出と海軍拡張を、アメリカはじめ周辺諸国の対抗政策と比

較して検討した結果として、中国の覇権主義を認定し、アジアの中国周辺諸国はアメリカ

のアジア回帰と共同行動を望んでいると論じるが、アメリカは海軍縮小傾向にあり、グア

ム島駐留軍の強化やオセアニア駐留部隊による”Just over the horizon”での対処に留ま

らざるを得ないため、周辺国自身の対処が一義的に必要であるとも述べる。また、軍事面

だけではなく経済面での中国との関係も分析し、台湾併合を防止することがアメリカのみ

ならずアジアの民主主義諸国にとっても絶対に必要であるとも論じている226。 

 

 

2 比較 

 

ASEAN 加盟国である 4 か国はもともと個別戦略で行動していたが、中国との二国間問

題という認識に基づく対応では勝ち目がないことを悟り、多国間協調へとシフトした。し

かし、ASEAN を舞台にした対中共同対処にはいまだ成功しておらず、本章第 3 節第 2 項

で論じる ASEAN の問題点を考慮すると悲観的な見通ししか見い出せず、4 か国がそれぞ

れに個別戦略を基盤とした対処に戻りつつあると言えよう。しかし、従来の閉鎖的な個別

戦略ではなく、域外関係国や組織との連携を視野に入れた個別戦略であることに留意する

必要がある。 

フィリピンはアメリカとの同盟関係を基軸に、アメリカ軍との関係再強化を図り、対中

バランスの重要ファクターとしてアメリカの関与を誘導したと言ってよい。アメリカの同

盟国という立場と中国との間で島嶼領有権問題を現実に抱える立場という 2 つの立場を同

じくする我が国と、海洋法令執行に関する行政面で連携・協力関係を結んで深める方向に

動いていることもフィリピンの新戦略の一つである。なによりも SCARBOROUGH Shoal
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問題で国連海洋法条約に基づいて仲裁裁判所へ提訴したことは、おそらく中国の急所の一

つを突いたことであり、注目に値する。ただし、フィリピン勝訴となった場合、仲裁裁判

無視を公言している中国に対して裁判結果がどの程度の実効性を発揮するのかは、楽観視

できるものではない。 

ベトナムは国際社会で非常に少数となった共産主義国家として、国家イデオロギーを中

国と共有しているはずであるが、南シナ海島嶼領有権問題をめぐっては完全な対立関係に

ある。しかし、トンキン湾の境界画定を成就させた国である。西沙海戦と赤瓜礁海戦で中

国に敗れたが、中越紛争や 2014 年の中国海底掘削プラットフォーム設置強行に伴う公船

衝突事件では中国に勝利している。ロシアやインドとの友好関係を維持し、軍事的支援を

受けながら、アメリカとの関係強化も図り、中国を牽制したいと考える大国全てとバラン

スある関係を深化させつつ、対中バランスを形成しつつある。海洋法令執行に関する行政

面では我が国との関係を強化しており、非常に強かな外交戦略を展開している。  

大きな視点から、フィリピンとベトナムの対中バランシングは融和的にまとまるものと

信じられる。アメリカと我が国の関与目的が対中バランシングである以上、フィリピンと

ベトナムを別個の極として扱う必要性には乏しく、また、両国同士も中国への対応におい

ては協調的スタンスだからである。 

マレーシアとブルネイは相互対立を克服し、共同開発開始に象徴される協調的関係構築

に成功した。対中バランシングには踏み出していないとみられるが、それは中国が直接的

対立を生じさせていない一面があるということに留意が必要である。中国が九段線海域内

で活動する両国に対立しないはずはなく、すでに中国が現在実施中の南沙諸島の FIERY 

CROSS Reef 及びその周辺岩礁の埋め立て人工島化工事は、南沙諸島全域を中国制空権の

下に置こうとするものであり、両国の利害に直接対立するものである。マレーシアとブル

ネイがフィリピンとベトナムと同様に、対中バランシングを指向してアメリカと我が国へ

公然と接触する時期は近づいてきていると思われる。 

Nathan は、中国周辺諸国は中国の台頭と地域リーダーシップに対してはバンドワゴン

を含む政策を用いることによって受容するが、その台頭程度が過大となると、直接対立で

はなくアメリカを用いてのバランシングを指向する、と論じている227。 

アメリカは財政的にも政治的にも、単独で対中バランスを果たしてアジア覇権を回復す

ることは不可能であり、それは国際的にも疑いのない評価と言ってよい。しかし、アジア

において中国による覇権が確立することを許容できず228、その点でアジア諸国と一致する。

イデオロギー的にも多くのアジア諸国の民主主義志向と矛盾なく、アチソンラインの再評

価と現地諸国の自助努力を主体とするライン維持は、アメリカの世界戦略にとって利益と

なる。A2/AD 戦略に対抗する JOAC 戦略を確立し、機能させれば中国封じ込めは結果を

出せるものと見られる。おそらくその中での不安要素は台湾ということになろう。  

中国と台湾は共に九段線或いは十一段線の根拠を公式に示せずにいるが、中国と台湾の

研究者の間ではその法的解釈として考えられるものがいくつか提示されている。一つ目は

「島嶼帰属の線」すなわち、線内の島嶼及び周辺海域は中国に属するため中国が管轄し統
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制する。線内水域の法的地位は線内の島嶼及び群島の法的地位によって決められる。この

説は「中国は南沙群島及び周辺海域に対する議論の余地がない主権を有する」という中国

政府の旧来の立場と一致するとみなされる。二つ目は「歴史的権利の範囲」すなわち、線

内の島・礁・浅瀬・砂洲は中国領土であり、内水以外の海域は EEZ と大陸棚となる。中

国は、島・礁・浅瀬・砂洲の主権及び海域すべての自然資源の主権権利を含む線内の歴史

的権利を求める。海域内の航行・上空通過・海底ケーブル及びパイプラインの敷設の自由

は確保される。三つ目は「歴史的な水域線」すなわち、中国は線内の島・礁・浅瀬・砂洲

及び周辺海域の歴史的権利を有し、線内全海域が中国の歴史的水域とされる。当該水域に

おいて外国船舶は許可なしで航行、通過することができない。台湾の学者の多くがこの説

を支持する。四つ目は「伝統境界線（国境線）」すなわち、線内の島・礁・浅瀬・砂洲及び

周辺海域は中国に属しており、線外の区域は公海または他国に属する。同時に南シナ海諸

島の範囲あるいは外部との境界線でもある。九段線（十一段線）は中国の歴史的な発展の

もとで形成され、近代以来の中国人民の南シナ海での活動範囲に対する認識を反映してい

る。中国の地図が作成された当時の基本的な規範から考えれば、この線は「断続国境線」

であると確認できる。「断続線」による中国の南シナ海における権利は国連海洋法条約の成

立前に形成され、公認されたものである。新しい法制度の確立が一国の旧来の権利を否定

することはできない。国連海洋法条約を根拠として、中国の南シナ海における歴史的権利

を否定することはできない。しかし新たな国際法秩序の確立に伴い、九段線（十一段線）

の性質、地位及び役割は変化しており、新たな定義及び解釈が必要になっている。しかし、

後から確立された海洋法を用いて旧来存在してきた「九段線」の合理性を否定することは

できない。以上が中国と台湾の学者達の多数派の考えのようである229。 

これに対し、アメリカ国務省が 2014 年に九段線と十一段線主張を分析した上で公式見

解を公表した。アメリカは 2009 年時点の九段線と 1947 年時点の十一段線を比較し、全体

として沿岸諸国の海岸線に近付いていること、つまり九段線と十一段線は同じ範囲を主張

しているのではないことを指摘した。さらにアメリカは中国（台湾）の九段線（十一段線）

主張根拠を「島嶼領有権主張の範囲」「国界」「歴史的海域」の 3 つであると判定し、それ

ぞれに対して「主張するに際して陸岸から 12 海里を越えた距離に範囲線を引くことには

法源がない」「他国と主張が重複している海域に確定国境線を一方的に表示することは認め

られない上に、陸岸から 12 海里を越えていることに法源がない」「多くの沿岸国を有する

半閉鎖海は特定国の歴史的範囲となり得ず、中国国内法にさえ法源がない。国連海洋法条

約の歴史的水域の主旨を曲解している。歴史的範囲が認められたとしても、EEZ と大陸棚

は歴史的水域に付属するものではない」と論じて、九段線（十一段線）主張を認めない姿

勢を明らかにした230。 

尚、南シナ海には対立ばかりではなく、例えば海賊に関する分野等、僅かではあるが中

国を含む当事国間協力の実績があることも指摘しておかなければならない事実である231。 
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3 考察 

 

南シナ海島嶼領有権問題においては、中国の長期戦略目標を近隣諸国が認識できなかっ

たことが、これまでの解決策が悉く実を結ばなかった根本的理由であろう。 

中国は短期戦略を変更してきたのである。転機は 1990 年代半ばと 2009 年と見られる。

1990 年代半ばの変更は武力行使を含む強硬な対応から対 ASEAN 協調路線への変更であ

り、2009 年の変更は、協調姿勢から強硬姿勢への転換（回帰）であった。飯田は中国の協

調姿勢への転換背景として、 

①「台湾が 1990 年代より東南アジア諸国との関係強化を目指して実施している南向政策

を阻止して、独立の芽を摘む」ことと、 

②「1997 年から 98 年にかけて深刻化した東アジア金融危機は、東アジア諸国の経済が相

互に分かちがたく結びついており、その安定と発展のためには地域協力が不可欠であるこ

とを、中国を含めた地域諸国に認識させた。ASEAN と日本、中国、韓国からなる

ASEAN+3(APT)が東アジアにおける地域協力の主要な枠組みとして発展してきたが、その

イニシアチブは ASEAN が握っており、地域協力に積極的に関与するためにも、中国は

ASEAN との安定した関係の構築が不可欠となった」こと。そして、 

③「2002 年 11 月の第 16 回党大会において 21 世紀の最初の 20 年間を「重要な戦略的チ

ャンスの時期」と位置付けた中国は、周辺諸国に対して「与隣為善、以隣為伴」（隣国と善

く付き合い、隣国をパートナーとする）方針を示し、2005 年からは中国の台頭が国際秩序

の安定要因となることを強調する「平和発展の道」を国際社会に対して喧伝するようにな

った。中国にとっては、東南アジアに対して協調的な姿勢をとることが、こうした主張に

説得力を持たせるための重要な実践のひとつにもなっていたといえ」ること。さらには、 

④「アジア金融危機の対応において米国や IMF の東南アジアに対する過度な緊縮財政要求

が景気後退や政治の不安定化を引き起こしたことや、アフガン戦争とイラク戦争での米国

の一国主義的行動とイスラム教徒の犠牲者急増が東南アジアでの米国への不満を高めてい

たことから、ASEAN 諸国の対米依存の必要性を低下させてさらには中国と協力して牽制

する余地をすら生み出すために協調的な中国の出現が効果的と見られたのであろう」こと。 

の 4 点を挙げている。そして中国の強硬姿勢への回帰転換背景としては、 

①「国連海洋法条約で認められた大陸棚延長権の申請・データ提出期限が 2009 年 5 月 12

日であり、フィリピン・ベトナム・マレーシアなどが申請に向けた動きを強めたことと南

シナ海問題の国際問題化・多国間問題化への流れに対して、海洋権益の重要性への認識が

高まっていた中国、特に軍関係を中心とする強硬派が反発を起こしたこと」と、  

②「中国経済が南シナ海海上交通路への依存度を生命線と言えるほどに増しているにもか

かわらず、マラッカ・シンガポール海峡はインドネシア・マレーシア・シンガポールに安

全確保が任されており、南シナ海はベトナムによって容易に妨害され得る状況であること」

と、 

③「中国沿岸で原潜秘匿に適した南シナ海を戦略原潜の聖域化とする対米戦略上の要求」  
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の 3 点を挙げている。Quyet は中国の強硬姿勢への転換理由として、「DOC に合意しても

行動を拘束する法的義務が不存在であること」「経済発展による国力増大」「人民解放軍の

増強と愛国意識の高まり」「中台関係の安定」「他の当事国の行動が中国の過剰反応を導い

ていること」「米国のアジア戦略が ASEAN 諸国との協力による間接的投影へと変化した

こと」との 6 点を指摘している232。 

整理すると、1990 年代半ばの協調路線への変更の理由として指摘されることは、

「ASEAN 諸国との関係改善によって、経済の持続的発展に有利な安定した国際環境を構

築すること」と「東南アジアにおける中国に対する安全保障上の懸念を緩和することによ

って、外交面や軍事面で地域諸国がアメリカに依存する必要性を低下させ、この地域にお

けるアメリカの影響力を低減させること」の 2 点であり、2009 年の強硬姿勢への回帰の

理由は、「海洋権益、とりわけ経済的な利益を確保する必要への認識の高まり」と「経済発

展や安全保障にとって南シナ海における海上交通路の重要性が高まっていること」さらに

「対米戦略におけるこの海域の重要性が高まっていること」の 3 点であったと言えよう。 

ここまで論じてきたように、中国の長期戦略目標はアメリカと覇権戦略での雌雄を決す

ることにある。中国の立場から見ると南シナ海で起こっている諸問題は、世界戦略、具体

的には対米戦略の枠の中にある。極端に表現すれば、「周辺諸国を相手にしていない」とい

うことであろう。周辺諸国に限らず我が国も、そして当のアメリカも中国の長期戦略目標

を誤解していたのではないだろうか。中国は単純に南シナ海の資源を欲してアジア海洋覇

権を握ろうとしていたのではなく、一極覇権による世界の恒久平和を成就するという最終

目標へ向かっているのである。そしてそれを効率よく進めるために、短期戦略と戦術を時々

の世界情勢に合わせて柔軟に変更してきた。主として軍部が「剛」を、北京政府が「柔」

を外面に見せることで諸外国の反応を測りながら政策を決定してきたと考えられる。これ

を外から観察すると、長期戦略目標が非常に見えにくく、むしろ情勢に合わせて柔軟に戦

略が変更されていると見える上に、政府が軍をコントロールしきれていないような印象を

受けるのである233。 

それでは中国の中期戦略目標は何であろうか。それは台湾併合であろう。中国共産党政

府の正統性は、台湾に中華民国政府が存在している事実によって毀損されていると信じら

れている。言い換えれば国共内戦は終結していないということである。北京政府が台湾併

合への段階として実現しなければならないことは、台湾独立阻止とアメリカの直接介入阻

止である。アメリカの直接介入を阻止することが独立機運を削ぐことであり、また併合実

現手段の選択肢を多くすることにもなる。 

つまり中国の長期・中期の戦略には矛盾がなく、中国にとって現在の南シナ海島嶼領有

権問題は対米戦略に他ならない。それに気が付かず、または過小評価し、或いは荒唐無稽

であり得ないこととして信じなかった世界中の国家は、2007 年頃から兆候を見せ始めて、

2009 年にはっきりと姿を現した中国の覇権主義の実行で目を覚まされることとなった。フ

ィリピンとベトナムは、二国間協議や ASEAN といった地域機関による協議は、そもそも

中国の長期戦略に対応できておらず、短期戦略への対応は対症療法的な一時的効果しか生
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じない上に、中国に時間を与えて覇権政策の実行を既成事実化しているに過ぎないことに

気付いた。そして対中政策を転換し、域外諸国と連携しての対抗を開始したのである。中

でもアメリカをアジアに引き戻して中国の長期戦略に対応する必要性にはっきりと気が付

いたことに留意する必要がある234。 

アメリカは中国の長期戦略における当事国である。しかしながら、アメリカ自身がそれ

を正しく認識していなかった。アジアから撤退しても中国の覇権主義が現実化する、とは

想定していなかったようである。資本主義先進諸国が共産主義独裁国家の中国へ競って経

済投資をして、中国の目覚ましい経済成長を成功させたことが、覇権主義の現実化を大き

く促進した結果を生んだとすれば皮肉である。アメリカが中国の中期戦略を公式に認識し

たのは 2010 年或いは 2011 年であるが、長期戦略を確信したのは南沙諸島での人工島建設

が生起した 2014 年或いは 2015 年ではないかと思われる。我が国も同様であろう235。 

南シナ海島嶼領有権問題における政策実行では、中国が遅れを取り戻して既に先行して

いる状況である。今後の推移は各国の覚悟にかかっていると思われる。中国の覚悟は揺る

ぎないものであると評価されよう。それに比してフィリピン・ベトナム・マレーシア・ブ

ルネイの覚悟はどうであろうか。経済面での中国依存と南シナ海島嶼領有権問題をバラン

スさせながら対応している現状からは、覚悟が定まっているとは評価されないし、中国の

目には御しやすい小国としか映らないであろう。アメリカも確固たる覚悟を持っていると

は言えなかった。つまり独裁国家かつ大国である中国が覚悟を定めている以上、中国の強

硬策による既成事実化は後退することなく進展していくものと思われ、現実に中国の実際

の行動は強硬さを増してきていた。言い換えれば、協調的な発言と強硬的な行動という乖

離した言動が並立することで狡猾さを増していたのである。中国は南シナ海に防空識別圏

の設定を予定し、その実行力担保の目的で、南沙諸島での人工島航空基地及びレーダー網

の構築を進めていると思われている。そしてそれら構想の実現が南シナ海沿岸諸国と南シ

ナ海シーレーン利用諸国にとっては直近の脅威と考えられているのである236。常設仲裁裁

判所が中国の主張を却下して、フィリピンの一方的提訴による九段線の法的有効性その他

に関しての審理開始を決定し、「航行の自由作戦」でようやくアメリカが覚悟を定めたよう

に見える 2015 年 10 月以降、圧倒的に不利な国際看視の下で、中国の強行政策は減速或い

は停止を余儀なくされる局面となった。しかしアメリカ単独では対処に限界がある事実は

変わりなく、各国協同での対応継続を進める必要がある。 

中国の弱点はアメリカを見過ぎる反面、アジア軽視で足元を掬われる可能性があること

であろう。菊池はこの点に関して、「東南アジアには近年多様で重複的な地域制度が形成さ

れている。いくつかの例を挙げると、アジア太平洋経済協力会議（APEC）・東南アジア諸

国連合（ASEAN）・ASEAN 地域フォーラム（ARF）・ASEAN+3（日中韓）・東アジア首

脳会議（EAS）・ASEAN 国防相会議（ADMM）プラス・東アジア包括的経済連携協定

（RCEP）・日中韓 FTA 交渉といったものがある。これらは中小国が主導し、規制力も弱

いものが多いとはいえ、多様で重層的な地域制度としての束になることで全体としては強

い規制力を有するに至っている」と論じ、「米国や中国といった大国といえども地域の中小
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国を無視した行動は採りづらくなっているどころか、これらの地域制度を巡る外交ゲーム

に参加し、地域制度を自国に有利に導かなければならない。そうした重層的な束の中心で

ある ASEAN、ASEAN 最有力国であり非同盟主義思想の残るインドネシア、インド太平

洋概念の誕生背景であり非同盟主義であるインドの動向が大きく影響することになるため、

これらの諸国や制度をいかに誘導するかが重要である」と述べている237。 

他には、中国の近年来の覇権政策を支えてきた経済成長が今後も継続される保証はない

ことが挙げられる。中国は、内政問題次第では長期戦略どころではなく、国家存続の危機

に瀕する可能性を抱えているのである。外交と軍事衝突に際して敗北が絶対に許されない

一党独裁政権体制そのものが政策を硬直化させており、中国自身の最大の短所といえよう。 

南シナ海島嶼領有権問題での敗北を避け、中国の地域覇権さらには世界二極覇権を回避

するためには、近隣諸国側はアメリカと共に覚悟を定めて対中バランス極を形成する必要

がある。 

 

 

第 3 節 対中バランス極形成への問題点と課題 

 

 対中バランス極は容易に形成されるであろうか。国家間連携が成立するためには越えな

ければならないハードルも多い。 

 

 

第 1 項 過去の取組の失敗原因除去の可否 

 

 本章第 1 節第 7 項で論じたが、これまでに提案された南シナ海島嶼領有権問題解決案が

実を結ばなかった原因としていくつか指摘することができる。 

 

 

1 無主地の先占論理 

 

本論理の否定は困難である。ただし、先占論理は無主地の存在を認識するだけでは成立

しえず、実際に物理的な接触を伴った占有が必要となる。しかし占有といっても囲い込み

さえすれば良いというものではなく、「無主物の先占においても、占有物の利用が不適切で

あれば、所有権は付与される必要はない」との指摘があることに留意すべきであろう238。 

西沙・南沙両諸島は、サンフランシスコ講和条約で我が国が放棄した事実があり、その

時点で無主地に戻ったと解釈される以上、先占論理が用いられることは当然の帰結であり、

非難されるものがあるとすれば、サンフランシスコ講和条約の草案作成諸国、つまりアメ

リカ・イギリス・フランスに代表される連合国ということになる。非難されるべき点は、
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継承国なしの無条件放棄とした点であり、同条約で一時的にせよ、継承国が定められてい

れば情勢は全く異なったものになっていたはずである239。中華人民共和国と中華民国に関

する国際政治の力学から両諸島の継承国を定めなかったとの分析も可能であろうし、当時

の基本的認識としては「無価値の無人岩礁海域に過ぎず、領有対象になり得ない」という

程度であったとも推察される。無人岩礁海域である以上は、統治対象地域としてとらえる

ことに無理があったとも言えよう。 

南シナ海島嶼領有権主張諸国全ての実効支配が無主地の先占論理に基づいているなら

ば、本論理の適用否定は実効支配現状の否定に帰結するため、適用否定に合意する国は出

ないはずである。しかし、ベトナム・中国・台湾は無主地の先占論理ではなく、国家継承

や歴史的領有権を根拠としての主張をしている。つまり本論理の適用は領有権主張諸国の

相違ではないと解することができる。しかし、それらの国家継承や歴史的領有権の主張が

法源や証拠の不十分さによって国際承認を得ることができていない状況もあり、無主地の

先占論理の方が主張根拠としては理解を得られやすく、事実、国際社会において優勢なよ

うに見える。 

ただし、無主地の先占論理はローマ私法の不動産取得方式を国家領域取得へ類推した伝

統的国際法であり、古典的解釈として現代国際司法ではあまり援用されない傾向であり、

国家の主張権原優位性の相対的比較と、国家権力の行使または国家機能の遂行に裏付けら

れた実効支配の存在が重視されていることに留意するべきであろう。ただし、それらの具

体的な程度や条件は明確ではなく、さらに多くの国際司法判例の蓄積が待たれる状況であ

ることも事実である240。 

 

 

2 分割領有主張の不存在 

 

南シナ海島嶼領有権主張諸国の主張は、「全域領有」か「主張領域の完全領有」のいず

れかであり、その点では協調的な雰囲気は見られない。相互に複雑に入り組んだ実効支配

地を認め合って、分割領有を合意するということは当初から選択肢になかったのである。

現在でもその方針に変化はないものと解される。しかし、将来的に何らかの着地点を見出

すためには相互に譲歩しあうことが不可避と思われる。 

これまで数多く公表された解決策提案には「共同開発」が多くみられる。ここで共同開

発は二種類あることに留意する必要がある。一つは領有権主張国自身による提案、もう一

つは領有権主張国以外の国による提案である。前者は「主権は自国に属するもの」として

協力国の承認を得ようとするものであり、後者は「主権主張を棚上げ」するものであり、

以って非なるものである241。そして前後者を問わず、領有権主張の柔軟性のなさが原因と

なって、領有権主張国間での共同開発は成立が困難であり、結果としては領有権主張国一

国が領有権主張国以外の国と組んで実施する共同開発ばかりが実績として蓄積されている

のである。 
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3 不確かな海底油ガス田情報 

 

ECAFE による資源探査が実施された 1969 年は技術的に未熟な時代であり、確実性を担

保するものでは全くない。本来、冷静な地域諸国であれば、共同資源探査を指向してその

調査精度を高め、結果を共有することがあるべき姿ともいえるが、当時の南シナ海沿岸諸

国は ECAFE の調査結果を盲信して、支配領域の争奪に傾倒した。現在、商業開発に成功

している海底油ガス田はブルネイ周辺とベトナム南東沖大陸棚に偏在しており、沿岸諸国

による過去の探査実績を考慮しても、4 諸島周辺における海底油ガス田の埋蔵可能性は再

検証されるべきであると言える。しかし、国際機関による再調査を容認するだけの協調的

雰囲気は失われており、領有権主張諸国が実効支配領域で個々に実施している非公表の調

査結果に依る以外ないのが現状である242。 

 

 

4 中国の覇権主義 

 

本論でこれまで論じてきたことであり、実際上の最大の問題である。これがなければ南

シナ海島嶼領有権問題はおのずと解決される可能性が高い。中国自身は南シナ海島嶼領有

権問題が解決しない要因として、「中国海軍の能力不足」「ASEAN 結束による対抗」「日米

の介入と ASEAN との連携」「台湾と ASEAN の接近」と分析しており、「中国海軍の増強」

「ASEAN 弱体化」「中国と ASEAN の友好化」を進めることで、中国主導での解決に向か

って行動している243。つまり、中国が覇権主義を放棄することはあり得ず、近隣諸国がそ

れを望まないのであれば、対抗する以外にない。対抗策としては、「ASEAN を中心として

の対抗」、「アメリカにバンドワゴンしての対中アジア極の形成」、「アメリカに頼らずに中

国近隣諸国のみによる共闘」、「中国を弱体化させる戦略を採用して中国を崩壊させる」こ

となどが考えられよう。しかし、ASEAN は対抗軸とはなり得ないことがはっきりとして

きており、アメリカに頼らない共闘は対抗力とはなり得ず、アメリカにバンドワゴンして

の対中アジア極の形成が、最も現実的かつ効果的な戦略と考えられる244。 

 

 

第 2 項 ASEAN の抱える問題点 

 

 ASEAN は南シナ海島嶼領有権問題に対して、1992 年 7 月にマニラで開催された第 25

回 ASEAN 外相会議から公式関与を始め、同会議では「南シナ海に関する宣言（マニラ宣

言）」が公表された245。マニラ宣言は 1976 年の首脳会議で採択された、武力の不行使、紛

争の平和的解決を誓約する「東南アジア友好協力条約」の諸原則適用を勧告している。そ
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もそも「非軍事的な地域共同体」246である ASEAN は東南アジア諸国にとって、南シナ海

島嶼領有権問題の平和的解決において中国への対抗軸となることが期待されていた247。フ

ィリピンとベトナムは ASEAN を舞台に中国対抗陣営を形成して、南シナ海島嶼領有権問

題で有利な位置を取れると考えていたし、インドネシアの協力も非常に真摯なものであっ

た。しかし、中国の実施した分断工作で ASEAN は問題点を露呈し、機能不全に陥ってし

まった。分裂への危機感が生じたことが、その後の ASEAN 再結束への自助努力を導くこ

ととなり、2015 年末の「ASEAN 経済共同体（AEC）」248発足に向けた亀裂回避の意識の

下、強制力は持ち合わせていないが中国への対抗軸としての動きが再燃しつつある。  

 

 

1 領有権主張国と非主張国の差異 

 

2012 年 7 月の ASEAN 外相会議で露呈したように、ASEAN 内において南シナ海島嶼領

有権問題対応についてのコンセンサスがない。つまり、ASEAN 諸国間には南シナ海で大

きな経済的、戦略的利害を持つ国とそうでない国との間に断層があるのである249。 

これは南シナ海島嶼領有権問題に特有のものではなく、ベトナム・タイ・ラオス・カン

ボジア・ミャンマーと中国が利害関係国であるメコン川水資源配分に関わる環境問題でも

見られている。メコン川問題に関わりのないインドネシア・マレーシア・フィリピン・シ

ンガポールは、ASEAN 原加盟国にもかかわらずあまり関心を持っていない。それ故に、

ASEAN として中国に対しての議題としたことはなく、むしろ大メコン圏首脳会議250で取

り扱うテーマとみられている251。 

南シナ海島嶼領有権問題では、ベトナムとフィリピンは領有権主張国であり、かつ中国

と直接対峙している。マレーシアとブルネイは領有権主張国であるが、中国との目立った

対立がない。そしてこれら 4 か国の主張も相互重複している。インドネシア252とシンガポ

ールは南シナ海沿岸国として南シナ海で大きな経済的・戦略的利害を持ち、中国へ警戒感

を持っている。インドネシアはナツナ諸島領有権をめぐる主張重複から、2010 年に中国の

九段線主張への抗議を国連に申し立てており、COC 締結推進国である（ASEAN 議長国で

あった 2012 年に、Marty 外相が 9 月 27 日の ASEAN 非公式会談で COC 草案を回覧する

等253、イニシアチブをとってきた）。シンガポールは中国に対して、九段線主張論拠の明

確化を求めている254。しかし、カンボジア・ラオス・ミャンマー・タイは南シナ海島嶼領

有権問題においては非主張国であって、対中関係を損なう危険を冒す気はなく、南シナ海

島嶼領有権問題では沈黙を守っている。さらに、フィリピンとベトナムはアメリカとの安

全保障関係構築による対中バランシングを目指しているが、対中穏便に利益を見出す他の

加盟国との乖離が大きくなり、全会一致原則の ASEAN が統一的対応を実現することはま

すます困難になっている255。 

 

 



115 

 

2 中国による分断工作 

 

 中国はカンボジア・ラオス・ミャンマー・タイを主な対象として、過去 20 年間に亘っ

て緊密な政治・経済・安全保障関係を築くことで、南シナ海島嶼領有権問題に関する

ASEAN 分断を図ってきた256。カンボジアが議長国であった 2012 年 7 月 12 日と 13 日に

開催された ASEAN 外相会議は、史上初めて共同宣言が採択されずに閉幕し、フィリピン

がカンボジアを「中国を困らせることになるようないかなる措置にも抵抗した」と非難す

る事態となった。白石は「中国の分断工作が成功したことで、ASEAN は経済面に特化す

ることで再結束を図るしかなくなった。また中国は 2000 年以降、ASEAN プラスの地域

協調の枠組みをうまく利用して、米国を排除しつつ自らの比重を増してきたが、いまでは

中国が最大のリスクとなった。今回の事件は、中国の言う「与隣為善、以隣為伴」（隣国と

よしみを結び、隣国をパートナーとする）が、自らの「主権」的利益と対立するとき、ど

れほど容易に放擲（ほうてき）されるものであるかを如実に示すものであったので、これ

が東アジア国際関係にもたらす影響は決して小さいものではない」と論じている。稲田は

カンボジアをケーススタディーとして中国による援助の拡大とその効果を検証し、南シナ

海島嶼領有権問題においては「短期的には成果を上げたと言えるかもしれない」と論じる。

しかし、長期的にも継続的に影響力を持ち得るかは不明であるとする。さらにカンボジア

事例の東南アジア諸国への一般化を、経済開発・内政・外交のいずれにおいても限定的に

過ぎないとの検討結果を導いている。暫定的な結論としては「「内政不干渉」原則をかざし

ながら、その政治的帰結として米国（あるいは欧米）の影響力からの自立を促進する中国

のアプローチは、必ずしも成功しているとはいえない」という257。 

ASEAN は亀裂修復と再結束を優先させることとなり、同年 11 月 18 日の ASEAN 首脳

会議議長声明でも COC 交渉時期を明示することは回避された258。フィリピンは翌年の中

沙諸島 SCARBOROUGH Shoal を巡る対立を ASEAN に持ち込まず、国際海洋法に基づ

いて仲裁裁判所へ提訴する選択をすることになった。ミャンマーが議長国であった 2014

年 5 月 11 日の ASEAN 首脳会議は西沙諸島沖での中越衝突の最中であり、ベトナムが強

く求めたにもかかわらず、南シナ海島嶼領有権問題には踏み込まずに控えめに触れた程度

の議長声明となった。ASEAN 外交筋は「これまで反中国派と親中国派の仲介役を果たし

てきたインドネシアや、会議を仕切るミャンマーが、南シナ海問題に深入りしないよう調

整を続けた」と指摘しており、さらに反中国派の急先鋒であるフィリピンへは、ミャンマ

ーによる会議中の厚遇（重要会議の時にだけ「迎賓館」として使用するホテルを提供する

など）といった懐柔策が功奏した可能性が報じられている。中国の分断工作は効果をあげ

たと言えよう259。 

しかし、AEC 発足を年末に控えた 2015 年 4 月 26 日、ASEAN 外相会議で南沙諸島に

おける中国の島嶼埋め立て工事の中止を求める声が上がり、ASEAN 首脳会議閉幕後の 4

月 28 日に発表された議長声明では「漠然とした「懸念」にとどまっていた従来の声明か

ら踏み出し」て、中国の埋め立て工事を「信頼を傷つけ、平和や安定を損ねかねない」「深
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刻な懸念を共有する」と明記、ASEAN が連携して中国の海洋進出を牽制する姿勢をとっ

たのである。中国は直ちに反発し、改めて二国間問題であることを主張するとともに、「一

部の国家」という表現で我が国やアメリカの干渉を牽制した。その後、2015 年 5 月 31 日

のアジア安全保障会議では中国の説得工作が奏功し、インドネシアやシンガポールが積極

的に中国を支持することとなった。ASEAN はアメリカとオーストラリアさらに我が国の

積極的関与が始まったにもかかわらず、分断状態を脱することはできなかったのである。

アメリカの「航行の自由作戦」が開始された直後の 2015 年 11 月 4 日にクアラルンプール

で行われた第 3 回拡大 ASEAN 国防相会議（ADMM プラス）では「南シナ海島嶼領有権

問題の明記」を求めるアメリカと「具体的な問題所在の明記を避ける」中国の対立が深刻

となった影響で共同宣言採択は見送りとなり、議長国マレーシアが出した議長声明でも具

体的争点には触れず、COC 早期策定を目指すとされた。領有権主張国と非主張国の間の溝

は深くなるばかりであり、ASEAN に南シナ海島嶼領有権問題取り扱いを期待することは

できないと判断せざるを得ないであろう260。 

ASEAN の盟主を自認するインドネシアは、対中姿勢を定めかねているように見える。

過去、COC 策定に積極的であったし、ナツナ諸島問題を抱えているためにフィリピンとベ

トナムに対して明らかに協力的であったし、ASEAN 分裂回避に全力を尽くした。逆に言

えば、インドネシアを抑えることが ASEAN を抑える一番の近道と考えることもできる。

中国のナツナ諸島接近は最近報告されておらず、インドネシア内海の船舶管制レーダーシ

ステム整備への協力やジャワ島新幹線建設を破格の条件で契約締結するなど、インドネシ

アへの中国の懐柔工作と思われる行動が続いている。ASEAN が関係する国際会議におい

てインドネシアは対中協調的言動が続いており、中国の対インドネシア政策は効果をあげ

つつあるように観察される。 

中国の分断工作が効果を持続するのか、あるいは再結束に向けた ASEAN の自助努力が

継続されて、中国の分断工作に勝るのか、その判断は AEC が発足してある程度の安定を

迎えた後まで待つべきであろう。 

 

 

3 ASEAN の限界 

 

全会一致と内政不干渉の原則を重視する ASEAN で、対中利害の異なる加盟国が中国へ

の対抗策で一致することはそもそも困難である261。また本来、非軍事的地域共同体である

ASEAN が、威嚇や行使を伴う武力が付帯する国際問題解決に適した組織かどうか、疑問

が残る262。つまり、ASEAN は南シナ海島嶼領有権問題においてはマニラ宣言を原点とし

ており、平和的解決の誓約という束縛を常に受けている。しかし現実には武力衝突が頻発

しており、決して平和的に推移しているとは言えない。言い換えれば、机上と現実の乖離

が進行しているのであり、ASEAN は現実を反映する受け皿にはなり得ないのではないだ

ろうか。また、二国間問題か、多国間問題かが明確化されていない南シナ海島嶼領有権問
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題では、ASEAN ならずとも関与程度が不安定となることは避けられないのである。さら

に ASEAN の構造的な問題として指摘されることは、ASEAN では最終的に声明草案の作

成が議長国に委ねられるということである。つまり議長国の利害が最も重要なファクター

となるのであり、南シナ海島嶼領有権主張国 4 か国以外、インドネシアとシンガポールは

中国にある程度対抗的であると考えると、残る 4 か国が議長の年には ASEAN の意思決定

と表明は中国の分断工作に支配されると考えられるのである。そしてこれらは 2012 年に

既に証明されている。尚、アメリカが ASEAN や ARF を舞台に南シナ海島嶼領有権問題

に介入を始めた 2010 年の議長国はベトナムであった。 

ASEAN の盟主を自認しているインドネシアでは 2012 年時点において、ASEAN の限界

が 2 点指摘されている。「合意形成の意思決定プロセスが機能していないこと」と「加盟

国の内政には不介入との方針が徹底されていないこと」である。そして 2015 年に ASEAN

共同体を実現する青写真どころか、「もはや機能不全の共同体に成り下がってしまった」と

して、ASEAN 共同体論の存廃を問い直すべきとの議論が出ている。また、タイでは「非

効率の代名詞」であるジャカルタの ASEAN 本部事務局では、2015 年の AEC 創設に向け

て目的と機能が明確でない新委員会が次々と立ち上げられて官僚機構の肥大化ばかりが進

み、本来の改革に着手していない組織体としての ASEAN が批判されている。そしてシン

ガポールでは加盟各国の立場の違いを考えると、ASEAN が 1 つとなって中国と対決でき

る選択肢はないと分析されているのである263。 

 

 

4 中国との力の差 

 

ASEAN 加盟国は中国との二国間関係においてはもとより、数か国協調して、或いは

ASEAN 全加盟国が一致したとしても中国との力の差は歴然としている。経済面は言うに

及ばず、軍事面でも比較以前の差があることはあまりにも明らかである264。そのため、フ

ィリピンとベトナムが ASEAN の枠を出て国際機関や国際世論、中国との間に類似の問題

を抱える我が国や、中国を抑える力のあるアメリカや EU 等との協力・連携を指向したこ

とは当然の帰結ともいえるのである。 

顕著な例を挙げる。1995 年の ARF では MISCHIEF Reef 事件を受けて ASEAN が問題

を提起するかどうかが問題となったが、議長国ブルネイは事前に議題を詰める ARF 高級

事務レベル会合の時点で中国の抵抗と圧力を感じ、ASEAN として南シナ海島嶼領有権問

題を提起することは出来ないと判断し、我が国の政府関係者と個別に接触した際に、「日本

から提案して欲しい」と依頼したといわれている。同年 5 月の中国の核実験に不快感を覚

えていた我が国政府はブルネイの依頼を受け入れ、南シナ海島嶼領有権問題を ARF 議題

として提起した。結果として、中国は ASEAN との閣僚間対話に同意し、ARF の場で南シ

ナ海島嶼領有権問題の平和的解決の意志を示すとともに、その後、中比間で「南シナ海と

他の分野の協議に関する声明（中比二国間の南シナ海の行動規範）」に署名し、さらに同年
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10 月の第 6 回南シナ海紛争ワークショップで「水位・潮流調査」「海洋生態系多様性調査」

「データベースと情報交換及びネットワーク化」の 3 つの共同プロジェクトの実施を各

国・地域政府に推薦することにも、この時点では同意したのである265。 

 

 

5 ASEAN が中国に結束して対抗する条件 

 

 ASEAN が結束して中国に対抗するためには、マレーシアとブルネイはもちろんのこと、

インドネシア・シンガポール・カンボジア・ラオス・ミャンマー・タイまでもが、中華的

天下の恢復という中国の国家目標と戦略を正しく認識して危機感を共有することが絶対条

件となる。中国の覇権確立とは華夷秩序の恢復であり、即ち自国が朝貢国と位置付けされ

ることに他ならない。朝貢国は現代で云う所の「自治区」であり、チベット・新疆ウイグ

ル・チワン・内モンゴルにおいて既に実現されている。それを受け入れるか拒絶するかは

各国の自由であるが、おそらく受け入れる国はないと思われる。 

現在の ASEAN が結束して対応できないということは、ASEAN 諸国が中国の真意を見

抜けていないということなのか、経済的支配を受けて政治的に手枷足枷がはめられている

ということなのか、或いは 2005 年の中国・フィリピン・ベトナムの三国間合意した共同

資源探査の流産原因のように、政府首脳が中国から利権供与されているのか、これら以外

の理由によるものか、いずれにしても中国の覇権戦略の本質と脅威を共有できていないと

いうことになる。 

 

 

第 3 項 バランス極形成へ向けて 

 

 中国をバランスするためのアジア極のメンバー国及びイニシアチブ国となり得るのはい

ずれの国であろうか。そして対中アジア極はアメリカの JOAC戦略への整合的協力以外に、

どういった行動をとればよいのであろうか。 

 

 

1 メンバー国 

 

第一段階としてはフィリピンとベトナムと我が国による極を形成し、アメリカと連携す

る。その後はマレーシア・ブルネイ・インドネシア・シンガポールの参加が期待されよう。

中でもシンガポールは極の持つ経済力と金融力への影響を大きくする面で非常に期待され、

インドネシアは我が国のシーレーンの多様性を担保する面での期待が大きい。ただし、こ

の両国は中国との間で経済分野の関係深度化を指向しており、直接的な領有権対立を抱え

ていない以上、2015 年のアジア安全保障会議で明らかになったように、中立的立場を指向
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する傾向があることに注意を要する。 

 メンバー国間での意見の相違は、本章第 3 節第 1 項で論じたように「無主地の先占論理」

「分割領有主張の不存在」「資源の再探査」といった面で生じている。しかし、それらが対

中バランス極形成の阻害要因となってはならない。なぜなら、それら意見の相違がこれま

で協調を阻害して、中国による二国間個別撃破を許してきたからである。そのため、それ

らを棚上げして極の形成を最優先とし、バランシングできてから意見の擦り合わせをすれ

ばよいのであり、順序の問題である。 

 国連海洋法条約に誠実に基づいた全島嶼岩礁の共同調査とそれに基づく個々の再定義、

共同資源探査と調査結果の共有からは、各国の主張が変更される可能性や、主張の柔軟性

獲得の可能性が予見されるのである。同時にそれらは国際社会での立場をより有利なもの

とするであろう。 

 

 

2 イニシアチブ国の条件 

 

 イニシアチブをとるためにはある程度の国力がなければならない。メンバー国が追従す

るだけの力が必要である。その力としては、経済力・金融力・軍事力・政治力・文化力等

が考えられる。そしてメンバー国から望まれる国でなければならない。本論におけるアジ

ア極は中国に対抗することが直接的な目標であるから、経済力に秀でていることが必要と

思われる。金融力はアメリカやシンガポールさらにはイギリスといった世界マーケットの

支配力に左右されるため、絶対的な力を求めることには無理があろう。軍事力は最終的に

はアメリカ軍を後ろ盾にすること以外にない。南シナ海シーレーンの防衛枠組みとして最

も現実的かつ有効であるのは、我が国とアメリカ及びオーストラリアによる協力体制確立

であり、アメリカ海軍が駆けつけられない場合の措置として ASEAN 諸国との共同的な体

制を作っておくことに意味がある。我が国単独でのシーレーン防衛は能力的に非現実的で

ある266。政治力は、アジア極がアメリカの後見の下に存する前提である以上は、軍事力と

同様の解釈でよいはずである。文化力は物差しがない。 

メンバー国から望まれる国は、すでに具体名が挙げられている。インドネシアは領有権

主張国ではないが、ASEAN を主たる舞台として南シナ海島嶼領有権問題を収拾させよう

と汗を流した国であり、シンガポールと共に 1990 年から 1992 年にかけて、中国だけが突

出した一強八弱の地域バランスを崩すために、将来の共同開発の資金援助先としての期待

を理由として我が国の ASEAN 招聘を提案していた。同時にアメリカにも接近してアメリ

カの地域影響力を残す努力をした。マレーシアは中国への立場を有利にしたいとの計算を

もって、SWALLOW Reef の観光開発に日系企業と連携した。また、アメリカへ接近し、

さらにはインドとは軍事協定を締結した。フィリピンはアメリカ軍撤退後の 1993 年 5 月

に開催された南沙諸島領有権問題協議の国際会議に我が国を招聘すべく行動し（実現はし

なかった）、現在では我が国の関与と二国間の密接な防衛協力を求めている267。ブルネイ
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は 1995 年の ARF で我が国の介入を求めて実現させた。タイは領有権主張国ではないが、

1990 年に日泰軍事演習を提言してきた。つまり、領有権主張国・非主張国を問わず、ASEAN

諸国は我が国の関与を、程度の差こそあれ、待望していると判断できるのである268。 

アジア経済に決定的な影響力を及ぼすことができ、関与を望まれている国家であれば、

イニシアチブ国家としてふさわしいのではないかと思える。この二条件でアジア諸国を見

渡すと、我が国以外に条件に合う国は見つけられない。 

 我が国はアメリカと同盟関係にある。それもアメリカの軍事力を後ろ盾とする以外にな

い対中アジア極のイニシアチブ国としてはふさわしいものと思える。 

 

 

3 他の領域紛争問題との連携 

 

 中国の覇権戦略に対抗するためには、南シナ海島嶼領有権問題のみの看板では物足りな

い。中国は周辺地域で既に衝突を起こしている。一つは新疆ウイグルにおいて、一つはチ

ベットにおいて、一つはカシミールにおいて、一つはブータンにおいて、一つは東シナ海

においてである。本論の主旨から逸れるため、個々に詳しい言及はしないが、これらは中

国周辺部を取り囲むように位置しており、中国の膨張主義をいみじくも描き出している。

これらの事案と連携することによって、南シナ海島嶼領有権問題は二国間問題ではなく、

中国の覇権主義による問題であるとの本質が明確化され、国際問題として国際社会と国際

世論に認識される。同時に対中アジア極はその力を最大限に発揮することになるのである。 

 

 

4 国際司法機関への集団提訴の検討 

 

 中沙諸島 SCARBOROUGH Shoal 領有権問題に関して、現在フィリピンが国連海洋法条

約に基づいて仲裁裁判所に一方的提訴、受理され審理中である。南シナ海島嶼領有権問題

は中国の九段線が主たる課題であり、中国が交渉のテーブルに着いて誠実信義に基づいた

協議に参加しようとしない姿勢の源でもある。九段線主張や中国の実効支配手法に手枷足

枷を嵌めるために、フィリピンの一方的提訴を参考に、国際司法機関の有効活用を検討す

るべきである。またその実施をためらわないことが、国際世論に訴えかけることとなるの

である。 

 すでにベトナムがフィリピンを参考として提訴を検討していると言われており、中国が

最も嫌う「問題の国際化」「国際機関の介入」への誘導は非常に有効な対中戦術となりうる

のである。さらに言えば、南シナ海島嶼領有権問題を解決に導く平和的手段として、最も

可能性がある方法であると考えられる。なお、インドネシアもナツナ諸島 EEZ と九段線

が重複することから、中国に対して地図の書き換えなどを求めているが、対話による解決

が早期に実現しなければ国際司法機関へ提訴する姿勢を示した。常設仲裁裁判所がフィリ
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ピンの一方的提訴を受理したことが背景にあると信じられる269。 

 

 

5 環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）270 

 

 中国が ASEAN 分断工作に成功したのは、経済分野で大きな影響力を持っていたからで

ある。つまり、経済面での中国の影響力を抑えることが対中バランス極にとって重要な条

件となる。しかしそのために自国の経済成長を犠牲にすることは許容されないであろう。

そこで有効と考えられるシステムが TPP である。本論では TPP を論じないが、TPP 参加

国として、原加盟 4 か国はシンガポール・ブルネイ・チリ・ニュージーランドであり、ア

メリカ・オーストラリア・マレーシア・ベトナム・ペルー・メキシコ・カナダ・我が国が

拡大加盟国となる。さらに参加表明をしたことがあるフィリピン・タイ・台湾は将来的な

参加可能性国と考えられている。アジアに局限してみると、シンガポール・ブルネイ・マ

レーシア・ベトナムそして我が国がアメリカを含めた経済連携によって結ばれる。そして

参加可能性国と考えられている 3 か国は東南アジア国家、さらに言えば南シナ海沿岸国で

ある。対中バランス極の経済面での連携手段としては現状では最適のシステムであると考

えられる。菊池は「潜在的には地域制度が中国の行動に対抗するための制度へと変化する

可能性もある。或いは、中国を排除した地域制度の強化の動きが加速化する可能性もあり

うる。地域制度が対中均衡の色彩を強めることもありうる。例えば、環太平洋パートナー

シップ協定（TPP）は中国排除を目的としたものではないが、そうした性格のものに変容

する可能性もある」と論じている271。 

 

 

6 東南アジア非核兵器地帯条約（SEANWFZ 条約）272 

 

 1995 年 12 月 15 日の東南アジア 10 ヶ国首脳会議（当時の ASEAN 加盟 7 か国とカンボ

ジア・ラオス・ミャンマー。現在の ASEAN 全 10 か国）で採択され、1997 年 3 月 27 日

に発効した SEANWFZ 条約は、締約国の領域・EEZ・大陸棚を非核化することを定めて

いる。また、核兵器国の船舶及び航空機への配慮は、無害通航権・群島航路帯通航権・通

過通航権によらず、各締約国が独自に決定できる。ASEAN は中国に対しても締約を求め

ているが、条約の作成者たちが条約の目的を公表していないため、ASEAN の意図は明確

ではない。ただし、現在の各国の南シナ海島嶼領有権主張を基にすると、既に南シナ海の

中央部以南（西沙・南沙諸島、SCARBOROUGH Shoal を含む）は条約適用範囲となって

おり、原潜の活動範囲が東沙諸島を含む海南島東方海域に制限されることになってしまう

ため、中国は締約に難色を示している。しかし対 ASEAN 政策の一環として中国は条件付

き署名の姿勢を示して ASEAN を懐柔しようとしているとも言われている。現在のところ、

評価が困難であるが対中バランスを図る手段としての可能性はあると言えよう273。 
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センター東南アジア・プログラム部長は「中国の台頭と、過去の屈辱を埋め合わせ、アジアの支配的な国家になると

の野心は、米国が 21 世紀に直面する最重要の地政学的問題である」と述べた。Peter Brookes ヘリテージ財団上級

研究員（元アジア・太平洋問題担当国防次官補代理）は「中国は台頭しつつある国ではなく、既に南シナ海における

主要国あるいは支配国家であり、米国はそれを認識すべきである」「中国が本当に望まないのは、主要国や米国が、

東アジアにおける中国の行動に対し、真の対抗勢力となる状況である」と述べた。 

 

229 Li, Jinming / Li, Dexia, “The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note”, in Ocean 

Development & International Law, Vol.34, No3-4, Taylor & Francis, 2003, p.287-p.295. 台湾の十一段線が中国の

九段線となった経緯を認め、九段線海域は歴史的水域であり、排他的な管轄権が認められると主張する。  

李国強「中国と周辺国家の海上国境問題」『境界研究』No1、スラブ・ユーラシア研究センター、2010、51-53 頁。

ただし中国学界では九段線の法的な地位に対する認識が完全に一致しているわけではないという。  

Wang, Kuan-Hsiung, “The ROC’s Maritime Claims and Practices with Special Reference to the South China Sea”, 

in Ocean Development & International Law, Vol.41, No3, Taylor & Francis, 12AUG2010, p.237-p.252. 十一段線

海域は歴史的水域であり、かつ内水であると主張する。ただし、商用航路としての通航は妨害されないという。なお、

EEZ・大陸棚の設定は国連海洋法条約 121 条に委ねると論じている。 

Miyoshi, Masahiro, “China’s “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International 

Law?”, in Ocean Development & International Law, Vol.43, No1, Taylor & Francis, 10FEB2012, p.1-p.17. 中国

の九段線主張を国際法に照らし、尖閣諸島問題との比較を含めて検討しているが、法源は見つかっていない。  

Keyuan, Zou, “China’s U-Shaped Line in the South China Sea Revisited”, in Ocean Development & International 
Law, Vol.43, No1, Taylor & Francis, 10FEB2012, p.18-p.34. 中国の九段線主張を検討し、中国が公式に法源を説

明していないことは明白と論じる一方で「国連海洋法条約だけが九段線法源として許容されるのか」「慣習法を含む

一般国際法の中に九段線法源がないのか」「国連海洋法条約に基づく権利はそれ以前の権利を上書きするのか」とい

う研究課題が突きつけられているという。 

Gau, Michael Sheng-Ti, “The U-Shaped Line and a Categorization of the Ocean Disputes in the South China 

Sea”, in Ocean Development & International Law, Vol.43, No1, Taylor & Francis, 10FEB2012, p.57-p.69. 

 

230 “China: Maritime Claims in the South China Sea”, in Limits in the Seas, No143, Office of Ocean and Polar 

Affairs, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S.Department of State, 

05DEC2014. 

 

231 「5 月 19 日 フィリピン・中国・ベトナム、南沙諸島周辺海域の安全保障協力強化に合意（Channel News Asia, 

May 19, 2006）」『海洋安全保障情報月報』2006 年 5 月号、海洋政策研究財団、10 頁。 

 

232 飯田、前掲書（註 23）、154-158 頁。飯田、前掲書（註 82）、36-44 頁。Quyet、前掲書（註 96）、200 頁。 
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28MAR2013)。ベトナムとフィリピンが二国間交渉から集団的対応に遷移していく過程を検討している。2011 年時

点ではまだ ASEAN にその期待がかかっていたことがわかる。 

 

235 Lamptom, David M., “The Faces of Chinese Power”, in FOREIGN AFFAIRS, Vol.86, No1, JAN/FEB2007, 

p.115-p.127. 中国の経済成長と軍事力を含む国力増大に対して、ある程度の警戒感を持ちつつも、本質的な危険性

は認識しておらず、融和と協力関係の構築を提言している。但し高齢化を中国の潜在的リスクとして指摘している。 

Economy, Elizabeth C. / Segal, Adam, “The G-2 Mirage; Why the United States and China Are Not Ready to 

Upgrade Ties”, in FOREIGN AFFAIRS, Vol.88, No3, MAY/JUN2009, p.14-p.23. 2009 年時点での米中関係は、食

品安全・製品安全・環境問題・軍事・経済・資源をめぐって対立していた。その背景を分析すると、政治体制の違い

や価値観の違いに行き着く。しかし日欧加その他友好国の助けを借りることでそれら各分野の問題解決は可能であり、

関係改善に取り組むべきであると論じている。 

Christensen, Thomas J., “The Advantages of an Assertive China; Responding to Beijing’s Abrasive Diplomacy”, 

in FOREIGN AFFAIRS, Vol.90, No2, MAR/APR2011, p.54-p.67. 1990 年代以降の中国の政策を北朝鮮・イラン問

題を中心に検証し、孤立的政策から対外関与政策への変更を論じている。オバマ大統領がアジア回帰を明言した 2010

年をアメリカの対中政策の変更時期と捉えているようである。しかし中国の対外政策は国内統制政策との関連で制限

的であり、また孤立的・強圧的政策は相手側の結束を固め防衛力を強める効果をもたらす（安全保障のジレンマ）こ

とへの考慮をも指摘する。国際社会において平和と安定をより強固にするためには、中国が（アメリカを中心とした

現実の国際社会の価値観で）もっと自信を持った大国として積極的かつ協調的に関与することが必要であり、アメリ

カにとっても必要なことであると結論する。 

Glaser, Charles, “Will China’s Rise Lead to War?; Why Realism Does Not Mean Pessimism”, in FOREIGN 
AFFAIRS, Vol.90, No2, MAR/APR2011, p.80-p.91. リアリズムとリベラリズムと孤立主義の観点から戦略思考を比

較し、米中関係に当てはめる。米中の軍事力差、特に核戦力の差が大きいことを主たる論拠として、冷戦期のソ連と

現代の中国を比較、中国の台頭は平和的であると論じ、過剰反応を戒める。ロシアの復活は考慮されずに米中 2 国間

の比較検討で全てが論じられており、日米同盟（日本を抑えているものなので、中国も存続を望むという）と米韓同

盟を維持した上で、台湾問題からの段階的な撤退を含むアジアからの撤退をも提言する。リベラリズムと孤立主義に

拠っていると思われるが、当時としても両シナ海での現実を無視した極めて親中的な議論であろう。  

Nathan、前掲書（註 227）。2011 年に出版された Henry Kissinger と Aaron L. Friedberg の著書を比較し、中国戦

略の分析と対処法を検討している。中国に融和的でアジアでの米中並立を可能と考える Kissinger に対して、中国に

対立的でアジア覇権を中国に渡してはならないとする Friedberg という構図であり、現在のオバマ政権の対中政策は

Freidberg の側に立っていると論じる。現在そして将来、米中間に横たわっている問題は人権問題であり、その取り

扱いを巡っての外交戦略が重要である。 

Nathan 他、前掲書（註 140）。中国の台頭はアメリカの核心的利益を直接毀損するものではないが、中国の対米分析

と行動はアメリカの同盟・友好諸国を介して間接的にアメリカへの影響を増大している。鄧小平の「韜光養晦」をキ

ーワードに中国の現在の台頭に対し、アメリカはアジアへ回帰し軍事的均衡を回復する必要があると論じる。  

deLisle, Jacques, “Troubled Waters: China’s Claims and the South China Sea”, in Orbis, Elsevier Limited, Fall 

2012, p.608-p.642. 南シナ海での中国の言動を法・行動・交渉の側面から分析した上で、アメリカは中国の言動を

国際法秩序への挑戦と認識して友好国と連携して対応する必要があると論じる。 

Friedberg, Aaron L., “Bucking Beijing; An Alternative U.S. China Policy”, in FOREIGN AFFAIRS, Vol.91, No5, 

SEP/OCT2012, p.48-p.58. 中国の急激な台頭は経済・金融・先端技術といった側面からも脅威であると論じ、バラ

ンシングを主張する。但し、アメリカは中国と雌雄を決するのではなく、中国の「緩やかな成熟」を果たすべきであ

るという。 

Ross, Robert S., “The Problem With the Pivot; Obama’s New Asia Policy Is Unnecessary and Counterproductive”, 

in FOREIGN AFFAIRS, Vol.91, No6, NOV/DEC2012, p.70-p.82. オバマ大統領が採った「アジア回帰」は中国から

の反作用（例えば中越間での海上衝突、中比間のスカボロー礁問題、南沙諸島での強硬化、北朝鮮への支援関与拡大）

を招いた。またアジアの同盟国のナショナリズムをいたずらに刺激し、対中強硬化（例えば日本の尖閣諸島国有化と

それに反発する中国の動き）を促した。それらが示しているのは「アジア回帰」政策はコストがかかるばかりではな

く、アメリカの安全保障にとって悪影響を及ぼしているということである。対中政策は「抑制的」なものであるべき

であると論じる。尖閣国有化がアメリカのアジア回帰によってもたらされたとする点等には違和感があるが、「アジ

ア回帰」における安全保障のジレンマの一面を指摘したものであろう。 

アメリカで 1970 年代ニクソン政権時代から一貫して国防総省高官・顧問として政策決定に関与し、中国首脳とも密

接な関係を維持してきた故に、中国軍事戦略研究では第一級の権威とされる Michael Pillsbury はその著書『The 

Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America As the Global Superpower』で、「アメリカ

は中国を「貧しく弱い国」と思い込んで融和的政策をとることで、国際的に特に西側諸国に同調的な民主主義国家に

なると考えてきた。しかしそれらは全て中国の策謀であって、毛沢東以来変わらない覇権戦略で国際社会を中華的価

値観による秩序に書き換えることをのみ追及している。その実現のためにアメリカをはじめとする西側諸国の資金・

技術を取り込み、国力を蓄える必要上、西側諸国の対中関与を受け入れるふりをしていたに過ぎない。自身は 2010

年頃からその意図を認識、その後 CIA もその事実を認めるようになった。対中関与政策が中国を融和的に変質させ

るという考えは幻想に過ぎない。」と論じ、著者自身を含むアメリカは長年に亘って中国の掌の上で転がされていた、

と長期に亘っての対中政策ミスを公表した。これはアメリカ政府内に大きな波紋を生じ、対中政策の根本的な転換が

迫られているともいわれている。2015 年に南沙諸島人工島建設問題を機に明確になったアメリカの対中政策の転換

はこれと一致する。また、過去の大統領選挙とは異なり、2016 年大統領選挙への立候補者は一様に対中強硬政策を

唱えている。 

 

236 久保他、（註 82）。南シナ海沿岸諸国のみではなく、アメリカや我が国も同様に脅威を認識しており、G7 で共有
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されるに至っている。 

Rahman, Chris / Tsamenyi, Martin, “A Strategic Perspective on Security and Naval Issues in the South China 

Sea”, in Ocean Development & International Law, Vol.41, No4, Taylor & Francis, 19NOV2010, p.315-p.333. 海

南島沖米中空中衝突事件や IMPECCABLE 号事件を事例として海洋戦略を論じる。中国の攻撃的な海洋戦略は明確

であるが、それに呼応して周辺諸国の軍拡が進んでいる。さらに域外大国の介入もあって複雑さと安全保障面での危

険性内包度が高まっている。しかし棚上げなどで平和と協力の海になれると主張する。 

「米中首脳会談 オバマ氏、企業を狙った中国のサイバー攻撃に懸念伝達 南シナ海問題は平行線」産経新聞、2015

年 9 月 26 日、(http://www.izane.jp/smp/kiji/world/news/150926/wor15092602220007-s.html 27SEP2015)。2015

年 9 月 25 日にワシントンで開催された米中首脳会談では、南沙諸島人工島造成と 3000m 級の複数の滑走路建設に対

するオバマ大統領の非難を「主権の範囲内」としてはねつけた習国家主席は逆に「核心的利益」を相互尊重するよう

に迫ったとみられる。南シナ海島嶼領有権問題や安保問題は平行線をたどり、合意に達しなかった。  

 

237 菊池努「インド太平洋の地域秩序と地域制度、スイング・ステーツ インド、インドネシア、ASEAN」黒柳米

司編著『「米中対峙」時代の ASEAN 共同体への深化と対外関与の拡大』明石書店、2014、第 2 章 71-95 頁。 

 

238 藤田貴宏「ライプニッツの無主物先占論における自然法と法認識」『東京商船大学研究報告』人文科学 53、東京

海洋大学、2002 年 12 月、36 頁。藤田はライプニッツ（LEIBNIZ）の占有論を考察している。そして自然法論から

のアプローチで『「我々が自分の身体や所有物を充分に利用しない  ne nostro corpore aut nostris rebus abutamur」

場合のように、「他人に直接関わりのないと思われること quae enim alioqui alterius interesse non videntur」でも、

「我々が我々自身や我々のものを神に負うている nos nostraque Deo debeamus」以上、「神の国の永遠なる法 

aeternae divinae Monarchiae leges」である自然法の下では許されないことになる。それ故、無主物の先占において

も、占有物の利用が不適切であれば、所有権は付与される必要はない。「誠実に（すなわち敬虔に）生きることを命

じる法命題 supremum illud juris praeceptum, quod honeste (id est pie) vivere jubet」に従う者の所有権だけが、

神という「充分な根拠」によって根拠づけられるのである』と結論している。近代以来の国際法制度は帝国主義列強

である欧米社会がキリスト教倫理をもって構築してきたものが主体となっているのが事実であり、それを背景とせね

ば現行国際法の解釈は破綻してしまう危険性があると考えられ、藤田の結論は肯定されるべきものであろうと思量す

る。 

 

239 松村、前掲書（註 182）、39-40 頁。サンフランシスコ講和会議でアメリカ代表が「日本が放棄する覚悟をし且

つ放棄を求められている事柄をどう処理すべきかについて一方で連合国が争っているさいに、ポツダム降伏条項に基

づく講和を日本に与えるか又は拒否するかしなくてはならな」いゆえに「明らかに賢明な途」として「領土の帰属を

未定とし、後日他の国際的解決に付すよう求め」、イギリスやいくつかの連合国が明示的に、他の連合国が黙示的に

同意して講和条約当事国となったのであり、受け入れなかったソ連などは署名しなかったという。つまり、日本と早

急に講和しなくてはならなくなった事情があるのであり、それは 1950 年に始まっていた朝鮮戦争に他ならない。つ

まり冷戦下での代理戦争に勝つため、日本を自国陣営に取り込んで補給基地として活用するアメリカの戦略ゆえとい

える。逆に言えば、朝鮮戦争がなければ放棄領域全ての帰属先が決定し明示された全面講和条約が結ばれた可能性が

あったといえる。 

田澤、前掲書（註 191）、43-44 頁。アメリカはサンフランシスコ講和条約に至るまでの戦後処理に関する連合国側の

取極めにおいて、南シナ海諸礁島の帰属確認を回避したという。その証左として、「カイロ宣言に定められた「日本

が中華民国に返還する地域」に南シナ海諸礁島が含まれるか、あるいは台湾には南沙諸島が含まれるか（1939 年 3

月 30 日に日本が新南群島を台湾高雄市に編入した経緯がある）という議論は充分に行われなかった」ことと「ポツ

ダム宣言で日本領土を局限したが南シナ海諸礁島の帰属は明確化されなかったこと」がまず挙げられている。そして、

サンフランシスコ講和条約へ向かう流れの中で、1950 年 3 月 8 日に明らかになったイギリス案で初めて新南群島の

放棄が姿を現したが、アメリカが出した 1951 年 1 月 24 日の 7 原則と同年 3 月 27 日の条約草案にはその姿はなかっ

た。フランス要求を考慮して米英が合同で作成した 1951 年 6 月 16 日の条約案で「西鳥島（スプラトリー島）と西

沙諸島の放棄」が挿入された。これに対して同年 8 月 16 日中華人民共和国が南シナ海諸礁島に対する中国主権を主

張する声明を出し、同年 9 月 5 日のサンフランシスコ会議第 2 回全体会議でソ連が「南シナ海諸礁島のような中国領

土に欠くことができない部分に対する権利を日本が放棄することに言及しているだけで、それ以上の運命（返還先）

については故意に触れることを省略している」とアメリカを非難し、「東沙・西沙・中沙・南沙諸島を中国主権と認

めたうえで放棄すると改める」ように要求した。ベトナムは同月 7 日の第 7 回全体会議で西沙・南沙諸島の主権を主

張した。ソ連・中国・台湾・ベトナムなどの不参加で南シナ海島嶼領有権問題は未解決のまま講和条約は締結される

結果となり、米英草案からは西鳥島（Spratly Island）を新南群島（Spratly Islands）へ訂正したのみで、西沙・南

沙諸島の返還先は明示されずに終わった。この経緯から田澤は（戦後秩序の中でアジアの不安定要因に対して軍事的

影響力を行使しようとする）アメリカの思惑通り、南シナ海にアジアの不安定要因が残された、と結論している。  
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270 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement または Trans-Pacific Partnership 日本語では環

太平洋パートナーシップ協定、環太平洋経済協定、環太平洋連携協定、環太平洋経済連携協定等と呼称される。原加

盟国はシンガポール・ブルネイ・チリ・ニュージーランドの 4 か国であり、2005 年 6 月 3 日に調印、2006 年 5 月

28 日に発効した。その後、アメリカ・オーストラリア・マレーシア・ベトナム・ペルー・メキシコ・カナダ・我が

国が拡大加盟した。フィリピン・タイ・台湾は参加表明をしたことがあり、参加可能性国と考えられる。  

 

271 菊池、前掲書（註 237）、90 頁。 

 

272 Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone 

 

273 佐藤、前掲書（註 110）、179-191 頁。 

 

http://www.sankei.com/world/news/150427/wor1504270028-nl.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151104/k10010294251000.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151112-00000088-san-asia
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表1： 南シナ海（ベトナム呼称：ビエン・ドン）島嶼一覧 

括弧内は旧名称或いは別名称 

 

東沙諸島 台湾実効支配 

 

東沙島 （蒲拉他士島、月牙島、月塘島） 

PRATAS Island 約1800000㎡ 

 

 北衛灘 

 NORTH VERKER Bank 

 

 南衛灘 

 SOUTH VERKER Bank 

 

中沙諸島 

 

 西門暗沙 

 SIAMENSE Shoal 

 

 木固暗沙 

 BANKOK Shoal 

 

 美浜暗沙 

 MAGPIE Shoal 

 

 魯班暗沙 

 CARPENTER Shoal 

 

 立夫暗沙 

 OLIVER Shoal 

 

 比微暗沙 

 PIGMY Shoal 

 

 隠磯灘 

 ENGERIA Bank 

 

 武勇暗沙 

 HOWARD Shoal 

 

 済猛暗沙 

 LEARMONTH Shoal 

 

 海鳩暗沙 

 PLOVER Shoal 
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 安定連礁 

 ADDINGTON Patch 

 

 美溪暗沙 

 SMITH Shoal 

 

 布徳暗沙 

 BASSETT Shoal 

 

 波洑暗沙 

 BALFOUR Shoal 

 

 排波暗沙 

 PARRY Shoal 

 

果淀暗沙 

 CAWSTON Shoal 

 

 排洪灘 

 PENGUIN Bank 

 

 涛静暗沙 

 TANCRED Shoal 

 

 控湃暗沙 

 COMBE Shoal 

 

 華夏暗沙 

 CATHY Shoal 

 

 石塘連礁 

 HARDY Patch 

 

 指掌暗沙 

 HAND Shoal 

 

 南扉暗沙 

 MARGESSON Shoal 

 

 漫歩暗沙 

 WALKER Shoal 

 

 楽西暗沙 

 PHILLIP’S Shoal 

 

 屏南暗沙 

 PAYNE Shoal 
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民主礁（黄岩島） 中国実効支配（フィリピンから奪取） （フィリピン呼称：PANATAG Shoal） 

 SCARBOROUGH Reef 

 

憲法暗沙 

TRURO Shoal 

 

 一統暗沙 

 HELEN Shoal 

 

西沙諸島（黄沙諸島） 中国実効支配（西沙海戦勝利） （ベトナム呼称：HOANG SA ホアンサ） 

 

 永楽群島 

 CRESCENT Group 

 

  甘泉島 （呂島） 

  ROBERT Island 約490000㎡ 海抜2.5～8.83m 

 

  珊瑚島 （筆島、八道羅島、抜陶兒島） （ベトナム呼称：ホワンサ） 

  PATTLE Island 約520000㎡ 海抜2.5～5.1m 

 

  金銀島 （銭島） 

  MONEY Island 約640000㎡ 海抜2.5～7.4m 

 

  道乾群島 

  DUNCAN Islands 

 

  琛航島 （打擎島、大三脚島、灯島） （ベトナム呼称：クァンホア） 

  DUNCAN Island 約430000㎡ 海抜2.5～4.6m 

 

  廣金島 （掌島、小三脚島） 

  PALM Island 約70000㎡ 海抜2.5～4.8m 

 

  晉卿島 （杜林門島、伏波島、四江島、都島） 

  DRUMMOND Island 約360000㎡ 海抜2.5～6.4m 

 

  森屏灘 （測量灘、天文灘） 

  OBSERVATION Bank 

 

  羚羊礁 

  ANTELOPE Reef 

 

 宣徳群島 （ベトナム呼称：カイ） 

 AMPHITRITE Group 

 

  西沙洲 

  WEST Sand 
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  趙述島 （樹島） 

  TREE Island 約70000㎡ 海抜5.0m 

 

  北島 

  NORTH Island 約150000㎡ 

 

  中島 

  MIDDLE Island 約50000㎡ 

 

南島 

SOUTH Island 約60000㎡ 

 

  北沙洲 

  NORTH Sand 

 

  中沙洲 

  MIDDLE Sand 

 

  南沙洲 

  SOUTH Sand 

 

  永興島 （林島、武徳島、多樹島、巴島） （ベトナム呼称：フゥラム） 

  WOODY Island 約1850000㎡ 海抜4.0～6.3m 2700m滑走路が軍事運用中 

 

  石島 （小林島） 

  ROCKY Island 約80000㎡ 海抜10.0～15.9m 

 

  銀礫灘 （亦爾剔斯灘） 

  ILTIS Bank 

 

 北礁 （北沙礁） 

 NORTH Reef 

 

 華光礁 （発現礁、覓出礁） 

 DISCOVERY Reef 

 

 玉琢礁 （島拉多礁） 

 VULADDORE Reef 

 

 盤石嶼 （巴蘇奇島、磐石） 

 PASU Keah 約120000㎡ 

 

 中建島 （土來塘島、特里屯島、南極島、螺島） （ベトナム呼称：チトン） 

 TRITON Island 約850000㎡ 海抜3.0m 
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 西渡灘 （台図灘） 

 DIDO Bank 

 

 和五島 （東島、玲洲島、和伍島） （ベトナム呼称：リンコン） 

 LINCOLN Island 約1660000㎡ 海抜10.0～15.6m 

 

 高尖石 

 PYRAMID Rocks 

 

 蓬勃礁 （ベトナム呼称：コンボンバイ） 

 BOMBAY Reef 

 

 湛涵灘 （則沖志兒灘、怡亭芝灘） 

 JEHANGIRE Bank 

 

 浜湄灘 （勃利門灘、蒲利孟灘） 

 BREMEN Bank 

 

南沙諸島 （長沙諸島） （ベトナム呼称：TRUONG SA チュオンサ） 

 

双子群礁 （北危島） 

NORTH Danger Reef 東北から西南に広がる群礁で、東北端の貢士礁、および西南端の艾羅礁は低潮時に露出 

 

  北子礁 （北子島） （ベトナム呼称：ソントゥドン） フィリピン実効支配（PAROLA） 

  NORTH EAST Cay 北緯11度28分、東経114度21分 約130000㎡ 海抜3.2m 淡水あり、草地と林地もある 

 

  南子礁 （南子島） ベトナム実効支配（DAO SONG TU TAY） 

  SOUTH WEST Cay 約130000㎡ 海抜3.9m 

 

 中業群礁 

 THI-TU Island and Reefs 双子群礁の東から南側へ続く環礁群 北から永登暗沙、楽斯暗沙、中業群礁、渚碧礁の順 

 

 永登暗沙 

  TRIDENT Shoal 水面下暗沙 一礁だけが低潮時に露出 

 

 楽斯暗沙 

  LYS Shoal 水面下暗沙 

 

 中業群礁 （帝都群礁） 

  THI-TU Reefs 東灘と西灘の2環礁からなる 

 

 中業島 （帝都島、三角島） （ベトナム呼称：ティトゥ） フィリピン実効支配（PAGASA） 

   THI-TU Island 北緯11度7分、東経114度16.8分 中業群礁西灘環礁にあり 約330000㎡ 海抜3.4m 灌木

が繁茂 椰子林と飲料水あり フィリピンが入植し民間人が居住 

 

  渚碧礁 （渚碧環礁） （沙比礁） 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 



151 

 

 SUBI Reef (SUBI Shoal) 低潮時に全体露出 中国が人工島化し3000m級滑走路がある 

 

 道明群礁 

 LOAITA Bank and Reefs 中業群礁と鄭和群礁の間にあり道明群礁を主体に、北東に長灘、東に西月島と火艾礁を配す

る 

 

   南鑰島 （南鈅島） フィリピン実効支配（KOTA Island） 

 LOAITA OR SOUTH Island of HORSBUNG 北緯10度42分、東経114度25分 直径300mで約60000㎡ 海

抜1.8m 灌木あり 淡水が少し出る 海南島漁民の漁業基地だった 

 

   双黄沙洲 

   南鑰島の西側 高潮時にも露出 植生なし 

 

   楊信沙洲 フィリピン実効支配（パナッタ島） 

   LAMKIAM Cay 南鑰島の東側 高潮時にも露出 

 

  長灘 

  低潮時に北端のみが露出 

 

  火艾礁 

  IRVING Reef 長さ7㎞、幅2.2㎞ 低潮時に露出 

 

  西月島 （西約克島） フィリピン実効支配（LIKAS） 

  WEST YORK Island 約150000㎡ 椰子林あり 淡水豊富であるが鳥糞影響で飲用不適 

 

 鄭和群礁 （堤闡灘） 

 TIZARD Bank and Reefs 長さ56㎞、幅19㎞の南沙諸島最大の環礁 本群礁を中心に西に福禄寺礁、西南西に大現

礁と小現礁、北東に恒礁と北恒礁がある 

 

   太平島 （長島、大島） （ベトナム呼称：バビン） 台湾実効支配 

   ITU ABA Island 北緯10度22.9分、東経114度22分 約490000㎡（約432000㎡説もあり） 海抜2.8m（4.3m

説もあり） 大量の鳥糞があり1921-29年に日本が開発、1939-45年は日本軍が支配（長島） 鳥糞影響で植生良好、

淡水飲用に課題 1150m軍用滑走路運用中 

 

   敦謙沙洲 （北小島） ベトナム実効支配（ソンカ） 

   SANDY Cay 約60000㎡ 海抜4.5m（2.5m説もあり） 灌木植生 

 

   鴻庥島 （南小島、納伊脱島、南依島） ベトナム実効支配（DAO NAM YET） 

 NAMYIT (NAMYIL) Island 北緯10度11分、東経114度21分 約76000㎡ 海抜6.1m 淡水あるが、鳥糞影

響で飲用不適 

 

 舶蘭礁 ベトナム実効支配（ヌイ・タイ） 

   PETLEY Reef 低潮時に露出 

 

   安達礁 ベトナム実効支配 

 ELDAD Reef 低潮時に露出 
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 南薫礁 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 

 GAVEN Reefs 低潮時に露出 中国が人工島化した 

 

  福禄寺礁 

  WESTERN OF FLORA TEMPLE Reef 約3㎞の環礁 礁盤水深1.5-5.6m 一部礁頭が水面露出 

 

 大現礁 （大発現礁） ベトナム実効支配（ダオ・ロン） 

  DISCOVERY GREAT Reef 南北に約13㎞の環礁 満潮時も一部岩礁が露出 

 

 小現礁 （小発現礁） ベトナム実効支配（ダ・ノー） 

  DISCOVERY SMALL Reef 約0.6㎞の環礁 低潮時に露出 

 

  恒礁 

  GANGES Reef 

 

北恒礁 

 GANGES NORTH Reef 

 

 九章群礁 

 UNION Banks and Reefs 鄭和群礁の南方 東北から西南に長さ56㎞、幅9-14m 北端の牛軛礁から時計回りに漳渓

礁、瓊礁沙洲、赤瓜礁、鬼喊沙洲、華礁、景宏島、南門礁、西門礁、東門礁となる 他に岩礁が17あり、そのほとんど

は低潮時のみ露出 南は南華水道に接している 本群礁周辺には北に康楽礁、南に泛愛暗沙と伏波礁がある 

 

牛軛礁 

 

  染育沙洲 （染育東礁） ベトナム実効支配 

  GRALARSON Reef 

 

漳渓礁 ベトナム実効支配 

JAMES Reef 

 

瓊礁沙洲 （ケイ礁） ベトナム実効支配 

LANSTOWNE Reef 

 

赤瓜礁 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 

JOHNSON Reef (JOHNSON SOUTH Reef) 中国が人工島化した 

 

鬼喊沙洲 （鬼喊礁） ベトナム実効支配（コ・リン） 

COLLINS Reef 

 

華礁 

LOVELESS Reef 

 

  景宏島 （辛科威島、奈羅礁） ベトナム実効支配（DAO SINH TONH） 

  SIN COWE Island 九章群礁唯一の島 約40000㎡ 海抜3.7m 淡水あるが鳥糞影響で飲用不適 灌木繁茂 

 



153 

 

南門礁 

EDMUND Reef 

 

西門礁 

MCKEMUN Reef 

 

東門礁 （ケナン礁） 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 

HUGHES Reef 中国が人工島化した 

 

康楽礁 

COMNJALLIS Reef 

 

  汎愛暗沙 （泛愛暗沙） 

  FANCY WRECK Shoal 

 

 孔明礁 

  PENNSYLVANIA Reef 

 

  伏波礁 

  GANGES Reef 

 

 礼楽灘 フィリピン実効支配 

 REED Bank 南北130㎞ 東西65㎞ 北端は雄南礁、南端は陽明礁と礼楽南礁 

 

  雄南礁 

  MARIE LOUISE Reef 水深27.4m 

 

  東坡礁 

  PENNSYLVANIA 

 

  陽明礁 

  PENNSYLVANIA NORTH Reef 最浅部水深16m 

 

  礼楽南礁 

  NORTH Reef 

 

 南方浅灘 

 SOUTHERN Shoal 礼楽灘の南側 東北から西南へ62㎞ 水深5-9m 

 

 忠孝灘 

 TEMPLIER (TEMPLAR) Bank 礼楽灘の東側 南北18㎞ 水深18m 

 

 勇士灘 

 LESLIE Bank 忠孝灘の東側 水深16.5m 

 

 棕灘 
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 BROWN Bank 最浅部水深9m 

 

 紫灘 

 WOOD Bank 棕灘の西南側 水深18m 

 

 海馬灘 

 SEAHORSE OF ROUTH Bank (SOUTH Bank) 東北から西南に16㎞ 最浅部水深8.2m 

 

 仙后灘 

 FAIRIE QUEEN Bank 海馬灘の西南側 水深16.5m 

 

 神仙暗沙 

 SANDY Shoal 勇士灘の東側 水深16m 

 

 莪蘭暗沙 

 LORD AUCKLAND Shoal 南方浅灘の東側 水深15m 

 

 紅莪暗沙 （紅石暗沙） 

 CARNATIC Shoal 莪蘭暗沙の南側 水深4.6m 

 

 安塘島 （安塘灘） フィリピン実効支配 

 AMY DOUGLAS Banks 礼楽灘の西南方で東北から西南に伸びる浅瀬 水深1.8m 

 

 和平暗沙 

 THIRD THOMAS Shoal 

 

 大淵灘 

 礼楽灘の西方で南北に広がる環礁 

 

羅孔環礁 

 

  馬歡島 （馬歓島） フィリピン実効支配（LAWAK） 

  NA(N)SHAN Island 概位北緯10度50分、東経115度49分 約60000㎡ 海面上2.4m 灌木繁茂 飲料水あり 

 

  費信島 （平島、扁島、黄信島） （ベトナム呼称：ビングエン） フィリピン実効支配（PATAG） 

 FLAT Island 概位北緯10度50分、東経115度49分 約60000㎡ 海面上1.8m 灌木繁茂 

 

 五方礁 フィリピン実効支配？ 

 JACKSON Atoll 馬歡島の南方の環礁 五方頭・五方尾・五方南・五方北・五方西の5岩礁あり、頭・北・西の3か所

が露出 

 

 半路礁 

 HARDY Reef 五方礁と仙賓暗沙の中間 低潮時露出 

 

 仙賓暗沙 （仙賓礁） 

 SABINA Shoal 西北から東南へ22㎞の環礁 いくつかの高く狭い岩礁が突出 

 



155 

 

 蓬勃堡 （蓬勃暗沙） （ベトナム呼称：ベイ・サオ・ビン） 

 BOMBAY Castle (BOMBAY Shoal)  仙賓暗沙の東南、紅莪暗沙の西南方 直径2㎞の環礁 低潮時に露出する フィ

リピンのパラワン島を遠望できる 

 

 三角礁 

 LIVOCK Reef 五方礁の西南、美済礁の西北方 長さ5㎞の環礁 満潮時も露出 

 

 美済礁 中国実効支配（フィリピンから奪取） 

 MISCHIEF Reef 長さ9㎞、幅5.2㎞ 南側2か所が外海に通じ、50トンまでの漁船が環礁内部へ進入可能 中国が

人工島化し3000m級滑走路を建設中 

 

 仁愛暗沙 （仁愛礁） フィリピン実効支配（アユギン。中古揚陸艦を座礁させ、軍が常駐） 

 SECOND THOMAS Shoal 美済礁の東南側 南北15㎞、幅5.6㎞ 不連続環礁 南側から内部進入可能 低潮時に

露出する 

 

 仙娥礁 フィリピン実効支配 

 ALICIA ANNIE Reef 仁愛礁の西南側 南北7.5㎞ 東西4.6㎞ 満潮時でも若干の岩礁が露出 

 

 信義暗沙 （信義礁） フィリピン実効支配？ 

 FIRST THOMAS Shoal 仙娥礁の東方、仁愛暗沙の南方 東西7.5㎞、幅4.6㎞の環礁 満潮時でも若干の岩礁が露

出 

 

 海口暗沙 （海口礁） 

 INVESTIGATOR NORTH EAST Shoal (NORTH EAST INVESTIGATION Shoal) 信義礁の東南東、艦長礁の西北 

長さ2.6㎞、幅1.8㎞の環礁 西側の珊瑚礁が海面上に高く出ている 

 

 半月暗沙 （半月礁） フィリピン実効支配？ 

 HALF MOON Shoal 低潮時に300トンの船舶が進入可能 

 

 艦長暗沙 （艦長礁） 

 ROYAL CAPTAIN Shoal 長さ3.3㎞、幅1.8㎞の環礁 北西端に低潮時1.3m露出する岩礁（観察石）、西南方に石竜

岩がある 高潮時に内部進入可能 フィリピンのパラワン島を遠望できる 

 

 永暑礁 （ベトナム呼称：ダチュウタプ） 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 

 FIERY CROSS OF NORTH WEST INVESTIGATOR Reef (FIERY CROSS Reef) 南沙西水道に面する 東北から西

南に長さ22㎞、幅7㎞で伸びる環礁 低潮時に一部の岩礁が露出 西南方に逍遥暗沙がある 中国が人工島化し3000m

級滑走路がある 

 

 逍遙暗沙 

  DHAULL Shoal 

 

 肯南礁 中国実効支配？ 

 

 伊慶群礁 （尹慶群礁、零丁礁） 

 LONDON Reefs 永暑礁南方の群礁 華陽礁、西礁、中礁、東礁がある 
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  華陽礁 中国実効支配（赤瓜礁海戦でベトナムから奪取） 

  CUARTERON Reef 長さ5.6㎞の三日月型環礁 北側に海抜1.2-1.6mの岩礁が露出 中国が人工島化した 

 

 西礁 ベトナム実効支配（ダオ・ティ） 

  WEST (LONDON) Reef 長さ9㎞、幅2.4㎞の環礁 一部が長さ460mの沙洲 水没する 淡水・植生共になし 

 

 中礁 ベトナム実効支配（ダオ・トラングサ・ドン） 

  CENTRAL Reef 一部が低潮時に沙洲となる小環礁 

 

  東礁 ベトナム実効支配（ダ・ドン） 

  EAST (LONDON) Reef 東西13㎞、幅4㎞の環礁 一部は高潮時にも露出し、他部は浪花を生じる 50トン漁船

の進入可能 

 

 南威島 （西鳥島、南威礁） ベトナム実効支配（DAO TRUONGSA） 

 SPRATLY OF STORM Island (SPRATLY Island) 北緯08度、東経111度50分 約150000㎡ 海面上2.4m 国際

航路に近い 東北側に水深14mの水路があり良港 淡水あり居住可能 

 

 日積島 （日積礁） ベトナム実効支配（ダ・ラト） 

 LADD Reef 北緯08度38.5分、東経111度39分 長さ5.6㎞、幅1.9㎞の小環礁 南側から20トン船舶の進入可能 

 

 康泰灘 

 CORONATION Bank 日積島の北方 

 

 朱応灘 

 JUBILEE Bank 日積島の西南方 

 

 南薇灘 ベトナム実効支配 

 RIFIEMEN Bank 南北56㎞ 東西24㎞の沈没環礁 水深17-32m 最浅部は蓬勃暗沙 本灘の東に奥南暗沙、南に

金盾暗沙、西に常駿暗沙がある 

 

  蓬勃暗沙 （蓬勃堡） ベトナム実効支配 

  BOMBAY Shoal (BOMBAY Castle) 水深32m 常に浪花が見えている 

 

 奥南暗沙 

 ORLEANA Shoal 水深8.2m 

 

 金盾暗沙 ベトナム実効支配 

 KINGSTON Shoal 水深10.9m 

 

 常駿暗沙 

 JOHNSON Patch 

 

 廣雅灘 ベトナム実効支配 

 PRINCE OF WALES Bank 南薇灘の西方 長さ26㎞、幅13㎞の楕円形環礁 最浅部水深7.5m 

 

 人駿灘 
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 ALEXANDRA Bank 南薇灘の西方、廣雅灘のやや東側 南北9㎞、幅6.5㎞ 水深5-9m 

 

 李準灘 （李准灘） ベトナム実効支配 

 GRAINGER (GRAIGNER) Bank 西衛灘の東方 南北9.6㎞、東西3.7㎞ 水深18.5-37m 

 

 西衛灘 ベトナム実効支配 

 PRINCE CONSORT Bank 萬安灘の東北方 南北30㎞、東西17㎞ 水深56-93m 最浅部水深18.3m 

 

 萬安灘 （万安灘） ベトナム実効支配（バイ・ト・チン） 

 VANGUARD Bank 西衛灘の西南方 東西63㎞、幅11㎞の三日月型 水深37-111m 最浅部水深17m 

 

 奥援暗沙 

 OWEN Shoal 南薇灘の東北方 幅9㎞の環礁 水深6.5m 

 

 安波沙洲 （安波那島） ベトナム実効支配（DAO AN BANG） 

 AMBOYNA Cay 長さ200m、幅140mの沙洲 約20000㎡（15840㎡との説もあり） 海抜2.7m（2.4mとの説も

あり） 季節によって海鳥が生息 若干の草本植物あり 中国が最南端の陸地と主張している 

 

 隠遁暗沙 

 STAY Shoal 

 

 畢生島 （畢生礁、華生礁） ベトナム実効支配（ホンサプ ダオ・ファン・ビン） 

 PEARSON Reef 安波沙洲の東北方 長さ9㎞、幅1.8㎞の環礁 低潮時に礁盤が露出する 東北側に海抜2mの沙洲

あり 植生なし 北方の南華水道に石盤仔がある 

 

  石盤仔 

  MARALIE Reef 水深0.9m 

 

 六門礁 ベトナム実効支配（ダイ・トク・タン） 

 ALISON Reef 畢生島の東南方 長さ20㎞、幅8㎞の環礁 6か所の出入り口がある 水面下であるが浪花で判別可

能 

 

 南華礁 ベトナム実効支配（ダ・ヌイ・レイ） 

 CORNWALLIS SOUTH Reef 六門礁の東南方 低潮時に礁盤が露出 20トン船舶が礁内航行可能 

 

 无セ礁 （無乜礁、無頼礁、ピジョン礁） （ベトナム呼称：ダティエンヌゥ ティエン・ヌー） 

 TENNENT (TENNENL) Reef 南華礁の東北東にある環礁 礁盤に火山性物質がある 

 

 司令礁 （ベトナム呼称：ダコンド） フィリピン実効支配（RIZAL Reef）説とマレーシア実効支配（ツルンブ・ラク

サマナ）説がある 

 COMMODORE Reef 東西16㎞の環礁 中央に海抜0.6mの砂州がある 東端に海抜0.3mの岩礁 中国は眼鏡礁と

俗称する 

 

 都護暗沙 

 NORTH VIPER Shoal or Sea-horse 
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 指向礁 

 DIRECTOR 

 

 楡亜暗沙 マレーシア実効支配（ツルンブ・ペニンジャウ） 

 INVESTIGATION Shoal 司令礁西南方 東西34㎞、幅14㎞の環礁 低潮時に北部礁盤が露出 西部に満潮時露出

の礁頭あり 

 

 金吾暗沙 

 SOUTH WEST Shoal 

 

 校尉暗沙 

 NORTH EAST Shoal 

 

 南楽暗沙 

 GLASGOW 

 

 簸箕礁 マレーシア実効支配 

 ERICA Reef 楡亜暗沙の西方 長さ3㎞、幅1.8㎞の小環礁 東側岩礁は満潮時でも露出する 船の進入は不可能 シ

ャコ貝採取漁民が絶えない 

 

 南海礁 （マレーシア呼称：ツルンブ・モンタナニ） ベトナム実効支配説（1991年）とマレーシア実効支配説（1996

年）がある 

 MARIVELES Reef 概位北緯8度、東経114度 西北から東南に伸びる長さ11㎞の環礁 礁内に1.5m高さの沙洲あ

り 淡水と草木共になし 

 

 柏礁 （マレーシア呼称：ツルンブ・ペナフ） ベトナム実効支配 

 BARQUE CANADA Reef 安波沙洲の東北方 東北から西南に伸びる長さ 33㎞、幅 5㎞の岩礁 船の進入は不可能 

東北端に海抜1.8mの岩礁、西南端に立威島がある 

 

  立威島 （立威堡） ベトナム実効支配 

  LIZZIE WEBER 海抜4.6mの単柱石 

 

 安渡灘 

 ARDASIER Bank 南海礁の東南方 東北から西南に70㎞、幅20㎞の水没環礁 礁盤水深3.5-18m 礁内水深43-65m 

北西側に破浪礁がある 

 

 破浪礁 

  GLOUCESTER Breaker(s) 

 

 玉諾島 

 Cay MARINO 

 

 息波礁 （光星仔礁） マレーシア実効支配（ツルンブ・ウビ） 

 ARDASIER Breakers (ARDASIER Reef)  安渡灘の西南端 長さ3㎞の三角環礁 

 

 光星礁 （マレーシア呼称：ツルンブ・ラヤ） 
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 DALLAS Reef 息波礁の西側 東西9㎞の環礁 

 

 保衛暗沙 

 VIPER Shoal 

 

 弾丸礁 マレーシア実効支配（TEREMBU LAYANG LAYANG） 

 SWALLOW Reef 光星礁の南方 東北から西南に広がる長さ6.5㎞、幅2.4㎞の環礁 環礁東部は海抜1.5-3m 南部

も若干の岩礁が露出 マレーシアが人工島化して観光地としている 軍用滑走路あり 

 

 皇路礁 マレーシア実効支配？（ツルンブ・セマング・パクトペサール） 

 ROYAL CHARLOTTE Reef 弾丸礁の西南方 直径2㎞の環礁 東南部は海抜0.6-1.2m 

 

 南通礁 マレーシア実効支配（ツルンブ・セラマン・パラトケシル） 

 LOUISA Reef 北緯06度20分、東経113度14分 皇路礁の西南方 小環礁で礁頭は海抜1.2-1.8m 

 

 北康暗沙 

 NORTH LUCONIA Shoals 暗灘、暗礁、暗沙群からなる 多くの水深は200m以浅 

 

  盟誼暗沙 

  FRIENDSHIP Shoal 最浅部水深8m 

 

  南屏礁 

  HAYES Reef 低潮時に露出する 波浪で明顕 

 

 南安礁 

 SEA-HORSE Breaker(s) 水深4-11m 最浅部水深2.7m 

 

  海康暗沙 

  HARDLE Reef 最浅部水深5.1m 

 

 南康暗沙 マレーシア実効支配 

 SOUTH LUCONIA Shoals 暗礁、暗沙、浅灘が多く、浪花で視認可能 

 

  隠波暗沙 

  CONNELL Reef 最浅部水深8m 

 

  潭門礁 

  RICHMOND Reef 最浅部水深3.6m 

 

  海安礁 

  STIGANT Reef 水深4.5-11m 

 

  歓楽暗沙 

  COMUS Shoal 最浅部水深8.2m 

 

  海寧礁 
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  HERALD Reef 直径740mの環礁 

 

  瓊台礁 

  LUCONIA Breaker 

 

 澄平礁 

 STERRA BLANCA 

 

 曽母暗沙 （曽母沙礁） 

 JAMES Shoals 最浅部水深21m 

 

八仙暗沙 

PARSONS Shoal 曽母暗沙の南方 最浅部水深23m 

 

 立地暗沙 

 LYDIE Shoal 八仙暗沙の西南西 最浅部水深34m 

 

出典：平松茂雄「中国海軍の南シナ海進出（上）」『国防』40(12)、朝雲新聞社、1991年12月、13頁、第1図「南沙群島・赤瓜礁海域要図」。

楊作洲『紛争 南沙諸島 アジア太平洋経済共同体の石油開発』新評論、1994年、19-33頁。小倉貞男「Clio Library 36 西沙・南

沙諸島」『世界』第602号、岩波書店、1994年 12月116頁、図「西沙・南沙諸島」、117頁、図「対照表」。竹下秀邦「南沙諸島と

中国の態度」『国際経済論集』第4巻第1号、常葉学園浜松大学国際経済学部、1997年6月、21頁、表1、23頁、表2、28-34頁。

石山永一郎「ASEANに学び創造的外交の再生を 南シナ海の現状と紛争回避の枠組み」『世界』第838号、岩波書店、2013年1月、

300頁、図「南沙諸島の実効支配の現状」。陸戦学会海外部会「海外情報(541)」『陸戦研究』56(659)、陸戦学会、2008年08月、109

頁、図2「南沙諸島における各国の駐留状況」。浦野起央「南シナ海の安全保障と戦略環境（二・完）」『政経研究』第 49巻第 2号、

日本大学、2012年9月25日、46頁、表4「ベトナムが占有している主な島嶼・珊瑚礁」、48頁、表5「マレーシア地図に表記のツ

ルンブ群島」。佐藤考一「アメリカのアジア回帰と南シナ海紛争の新局面」『東亜』545、霞山会、2012年11月、103頁、図2「南シ

ナ海紛争の係争当事国・地域の島礁の占拠状況（ 1996 年当時）」。南沙群島在線「南海諸島標準地名表」

(http://www.nansha.org.cn/islandsdatabase/3.html 16NOV2015)。を基に筆者が加筆編集。 

http://www.nansha.org.cn/islandsdatabase/3.html
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第 4 章 我が国に期待される役割と安全保障への影

響 

 

 

第 1 節 我が国の海洋戦略 

 

 我が国の海洋戦略は海洋基本法と海洋基本計画によって公表されている。海洋基本計画

は概ね 5 年毎に見直されることとなっており、現在の計画は、2008 年 3 月閣議決定の第 1

回海洋基本計画を改訂して 2013 年 4 月に閣議決定されたものである。海洋基本法に基づ

いているため、大きな方針変更はないが、状況変化に合わせての具体的な部分での更新や

変更が見られる。本論に関係する分野に焦点を当てると、そこには目指すべき姿として、

「近年、アジア太平洋地域においては、関係国との国際協調の下、法に基づく海洋の秩序

の確立が求められている」と指摘し、「国際協調と国際社会への貢献」と「海に守られた国

から海を守る国へ」等という取り組み姿勢と方向性を与えている。これらは具体的に、「ア

ジア太平洋を始めとする諸国との様々なレベルでの国際連携強化」、「国連憲章・国連海洋

法条約などの遵守と法の支配に基づく国際海洋秩序の確立、それらへの主導的役割」、「安

全で効率的かつ安定的なシーレーンの確保」、「管轄海域の保安と安全保障」と明記されて

いる。国際的協調においては「特に海洋に関する紛争等については、海洋秩序の形成・発

展の観点からも、国際法に基づく国際的なルールによりその解決を図るべきであり、国際

司法機関等の第三者機関の積極的な活用が重視されるべきである。このような考え方が、

我が国のみならず、各国においても共有されるよう促すとともに、海洋分野における国際

司法機関の活動を積極的に支援する。また、海上の安全保障や治安等の確保に向け、連携

訓練や関係国への能力向上支援等の協力・連携を推進する」と述べられている1。ASEAN

諸国への海上法執行能力分野における協力と連携強化は海洋基本計画に沿ったものといえ

よう2。 

 我が国の海洋戦略は明らかにバランス・オブ・パワー戦略である。同盟関係にあるアメ

リカは覇権国家であり、我が国はそれにバンドワゴンしていると世界的には見られている

可能性がある。安全保障分野では実際にバンドワゴンしていると言えるが、アジアに局限

して見れば、日米安保体制は片務的であると考えたとしても win-win といえる協力関係で

あり、アジアの一つの極として既に長い歴史を持ち、自由主義安定極としてある種国際公

共財的な役割を担っている3。そこに寄る辺を見出す国も多く、我が国の積極的関与を期待

する声も多く聞かれるようになっている。2014 年に安倍首相が打ち出した「積極的平和主

義」が東南アジア諸国で歓迎されて受入れられたことはその証左といえよう。我が国政府
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は明言しないが、尖閣諸島における中国の覇権主義的圧迫を南シナ海島嶼領有権問題にリ

ンクさせて、両シナ海問題として統合し、アチソンライン形成諸国とベトナムで協調して

中国に対抗して行こうとすることが、中長期的な戦略として見え隠れしている4。それはア

メリカの JOAC 戦略との整合性からみても頷けるものであり、東アジアに存在する安定極

である我が国を核に、その極を大きくすることで対中バランス極を誕生させることが長期

的視野に入っているものと思われてならない。 

 

 

第 2 節 我が国に期待される役割 

 

 

第 1 項 我が国と南シナ海島嶼領有権問題の関わり 

 

 我が国は南シナ海において直接的な関係者であった。南沙諸島を新南群島として、西沙

諸島はその名のままで領有していた。いずれにしても、サンフランシスコ講和条約で継承

国なしの状態で無条件放棄したのであり、現在生起している島嶼領有権問題には関わりが

ないというべきであろう。関係諸国からも前領有権者としての関与を求める声は出ていな

い。念のために確認しておくと、紆余曲折はあったが東沙諸島領有が国際的に承認された

ことはない。 

 我が国と南シナ海島嶼領有権問題との関わりは、東シナ海における中国による尖閣諸島

領有権問題の強要への対処に呼応して注目され始めたと言える。中国の海洋戦略が両シナ

海で一体のものであるとすれば、南シナ海島嶼領有権問題における ASEAN 側の領有権主

張諸国と我が国が共闘することが、検討されるべき戦略となる。つまり、中国の嫌う国際

問題化・多国間問題化への転換である。 

 我が国は歴史的にインド洋・ユーラシア大陸・太平洋の 3 つのルートを維持することで

安全保障を維持してきた。第二次世界大戦では三国同盟を結んだために全てのルートを断

ち切られたが、現在の日米同盟は逆に全てのルートを維持しており、地球規模の海軍力を

持つアメリカを補完して、バンドワゴンすることで低コストでの安全保障を享受してきて

いる。我が国にとって日米同盟は最良のツールであり、維持するべき現状である。それ故

に、アメリカの海軍力低下を補完するべきであり、南シナ海においても可能な限りの協力

をすることが国益に資する5、という見解は現実的に肯定されるものと思われる。 

 南シナ海に関する我が国の行動沿革は次のとおりである6。 

 1939 年 4 月 18 日、新南群島（南沙諸島）と西沙諸島を台湾に編入して領有を公式に宣

言した7。 

 1951 年、サンフランシスコ講和条約で新南群島（南沙諸島）と西沙諸島を放棄した。 

 1952 年 4 月 28 日、日華平和条約を締結した。台湾及び澎湖諸島の返還と継承が合意さ
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れた。新南群島及び西沙諸島はサンフランシスコ講和条約での放棄が再確認された。  

 1972 年 9 月 29 日、日中共同声明に伴い、日華平和条約が失効した。 

 2004 年 3 月、南シナ海電子海図セミナーにおいて、東アジア各国に対して「我が国が

南シナ海の小縮尺電子海図を整備する」考えを示した。それに対してインドネシアが

共同作成の検討を提案。その後、同年 7 月の東アジア水路委員会電子海図会議におい

て共同作成が決定し、シンガポールをリーダー国、中国香港をコーディネーター、韓

国と我が国が品質管理を担当することで中国・フィリピン・タイ・インドネシア・マ

レーシア・シンガポールが電子海図データを分担作成した。 

 2005 年 3 月 31 日、南シナ海電子海図が刊行された。その後、障害物評価や改版を共同

で実施している。 

2011 年 9 月 27 日、日比首脳会談でフィリピン沿岸警備隊の能力向上支援と両国海上保

安機関間協力と連携強化を合意した。 

 2012 年 7 月、日越外相会談でベトナム海上警察の能力構築支援に我が国が協力するこ

とを表明した。 

 2013 年 7 月 27 日、マニラでの日比首脳会談において、戦略的パートナーシップの強化

で合意した。 

 2015 年 3 月、日比国防相会談で「防衛協力を強化する覚書」を締結した。 

 2015 年 4 月 15 日、G7 外相会合でアメリカと共に主導して、G7 初となる「海洋安全保

障に関する外相宣言」を取りまとめた。中国を対象に海洋の一方的な現状変更に反対

する先進 7 か国の意思表明である。 

 2015 年 5 月 30 日、日米豪防衛相会談で共同声明を発表し、南シナ海島嶼領有権問題へ

の介入を表明した。共同声明には南シナ海島嶼領有権問題に関して「力による一方的

な現状変更に強く反対」「中国での岩礁埋め立てに深刻な懸念」「東南アジアの海洋安

全保障分野の能力構築を支援」が盛り込まれた。中国は「南シナ海の平和と安定を乱

しているのはアメリカ」であると反発した。ASEAN 諸国の反応は大きく分かれてお

り、領有権主張諸国は一様に歓迎であるが、非主張諸国は「ASEAN を中心に」「COC

実現で解決すべき」等として、米中対立や緊張激化を懸念している。 

 2015 年 6 月 8 日、G7 において海洋秩序を議題とする協議に主導的立場をとり、「東シ

ナ海及び南シナ海での緊張への懸念と、中国を念頭にした覇権的行動への強い反対」

を首脳宣言に盛り込むことに成功した。首脳宣言における外交政策分野に盛り込まれ

た要旨は、「国際法の諸原則に基づく、ルールを基礎とした海洋における秩序の維持に

コミット」「東シナ海及び南シナ海での緊張を懸念」「平和的紛争解決、世界の海洋の

自由で阻害されない適法な利用の重要性を強調」「威嚇、強制または武力の行使、大規

模な埋め立てを含む現状の変更を試みるいかなる一方的行動にも強く反対」「リューベ

ックにおいて G7 外相が発出した海洋安全保障に関する宣言を支持」である。 
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第 2 項 イニシアチブ国 

 

 中国の覇権主義に対抗するバランサーとしてのアジア極において、我が国がイニシアチ

ブ国としての条件を備えていると、本論第 3 章第 3 節第 3 項で論じた。我が国の南シナ海

における実績と国家海洋戦略との整合性を検討する。 

 

 

1 実績 

 

 我が国が南シナ海に関して成果を上げたものとして、電子海図の共同作成主導の成功が

挙げられる。政治問題化する部分を掲載しない前提ではあったが、海洋安全保障の根幹に

かかわるともいえる海図データを、沿岸諸国が供出して完成させたことは高く評価されよ

う。南シナ海島嶼領有権問題が小康状態の時期であったことも成功した背景といえようが、

そのきっかけが東京で開催されたセミナーであり、沿岸国ではない我が国が作成の意思表

明をしたことから事態が動いたことは事実であって、南シナ海島嶼領有権問題において、

協議を進めるヒントを与えているように思える。政治問題化する項目の除外、つまり領有

権に関する部分の分離棚上げが前提であり、かつ国際的な目的を共有できれば協力関係が

結べるという前例である。南シナ海島嶼領有権問題の当事国以外の国がメンバーであった

ことも幸いしたのではないかと考えることもできよう。もちろん、それらの条件に合うよ

うな国際的な目的が都合よく見つかるわけではないし、領有権を棚上げすることは問題の

先延ばしに過ぎないともいえるであろう。事実、これまでも海底油ガス田に特化する共同

開発や領有権棚上げ提案は何度もなされてきており、ことごとく失敗している。しかし、

わずか一度でも存在する成功実績として、この先例を関係諸国が再認識することで状況に

変化をもたらすきっかけになるかもしれない。 

 南シナ海島嶼領有権問題と直接の因果関係を有するものではないが、東南アジア海洋保

安体制にとって、我が国が積極行動を示したことが情勢に大きな変化をもたらした事例と

して、1999 年 10 月 22 日にインドネシアのスマトラ島沖で発生した「邦船社実質所有貨

物船アランドラ・レインボー号略奪」という海賊事件がある。事件発生後直ちに、我が国

が海上保安庁特殊警備隊（SST）8の乗船する巡視船を現場に派遣したことで海域周辺諸国

の協力が促進され、インド海軍による発見と逮捕に繋がったことは国際的に認められてい

る。そしてそれを契機として、我が国が提唱して今日に続く国際海賊対策会議が実現した

のである9。 

 

 

2 我が国の海洋戦略との整合性 

 

 我が国が対中バランス極のイニシアチブ国となることは、本章第 1 節で検討した我
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が国の海洋戦略、「国際協調と国際社会への貢献」「海に守られた国から海を守る国へ」「ア

ジア太平洋を始めとする諸国との様々なレベルでの国際連携強化」「国連憲章・国連海洋法

条約などの遵守と法の支配に基づく国際海洋秩序の確立、それらへの主導的役割」「安全で

効率的かつ安定的なシーレーンの確保」「特に海洋に関する紛争等については、海洋秩序の

形成・発展の観点からも、国際法に基づく国際的なルールによりその解決を図るべきであ

り、国際司法機関等の第三者機関の積極的な活用が重視されるべきである。このような考

え方が、我が国のみならず、各国においても共有されるよう促すとともに、海洋分野にお

ける国際司法機関の活動を積極的に支援する。また、海上の安全保障や治安等の確保に向

け、連携訓練や関係国への能力向上支援等の協力・連携を推進する」といった目標と完全

に整合する。 

 また、日米安保体制はアジアの一つの極として既に長い歴史を持ち、アジアの自由主義

安定極としてある種国際公共財的な役割を担っている。さらに「積極的平和主義」が東南

アジア諸国で歓迎されて受入れられ、我が国の積極的関与を期待する声も多く聞かれるよ

うになっている。既に ASEAN 諸国に対して巡視船艇の供与を含む具体的な協力・連携を

深めており、事実上アジア極形成へのイニシアチブを既に発揮していると見ることも可能

である。 

 我が国にとっても尖閣諸島における中国の覇権主義的圧迫を南シナ海島嶼領有権紛争に

リンクさせて、両シナ海問題として統合し、アメリカの JOAC 戦略と整合したアジアでの

バランス極として中国に対抗して行くことは国益に資する戦略と考えられる。  

つまりアジア極は白紙から全く新しく形成されることだけではなく、既に存在している

東アジア安定極である我が国を核に、規模を大きくすることでの誕生も選択肢の一つであ

ると言えよう。 

 

 

第 3 項 ASEAN 再結束を強く支援 

 

ASEAN は中国の分断工作によって大きくヒビが入った状態と見ることができる。

ASEAN の本来の機能を取り戻させて、東南アジア 10 か国の協調と発展を図るためには再

結束が必要である。そのために南シナ海島嶼領有権問題を ASEAN の舞台から取り除き、

非軍事的地域共同体としての性格に復帰することが歓迎されるのではないだろうか。そし

て我が国が経済的にカンボジア・ラオス・ミャンマーとの結びつきを強めることで、それ

ら諸国の中国一辺倒という状況を是正し、少なくとも圧倒的な影響下から抜け出させるこ

とが求められよう。中国の覇権戦略に対抗するためには ASEAN の再結束と、中国への過

度の依存からの脱却が必要であり、それを可能とする力はアジアにおいては我が国しか持

っていないと信じられる。 
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第 3 節 我が国の安全保障への影響 

 

 我が国が対中バランス極の形成を通じて南シナ海島嶼領有権問題へ関与することには、

海洋戦略上の整合性が認められると論じたが、我が国の国益最大化を実現するためには、

具体的な関与の程度が検討されなければならない。しかし、その検討の前提となる南シナ

海島嶼領有権問題への介入に関する見解が大きく割れているのである。代表的な対立意見

は「南シナ海が中国の自由となった場合、商業航路が妨害される可能性がある。インドネ

シア内海を通過する迂回航路も中国軍機の戦闘行動圏内となるため安全ではない。つまり

南シナ海有事は我が国の存立危機事態であり、中国による南沙諸島埋め立て工事と軍事基

地化は許容してはならず、アメリカ・オーストラリア・フィリピン・ベトナム等と協調し

て安全保障面での積極的関与をより進める必要がある。」10というものと、「南シナ海にパ

トロール艦隊を維持する能力がないのがアメリカ海軍の実情であり、オーストラリアも同

様である。フィリピンやベトナムの海軍能力は無視できる程度のものであり、中国の海洋

展開に対抗するべく期待されているのは我が国の海上自衛隊である。アメリカは南シナ海

の中国原潜聖域化を阻止するために、冷戦下においてオホーツク海原潜聖域を含むソ連海

軍の封じ込めに成功した我が国の対潜水艦戦能力を期待しているのが本音である。しかし

アデン湾海賊対処行動へ参加している自衛隊には、さらに同時に南シナ海へも艦船を派遣

展開させる能力はほぼない上に、派遣したとしても海上自衛隊の現有勢力では、広い南シ

ナ海での中国海軍の封じ込めは困難である。もしも商業航路が妨害される場合は、インド

ネシア内海の迂回航路を使用すればよい。」11というものである。 

 相反するこれら意見への評価は困難である。なぜなら中国の今後の政策選択次第だから

である。つまり、どちらかに偏るのは危険であり、南シナ海島嶼領有権問題への関与が我

が国自身にもたらすであろうメリットとデメリットを中立的な立場で検討したい。  

 

 

第 1 項 メリット 

 

 メリットは我が国を安定させ、国益を増加させる効果を生じるであろう項目である。南

シナ海島嶼領有権問題と対中バランス極に我が国が関与しない場合は中国が南シナ海を内

海化する可能性が高いものとし、我が国が関与する場合は中国の内海化が果たされない可

能性が高いものとして比較し、メリットを論じる。それぞれには当然デメリットも付帯す

るはずであるが、ここではメリットに注目する。 

 

 

1 貿易航路の安定化 
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中近東から我が国へ至る化石燃料輸送航路として、そして我が国からインド洋への、さ

らにはスエズ運河或いは喜望峰経由の国際商業航路として南シナ海は最短航路を提供する

海域であることから、我が国のシーレーンの中でも最重要海域であり、生命線と称される。

現在では韓国と台湾、さらには中国にとっても同様の役割を担う重要海域となっている。  

我が国が対中バランス極に関与して、南シナ海でのバランシングを指向することは我が

国自身の生命線を自ら護衛することといえる。南シナ海での中国の覇権を許容する場合、

我が国の生命線は中国の海洋政策次第ということになりかねない。生命線の不安定化は国

益を大きく減じるものであり、自ら直接的な影響力を発揮して安定化を図ることは大きく

国益に資することであり、メリットと考えられる。 

南シナ海島嶼領有権問題に関する我が国の国家主張である「航行の自由」は、「国際商

業航路の航行の自由」であり、南シナ海島嶼領有権問題に関する我が国での議論は、ほと

んどがシーレーン防衛の絶対的必要性を下敷きとしている。 

ただし現在においても、貿易航路を沿岸国その他関係諸国の国家戦略・戦術による規制

対象とすることが国際的に許容されるか否か、実際の政策選択肢としてのメリットを現在

でも見出せるのか、言い換えれば海上通商破壊とシーレーン防衛政策の歴史的評価という

点はあまり研究がされていないようであり、それらの実際性に関しては今後の研究が求め

られよう。 

 

 

2 アジア・太平洋・アメリカ大陸の安全 

 

南シナ海が中国の戦略原潜の聖域と化すことは、米中間に MAD 戦略による二極覇権体

制を成立させることに直結する。それは即ち、中国によるアジア地域覇権が確立すること

をも示唆する。経済面では大きな相互依存を許容しながら、安全保障面では MAD 戦略に

よる対峙という新しい冷戦状態を生じることになろう。我が国のみならず、アジア全域か

ら米大陸へかけての安全保障上の重大な脅威となるであろうこのような事態の発生を防止

するためには、南シナ海の中国原潜聖域化を阻止することが選択肢となる。我が国が関与

することでその阻止行動の有効性が増すのであれば、我が国自身にとってもメリットとな

ろう。 

 

 

3 台湾併合防止と我が国の安全 

 

台湾が中国に併合されることはアチソンラインが破れることであり、中国から見れば第

一列島線を突破、無力化したこととなる。中国は太平洋に面した台湾東岸から太平洋への

自由なアクセス権を獲得する。我が国にとっては東シナ海のみであった日中安全保障境界

面が太平洋側沿岸全面へと一気に拡大する。言い換えれば、日本海・オホーツク海沿岸を
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除く全ての沿岸が対中安全保障境界面となることに他ならず、それは我が国の安全保障体

制を根底から覆すことになる。我が国が安全保障体制を維持するためのコストは跳ね上が

り、沖縄・南西諸島のみならず、伊豆・小笠原諸島も中国の直接脅威を受ける事態となる

のは必然的帰結と思われる。中国が太平洋への直接開口港湾を持っていない現状を維持す

ることは我が国の安全保障にとっては非常に重要なことであり、それはアチソンラインの

維持に他ならない。つまり、台湾併合の防止は絶対的な優先順位を持っているのである。

南シナ海島嶼領有権問題に関与し、中国の影響力を低下させることは台湾併合を防止する

ことに直結し、ひいては我が国の安全保障に大きく資することである。 

 

 

4 恣意的な国際法解釈の是正 

 

中国の EEZ 管轄権解釈に重大な疑義があり、船舶航行の自由が損なわれる懸念がある

ことは本論第 3 章で論じたとおりである。この点は国際社会共通の懸念といえ、アメリカ

の介入を中国が自ら招いたと言っても過言ではない。南シナ海島嶼領有権問題にはアメリ

カ・オーストラリア・EU・我が国といった域外先進諸国が大きな関心を持ち、関与する

姿勢を示し始めているのが現状であり、中国は国際法を恣意的な解釈のままで運用し続け

るのか否かが注目されている。つまり、我が国が関与することは中国のみならず、フィリ

ピンやベトナム等の国際法解釈に対しても、国際社会の光が当てられることともいえ、あ

まりにも偏った恣意的解釈による運用を減少させる効果が期待される。 

 

 

5 国際法秩序無視の是正 

 

中国と台湾は歴史的水域などの主張を掲げて、九段線内海域の領海化を主張するなど国

際法秩序に挑戦している。領海範囲を規定するための協議は、国連海洋法条約が成立する

までの国際海洋法の歴史において、中心的な位置を占めてきたともいえる。従って、現在

の領海規定が最終的なものであるとはいえず、その変更は諸国の提案の積み重ねとその賛

同国の広がりによるべきものと思われる。しかし、国際法秩序を厳守すると宣する一方で、

それに相反する一方的な現状変更を強要する姿勢は看過されてはならない。それは恣意的

解釈というような範囲を超えて、国際法秩序の無視であり、国際司法機関の利用をも拒否

する姿勢は賛同国を得られないものであろう。このような態度は是正されるべきであり、

域外先進諸国の関与拡大によって、その環境を整える効果が期待される。 

 

 

6 東シナ海問題との連携 
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中国の海洋戦術の点で、日中間に存在する東シナ海問題との共通性が指摘されている。

中国は日中中間線付近に海底油ガス田の掘削プラットフォームを設置してきているが、商

業生産が本格的に開始された兆候を示す資料はいまだに無く、むしろその操業状況観察か

らは商業稼働に対する疑問符が付けられている12。そしてそれらプラットフォームは軍事

目的に転用される可能性を指摘されている13。2014 年から 2015 年に大きな国際関心事と

なった南沙諸島における中国の人工島建設による軍事拠点整備と並行して、東シナ海でも

ガス田プラットフォームの軍事拠点化が進行しているようである14。両者の共通点は領海

外の遠く離れた海域において軍事力を展開するために、島嶼が存在しない場所の海底に海

上に至る人工建設物を設置することによって人工地盤を出現させることである。南沙諸島

では低潮高地や暗礁といった極めて水深の浅い海底部分に土砂を用いて人工島が建設され

たが、そういった極めて浅い水深部の存在しない東シナ海においては海底石油・ガス田プ

ラットフォームが利用されうるということである。滑走路とヘリポートの物理的な差に起

因して、運用可能な航空機・飛行体は異なるが、艦船に対する補給や電波・通信設備を含

む陸上設置兵器の展開可能性に大きな差はないものと思われる。東シナ海での状況は、我

が国領土と中国領土間の距離、言い換えれば我が国領土と中国の軍事基地間の距離が半分

に縮まる効果を一方的に強要される可能性を示しているということであり、我が国の安全

保障面で大変な脅威が潜在していると言える。 

南シナ海においては国際法の面で強い疑義がある領土主張であり、東シナ海においては

国際法の面で疑義を生じることはないという違いはあれど、両シナ海において政治的効果

としては類似の戦術を実行している中国に対して、我が国は尖閣諸島及び日中中間線問題

に関して二国間問題としての対応を実施してきたが、対中バランス極誕生後は多国間連携

による対応が可能となり、対中抑止力が増大することで安全保障上のメリットが見込まれ

る。 

 

 

7 ASEAN との関係強化 

 

民主主義、権威主義、全体主義といった多様な政治体制の加盟国で構成される ASEAN

は全体として民主的価値観への親和性を持ち15、かつ資本主義経済社会で存在感を発揮す

る経済圏として大きな成長可能性を示している。価値観を同じくして経済成長可能性の大

きな ASEAN との連携は、あらゆる面で我が国にメリットとなる。既に経済面では連携を

深めており、今後は政策面や国際社会での政治的連携を深度化させることも重要であろう。

南シナ海島嶼領有権問題に我が国が関与することは、本論第 3 章第 3 節第 3 項で論じたよ

うに、ASEAN 諸国からの関与期待を受けてのものとなるため、その程度を節度あるもの

とする限りにおいては歓迎されると思われる。 

タイは我が国が南シナ海でのパトロール活動を実施することには反対であり、日米中韓

の調和のとれた関係構築への期待を表明している。シハサック駐日タイ王国特命全権大使
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は「中国は（国際的な）規範やルールを尊重しなければならず、地域の平和と安定に責任

を負う」「中国が平和的に台頭できるようにスペース（＝発言権）を与える必要がある」「米

国のアジア回帰は歓迎するが対中封じ込めは平和と安定にはマイナスの作用をするので反

対」「日米中韓が調和のとれた関係を構築していくことを期待する」との見解を述べ、自衛

隊が南シナ海を監視する案については「（南シナ海では）既に米越馬比中の船が活動してお

り、外交的な問題解決がより複雑化するため、過剰な軍事化は避けなければならない」と

して自衛隊派遣に反対する考えを明らかにした16。 

 

 

第 2 項 デメリット 

 

 我が国が南シナ海島嶼領有権問題、さらに対中バランス極にも関与することは、中国に

とってはデメリットが極大化することである。即ち、中国は我が国に対して対抗措置をと

ることが当然の対応であり、それが我が国のデメリットとしての効果を生じる。 

 

 

1 東シナ海における中国のさらなる強硬化 

 

尖閣諸島及び日中中間線問題に関して、中国が強硬化し、実力行使する可能性がある。

すでに公表されている通り、中国は日中中間線付近での海底石油ガス田プラットフォーム

を増加させ、軍事的流用を疑われている。尖閣諸島においても公船による領海侵犯の常態

化は継続されており、2015 年に発生した小笠原諸島領海内への中国漁船大量侵犯と違法漁

業の実施といったような行動を絡めて、我が国の対応能力を飽和させ、尖閣諸島奪取への

実力行使を実行する可能性は否定できない。その場合、我が国の海上保安能力は容易に飽

和し、自衛隊による対応へとエスカレートせざるを得ない状況を強要される可能性がある。

我が国政府と国民にその覚悟があるのであろうか。 

 

 

2 南シナ海における中国のさらなる強硬化 

 

対中バランス極を無力化するために中国が南シナ海において強硬化し、実力行使する可

能性がある。想定される可能性としては、南沙諸島におけるフィリピンとベトナムの実効

支配地を軍事的手段によって奪取することである。フィリピンとベトナムは対中バランス

極の一翼を担う我が国に相応の具体的な協力や支援を求めることになろう。その時に我が

国の法体系と政治力が試されることとなる。失地を回復するために我が国が軍事的な直

接・間接介入をするのか、或いは中国による一方的な現状変更を覆すことなく、経済面や

外交面といった非軍事的な局面に限定して、経済制裁や交流制限などでの対応に終始する
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のか、ということである。おそらく非軍事的な対応では失地回復が果たされることはなく、

フィリピンとベトナムは失望して対中バランス極は機能不全に陥る。結果として、南シナ

海は中国の事実上の内海と化するものと思われる。我が国の国益は大きく損なわれるが、

特に深刻なのは、対中バランス極を形成するメンバー諸国からの信頼失墜であろう。 

 

 

3 他分野における中国の報復行動 

 

中国はこれまで他国に対する報復措置として、公認するかしないかは別として、他分野

での報復行動を実施してきた。尖閣諸島沖で発生した中国漁船の我が国巡視船への体当た

り事件に際しては、レアメタル輸出制限と在中国の日本人ビジネスマンの拘束を実施して

自国有利な政治状況を醸成しようとした。 SCARBOROUGH Shoal 領有権をめぐり、仲

裁裁判所へ提訴したフィリピンに対しては、検疫を理由としてフィリピン産バナナの通関

遅延を実施し、フィリピンのバナナ産業界に大打撃を与えた。レアメタルに関しては、我

が国の脱レアメタル技術開発と供給国振替、さらには WTO 提訴における中国敗訴確定等

によって中国は国内レアメタル産業が崩壊するというブーメラン効果的な大打撃を受けた。

バナナ通関遅延に際しても国際的な批判を浴びた。そのため、今後の報復行動は少し違っ

たものとなってくる可能性がある。もちろん中国政府は公式には認めていないが、我が国

政府や企業その他関係各所に対するサイバー攻撃の激化は容易に想像されよう。 

 

 

第 4 節 我が国の関与程度 

 

 本章では、我が国の海洋戦略上の整合性や、アメリカとの外交・安全保障上の関係、

ASEAN 側の当事諸国からの期待などから、我が国が南シナ海島嶼領有権問題に関与し、

さらに対中バランス極形成にも関与することは、拒否できないと思われる上に、国益に資

する戦略であろうと論じてきた。しかし、忘れてはならないことは我が国自身の国益の最

大化と、憲法及び国民意識としての軍事行動に対する束縛である。 

 南シナ海は我が国の沿岸海域ではないという地理的事実は動かせない。冷戦下において

我が国自衛隊がソ連太平洋艦隊を封じ込め続けた事実をもって、南シナ海の中国艦隊を封

じ込めることができる、或いはオホーツク海のソ連原潜聖域を哨戒してきた事実をもって、

南シナ海の中国原潜聖域を哨戒可能と論じることは誤りである。ソ連を封じることができ

たのは、アメリカの全面的な協力と在日アメリカ軍、強力なアメリカ海軍第 7 艦隊との連

携があったからであり、何よりも我が国沿岸海域であったことによる。我が国の沿岸防衛

とソ連海軍封じ込めは一体化していたのであり、南シナ海とは大きく異なる。アメリカは

アメリカ海軍ではなく我が国の自衛隊による南シナ海哨戒活動を期待しているのである。
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沿岸防衛と派遣艦隊による他国（しかも大国である）の封じ込めを両立できるほどの軍事

力を我が国は持ち合わせていない17。それを可能とする自衛隊の増強政策と平時から南シ

ナ海哨戒活動を実施する安全保障政策は恐らく国民の承諾を得ることはできないであろう

し、承諾を得たとしても、予算・人員面から困難であろう。 

 さらに平時における南シナ海哨戒が可能となったと仮定しても、それは張子の虎に過ぎ

ない。デメリットで検討したように、中国はいつでも自由にその虎が張子に過ぎないこと

を明らかにすることができるのである。忘れてはならないことは、西沙海戦・赤瓜礁海戦・

MISCHIEF Reef・SCARBOROUGH Shoal と中国は実力行使による現状変更を繰り返し

てきている事実である。 

つまり、軍事的に束縛のある我が国が、軍事的対立側面のある第三国間対立に深く関与

することは容易に底が割れるため、避けなければならない。相手国にとっては容易に対処

できる上に、我が国の国益を大きく損ねる結果を招来する可能性が高い。関与するに際し

てはその程度は慎重に見極められねばならず、いかなる場面においても非軍事局面に限定

されることが関係諸国間で合意されていなければならない。極論すれば非軍事面において

のみの関与とするべきである。森は、我が国はパシフィック・パートナーシップや海上保

安分野での能力向上といった取り組みで地域安定化勢力としてのプレゼンスを高めるべき

であると論じている18。 

我が国が軍事面での束縛を解くためには、ハード面のみならず、人員充足率といったソ

フト面に比重を置いての自衛隊特に海上自衛隊と航空自衛隊の大幅な増強と、他国間の紛

争への直接介入を認める国民の合意、そして法的には憲法第 9 条の改正による軍事面にお

ける束縛解消、さらには国家財政の健全化が必須のことと思われ、それらの実現は短中期

的にはあり得ないことと感じられる。 

常設仲裁裁判所がフィリピンの一方的提訴の審理を開始する決定をしたことで、南シナ

海島嶼領有権問題は国際司法機関を舞台にした平和的な解決への可能性が開かれつつある

と見ることができる。そうであるならば、我が国は対中バランス極への関与目的を、国際

司法機関への誘導とすることが有力な選択肢となる。 

他に、対中バランス極への関与とは別に、アメリカが南シナ海で実施する「航行の自由

作戦」に自衛隊が同行あるいは同調することが考えられる。フィリピンとベトナムへの直

接の軍事的支援という踏絵とは無関係に、日米同盟の枠内で工夫や実施ができる行動であ

るが、派遣部隊への後方支援を含む現地展開能力や継続能力、何より中国側と不慮の事態

に遭遇した場合の対処とその後の事態収拾等に関する検討が充分になされていなければな

らず、極めて高度な政治的判断に依らざるを得ない。2015 年 9 月に成立した新安全保障

関連法制は南シナ海での日米共同作戦行動も視野に入っている。具体的な想定は平時の共

同パトロールであり、共同演習を名目とすることがありうる。「平時の米艦防護」が適用さ

れ、相互護衛の下での共同活動が可能である。米中衝突が発生し、「日本の平和と安全に重

要な影響を与える事態」等の要件を満たせば政府の重要影響事態認定を経て、アメリカ軍

への後方支援が可能となる。一方で、「航行の自由作戦」への参加に関する我が国の政策方
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針は確定しておらず、官房長官は「計画はない」との消極論であるが、政府内には「人ご

とではない」との積極論、さらにオーストラリアを加える構想もある。現実には新法制に

応じた部隊行動基準もなければ、「すでに能力的には飽和している」との政府高官の意見も

あり、防衛相は「今後の検討課題」と述べている19。 

なお、東シナ海問題を考慮した場合、すでに検討したように中国が我が国に対する攻勢

を強める可能性は高く、我が国の現場対処は容易に飽和する。つまり我が国の現有能力は

「航行の自由作戦」への参加には不十分であり、Risky な選択肢であると考えられる。 
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第 5 章 結論 

 

 

第 1 節 明確化 

 

 特定の諸島に限らず、南シナ海島嶼領有権問題全てに見られることは、模糊とした曖昧

さである。議論をするに際しても常に足元の不安定さがつきまとう。その曖昧さは何から

感じられるのかといえば、多くの関係者や研究者が出している資料や文書にこそある。一

つは地理的範囲が統一されていないことである。例えば南沙諸島の範囲は資料や文書によ

って実に様々なものがあり、それゆえに島嶼の数も大きな範囲で異なっている。さらに、

領有権主張諸国が実効支配している島嶼と海域、有人状態としている島嶼、等の情報が共

有されていないため、名前や位置が不明確であること。そして何より、国連海洋法条約で

明らかにされている領有権を設定できる島嶼の定義を満足する島嶼と、満足しない、つま

り領有権の設定自体ができないものとの区別が不明確であることが本問題を必要以上に混

乱させていると思われる。つまり、国連海洋法条約第 121 条の定義に合致しないものに対

してされている領有権主張はそもそも無効であるにもかかわらず、それを分類して証する

ことができないのである1。 

Beckman は、領有権主張諸国は主張するに際して次の 3 つの措置を実施するべきであ

ると述べている2。 

① 200 海里 EEZ 主張国は地図や座標リストで自国 EEZ の外縁と基線を公示するべきで

ある。 

② 領有権主張国は主張する島嶼の名前と位置を特定して明らかにするべきである。  

③ それら島嶼が EEZ と大陸棚を有すると主張するなら、地図や座標リストで該当島嶼・

EEZ・大陸棚を公示するべきである。 

そして、南沙諸島の島嶼や岩礁約 170 か所のうち、条約 121 条の定義に合致するものは

25％以下であるという。 

 ここで本論第 3 章の表 1 から、国連海洋法条約で低潮高地ではなく、島もしくは岩と判

断できる可能性があるもの（満潮時でも水面下に没しない）を南沙諸島に限って抽出する

と、実効支配国別に次のようになる。 

 

フィリピン 

① NORTH EAST Cay（北子礁）海抜 3.2m 

② THI-TU Island（中業島）海抜 3.4m 

③ LOAITA OR SOUTH Island of HORSBUNG（南鑰島）海抜 1.8m 
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④ LAMKIAM Cay（楊信沙洲）高潮時にも露出 

⑤ WEST YORK Island（西月島）椰子林あり 

⑥ NA(N)SHAN Island（馬歡島）海面上 2.4m 

⑦ FLAT Island（費信島）海面上 1.8m 

⑧ JACKSON Atoll（五方礁）五方頭・五方北・五方西の 3 か所が露出 

⑨ ALICIA ANNIE Reef（仙娥礁）満潮時でも若干の岩礁が露出 

⑩ FIRST THOMAS Shoal（信義暗沙）満潮時でも若干の岩礁が露出 

⑪ COMMODORE Reef（司令礁）海抜 0.6m の砂州と海抜 0.3m の岩礁 

 

ベトナム 

① SOUTH WEST Cay（南子礁）海抜 3.9m 

② SANDY Cay（敦謙沙洲）海抜 4.5m（2.5m との説もあり） 

③ NAMYIT (NAMYIL) Island（鴻庥島）海抜 6.1m 

④ DISCOVERY GREAT Reef（大現礁）満潮時も一部岩礁が露出 

⑤ SIN COWE Island（景宏島）海抜 3.7m 

⑥ EAST (LONDON) Reef（東礁）一部は高潮時も露出 

⑦ SPRATLY Island（南威島）海面上 2.4m 

⑧ AMBOYNA Cay（安波沙洲）海抜 2.7m（2.4m との説もあり） 

⑨ BARQUE CANADA Reef（柏礁）東北端に海抜 1.8m の岩礁 

⑩ LIZZIE WEBER（立威島）海抜 4.6m の単柱石 

 

マレーシア 

① INVESTIGATION Shoal（楡亜暗沙）西部に満潮時露出の礁頭あり 

② ERICA Reef（簸箕礁）東側岩礁は満潮時でも露出する 

③ SWALLOW Reef（弾丸礁）東部は海抜 1.5-3m 南部も若干の岩礁が露出 

④ ROYAL CHARLOTTE Reef（皇路礁）東南部は海抜 0.6-1.2m 

⑤ LOUISA Reef（南通礁）海抜 1.2-1.8m 

 

中国 

① CUARTERON Reef（華陽礁）北側に海抜 1.2-1.6m の岩礁が露出 

 

台湾 

① ITU ABA Island（太平島）海抜 2.8m（4.3m 説もあり） 

 

実効支配者不明もしくは無主 

① 双黄沙洲 高潮時にも露出 

② WESTERN OF FLORA TEMPLE Reef（福禄寺礁）一部礁頭が水面露出 
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③ SABINA Shoal（仙賓暗沙）いくつかの高く狭い岩礁が突出 

④ LIVOCK Reef（三角礁）満潮時も露出 

⑤ INVESTIGATOR NORTH EAST Shoal（海口暗沙）西側の珊瑚礁が海面上に高く出

ている 

⑥ MARIVELES Reef（南海礁）礁内に 1.5m 高さの沙洲あり （マレーシアもしくはベ

トナム） 

 

 第 3 章の表 1 で掲載した南沙諸島の低潮高地や水面下環礁を含む島嶼（名称がついてい

るもの）の数は約 130 であり、上記抽出数は 34 であるので、Beckman のいう 25％に近

似する。但し表 1 は名称・位置・実効支配国の記載が不統一な複数の資料から筆者が編集

したものであり、中立機関による厳格な科学的地理調査によるデータではないことに留意

が必要である。 

 また、南シナ海において国連機関による沿岸動植物調査が実施されているが、沿岸諸国

の本土海岸線に留まり、4 諸島は調査範囲に含まれていないのが実情である。漁具や漁法

による珊瑚礁等への悪影響が調査結果として指摘されており、4 諸島での調査が望まれる

ところである3。 

 そもそもの主張基盤が不明確である状況を解決しなければ何も始まらないのではないか

と思われる。この調査は関係諸国合同で、或いは中立の国際的第三者機関でなされること

が必要と考えられるが、中国と台湾が九段線・十一段線の主張を堅持し続ける限り、実現

することもないはずである。 

 そこで、全島嶼の位置と名前の確定と、国連海洋法条約第 121 条の定義上の判断を実施

するための全島嶼実地調査の実施と、その結果を受け入れて共有することを中国と台湾を

含む領有権主張全諸国が合意する必要があろう。もちろん、条約解釈の統一も含まれるこ

とになる。現実的には中国をテーブルに着かせて、真摯な態度をとらせるための戦略が必

要となる。 

 

 

第 2 節 バランス・オブ・パワー戦略へ 

 

 南シナ海島嶼領有権問題の混迷は、中国と近隣諸国の交渉が、国力と国家基本戦略の差

異を背景にした、対等とは言えない現状にあるといえよう。つまり中国と対等の交渉を実

現することが対中バランス極の最低限の目標であり、その極を形成することが地域内での

対中戦略の有力な選択肢となる。 
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第 1 項 一国覇権戦略の抑制 

 

南シナ海島嶼領有権問題が好転しない最大の原因は中国と台湾の一国覇権戦略（華夷秩

序思想）であり、それを抑えることができない限り交渉の場は真摯なものとはならない。

つまり、一国覇権戦略を抑えることのみが南シナ海に自由と安定をもたらすと言ってよい。

地域超大国である中国の地域覇権戦略がアメリカの世界覇権に挑む世界覇権戦略の一翼で

ある以上、地域諸国にとってその抑止は容易なものではない。 

アメリカの国力低下と対テロ戦争の継続は、アジアに力の空白を生じさせ、中国の地域

覇権戦略の進展を容易にさせた。フィリピンとベトナムの求めでアメリカのアジア回帰は

わずかずつ進み、さらに世界覇権への挑戦の過程として、南シナ海を原潜聖域化してアメ

リカとの MAD 戦略による二極覇権を目指す中国の大戦略の具体化が明瞭になるに至り、

アメリカは漸く 2015 年に「航行の自由作戦」で直接介入を開始した。 

アメリカの行動は直接的には中国の恣意的な国際法解釈に対抗するものであり、フィリ

ピンやベトナムとの共同行動ではない。さらにアメリカは、領有権問題自体には中立を維

持することを明確にしており、地域覇権を直接的に左右するものではない。あくまでも「航

行の自由」が保証され、アメリカ軍の行動の自由が確保されれば良いのであって、九段線

内島嶼全ての領有権が中国に帰することになってもそれ自体には介入しないということで

ある。フィリピンやベトナムの目的とアメリカの目的は大きく異なるので、フィリピンや

ベトナムが、アメリカにバンドワゴンすることによって南シナ海島嶼領有権問題で中国に

対抗できると考えることは間違いである。しかし、アメリカが中国の世界覇権戦略に抗す

る姿勢を言動で明らかにした以上、その一翼であるアジア覇権戦略にも抑止のベクトルが

働くことになる。つまり、フィリピンやベトナムをはじめとする ASEAN 側の南シナ海島

嶼領有権問題当事諸国は非常に強力な支援という効果を享受できる。言い換えれば、海洋

アジアにおける中国の覇権に対抗・抑止する方法として、アメリカが地域を超えた部分を

担い、地域諸国は地域内抑止を担うという役割分担の構造が成立し得るということである。 

アメリカは「航行の自由作戦」に我が国やオーストラリアの参加を望んでいる様子があ

る。アメリカはその国力や軍事力展開の現状から、南シナ海において単独で中国への抑止

を継続し続けることは非常に困難であると言わざるを得ない。これはアメリカの覇権戦略

単独では中国の覇権戦略への対峙に限界があることを示しているといえる。また、我が国

は本論第 4 章で検討したように能力面と法制面で「航行の自由作戦」への全面的な協力は

難しく、オーストラリアも南シナ海への距離と軍事能力から協力可能性は限定的にならざ

るを得ない。結局のところ、南シナ海島嶼領有権問題で中国の領有権主張に対抗したい、

或いは中国の地域覇権を回避したい地域諸国は、多極化戦略での抑止つまり対中バランス

極を形成して地域内抑止を果たす自助努力が必要である。 

 

 



180 

 

第 2 項 バランサーによる対抗 

 

南シナ海島嶼領有権主張国である ASEAN 側 4 か国が協調するのみでは、中国の膨張を

抑えることはできない。国力の差からもそれは明らかである。中国を抑止できる力を持っ

た国による強い支援と類似問題を抱える域外国との連携が必要である。前者のうち、軍事

力としてはアメリカが、経済力としてはアメリカと我が国が当てはまる。後者としてはイ

ンドやブータン、我が国が当てはまる。両者に当てはまり且つ南シナ海の自由と安定の面

で利害を共有するのは我が国のみであり、本論第 4 章で論じたように、我が国がイニシア

チブをとって対中バランス極を形成することは必然ともいえる。このバランス極が有効に

機能することによって、中国と台湾を真摯な交渉の席に着かせることができよう。そこで

初めて「対等の立場での海洋境界画定交渉」という最終目標へ向けて、「全ての前提となる

全島嶼共同実地調査と島嶼定義判断」や各国の行動に対する実効力を伴った合意である

「COC」、または「集団提訴を排除しない国際司法機関の活用」へと進むことが可能とな

る。なお、国際司法機関に集団提訴によって海洋境界画定を委ねる場合には、同機関の審

理における必要性から全島嶼実地調査と島嶼定義判断がなされるものと思われる。  

 

 

第 3 項 バランサーの要としての日本 

 

 対中バランス極への我が国の関与は、本論第 4 章で論じたとおり非軍事的分野に限定し

たものでなければならない。つまり、軍事分野を含む対中バランス極へ非軍事限定の制限

的な関与をするか、非軍事的な対中バランス極のイニシアチブをとるかの選択肢となる。

フィリピンやベトナムがどちらを指向するかがその選択判断を左右する。 

 フィリピンによる中国を相手取っての一方的提訴の審理開始を常設仲裁裁判所が決定し

たことは、アメリカによる「航行の自由作戦」と並び、南シナ海島嶼領有権問題における

大きな転機となるはずである。ベトナムとインドネシアはフィリピンに倣って国際司法機

関の利用による対中抑止を検討しており、アメリカやドイツをはじめとするヨーロッパも

国際司法機関を利用すべきことを公言しており、我が国の海洋戦略とも完全に一致する。

ゆえに、我が国は非軍事的な、言い換えれば経済面と民主主義性向かつ非好戦的な政治面

を共有する対中バランス極をアジアに形成するイニシアチブをとることが望まれるのであ

る。そしてそのバランス極の南シナ海島嶼領有権問題における目的は「国際司法機関への

集団提訴」である。南シナ海における全島嶼の領有権と領海・EEZ・大陸棚の画定までを

国際司法機関の決定に委ねることの実現に他ならない。 

最後に、我が国と中国の海洋戦略を比較検討しておく。我が国と中国の海洋戦略は共に

自国の国益に寄与する点で正当である。我が国の海洋戦略はバランス・オブ・パワー戦略

に近く、中国は一国覇権戦略に他ならない。つまり我が国の海洋戦略は国際協調性が高く、

中国の海洋戦略は排他独善性が高い。覇権戦略とバランス・オブ・パワー戦略は対極に位
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置し、対立する。従って我が国の海洋戦略と中国の海洋戦略は対立し、国際連携と中国の

対抗が必然的に導かれる。具体的には、東南アジアに対中バランス極を誕生させることが

我が国の国益に資する。そしてそれが東シナ海問題の大きな一手ともなる。アジアの自由

と安定のために、我が国はバランス・オブ・パワー戦略の旗幟とその旗手としての存在を

一層鮮明にすることが望まれる。 

 

 

第 3 節 地域諸国の自決 

 

 本論では、中国の覇権戦略に対抗するために対中バランス極が東・東南アジアに誕生す

る必要性を論じたが、あくまでもその前提は、中国の周辺諸国が中国の覇権戦略を受け入

れないということである。経済面や安全保障面など、理由は何であれ、中国の周辺諸国が

中国の覇権戦略を受け入れるのであれば、そもそも対中バランス極形成の必要性はないの

である。その場合、南シナ海島嶼領有権問題は中国の主張に沿って速やかに解決を迎える

ことになると思われる。領海・EEZ・大陸棚の設定は国連海洋法条約に則して修正される

べきではあるが、中国は周辺諸国から九段線海域における優先的な管轄権を認められるこ

とになろう。アメリカは、領海内の「無害航行」と EEZ での「航行の自由」原則の軍艦

への適用を巡って中国と対立を続け、我が国は、領海内の「無害航行」と EEZ での「航

行の自由」原則によって南シナ海における国際商業航路の安全が保たれる限り、南シナ海

島嶼領有権問題に関与する理由はないということになる。 

 

 

                                                   
1 桜井宏之「南沙諸島をめぐる中国の真意」『エコノミスト』臨時増刊 1997 年 1 月 27 日号、毎日新聞社、64 頁。 

竹下秀邦「南沙諸島と中国の態度」『国際経済論集』第 4 巻第 1 号、常用学園浜松大学国際経済学部、1997 年 6 月、

15-34 頁。西沙・南沙諸島の島嶼データを検討している。国連海洋法条約の島の定義に合致する島は多く見積もって

西沙諸島で 15 から 18 島、南沙諸島で 9 島+4 砂州としている。 

Gjetnes, Marius, “The Spratlys: Are They Rocks or Islands?”, in Ocean Development & International Law, Vol.32, 

No2, Taylor & Francis, 2001, p.191-p.204. 南シナ海 4 諸島の島嶼（約 150 か所と前提）を島か岩かを検討し、最

終的には国際司法機関を利用することを考えるべきと論じる。 

「南シナ海人工島、施設建設を続行 中国「埋め立て完了」」朝日新聞デジタル、2015 年 11 月 18 日、

(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151118-00000004-asahi-int 18NOV2015)。中国は南沙諸島の島嶼数を 49 と判

断しているようである。中国の実効支配岩礁が 7、周辺 3 か国に不法に占拠されている岩礁が 42 という。7 か所は中

国の人工島建設箇所数と同じである。周辺 3 か国がフィリピン、ベトナム、マレーシアとすれば、台湾が実効支配す

る ITU ABA Island は 42 か所に入っていないということになり、合計は 50 島嶼と認識している可能性もある。 

 

2 上野英詞「東アジア海洋圏をめぐるパワーゲーム」海洋政策研究財団『中国の海洋進出－混迷の東アジア海洋圏と

各国対応－』成山堂、2013、89-90 頁。 

Beckman, Robert, “The South China Sea Disputes: How Countries Can Clarify Their Maritime Claims-Analysis,” 

Eurasia Review, August 8, 2012, 

(http://www.eurasiareview.com/08082012-the-south-china-sea-disputes-how-countries-can-clarify-their-maritim

e-claims-analysis/ 16NOV2015)。 

 

3 Vo, Si Tuan / Pernetta, John C. / Paterson, Christopher J., “Status and trends in coastal habitats of the South 

China Sea”, in Ocean & Coastal Management, Elsevier, 2013, p.1-p.11. 
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あとがき 

 

 

 南シナ海島嶼領有権問題は解決に向かうどころか、緊張感を増すばかりであったが、遂

に雲が切れて、一筋の光が差そうとしている。それは 2015 年 10 月 29 日に常設仲裁裁判

所がフィリピンの一方的提訴に対する審理開始を決定したことである。中国の強硬な排他

的態度が呼び込んだ結果ともいえ、皮肉である。本論で述べたように、仲裁裁判判決がフ

ィリピンの勝利となった場合でも、中国が判決の無視を公言している限り、判決が直接的

に南シナ海の実情を好転させる可能性は低いと思われる。しかし、九段線主張の有効性或

いは無効性や、島嶼の位置付けといったものが国際法に基づいて判決される。ベトナムが

既にこの仲裁裁判に関与しており、マレーシアやインドネシアも大きな関心を寄せている

ことは重要である。アメリカやドイツなどの欧米諸国も審理決定を歓迎しており、中国の

意向に関わらず、国際社会が判決を受け入れて統一的な法的解釈として共有することは間

違いなく、それによって南シナ海島嶼領有権問題は次の段階に入ることとなる。  

 島嶼の位置付けは国連海洋法条約に基づいて判定されることになるはずであるが、その

過程で仲裁裁判所が島嶼の科学的現地調査を実施することが望まれる。それは南シナ海島

嶼領有権主張国全ての実効支配根拠を揺るがすことになるはずだからである。国連海洋法

条約に基づいた誠実な領有権と海域設定の主張に統一されることで、南シナ海島嶼領有権

問題は解決に大きく近づくこととなろう。言い換えれば、これまで各国が主張してきてい

る領有権は国際法に照らして正当な位置付けが確認されていない島嶼や礁、浅い海底等に

対して行われているものであり、冷静さを欠いた感情的な主張と衝突と言え、多くは空虚

な砂上の楼閣であると言い換えることもできるのである。 

 中国と「前向き」で「協調的」で「対等」で「真摯」な協議を「開始」し「継続」し「合

意」に至るための国際状況として、本論では対中バランス極によるバランシングが有効で

あると論じた。そのバランス極は我が国の関与が必要であるが、我が国の関与は制限的で

あるべきとも結論した。 

しかし、政策実行の推移を観察すると、我が国は、非軍事的な対中バランス極のイニシ

アチブをとることや、軍事分野を含む対中バランス極へ非軍事限定の制限的な関与をする

ことではなく、軍事分野を含む対中バランス極へ無制限の関与をする方向に舵を切ってい

るように見える。2015 年 4 月に海上自衛隊の練習艦隊 2 隻がベトナムのダナンに寄港し、

ソマリア沖アデン湾への派遣海賊対処行動より帰途の海上自衛隊 P3C 哨戒機が 5 月 14 日

から 15 日にかけてダナンに立ち寄った1。2015 年 6 月 21 日から同月 27 日までの間、フ

ィリピンのパラワン島で行われた日比共同訓練において、3 名のフィリピン軍人を同乗さ

せた海上自衛隊の P3C 哨戒機が、23 日と 24 日にフィリピン空軍機と編隊を組んで南シナ

海での哨戒飛行訓練を行った2。アメリカが「航行の自由作戦」を開始した後の 2016 年 1
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月 10 日には、我が国政府が、今後のソマリア沖アデン湾からの帰還飛行経由地として、

海上自衛隊 P3C 哨戒機にフィリピン・ベトナム・マレーシアを利用させて防衛交流を進め

ると共に、南シナ海上空を飛行させる方針を固めたことが報じられた3。さらに 2016 年 3

月 6 日の報道では、海上自衛隊が練習航海として 2016 年 4 月に練習用潜水艦 1 隻をフィ

リピンのスービック湾へ寄港させる方針を固めたという4。これらはいずれも中国への牽制

意図を指摘されている。我が国政府はアメリカの「航行の自由作戦」と連携を取ろうとし

ているものと思われる。しかし本論で論じたように、中国の行動次第で我が国の限界が容

易に露呈する可能性が高い軍事分野で関与を深めることは、国益を損ねるリスクを増すこ

とと考えられる。我が国政府は共同訓練や帰還ルートの調整といった名目で、徐々に関与

を深めていくものと思われるが、常に慎重でなければならない。筆者には、我が国の民意

が東シナ海ではない南シナ海での軍事衝突リスクを受け入れる準備をしている、とは感じ

られないのである。 

本論締め切り間近の 2016 年 3 月 3 日の我が国の報道によると、フィリピンの実効支配

地と判断されている南沙諸島の JACKSON Atoll に、中国の公船とみられる中国船 5 隻が

2016 年 2 月から常駐してフィリピン漁船を排除しているという5。これが事実であれば、

MISCHIEF Reef 事件と SCARBOROUGH Shoal 事件に続く、中国の実力行使による占拠

領域拡大行動ということになる。これと同時期である 3 月 2 日、アメリカは中国に「特定

の行動は特定の影響を招く」として「南シナ海の軍事化追及」に対する警告を発し、3 月

4 日にアメリカ国防総省は、アメリカ海軍第 7 艦隊の旗艦「LCC-19 BLUE RIDGE」がマ

ニラに寄港していることと、原子力空母「CVN-74 JOHN C. STENNIS」を旗艦とする

CSG が南シナ海で警戒・監視活動を行っていることを明らかにした。2016 年 1 月に「航

行の自由作戦」が西沙諸島でも実施されたことや、CSG の南シナ海での展開を受けて、中

国は「南シナ海の軍事化を激化させているのはアメリカである」と反論している6。アメリ

カの言動が JACKSON Atoll の状況を反映してのものかどうかは報じられていないが、

「LCC-19 BLUE RIDGE」のマニラ在泊という事実からは関連があるものと推測されよう。 

2016 年は、台湾では親中派と言われてきた国民党から現状維持派とされる民進党への政

権交代があり、アメリカでは大統領選挙が行われる。我が国では参議院選挙が実施される。

一方で、北朝鮮は挑発的な言動の過激さを増してアメリカ軍のアジア展開を促進している。

また、中国は国内の景気後退が政策決定を束縛して、その結果、対外的な言動が強硬化す

る可能性が懸念される。さらに、常設仲裁裁判所がフィリピンの一方的提訴において九段

線の法的判断を含む判決を出す可能性がある。つまり、各国が海洋アジアへ及ぼす影響は

それぞれの内政事情によって常に流動的ではあるが、2016 年はその予測が非常に困難な年

になるといえよう。 

現実として、南シナ海においては島嶼領有権問題よりも制海権をめぐる米中直接対峙、

つまり米中覇権争奪戦の舞台が急速に整いつつあると観察される。論理的には島嶼領有権

問題とは切り離されているアメリカの制海権防衛戦ではあるが、実際的効果としては

ASEAN 側 4 か国の主張を背負っての言動となっていることは否定できない。しかし、ア



184 

 

メリカがそれら諸国から対中対応と島嶼領有権問題の解決を一任されているわけではなく、

南シナ海沿岸諸国の自決権が尊重されるべきことには変わりがないはずである。米中直接

対峙の中で、それら諸国が指向しつつある「国際司法機関の活用」が軽視されるような状

況が構築されることは、決して望ましいことではない。 
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修制度を利用しない通常の履修期間である 2 年間で修了して、当初予定通りの結論を持っ

た修士論文が 2014 年 3 月に完成していたとすれば、その直後の 2014 年 5 月の西沙諸島

沖中越公船衝突事件から始まる南シナ海の嵐によって、その修士論文は忽ちスクラップ化

していたはずであり、むしろ、長期履修制度を活用して論文作成に 4 年間をかけたことは、

結果的に非常に幸運であったというべきであろう（無論、今後の南シナ海の状況推移次第

では本論文もいつスクラップ化するか、まるでわからないのであるが）。2014 年 1 月から

福山での陸上勤務が始まったことで、その南シナ海の嵐の一片の影を何とか追い続けるこ

とができたのである。但し、それは現在進行形の問題を学術研究の対象とすることの難し
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さを痛感する苦しみでもあった。稲本先生を始めとする諸先生方のご指導がなければ本論

文が仕上がることはなかったといえる。心より感謝申し上げる。 

 二回りほど年上の中年男を学友として快く受け入れて下さった海洋国際関係論教室の学

部学生と大学院生の皆様にも感謝申し上げる。二回り違う世代の思考と若い気持ちによる

刺激を多く受け、楽しい学生生活を過ごさせて頂いた。 

 業務に全く資さない一従業員の個人的な我儘趣味を面白がって、海上勤務期間中だけで

なく陸上勤務となってからも非常に協力的に支援して下さった中国総業株式会社の高田博

司代表以下、同僚・従業員の皆様にも深く感謝申し上げる。 

 最後に感謝するべき相手は決まっている。海上勤務期間における貴重な休暇中に家庭を

顧みることなく東京まで通学し、単身赴任の陸上勤務となってからも休日には家に帰るこ

とよりも研究や通学を優先する身勝手さに対して、何の文句も言わないどころか、逆に背

中を押して応援し続けてくれた妻と幼い娘には頭が上がらない。 

 我儘と迷惑かけついでといっては怒られるであろうが、皆様のご承諾を賜り、大学院後

期課程への進学を許可して頂けた。少しでも向上した研究をすること以外は恩返しになら

ないものと覚悟している。稲本先生と婁先生を始めとする東京海洋大学大学院後期課程の

先生方と事務局の皆様、ゼミの若い学友達、中国総業の皆様、そして淡路島に住む家族に

は、引き続いてのご指導とご鞭撻を切にお願いするのみである。 

 単純な事実として、皆様のお許しとお力添えと諦めがなければ、本論文は存在しえなか

った。改めて、心から深く感謝申し上げる次第である。 

 

2016 年 早春 

吉野 愼剛 


